
 

平成１４年度 政策チェックアップ（業績測定）結果 
 
 

○暮らし 

政策目標 1 居住水準の向上 
多様なライフスタイル、ライフステージに対応した、ゆと
りある快適な住まいを様々な選択肢から選べること 

（１）良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する 

政策目標 2 バリアフリー社会の実現 
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間
が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

（１）住宅をバリアフリー化する 
（２）不特定多数の者が利用する建築物をバリアフリー化する 
（３）移動空間をバリアフリー化する 

政策目標 3 子育てしやすい社会の実現 
生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

（１）良質なファミリー向け住宅の供給を促進する 
（２）水辺における児童の自然体験を支援する 
（３）都市住民が身近に使える公園を確保する 

政策目標 4 余暇の充実 
遊び、楽しみ、心の安らぎを感じることで、心身ともにリ
フレッシュできること 

（１）国民の観光を促進する 
（２）国営公園の利用を促進する 
（３）ダム周辺施設等の利用を促進する 

政策目標 5 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で
魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を
送ることができること 

（１）職住近接の住宅市街地を形成する 
（２）密集住宅市街地を改善する 
（３）ゆとりある住環境に必要な都市公園等を確保する 
（４）下水道等の汚水処理施設を普及させる 
（５）良好な都市形成に必要な道路空間を確保する 
（６）都市部における良好な水辺空間を形成する 
（７）良好な宅地供給を促進する 
（８）電線類を地中化する 

政策目標 6 公共交通の利便性の向上 
公共交通が、より多様で、より利便性の高いものとなるこ
と 

（１）都市鉄道網を充実させる 
（２）都市モノレール等を充実させる 
（３）バスの利便性を向上させる 

政策目標 7 都市内渋滞の緩和 
都市における交通渋滞が緩和され、円滑な交通が確保でき
ること 

（１）都市内の交通渋滞を緩和する 

政策目標 8 アメニティ豊かな生活環境の形成 
水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせ
ること 

（１）海岸における親水空間等を形成する 
（２）都市の親水空間の確保のため、合流式下水道を改善する 

（３）公共空間における緑化等を推進する 

政策目標 9 良質で安定した水の確保 
きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

（１）河川の正常な流量を確保する 
（２）水道水源域の水質を改善する 

政策目標 10 地域交通確保 
地域の基礎的な生活基盤となる交通手段が確保され、安心
感が醸成されること 

（１）地方バス路線を維持する 
（２）離島航路を維持する 
（３）離島航空路を維持する 
 
 
○経済社会 

政策目標 11 広域的モビリティの確保 
全国的な基幹的ネットワークの整備等により、人や物の広
域的な移動・交流の拡大、効率化が図られること 

（１）地域の競争条件確保のための幹線道路網を構築する 
（２）整備新幹線の整備、在来新幹線鉄道の高速化を推進する 
（３）国内航空ネットワークを充実させる 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善に
より、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争
力の強化が図られること 

（１）国際海上貨物の輸送コストを低減する 
（２）国際航空需要の増大に応じた空港容量を確保する 
（３）国際航空需要の増大に対応するため、航空交通容量 

を拡大する 
（４）ふくそう海域における円滑な船舶航行を確保する 
（５）国際空港への鉄道アクセスを向上させる 

政策目標 13 物流の効率化 
利便性が高く、効率的で魅力的な物流サービスが提供され
ること 

（１）空港・港湾・道路等の連携を強化する 
（２）複合一貫輸送を促進する 

政策目標 14 新たな市場の育成 
創業・起業がしやすく、また、新たな投資を呼び込むよう
な魅力ある市場環境が整備され、時代のニーズにあった市
場が発展すること 

（１）不動産証券化市場を健全に発展させる 
（２）中古住宅・不動産流通を促進する 
（３）住宅リフォーム市場を活性化する 

政策目標 15 公正で競争的な市場環境の整備 
公正で競争的な市場環境、民間が活動しやすい市場環境が
整備され、市場の活性化が図られること 

（１）建設業における不良・不適格業者を排除する 
（２）公共工事の入札契約の適正化を推進する 
（３）トラック事業における公正かつ競争的な市場環境 

を整備する 
（４）基礎的な土地情報を整備する 



政策目標 16 産業の生産性向上 
経済の持続可能な成長へ向けて、産業の生産性向上が図ら
れること 

（１）専門工事業のイノベーションを促進する 
（２）自動車整備事業の生産性を向上させる 
（３）中小造船業の生産性を向上させる 

政策目標 17 消費者利益の保護 
消費者の市場における自由な選択が確保され、利益が守ら
れること 

（１）住宅性能評価・表示を普及させる 
（２）自動車の安全性に関する情報を普及させる 
 
○安全 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが
充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されること
で、これらの災害による生命・財産・生活に係る被害の軽
減が図られること 

（１）水害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
（２）災害の危険性に関する情報を普及させる 
（３）台風時の被害を軽減するため、気象情報を充実する 
（４）土砂災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
（５）津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、 

施設整備を行う 
（６）震災時の緊急支援ルートを確保する 
（７）多数の者が利用する建築物を耐震化する 
（８）住宅を耐震化する 
（９）震災時の避難地を確保する 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の
未然防止と被害軽減が図られること 

（１）海上における死亡･行方不明者を減少させる 
（２）船舶交通の安全を確保する 
（３）ハイジャック・航空機テロの発生を防止する 
（４）航空事故を減らす 
（５）幹線道路の事故多発地点における交通事故を減らす 
（６）自動車の安全性を高める 
（７）事業用自動車の安全運行を確保する 
（８）鉄道の安全を確保する 
（９）船舶の安全航行を確保するため、放置船艇を減らす 

政策目標 20 海上における治安の確保 
海上における犯罪の危害から生命、財産の安全の確保が図
られること 

（１）海上からのテロによる被害を防止する 
（２）海上ルートによる薬物・銃器の流入を阻止する 

政策目標 21 船員災害の防止 
船員に安全な労働環境を確保するため、労働災害の未然防
止と被害軽減が図られること 

（１）船員災害を防止する 
 
○環境 

政策目標 22 地球環境の保全 
地球環境保全への取組みがなされること 

（１）自動車の燃費を向上させる 
（２）モーダルシフトを推進する 
（３）住宅・建築物の省エネルギー化を推進する 
（４）海洋汚染を防止する 

政策目標 23 大気、騒音等に係る生活環境の改善 
大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善が図ら
れること 

（１）自動車から排出されるＮＯｘ・ＰＭを減少させる 
（２）幹線道路の沿道住民の騒音被害を軽減する 
（３）空港周辺の騒音による生活環境への障害を軽減する 
（４）シックハウスによる被害を防止する 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

（１）失われた砂浜を再生する 
（２）乾燥や埋立により消失した干潟を再生する 
（３）失われた自然の水辺を再生する 
（４）水質保全上重要な地域における水質を改善する 
（５）河川の水質を改善する 

政策目標 25 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型
社会の形成が図られること 

（１）建設工事のリサイクルを推進する 
（２）自動車のリサイクルを推進する 
（３）海面処分場の容量を確保する 
（４）循環資源の輸送コストを低減する 
（５）下水汚泥のリサイクルを推進する 
 
○共通の政策課題 

政策目標 26 ＩＴ革命の推進 
国民生活や産業社会におけるＩＴ化とともに、行政サイド
のＩＴ化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型Ｉ
Ｔ社会」の実現が図られること 

（１）港湾分野における行政手続の電子化を推進する 
（２）公共入札の電子化を推進する 
（３）国の行政手続の電子化を推進する 
（４）道路・車両分野における電子化を推進する 
（５）民間によるネットワークインフラの形成を支援する 

政策目標 27 国際交流の促進 
国際交流の推進等により、わが国の国際相互理解の増進等
が図られること 

（１）外国人旅行者の訪日を促進する 
 
 
（参考資料） 
業績指標一覧 
政策目標別の政策レビューテーマ一覧 
政策目標別の平成 14 年度新規施策一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本資料は「平成 14 年度政策チェックアップ結果」（平成

15 年 7 月 15 日省議決定）をもとに作成したものである。 



 

業績指標一覧 
 

政策目標 業績指標 

○暮らし 
 1 誘導居住水準達成率  1 居住水準の向上 
 2 住宅に対する評価（満足度） 
 3 バリアフリー住宅ストックの割合 
 4 ハートビル法の基礎的基準・誘導的基準を満たす特定建築物（新･増改築工事に係

る部分の床面積が 2,000 ㎡以上のもの）の割合 
 5 バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区割合 
 6 １日あたりの平均の利用者数が５千人以上の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船タ

ーミナル、空港ターミナルのうち、それぞれ段差の解消がなされているものの割合
 7 低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉タクシーの導入数 

 2 バリアフリー社会の実現 

 8 バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 
 9 ３人以上世帯の誘導居住水準達成率 
 10 自然体験活動拠点数 

 3 子育てしやすい社会の 
実現 

 11 歩いていける範囲の都市公園の整備率 
 12 国民１人あたりの平均宿泊旅行回数 
 13 国営公園の利用頻度 

 4 余暇の充実 

 14 地域に開かれたダム、ダム湖活用者数 
 15 都心部における住宅供給戸数 
 16 緊急に改善すべき密集市街地の解消面積 
 17 １人あたり都市公園等面積 
 18 下水道普及率 
 19 都市内の都市計画道路の整備率 
 20 都市空間形成河川整備率 
 21 良好な環境を備えた宅地整備率 

 5 住環境、都市生活の質の
向上 

 22 電線類地中化延長 
 23 都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長 
 24 東京圏における都市鉄道の混雑率 
 25 都市モノレール及び新交通システムの整備延長 

 6 公共交通の利便性向上 

 26 バスの利便性向上に取組む事業者数及び全国の乗合バス輸送人員対前年比に対
する利便性向上取組事業者の輸送人員対前年比の割合 

 27 主要渋滞ポイント解消数  7 都市内渋滞の緩和 
 28 朝夕の三大都市圏人口集中地区の自動車走行速度 
 29 海岸における海辺へのアクセスが確保されている延長 
 30 合流式下水道改善率 
 31 都市における公園・緑地の確保量 
 32 都市内道路緑化率 

 8 アメニティ豊かな生活環境
の形成 

 33 港湾空間の緑化率 
 34 河川の流量不足解消指数  9 良質で安全な水の安定 

した利用の確保  35 水道水源域における下水道処理人口普及率 
 36 地方バス路線の維持率 
 37 有人離島のうち航路が維持されている離島の割合 

10 地域交通確保 

 38 生活交通手段として航空輸送が必要である離島のうち航空輸送が維持されている
離島の割合 

○経済社会 
 39 高規格幹線道路の面積カバー率 
 40 ５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内である鉄道路線延長 

11 広域的モビリティの確保 

 41 主要空港（１種空港及び地域拠点空港）と地方空港を結ぶ航空路線数 
 42 国際コンテナ貨物・国際ばら貨物の陸上輸送コストの削減率 
 43 三大都市圏の国際空港における国際航空旅客・貨物容量 
 44 国際路線（北太平洋ルート）の年間航空交通容量 
 45 船舶航行のボトルネックの解消率 

12 国際競争力の強化 

 46 都心部との間の鉄道アクセス所要時間が３０分台以内である三大都市圏の国際空
港の数 

 47 主要な空港・港湾への連絡率 13 物流の効率化 
 48 複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルから陸上輸送半日往復圏の人口カバー率
 49 不動産証券化市場規模 
 50 指定流通機構（レインズ）における不動産仲介物件等の登録データ量 
 51 中古住宅の流通量 

14 新たな市場の育成 

 52 リフォームの市場規模 
 53 「発注者支援データベース・システム」の導入状況 
 54 「公共工事入札契約適正化法」に規定された入札契約に関する情報の公開等の状

況 
 55 トラック輸送における営業用トラック輸送の割合 

15 公正で競争的な市場環境
の整備 

 56 地籍が明確化された土地の面積 
 57 建設業者に係る経営革新計画の承認件数 
 58 指定整備工場数 

16 産業の生産性向上 

 59 中小造船業における従業員一人当たり付加価値額 



 

 60 住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合 17 消費者利益の保護 
 61 衝突安全性能の高い乗用車の市場普及指標 

○安全 
 62 水害危険度指標 
 63 堤防整備率 
 64 洪水調節指数 
 65 床上浸水常襲地区内家屋数 
 66 流下能力不足橋梁数 
 67 下水道雨水対策整備率 
 68 ハザードマップ認知率 
 69 台風中心位置予報の精度 
 70 土砂災害保全指標 
 71 土砂災害の危険がある自力避難が困難な災害弱者関連施設対策数 
 72 津波・高潮等の災害から防護されていない人口や土地面積 
 73 緊急輸送道路上の橋脚の耐震補強率 
 74 新耐震基準以前に建築された特定建築物及び住宅のうち耐震上安全なことが確認

されたものの割合 

18 災害による被害の軽減 

 75 災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合 
 76 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数 
 77 ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生数 
 78 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 
 79 定期航空における航空事故発生率 
 80 幹線道路に係る事故多発地点対策箇所数 
 81 遮断機のない踏切道数 
 82 地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置率（誤出発防止機能を有するもの） 
 83 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率 
 84 車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突） 

19 交通安全の確保 

 85 事業用自動車の運行管理に起因する事故割合 
 86 巡視船艇の高速化率 20 海上における治安の確保 
 87 薬物・銃器密輸事犯の摘発件数 

21 船員災害の防止  88 船員災害発生率 

○環境 
 89 ディーゼル自動車の平均燃費 
 90 国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率 
 91 住宅、建築物の省エネルギー化率 

22 地球環境の保全 

 92 大型油回収船による２日到達圏カバー率 
 93 最新排出ガス規制適合車の割合 
 94 夜間騒音要請限度達成率 
 95 航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 

23 大気、騒音等に係る生活
環境の改善 

 96 ホルムアルデヒドの室内濃度（住宅に起因するもの）が厚生労働省の指針値を超え
る住宅の割合 

 97 新たな砂浜の創出面積 
 98 藻場・干潟の回復面積 
 99 河川における人工的な水際率 
 100 下水道の高度処理人口普及率 
 101 河川水質 

24 良好な自然環境の保全、
形成 

 102 湿地の再生面積 
 103 直轄工事におけるリサイクル率 
 104 リサイクル部品を使用する自動車整備工場の割合 
 105 港湾における廃棄物の取扱い比率 

25 循環型社会の形成 

 106 下水汚泥のリサイクル率 

○共通の政策課題 
 107 港湾ＥＤＩシステムの普及率 
 108 電子入札の実施割合 
 109 申請・届出等手続のオンライン化率 
 110 ＥＴＣ利用可能料金所整備率 

26 ＩＴ革命の推進 

 111 公共施設管理用光ファイバ等収容空間ネットワークの延長 
 112 訪日外国人旅行者数 27 国際交流の推進 
 113 国際コンベンション開催件数 

 



 

 

政策目標１ 居住水準の向上 
多様なライフスタイル、ライフステージに対応した、ゆとりある快適な住まいを様々な選択肢から選べること 

 
 

（１） 良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する 
住宅政策を進めるにあたっては、国民一人一人が、持家・借家を問わず、多様な選択肢の中か

ら、それぞれの人生設計にかなった住まい方を自由に選択し、実現できることが重要であるが、

我が国の住宅事情をみてみると、依然、居住水準が立ち遅れた状況となっており、良質な住宅

取得と賃貸住宅の供給を促進する必要がある。 
 

業績指標：誘導居住水準達成率 目標値：50%（H15） 

業績指標：住宅に対する評価（満足度） 目標値：53%（H15） 
 
 
○業績指標 1：誘導居住水準達成率 
（指標の定義） 
住宅ストックの質の向上を図る上での指針。一般型誘導居住

水準（都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住

宅居住を想定したもの）と都市居住型誘導居住水準（都市の

中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの）が

ある。 
・一般型誘導居住水準：世帯人員ごとに面積を設定し、１人

世帯の住戸専用面積 50 ㎡～６人世帯（高齢夫婦を含む。）

の住戸専用面積 164 ㎡までを規定。 
・都市居住型誘導居住水準：世帯人員ごとに面積を設定し、

１人世帯の住戸専用面積 37 ㎡～６人世帯（高齢夫婦を含

む。）の住戸専用面積 129 ㎡までを規定。 

（目標値設定の考え方） 
第八期住宅建設五箇年計画において、平成 27 年度を目途に全

国で 3 分の 2 の世帯の達成を目指すこととなっており、それ

を平成 15 年度分まで年度割した（5 年一度の調査であり、次

回調査が平成 15 年度であるため）。 

（考えられる外部要因） 
世帯構成の変化等 
 
過去の実績値の推移 
   S63 H5 H10 
   31.6％ 40.5％ 46.5％ 
※５年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回調査は

H15） 
 
○業績指標 2：住宅に対する評価（満足度） 
（指標の定義） 
無作為抽出した 10 万世帯程度を対象として、5 年ごとに国土

交通省が実施する住宅需要実態調査の調査事項である「住宅

に対する評価」で「満足している」、「まあ満足している」に

回答した割合の和。 

（目標値設定の考え方） 
これまでの調査結果を踏まえ、最も満足度が高い数値を目標

値として設定。 

（考えられる外部要因） 
景気動向等 
 

過去の実績値の推移 
 Ｓ58 Ｓ63 H５ H10 
 53.2% 47.5% 49.3 51.4％ 

※５年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回調査は

H15） 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○優良な持家の取得及び賃貸住宅の供給の促進 
税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、

都市基盤整備公団による賃貸住宅などにより優良な賃貸住宅

の供給を促進する。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 業績指標については、５年に１度の調査により把握して

おり、指標の動向については不明である。 
・ 住宅着工統計により、新設住宅の平均床面積の推移を見

ると、平成 10 年から平成 14 年にかけて、持家系、借家

系ともに伸び悩んでいる。 

（施策の実施状況） 
・ 住宅金融公庫の融資等により、優良な持家の取得を促進

した。 
・ 都市基盤整備公団による賃貸住宅の供給等により、優良

な賃貸住宅の供給を促進した。 
 
今後の取組の方向性 
税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、

都市再生機構による民間賃貸住宅の供給支援や民間事業者に

対する金融、予算等の支援などにより優良な賃貸住宅の供給

を促進する。 

（新たな目標設定） 
業績指標「住宅に対する評価（満足度）」については、次の理

由から削除する。 
① 居住者の主観を反映する性格が強いとともに、住んでい



 

 

る地域の利便性や、生活水準、景気動向等必ずしも住宅政

策では対応できないものに起因するところも大きく、住宅

行政の業績指標としては不適切 
② これまでの指標の推移（昭和 58 年から平成 10 年まで計

４回）を見ても、47.6％から 53.2％と小幅な動きにとどま

ることから、目標値も数％の上昇にとどまる一方、目標が

達成できたとしても、誤差の範囲である可能性がある 
なお、住宅政策に関する中･長期的な目標については、現在の

５年毎の建設目標に替えて、市場の望ましい方向性を示す形

でストック目標、アウトカム目標を設定する方向で平成 17
年度末までに見直しを行う予定である。住宅に関する業績指

標についても、あわせて見直していくこととする。 

平成 15 年度における新規の取組 

○証券化支援業務の開始（政策アセスメントを実施） 
住宅金融公庫が民間住宅ローンを買い取り、そのローンを

担保に証券化を実施すること等を通じて民間の長期・固定

金利の住宅ローンの供給支援を行う証券化支援業務を開始

する。 
・ 見込まれる効果：民間金融機関による長期・固定金利の

住宅ローンの安定的な供給 
○住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の大幅な拡

充（政策アセスメントを実施） 
平成 15 年度税制改正において、新たに導入された相続時

精算課税制度の下で住宅取得資金の贈与を受ける場合の特

例を創設するとともに、従来の住宅取得資金の贈与税特例

についても、経過措置として存置した。 
・ 見込まれる効果：住宅投資の活性化 
○高齢者等の住宅資産の流動化による住み替え支援の促進 

高齢者等の住宅資産を賃貸住宅として活用・支援するため

の預かり家賃の保証制度を創設した。 
・見込まれる効果：良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促

進 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課 
関係部局：住宅局 



 

 

政策目標２ バリアフリー社会の実現 
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 
 

（１）住宅をバリアフリー化する 
高齢者のいる世帯数は、平成 27 年に総世帯数の４割に達すると見込まれる一方、高齢者等へ

の配慮がなされたバリアフリー化された住宅ストックの充足がなされていないため、今後の住

宅のバリアフリー化を促進することが必要である。 
 

業績指標：バリアフリー住宅ストックの割合 目標値：7%（H15） 
 
 
○業績指標 3：バリアフリー住宅ストックの割合 
（指標の定義） 
全住宅ストック数のうち、「手すりの設置」、「広い廊下幅の確

保」、「段差の解消」がなされた住宅の割合をいう。 

（目標値設定の考え方） 
第八期住宅建設五箇年計画で、平成 27 年度において全住宅ス

トックの２割をバリアフリー化がなされた住宅とすることを

目指すこととしており、それを平成 15 年度分まで年度割した

（5 年に一度の調査であり、次回調査が平成 15 年度であるた

め）。 

（考えられる外部要因） 
・新規住宅着工数、リフォーム件数等 
 
過去の実績値の推移 
     H10 
     ３％ 
※５年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回調査は

H15） 

主な施策等 

主な施策の概要 
①補助によるバリアフリー化された住宅の供給 
○公共賃貸住宅のバリアフリー化 
新規に整備する公営住宅、公団賃貸住宅のバリアフリー仕

様による整備 
○高齢者向け優良賃貸住宅の供給 
「高齢者居住法」に基づく高齢者向け優良賃貸住宅制度 

○各種事業における助成対象住宅のバリアフリー化 
各種補助事業等により助成対象となっている民間共同住

宅等の共用部分について、バリアフリー仕様を標準化 
○21 世紀都市居住緊急促進事業 
長寿社会対応住宅設計指針等の基準を満たした住宅の整

備に対する補助 
 
②融資によるバリアフリー化された住宅の供給 

○住宅金融公庫融資の優遇 
バリアフリー基準適合住宅において、基準金利を適用等 

 
③高齢者に配慮した住宅に係る基準の整備等 
○高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の普及、活用 
「高齢者居住法」の高齢者の居住の安定の確保に関する基

本的な方針に基づく指針 

○住宅性能表示制度の普及 
住宅の性能（高齢者等配慮対策等級）の評価 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 業績指標については、５年に一度の調査により把握してお

り、指標の動向については不明である。 
・ 住宅金融公庫による融資を受けた住宅におけるバリアフ

リー適合基準を満たす住宅の割合は 65.2%となっており

（平成 13 年度）、フローベースでは高い割合でバリアフリ

ー化された住宅の供給が進んでいる。 
 
（施策の実施状況） 
・ 上記施策を着実に推進した。 
 
今後の取組の方向性 
・ 補助、融資等により、バリアフリー化された住宅の供給を

促進する。 
 
（新たな目標設定） 
・ 社会資本整備重点計画の策定にあわせ、目標年次を平成

19 年度とする。あわせて、指標の名称を「住宅のバリア

フリー化の割合」とする。 
・ 平成 10 年度の実績値 3%を、平成 19 年度までに約１割ま

で向上させることを目指す。（社会資本整備重点計画の今

後の検討により指標・目標値の変更がありうる。） 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課 
関係部局：住宅局都市公団監理室、住宅総合整備課、住宅生産

課、市街地建築課、市街地住宅整備室、住宅資金管

理官 



 

 

政策目標２ バリアフリー社会の実現 
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 
 

（２）不特定多数の者が利用する建築物をバリアフリー化する 
病院、劇場、集会場などの一定の建築物については、高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

るようにするために、バリアフリー対応の建築の促進を図る必要がある。 
 

業績指標：ハートビル法の基礎的基準・誘導的基準を満
たす特定建築物（新･増改築工事に係る部分
の床面積が 2,000 ㎡以上のもの）の割合 

目標値：基礎的基準 100%（H17）
    誘導的基準 20%（H17）

 
 
○業績指標 4：ハートビル法の基礎的基準・誘導的基準を満た

す特定建築物（新･増改築工事に係る部分の床面積が 2,000
㎡以上のもの）の割合 

（指標の定義） 
ハートビル法の基礎的基準・誘導的基準を満たすものの割

合とは、当該年度に建築確認された特定建築物（2,000 ㎡以上）

のうち、基礎的基準・誘導的基準に適合している建築物の件

数の割合 
・ 「基礎的基準」とは、高齢者等の利用を阻む障壁を除去

する整備基準。（例えば出入口幅80cm以上、廊下幅120cm
以上、片側手すり） 

・ 「誘導的基準」とは、特段の不自由なく円滑に利用でき

る高度な整備基準。（例えば出入口幅 90cm 以上、廊下幅

180cm 以上、両側手すり） 
※「ハートビル法」：高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

る特定建築物の建築の促進に関する法律 

（目標値設定の考え方） 
・ これまでの取組を踏まえ平成 17 年度までに 2,000 ㎡以上

の新築・増改築の特定建築物の基礎的基準の義務化が達

成できると想定した上で設定。 
・ 誘導的基準を満たす認定建築物に対し、今後の施策を推

進することによる延びを勘案し、倍増すると想定。 
 
過去の実績値の推移 

 H10 H11 H12 H13 H14 
基 礎 的 

基 準 
 68％ 約 7 割 約 7 割 

集計中

※ 

誘 導 的 

基 準 
 9％ 約 1 割 約 1 割 

集計中

※ 

※実績値は１１月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○ハートビル法に基づく義務付け及び支援措置 
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促

進を図る。 
 特に、平成 14 年のハートビル法改正（平成 15 年 4 月 1 日

施行）を受け、次の施策を講じている。 
・ 特別特定建築物（不特定多数の者または主として高齢者、

身体障害者等が利用する建築物）の 2,000 ㎡以上の建築

等（新築・増改築・用途変更）については、利用円滑化

基準（法改正前の基礎的基準に相当）に適合することを

義務付け。 
利用円滑化誘導基準（法改正前の誘導的基準に相当）を満たす

認定建築物については、容積率の算定の特例、表示制度の導入

等の他、税制上の特例措置、低利融資制度、補助等の各種支援

を措置。 
 
他の関係主体 
所管行政庁（計画の認定等） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 利用円滑化基準を満たす2,000㎡以上の特別特定建築物の

割合については、平成 13 年度までは毎年約 7 割で推移し

ているが、平成 15 年度からは、改正ハートビル法に基づ

く義務化で、100%で推移する。 
・ 利用円滑化誘導基準を満たす認定建築物の割合について

は、約１割で推移しており、大きな伸びはないまま経過し

てきたが、法改正に伴い、利用円滑化誘導基準を満たす認

定建築物に関する支援措置が拡充されたことから、今後延

びが見込まれる。 

ハートビル法に基づく認定件数の推移 （平成１３年度末現在）
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（施策の実施状況） 
・ 平成 14 年の法改正により、特別特定建築物の 2,000 ㎡以

上の建築等については利用円滑化基準への適合が義務付

けされた。また、利用円滑化誘導基準を満たす認定建築物

については各種支援策を措置。 



 

 

 

 
 
今後の取組の方向性 
改正ハートビル法の適切な運用により、高齢者・身体障害者等

が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図る。 
 
（新たな目標設定） 
・ 社会資本整備重点計画の策定にあわせ、今後は、建築物の

バリアフリーを表す指標として、「不特定多数の者等が利

用する一定の建築物のバリアフリー化の割合」（2,000 ㎡以

上の建築がなされた特別特定建築物の総ストック数のう

ち、ハートビル法に基づく利用円滑化基準を満たすものの

割合）を採用。 
・ 平成 14 年度の実績値「約３割」を、平成 19 年度までに「約

４割」まで向上させることを目指す。（社会資本整備重点

計画の今後の検討により指標・目標値の変更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○ハートビル法に基づき、特別特定建築物の 2,000 ㎡以上の建

築等については、利用円滑化基準への適合を義務付けし、認

定建築物については、各種支援策を措置。 

担当部局等 

担当部局：住宅局建築指導課 
関係部局：住宅局市街地建築課 

認定件数用途別内訳（平成１３年度末現在） 

※用途は改正前のハートビル法に基づく特定建築物の整理です。 

用途 件数（件） ％ 

１．病院又は診療所 162  8.1% 

２．劇場、観覧場、映画館又は演芸場 21  1.1% 

３．集会場又は公会堂 76  3.8% 

４．展示場 12  0.6% 

５．百貨店、マーケット等の物品販売店 1001  50.3% 

６．ホテル又は旅館 25  1.3% 

７．老人福祉センター等 237  11.9% 

８．体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 58  2.9% 

９．博物館、美術館又は図書館 45  2.3% 

10．公衆浴場 14  0.7% 

11．飲食店 6  0.3% 

12．理髪店、銀行等サービス業を営む店舗 13  0.7% 

13．旅客の乗降又は待合いに供する建築物 19  1.0% 

14．自動車車庫 2  0.1% 

15．公衆便所 14  0.7% 

16．郵便局等公益上主要な建築物 84  4.2% 

0．複合用途建築物 203  10.2% 

合計 1992   100.0% 



 

 

政策目標２ バリアフリー社会の実現 
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 
 

（３）移動空間をバリアフリー化する 
高齢者や障害のある人が自立して社会生活を送っていく上で、快適で生活しやすい生活環境の基盤

整備は重要な課題であるため、障害者等すべての人が安全に安心して移動し、社会参加できる

よう、公共交通機関、歩行空間等移動空間のバリアフリー化を推進する。 
 

業績指標：バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区
割合 

目標値：2 割（H14） 
実績値：集計中 

業績指標：１日あたりの平均の利用者数が５千人以上の
鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナ
ル、空港ターミナルのうち、それぞれ段差の
解消がなされているものの割合 

目標値：鉄軌道駅 60%（H17） 
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 80% 
旅客船ﾀｰﾐﾅﾙ 70% 
空港ﾀｰﾐﾅﾙ 70% 

業績指標：低床バス車両・ノンステップバス車両の導入
割合及び福祉タクシーの導入数 

目標値：低床ﾊﾞｽ 30%（H17） 
ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ 10% 
福祉ﾀｸｼｰ 2,600 台 

業績指標：バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、
航空機の割合 

目標値：鉄軌道車両 20%（H17）
旅客船 25% 
航空機 35% 

 
 
○業績指標 5：バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区割

合 
（指標の定義） 
「バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区割合」とは、

全国の DID 地区内の住居・商業系地区（1 地区概ね 1k ㎡）約

14,000 地区のうち、駅、商店街、病院、福祉施設等を連絡す

る地区内の主要ルートにおいて、車椅子が安心して通行でき

る幅員（原則として幅員 3m 以上）および、適切な段差・傾斜・

勾配が確保された歩道等がネットワークとして整備されてい

る地区の割合。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 
将来ＤＩＤ地区（約 14,000k ㎡）全てにおいてバリアフリー

歩行空間を整備することを目標 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  1 割  集計中 
 
○業績指標 6：１日あたりの平均の利用者数が５千人以上の鉄

軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港ターミナ
ルのうち、それぞれ段差の解消がなされているものの割合 

（指標の定義） 
１日あたりの平均的な利用者数が 5,000 人以上である鉄軌道

駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港ターミナルの

うち、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準第４条（移

動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等につ

いての基準）に適合する施設。 

（目標値設定の考え方） 

交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本

方針において、平成 22 年までに１日あたりの平均的な利用者

数が 5,000 人以上の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ター

ミナル、空港ターミナルについて原則として移動円滑化を達

成することを目指しており、それを現況値との勘案で平成 17
年度の目標値を設定している。 
 
過去の実績値の推移 
 H11 H12 H13 H14 
鉄軌道駅  29% 32.9% 集計中 
バスターミナル  60% 68.2% 集計中 
旅客船ターミナル  33.3% 37.5% 集計中 
空港ターミナル  ５% 9.5% 集計中 
 
○業績指標 7：低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割

合及び福祉タクシーの導入数 
（指標の定義） 
低床バスについては、床面高さ65センチメートル以下の車両。

ノンステップバスについては、乗降口に階段のない車両。 
福祉タクシーは、寝台専用車、車椅子専用車、兼用車両であ

り、乗降設備としてリフトやスロープがある車両。 

（目標値設定の考え方） 
低床バス及びノンステップバスについては、交通バリアフリ

ー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、

バス車両に関し原則として 10 年から 15 年で低床化された車

両に代替すること、平成 22 年までにバス総車両の 20%から

25%をノンステップバスとすることを目指しており、それを

現況値との勘案で平成 17 年度の目標値を設定している。 
福祉タクシーについては、福祉タクシーの需要が特に増加し



 

 

た年である平成９年度末時点からの倍増を目指す。 
 
過去の実績値の推移 
 H9 H10 H11 H12 H13 H14 
低床バス 
 

1.4% 2.3% 3.6% 5.6% 10.1% 集計中

ノンステ

ップバス 
0.2% 0.7% 1.4% 2.6% 4.5% 集計中

福祉 
タクシー 

1,315台 1,431台 1,812台 2,050台 2,339台 集計中

 
○業績指標 8：バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航

空機の割合 
（指標の定義） 
鉄軌道車両については、交通バリアフリー法に基づく移動円

滑化基準第 29 条から第 33 条（乗降口、客室、連結部等の基

準）に適合する車両。 
旅客船については、移動円滑化基準第 41 条から第 55 条（出

入口、客室、便所等についての基準）に適合する船舶。 
航空機については、移動円滑化基準第 56 条から第 61 条（通

路、客室、便所等の基準）に適合する航空機。 

（目標値設定の考え方） 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本

方針において、平成 22 年までに鉄軌道車両については総車両

数の約 30%、旅客船については総隻数の約 50%、航空機につ

いては、総機材数の約 40%を移動円滑化することを目指して

おり、それを現況値との勘案で平成 17 年度の目標値を設定し

ている。 
 
過去の実績値の推移 
 H11 H12 H13 H14 
鉄軌道車両  10% 14.8% 集計中 
旅客船  0% 0.2% 集計中 
航空機  0.7% 12.5% 集計中 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①歩行空間のバリアフリー化の整備 

市街地の駅、商店街、病院などの主要ルートにおいて、誰も

が安心して通行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道

の段差解消等を実施。特に旅客施設周辺における主な道路に

おいて歩行空間のバリアフリー化を推進。 
予算額：市街地の歩行空間のバリアフリー化 

 5,479 億円（H15） 
 
②旅客施設のバリアフリー化の推進 
補助・税制・融資制度などの支援措置により、鉄軌道駅、バ

スターミナル、旅客船ターミナル、空港等の旅客施設のバリ

アフリー化を推進。 
予算額：鉄軌道駅におけるバリアフリー化の推進 

 71.7 億円（H15） 
バスターミナルにおけるバリアフリー化 
 19.9 億円の内数（H15） 

旅客船ターミナル等におけるバリアフリー化 
2944.4 億円の内数＋3.1 億円の内数（H15） 

空港のバリアフリー化 
469.8 億円の内数（H15） 

 
③車両等のバリアフリー化の推進 
 補助・税制・融資制度などの支援措置により、ノンステップ

バスの導入、旅客船のバリアフリー化等、車両等のバリアフ

リー化を推進。 
予算額：ノンステップバス等の導入の促進等 

30.9 億円の内数＋17.4 億円の内数（H15） 
旅客船のバリアフリー化の推進 

0.3 億円（H15） 
 
④基本構想策定促進 
 市町村による基本構想の策定の一層の促進を図ることによ

り、旅客施設のバリアフリー化を推進する。 
予算額：基本構想策定促進のための環境整備の推進 

0.2 億円（H15） 
 
他の関係主体 
公共交通事業者等（事業主体）  
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
１．バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区割合 
・平成１４年度の実績値については現在集計中であるが、平成

１４年 3月時点での見込みでは約 2割を達成する見込みであ

る。なお、今後、各市町村における基本構想の策定が進むに

従い、更に整備促進されるものと考えられる。 
 
２．１日あたりの平均の利用者数が５千人以上の鉄軌道駅、バ

スターミナル、旅客船ターミナル、空港ターミナルのうち、

それぞれ段差の解消がなされているものの割合 
① 鉄軌道駅 
平成 14 年度の実績値は現在集計中であるが、平成 12 年度の

実績値は 29%、平成 13 年度は 33%である。事業者別に実績

値をみると、ＪＲ旅客会社については平成 12 年度の 22%か

ら平成 13 年度には 26%に、大手民鉄については平成 12 年

度の 31％から平成 13 年度には 35％に、営団・公営地下鉄

については、平成 12 年度の 32％から平成 13 年度には 34％
にそれぞれ増加している。このうち、ＪＲの値がやや平均値

を下回っているのは、１事業者当たりの対象駅数が多いとと

もに、比較的古い駅施設が多いため、エレベーター、エスカ

レーター等を新たに設置する場合には、相当程度の改良工事

が必要とされることが一因であると考えられる。また、営

団・公営地下鉄については、地下に駅があるために、新たに

エレベーター、エスカレーター等を設置する場合、大規模な

改良工事を行う必要があること等の理由から、段差の解消が

進みにくい駅もあるが、比較的新しく開通した地下鉄につい

ては、整備の段階からバリアフリーを考慮していること等か

ら、ほぼ段差が解消されている。全ての事業者において、輸

送人員の減少等の経営的な不安要素はあるものの、鉄軌道駅

の段差の解消は進捗してきている。 
② バスターミナル、旅客船ターミナル、空港ターミナル 
 平成 14 年度の実績値は現在集計中であるが、平成 12 年の実

績値はバスターミナルについては 60%、旅客船ターミナルに

ついては 33.3%、空港ターミナルについては５%であり、平

成 13 年度はバスターミナルについては 68.2%、旅客船ター

ミナルについては 37.5%、空港ターミナルについては 9.5%
である。輸送人員の減少等の経営的な不安要素はあるものの、



 

 

旅客施設のバリアフリー化設備整備は進捗してきている。 
 
３．低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉

タクシーの導入数 
・平成 14 年度の実績値は現在集計中であるが、平成 13 年度の

実績値は低床バス車両の導入割合についてはについては

10.1%、ノンステップバスの導入割合については 4.5%、福

祉タクシーの導入数については 2,339 台となっている。輸送

人員の減少に伴い、交通事業者においては長期的には減収減

益が懸念される中、バリアフリーに対する投資については堅

実に推移している。 
 
４．バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 
・平成 14 年度の実績値は現在集計中であるが、平成 13 年度の

実績値は鉄軌道車両の割合については 14.8%、旅客船の割合

については 0.2%、航空機の割合については 12.5%となって

いる。 
・鉄軌道車両及び航空機については、目標に向けて実績値を着

実に伸ばしている。今後、鉄軌道車両及び航空機の代替が進

むなかで、引き続き交通事業者に対して働きかけを行うほか、

支援制度を併せて活用することで目標に向けて着実に実績

値が伸びるものと考えられる。 
・旅客船については、平成 14 年度よりバリアフリー化基準が

適用されたため、平成 13 年度末では実績値が低い水準にと

どまっている。今後は、船齢 15 年以上の船舶を中心に代替

建造が進むなかで、引き続き、旅客船事業者にバリアフリー

化の働きかけを行うほか、支援制度を併せて活用することで、

バリアフリー船への代替が進むものと考えられ、目標に向け

て実績値は伸びるものと考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
１．バリアフリー歩行空間ネットワーク整備地区割合 
・歩行空間のバリアフリー化については、市街地の駅、商店街、

病院などの主要ルートにおいて、誰もが安心して通行できる

よう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施す

るとともに、特に旅客施設周辺における主な道路において歩

行空間のバリアフリー化を推進している。今後、各市町村の

基本構想の策定が進むに従い、整備も進捗するものと考えら

れる。 
 
２．１日あたりの平均の利用者数が５千人以上の鉄軌道駅、バ

スターミナル、旅客船ターミナル、空港ターミナルのうち、

それぞれ段差の解消がなされているものの割合 
・旅客施設のバリアフリー化については、基本的には交通事業

者がバリアフリー化のための投資を行っており、補助・税

制・融資等の支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進め

ている。輸送人員の減少に伴い、今後交通事業者の投資意欲

が減退する恐れがあるが、各支援制度の有効活用及び交通バ

リアフリー法における基本構想の策定促進などの施策を推

進することを通じて旅客施設のバリアフリー化が進むと考

えられる。 
 
３．低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉

タクシーの導入数 
・低床バス、ノンステップバス車両のバリアフリー化及び福祉

タクシーの導入については、基本的には交通事業者がバリア

フリー化のための投資を行っており、補助・税制・融資等の

支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進めている。輸送

人員の減少に伴い、今後交通事業者の投資意欲が減退する恐

れがあるが、各支援制度の有効活用及び交通バリアフリー法

における基本構想の策定促進などの施策の推進の推進に加

え、既存の車両の買い替えが進むことにより、バス車両のバ

リアフリー化等が進むと考えられる。 
 
４．バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 
・鉄軌道車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化については、

基本的には交通事業者がバリアフリー化のための投資を行

っており、補助、税制、融資等の支援制度の活用を通じてバ

リアフリー化を進めている。輸送人員の減少に伴い、今後交

通事業者の投資意欲が減退する恐れがあるが、各支援制度の

有効活用等に加え、既存の車両等の買い替えが進むことによ

り、鉄軌道車両、旅客船、航空機のバリアフリー化が進むと

考えられる。 
 
５．基本構想の策定促進 
・交通バリアフリー法においては、市町村は、地域の実情に応

じて、主要な旅客施設とその周辺の重点的かつ一体的なバリ

アフリー化を進めるための基本構想を作成できることとし

ている。平成 15 年５月末現在、５千人以上の旅客施設の所

在する 565 市町村のうち、77 の市町村の作成した基本構想

を受理するほか、策定中が 34、今後、作成予定としている

ところが 241 となっており、これらで全体の 63％を占めて

いる。今後、これらの市町村の策定する基本構想に即したバ

リアフリー化が進捗すると考えられるほか、引き続き、事業

者や市町村に対する補助・税制・融資等の支援措置及び情報

提供等を通じて、基本構想の策定の一層の促進を図ることに

より、目標に掲げた旅客施設のバリアフリー化が進むと考え

られる。 
 
今後の取組の方向性 
・上記で分析したように、今後は補助・税制・融資等各種支援

制度を有効に活用することで、さらに移動空間のバリアフリ

ー化に努めていく。 
・また、個別の旅客施設について、きめ細かく実態把握し、個々

の旅客施設のバリアフリー化への対処に努める。 
・さらに、車両等については、バリアフリー化がなされたもの

への代替をより一層促進するため、さらなる支援措置を講ず

ることとする。 
 
（新たな目標設定） 
・１日の平均利用者数が 5,000 人以上の旅客施設周辺等におけ

る主な道路のうちバリアフリー化された割合を、平成 14 年

度末の約 2 割から平成 19 年度末までに約 5 割に引き上げる

ことを目標。 
（交通バリアフリー法に基づく「移動円滑化の促進に関する

基本方針」において、平成 22 年までに特定旅客施設周辺の

特定経路において移動円滑化することを目標。） 
・１日当たりの平均の利用者数が５千人以上の旅客施設のうち、

原則として段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備等

バリアフリー化がなされたものの割合を指標として採用。 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基

本方針において、平成 22 年までに１日あたりの平均的な利

用者数が5,000人以上の旅客施設について原則として移動円

滑化を達成することを目指しており、現況値を勘案した上、

過去の実績等を考慮した上で、社会資本整備重点計画の目標

年次である平成 19 年度の目標値を設定している。 
平成 14 年度の現況値は現在集計中であるが、平成 19 年度ま

でに段差の解消がなされたものの割合を７割強、視覚障害者

誘導用ブロックが整備されたものの割合を８割強に引き上

げることを目指す。 



 

 

 

平成 15 年度における新規の取組 

○交通バリアフリー基本構想策定促進のための環境整備の推

進 
交通バリアフリーに対する住民の意識を高めることにより、

市町村による交通バリアフリー基本構想の策定を促進する

ため、主要都市で地域の関係者を対象としたシンポジウムを

行うとともに、地域に交通バリアフリーポロモーターを派遣

する。 

担当部局等 

担当部局：総合政策局交通消費者行政課 
関係部局：道路局、鉄道局、自動車交通局、海事局、港湾局、

航空局 



 

 

政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 
生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

 
 

（１） 良質なファミリー向け住宅の供給を促進する 
大都市部の賃貸住宅を中心に、ファミリー世帯向けに適した規模の住宅が不足しており、子育

てしやすい社会の実現のためには、良質なファミリー向け住宅の供給を促進する必要がある。

 

業績指標：3 人以上世帯の誘導居住水準達成率 目標値：40%（H15） 
 
 
○業績指標 9：3 人以上世帯の誘導居住水準達成率 
（指標の定義） 
住宅ストックの質の向上を図る上での指針。一般型誘導居住

水準（都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住

宅居住を想定したもの）と都市居住型誘導居住水準（都市の

中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの）が

ある。 
例）一般型誘導居住水準：98 ㎡（３人世帯の場合） 

都市居住型誘導居住水準：75 ㎡（３人世帯の場合） 

（目標値設定の考え方） 
第八期住宅建設五箇年計画において、平成 27 年度を目途に全

国で 3 分の 2 の世帯の達成を目指すこととなっており、それ

を平成 15 年度分まで年度割した（5 年一度の調査であり、次

回調査が平成 15 年度であるため）。 

（考えられる外部要因） 
景気動向、住宅取得環境等 
 
過去の実績値の推移 
    H5 H10 
    31.4％ 35.6％ 
※５年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回調査は

H15） 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○優良な持家の取得及び賃貸住宅の供給の促進 
税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、

都市基盤整備公団による賃貸住宅の供給などにより優良な

賃貸住宅の供給を促進する。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 業績指標については、５年に一度の調査により把握してお

り、指標の動向については不明である。 
・ 住宅着工統計により、新設住宅の平均床面積の推移を見る

と、平成 10 年から平成 14 年にかけて、持家系、借家系と

もに伸び悩んでいる。 
 
（施策の実施状況） 

・ 住宅金融公庫の融資等により、優良な持家の取得を促進し

た。 
・ 都市基盤整備公団による賃貸住宅の供給等により、優良な

賃貸住宅の供給を促進した。 
 
今後の取組の方向性 
税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、

都市再生機構による民間賃貸住宅の供給支援や民間事業者に

対する金融、予算等の支援などにより優良な賃貸住宅の供給を

促進する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○証券化支援業務の開始（政策アセスメントを実施） 
住宅金融公庫が民間住宅ローンを買い取り、そのローンを担

保に証券化を実施すること等を通じて民間の長期・固定金利

の住宅ローンの供給支援を行う証券化支援業務を開始する。 
・ 見込まれる効果：民間金融機関による長期・固定金利の住

宅ローンの安定的な供給 
 
○住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の大幅な拡充 

（政策アセスメントを実施） 
平成 15 年度税制改正において、新たに導入された相続時精

算課税制度の下で住宅取得資金の贈与を受ける場合の特例

を創設するとともに、従来の住宅取得資金の贈与税特例につ

いても、経過措置として存置した。 
・ 見込まれる効果：住宅投資の活性化 
 
○高齢者等の住宅資産の流動化による住み替え支援の促進 

高齢者等の住宅資産を賃貸住宅として活用・支援するための

預かり家賃の保証制度を創設した。 
・見込まれる効果：良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課 
関係部局：住宅局 



 

 

政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 
生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

 
 

（２）水辺における児童の自然体験を支援する 
身近な自然である水辺での自然体験は、豊かな人間性を育むものであり、活動を支援していく

必要がある。 
 

業績指標：自然体験活動拠点数 目標値：300 箇所（H18） 
 
 
○業績指標 10：自然体験活動拠点数 
（指標の定義） 
「自然体験活動拠点数」は、水辺の楽校プロジェクト、子ど

もの水辺再発見プロジェクト、いきいき海の子浜づくり事業

の登録箇所数の合計値。 

（目標値設定の考え方） 
各制度創設時点からの実績値のトレンドにより推計 

（考えられる外部要因） 
・地域の気運の盛り上がり 
・環境教育の動向 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
160 箇所 181 箇所 218 箇所 263 箇所 304 箇所 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①環境学習・自然体験活動の推進 
・子どもの水辺再発見プロジェクトの推進 
身近な水辺において子どもたちの環境学習や自然体験活動

を推進するため、文部科学省、国土交通省、環境省の連携プ

ロジェクトとして、平成１１年度に開始している。地域の市

民団体、教育関係者、河川管理者等が連携して、「子どもの

水辺協議会」を設置し、「子どもの水辺」として登録した後、

登録された水辺については、「子どもの水辺サポートセンタ

ー」（平成１４年７月に（財）河川環境管理財団内に設置）

において、活動に必要な資機材（ライフジャケット等）の貸

出、水辺での活動をコーディネートできる市民団体等の人材

の紹介等の支援体制を整備している。 
 

②自然体験を支援する水辺の整備 
・水辺の楽校プロジェクト 
子どもの水辺再発見プロジェクトにおいて、水辺整備が必要

な場合において子どもたちが安全に自然とふれあえるよう

河岸や遊歩道の整備を行う。 
予算額：河川事業費 9,379 億円（H15 事業費）の内数 
予算額：ダム事業費 4,097 億円（H15 事業費）の内数  
予算額：砂防事業費 3,023 億円（H15 事業費）の内数 

・いきいき海の子浜づくり事業 
海岸保全施設の整備にあわせて、良好な海辺の自然環境を利

用し、青少年等が、豊かな情緒を形成する場としての利用し

やすい海岸づくりを行う。 
予算額：海岸事業費 462 億円（H15 事業費）の内数 

他の関係主体 
・文部科学省（「子どもの水辺」再発見プロジェクトを所管） 
・環境省（「子どもの水辺」再発見プロジェクトを所管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度度の自然体験拠点数実績値は３０４箇所に達し、

すでに平成１８年度の目標値を上回っており、水辺における

環境学習・自然体験活動の推進が見受けられる。 
・この指標の内訳を見ると「子どもの水辺」登録箇所が平成１

４年度に急増しており、他の登録数は徐々に増加している状

態である。 
・指標の伸びの原因としては、「子どもの水辺」再発見プロジ

ェクトにおける「子どもの水辺」の登録に際して、従来の制

度では、都道府県単位の連絡会（都道府県教育委員会、河川

管理者、都道府県環境部局）が水辺ごとの「子どもの水辺」

協議会（市町村教育委員会、河川管理者、市民団体等）設置

を促す地域を指定し、河川管理者が地方整備局等に登録する

こととなっていたが、新たな仕組み変更（Ｈ１４．５．３０）

により、水辺ごとの「子どもの水辺」協議会が主体となり、

子どもの水辺サポートセンターに登録し、都道府県単位の連

絡会に報告するという制度改正が大きな要因と考えられ、外

部要因としては、身近な水辺で環境学習・自然体験活動を体

験するというニーズ自体の高まりも関係していると考えら

れる。 
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・一方、近年は、地域別に見る子どもの水辺登録数に偏りがあ

るという問題が生じており、地域での特色を勘案しながら対

処が必要である。 

 
・河川における水辺については、上記課題は残るものの軌道に

は乗ったと思われる一方、海辺についての登録数は伸び悩ん

でいる状態である。 
 
（施策の実施状況） 
・引き続き「子どもの水辺」再発見プロジェクトを推進し、地

域でのばらつきを是正するために、全国を各ブロックに分け

た中で、情報発信等各種支援方策の検討をするとともに今後

のより一層の環境学習、自然体験活動の推進のためのブロッ

ク連絡会議を中部地方で実施している。 
 
今後の取組の方向性 
・上記で分析したように、地域でのばらつきを是正するために、

全国を各ブロックに分けた中で、情報発信等各種支援方策の

検討をするとともに今後のより一層の環境学習、自然体験活

動の推進・普及のため、残りのブロックでのブロック連絡会

議を実施していく必要がある。 
・現状の「子どもの水辺」再発見プロジェクトから、川以外の

水辺を含めた新たな枠組み改正を検討していく。 
 
（新たな目標設定） 
新たな枠組みが成立した段階で新たな目標値を検討していく。 
 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課 
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政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 
生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

 
 

（３）都市住民が身近に使える公園を確保する 
都市公園は、都市における身近で安全な遊び場として子どもの健やかな成長に寄与するもので

あり、子どもから高齢者までの健康運動の場及び遊び場となる公園を身近な場所に整備してい

く必要がある。 
 

業績指標：歩いていける範囲の都市公園の整備率 目標値：65%（H14） 
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 11：歩いていける範囲の都市公園の整備率 
（指標の定義） 
都市住民の徒歩生活圏内に近隣住区（概ね小学校区に相当）

を単位として計画的に配置される住区基幹公園（１近隣住区

当たり、街区公園は４箇所､標準面積０．２５ｈａ､近隣公園

は１箇所、標準面積２ｈａ、地区公園は０．２５箇所、標準

面積４ｈａ）が整備されている割合。 

（目標値設定の考え方） 
都市公園等整備緊急措置法に基づく、都市公園等整備五（七）

箇年計画において設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
59％ 60％ 61％ 62％ 集計中※

※ 実績値は８月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○市街地における住区基幹公園の整備 
住区基幹公園の整備を推進することにより、都市の緑を保

全・創出し、良好な住環境の形成を図る。 
予算額：都市公園事業費補助 2,405 億円の内数(H15) 

 
他の関係主体 
地方公共団体（事業主体） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は現在集計中だが、目標の達成は難し

い見込みである。その要因として特に地区公園の整備が立ち

後れていることが挙げられるが、このことは市街地の中では

標準面積の 4ha というまとまった面積を確保することが難

しいためと考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
一次避難地となる住区基幹公園について個別補助金の対象と

して整備を促進するとともに、緑化重点地区整備事業等により、

市街地における都市公園整備を推進した結果、H10～13 年度ま

でに約 1,400ha の住区基幹公園を市街地において整備した。 

 
今後の取組の方向性 
・今後は、既成市街地が多く、重点的な整備を必要としている

にもかかわらず用地確保が困難なために整備が進んでいな

い都市部において、地区公園等の住区基幹公園を効率的かつ

積極的に整備するために、以下の取り組みを推進する。 
・借地方式による都市公園整備の推進 
・立体的な土地利用による都市公園整備の推進 

 
（新たな目標設定） 
・ 平成 15 年度以降も、歩いていける範囲の都市公園の整備

率を業績指標として採用する。今後の目標数値は平成 14
年度 63％（見込み）を平成 19 年度までに 66％まで向上

させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○国庫補助負担金の見直し 
一定の整備水準を超えている市町村の都市公園事業につい

て、補助を廃止、縮減し、身近な市街地の緑化を行う緑化重

点地区総合整備事業等の政策的に意義の高い事業に補助金

の重点化を行うことにより、効果的な公園整備を行う。 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局公園緑地課 
 



 

 

政策目標４ 余暇の充実 
遊び、楽しみ、心の安らぎを感じることで、心身ともにリフレッシュできること 

 
 

（１）国民の観光を促進する 
観光は、人々の生活にゆとりとうるおいを与えるとともに、地域活性化に寄与するといった意

義を有していることから、国民がゆとりを持って充実した観光を楽しむことのできる環境を整

えることが重要である。 
 

業績指標：国民１人あたりの平均宿泊旅行回数 目標値：2 回（H18） 
 
 
○業績指標 12：国民１人あたりの平均宿泊旅行回数 
（指標の定義） 
観光と兼観光を合わせた国内宿泊観光・レクレーション旅行

の国民一人あたり回数（年間） 

（目標値設定の考え方） 
国民の旅行ニーズを満たすため、宿泊旅行回数については、

現在、国民の多数が年間２回以上の希望を有していると考え

られること（「観光の実態と志向（第 20 回）」平成 14 年３月

（（社）日本観光協会））を踏まえ、概ね２回とすることを目

標とする。 

（考えられる外部要因） 
自由時間や家計収支・物価の動向等今後の社会・経済動向 等

 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

1.62 回 1.55 回 1.52 回 1.42 回 1.41 回 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①連続休暇取得による旅行需要創出のための環境整備 
国民の長期家族旅行の推進を図るためのモニターツアー実

施等休暇取得推進に向けたキャンペーン等を展開 
・官民をあげて長期家族旅行の推進を図るため、「長期家族

旅行国民推進会議」（仮称）を開催 
・長期家族旅行の推進を図るため、モニターツアーによる調

査等の実施による長期家族旅行促進のための環境整備 
・連続休暇取得促進のためのキャンペーン等広報活動の展開 
 予算額：約０．２億円（H15） 
 

②魅力ある観光交流空間づくりの推進 
国民のニーズの多様化に応えられる、地域の多様な資源を活

用した観光交流の空間づくりの地域の取組を支援する。 
・高齢者、障害者等に対応した観光地のバリアフリー化等観

光基盤施設の整備 
・地域の創意工夫による個性的な観光まちづくりを進めるた

めの人材育 
成、構想策定等の支援 

・地域が自立的に進める観光を軸とした良好な地域づくりと

観光交流拡 
大の取組の支援 

予算額：３．３億円（H15） 

 
他の関係主体 
・地方公共団体、民間等（事業主体） 
・厚生労働省（従業員の雇用制度を所管） 
・文部科学省（学校の休暇制度を所管） 
・経済産業省（経済団体を所管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１4 年度の実績値は 1.41 回となっており、目標設定時（平

成 12 年度）から減少している。実績値の減少原因としては、

国内の景気の低迷等による旅行需要の低下等が考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・休暇取得の容易化・旅行需要の平準化に向けた啓発事業、「ゆ

とり休暇」取得促進のための広報事業、連続休暇取得による

旅行需要創出のための環境整備事業、長期家族旅行促進シン

ポジウム開催事業を予定どおり実施した。 
・地域の創意工夫による個性的な観光まちづくりを進めるため

の観光まちづくりプログラム策定推進事業を大分県豊後高

田市等において予定どおり実施した。 
・高齢者、障害者等が自由に観光を楽しめるようバリアフリー

型トイレ等を整備するなど観光地のバリアフリー化等観光

基盤施設整備事業を予定どおり実施した。 
・宿泊施設のバリアフリー状況、政府登録ホテル・旅館、観光

振興のノウハウの情報に係るデータベースを構築するとと

もに、その効果的な情報発信のためポータルサイトを整備す

る。予算額：１億円（14 年度補正）（政策アセスメントを実

施） 
 
今後の取組の方向性 
・長期家族旅行推進国民会議の開催を契機として、政府全体で

連続休暇取得促進に取り組むことにより、連続休暇取得によ

る旅行需要創出のための環境整備を図る。 
・地域が自立的に進める観光を軸とした良好な地域づくりと観

光交流拡大の取組を、ハード・ソフト施策の両面から総合的

に支援していく。 
 



 

 

平成 15 年度における新規の取組 

・長期家族旅行の推進を図るためのモニターツアー実施等休暇

取得推進に向けたキャンペーン等を展開する。予算額：約０．

２億円 
・地域の個性を活かした魅力ある観光交流空間づくりのための

自主的な取組を、国土交通省がハード・ソフトの両面から総

合的に支援する観光交流空間づくりモデル事業を実施する。

予算額：約１．４億円 
 

担当部局等 

担当部局：総合政策局観光部旅行振興課 
関係部局：総合政策局事業総括調整官室、総合政策局観光部観

光地域振興課 



 

 

政策目標４ 余暇の充実 
遊び、楽しみ、心の安らぎを感じることで、心身ともにリフレッシュできること 

 
 

（２）国営公園の利用を促進する 
国営公園は、国家的な記念事業として、また広域的なレクリエーション拠点として整備を行っ

ている公園であり、地域住民のレクリエーション、憩いの場としての利用促進を図る必要があ

る。 
 

業績指標：国営公園の利用頻度 目標値：5.1 人に 1 人（H14）
実績値：4.9 人に 1 人 

 
 
○業績指標 13：国営公園の利用頻度 
（指標の定義） 
国民の国営公園の利用頻度（○人に１人が利用） 

（目標値設定の考え方） 
全国の国営公園の入園者数から算出した、国営公園の利用頻

度に係る近年のトレンドを分析し、設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
7.2 人に 
1 人 

5.8 人に 
1 人 

5.5 人に 
1 人 

5.0 人に 
1 人 

4.9 人に

1 人 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①国営公園の整備 

我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や広域的レ

クリエーション需要への対応を図るため、供用中の１５公園

について着実な整備を推進している。また、未供用の公園に

ついても供用に向けて整備を促進している。 
予算額：国営公園整備 約 299 億円（H15） 

 
②国営公園の管理 
 供用中の１５公園について適正な維持管理を行っている。 
 予算額：国営公園管理 約 113 億円（H15） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・国営公園の入園者数は昭和５１年に国営公園制度が創設され

た後、順調に増加しており、平成１３年度には入園者が約

2,539 万人に達し、平成１４年度までの目標を達成した。１

４年度も約 2,624 万人と入園者は増加し、引き続き目標を上

回った。 
 
（施策の実施状況） 
・国営公園の整備を推進した結果、平成１３年度に国営吉野ヶ

里歴史公園、国営明石海峡公園の２公園が新たに供用開始す

るなど、平成１０年度～１４年度の間に全国１５箇所の国営

公園で約 480ha を供用した。また、入園者が安全かつ快適に

利用できるよう適正な維持管理に努め、イベント情報の提供

等広報活動を積極的に行った結果、平成１４年度には年間入

園者が 2,624 万人に達し、目標である国民５人に１人が国営

公園を利用するという目標が達成された。 
 
今後の取組の方向性 
・今後は、未供用の国営アルプスあづみの公園等の開園に向け

た整備を促進するとともに、供用中の１５公園についても引

き続き整備を推進する。また、利用者サービス向上のため、

引き続き維持管理を充実させるとともに、広報活動の強化等

を行い、一層の利用促進を図る。 
 
（新たな目標設定） 
・平成 15 年度以降も、国営公園の利用頻度を業績指標として

採用する。今後の目標数値は平成 14 年度の国民の国営公園

の利用頻度「約 5 人に１人が利用」を平成 19 年度までに「約

4 人に 1 人が利用」まで向上させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の

変更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○国営公園整備プログラムの策定と着実な実施 
国営公園の開園計画等を内容とする平成１５年度からの次

期「国営公園整備プログラム」を、地元自治体との調整の上

で策定、公表し、これに基づく各国営公園の着実な整備を推

進する。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局公園緑地課 
 



 

 

政策目標４ 余暇の充実 
遊び、楽しみ、心の安らぎを感じることで、心身ともにリフレッシュできること 

 
 

（３）ダム周辺施設等の利用を促進する 
ダムを活かした水源地域の自立的、持続的な活性化を図り、バランスのとれた流域圏の発展を

図るとともに、国民の余暇の充実に資するため、ダム周辺施設等の利用を促進する必要がある。

 

業績指標：地域に開かれたダム、ダム湖利用者数 目標値：621 万人（H18） 
 
 
○業績指標 14：地域に開かれたダム、ダム湖利用者数 
（指標の定義） 
・全国のダムのうち、ダムを活かした水源地域の活性化を促

進させるため、H13 に水源地域ビジョンの策定に着手した

22 ダムにおける、ダム及びダム湖周辺の施設の年間利用者

数。 
・「水源地域ビジョン」とは、ダムを活かした水源地域の自立

的、持続的な活性化のために、水源地域の自治体、住民等

がダム事業者・管理者と共同で策定する水源地域活性化の

ための行動計画。（平成 13 年度より新規に策定） 

（目標値設定の考え方） 
平成 13 年度に水源地域ビジョンの策定に着手した 22 ダムに

おける過去のダム湖利用実態調査データやダム及びダム湖の

市町村の観光客入込み客数のデータトレンドを分析し、利用

者数を推定。 

（考えられる外部要因） 
・ 地元との調整等 
・ 国民の余暇の過ごし方等の状況 
 
過去の実績値の推移 
  H6 H9 H12※ 
  ４７１人 ４８２万人 ４９９万人

※３年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回調査は

H15）。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①ダム湖周辺整備の推進 
 河岸整備、河岸緑化、管理道路等の整備を行い、ダム湖周辺

の適正な利用を誘導する。 
 
②ダム周辺施設の利活用、上下流交流の推進 
「水源地域ビジョン」を推進し、ダム周辺施設の利活用、上下

流交流を推進し、ダム湖の利用者数の増大を図る。 
予算額：ダム事業費 4,097 億円（H15 事業費）の内数 

 
他の関係主体 
地方公共団体 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ ダムの年間利用者の調査は、平成 15 年度に実施する。 
・ 「水源地域ビジョン」を策定した草木ダムではダム湖の利

活用の一環として、平成 14 年に初めてダム湖を開放する

「ダム湖開き」を実施し、多くの利用者が訪れており、H15
年度には更なる指標の伸びが見込まれる。 

 
（施策の実施状況） 
・ ダム湖周辺環境整備を実施。 
・ 現在、14 ダムで水源地域ビジョン策定され、内８ダムで

推進組織が設置され水源地域ビジョンの推進を実施して

いる。 
 
今後の取組の方向性 
今後も水源地域と連携して「水源地域ビジョン」を策定・推進

する。また、ダム湖周辺環境整備を推進する。 
 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課 
関係部局：土地・水資源局水源地域対策課、都市・地域整備局

公園緑地課 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（１）職住近接の住宅市街地を形成する 
遠距離混雑通勤の軽減や都心部の空洞化の是正等を図るため、低下している都心部の居住機

能の向上を総合的に推進することが必要である。 
 

業績指標：都心部における住宅供給戸数 目標値：100 万戸（H17） 
 
 
○業績指標 15：都心部における住宅供給戸数 
（指標の定義） 
東京１４区（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台

東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区、

豊島区、荒川区）、名古屋７区（千種区、東区、西区、中村区、

中区、熱田区、中川区）、大阪市の新築住宅着工戸数の合計。

（平成８年からの累積値） 

（目標値設定の考え方） 
都心地域及びその周辺の地域について、住宅を適切に確保す

ることにより、都市サービスの享受に主眼を置いたライフス

タイルを実現し、居住機能を回復することが求められており、

これらの達成すべき目標として、都心部における住宅供給戸

数目標を設定した（大都市地域における住宅及び住宅地の供

給に関する基本方針（告示）による）。 

（考えられる外部要因） 
地価、住宅価格の下落や市場金利の動向等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
23.9万戸 
(8.7万戸) 

37.8万戸 
(9.5万戸) 

47.7万戸 
(9.9万戸) 

57.8万戸 
(10.1万戸) 

68.9万戸 
(11.1万戸) 

※括弧書きは単年度の実績値。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①都市計画・建築規制 
住宅の供給を対象に容積率を緩和する用途別容積型地区計

画制度等の活用を促進する。（制度の実施権限は地方公共団

体に委ねられている） 
 
②居住環境整備事業 
都心共同住宅供給事業をはじめ、住宅供給を組み込んだ市街

地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業等を推進するこ

とにより、良質な住宅供給を促進しつつ、良好な居住環境の

形成や土地の有効・高度利用等を図る事業を支援する。 
予算額：住宅市街地整備総合支援 673 億円の内数他(H15 国

費) 
 

③公的主体を活用した住宅供給等 
 都市基盤整備公団による民間供給支援型賃貸住宅制度の活

用等を推進し、都心地域等における良質な賃貸住宅供給の推

進を図る。 
 予算額：都市基盤整備公団 120 億円の内数他(H15 国費) 
 
他の関係主体 
地方公共団体（都市計画の決定等） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・大都市法に基づく供給基本方針上の住宅供給目標（「三大都

市圏の都心部に係る区域における平成 8 年度年から 17 年度

まで（10 年間）の住宅供給目標量 100 万戸」）の達成状況は、

都心部以外の地域での住宅供給が伸び悩みを見せているの

に対して堅調に推移していることが確認された。 
・また、上記に掲げた施策は、大都市法に基づき重点供給地域

に定められたエリアを中心に展開しており、例えば東京都都

心 14 区においては、特定促進地区（平成９年３月に策定さ

れた東京都マスタープランにおいて「都心居住推進地域」に

おいて特に住宅供給の促進を図るべきとされたエリア）にお

いて、住宅供給実績の過半が行われる（都心 14 区の全行政

面積に占める同地区面積の割合 41％）など、計画目標の達

成に向け実績の増加に寄与している。 
 
（施策の実施状況） 
・「都市計画・建築規制」については、都心居住問題が顕著に

なって以降、その解決を視野においた制度が順次講じられ、

各地方公共団体において、地権者等の意向を踏まえて必要に

応じその活用が図られており、これらの制度が適用された地

区においては住宅供給が活発化している。例えば東京都中央

区第Ⅱゾーン（日本橋、京橋、築地等）においては、用途別

容積型地区計画等の容積率特例制度を活用した住宅供給が

大幅に増加している。 
・「居住環境整備事業」については、大都市法に基づき、重点

供給地域と定められたエリアを中心に施行され、その施行地

区内における住宅供給に寄与している。例えば、東京都区部

全体の居住環境整備事業による住宅供給が住宅着工戸数に

占める割合が約 4.1％であるのに対して、都心３区では約

16％を占めており、都心部ほど貢献度が高くなっている。 
 また、密集市街地において、防災機能の向上等による居住環

境の整備を図るため法改正を行った。 
・「公的主体を活用した住宅供給等」については、採算性の観

点から民間では供給困難なファミリー向けの良質な賃貸住



 

 

宅を、公団賃貸住宅等として補完的に供給を行うとともに、

公団が行う「民間供給支援型賃貸住宅制度」等により、民間

によるファミリー向け賃貸住宅の供給を支援することで、バ

ランスの取れた世帯構成による地域コミュニティの実現に

貢献している。 
 
今後の取組の方向性 
都心部には良好な住宅地への再生が可能な低未利用地、密集市

街地が相当量存在。このため、敷地の共同化等による土地の有

効・高度利用と関連公共施設等の整備により、魅力ある複合市

街地・良好な住宅地への再生を進め、都心部における住宅供給

を促進する必要がある。 
・容積率の緩和等による都心型住宅供給の誘導措置について、

その制度の実施権限を委ねられた地方公共団体における活

用の促進を図る。 
・都市再生に民間を誘導することを目的として設立される独立

行政法人都市再生機構を積極的に活用し、民間における住宅

供給の潜在能力を十分引き出す。 
 
都心部では、ファミリー向け賃貸住宅等が不足（平成 10 年 10
月 1 日現在、東京都区部における２人世帯の都市型誘導居住水

準並みの50㎡以上の借家住宅ストックは約41万戸である一方、

借家居住の２名以上世帯は約 86 万世帯存在（住宅・土地統計

調査））しているため、バランスのとれたコミュニティの形成

が困難となり、社会の安定性や活気を阻害している。このため、

民間による企業的な経営の成り立つファミリー向け賃貸住宅

の供給を促進する公的支援が必要。 
・都市基盤整備公団及び独立行政法人都市再生機構が行う「民

間供給支援型賃貸住宅制度」等の推進を図る。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○オフィスビル等の住宅への転用（政策アセスメントを実施） 
オフィスビル等の転用による住宅供給について、規制面、財

政面等からの支援を行うため、平成 15 年度予算において、

優良建築物等整備事業や住宅市街地整備総合支援事業にお

いて、既存オフィスビル等を市街地住宅に転用する際に必要

となる共同施設の整備費を補助対象に追加し、更に平成 15
年度税制改正において、既存オフィスビル等をファミリー向

け又は高齢者向けの優良賃貸住宅として再生し供給する場

合の改良工事費について１０％の特別償却を認める再生賃

貸住宅供給促進税制を創設。 
・予算額：住宅市街地総合整備支援事業費補助 673 億円の内

数(H15 国費) 
・見込まれる効果：既存ストックの有効活用等 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課 
関係部局：住宅局市街地建築課・市街地住宅整備室・住宅総合

整備課・都市基盤整備公団監理室・建築指導課、都

市・地域整備局都市計画課・市街地整備課、国土計

画局大都市圏計画課 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（２）密集住宅市街地を改善する 
老朽化した木造建築物が密集し、道路、公園等の公共施設の不足するいわゆる密集市街地にお

いては、市街地大火が発生しやすいため、密集市街地の早急な整備改善を図り、大規模地震な

どで出火した際の延焼危険性を低減させる必要がある。 
 

業績指標：緊急に改善すべき密集市街地の解消面積 目標値：1,500ha（H17） 
 
 
○業績指標 16：緊急に改善すべき密集市街地の解消面積 
（指標の定義） 
全国における緊急に改善すべき密集市街地の解消面積。 

（目標値設定の考え方） 
現時点において想定される整備面積に、今後重点的に施策を

推進することによる効果を勘案し、今後 10 年間に 3,000ha の

密集市街地の解消を図ることを目標としており、そのうち今

後５年間分について設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － 0 ha 337 ha 集計中※

※実績値は３月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○密集市街地の整備改善のための事業等の推進 
 ・密集住宅市街地整備促進事業により老朽住宅の除却・建替、

地区施設等の整備を図る（予算額：150 億円(H15 国費)）。 
 ・住宅地区改良事業等により不良住宅の買収・除却、改良住

宅の建設、地区施設等の整備を図る（予算額：234 億円(H15

国費)） 
・都市基盤整備公団に対する都市・居住環境整備推進出資金

（密集市街地整備促進型）の活用（予算額：65 億円(H15)） 
 ・住宅金融公庫の都市居住再生融資制度による、密集住宅市

街地整備促進事業の整備計画区域内等における共同建替

え事業に対する融資 
 
他の関係主体 
・地方公共団体（事業主体）による密集市街地の整備改善 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
 概ね順調に実績を上げているところ。 
 
（施策の実施状況） 
・ 密集住宅市街地整備促進事業等により、老朽建築物等の除

却・建替え、道路・公園等の防災上重要な公共施設の整備

等を総合的に行い、密集市街地の整備改善を図った。 

・ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

等の一部改正を行った（平成 15 年 6 月 5 日成立）。 
－防災公共施設等の整備に関する計画の防災街区整備方

針への位置付け  
－特定防災街区整備地区の創設 
－防災街区整備事業の創設 
－防災都市施設の整備のための特別の措置等の整備 

 
今後の取組の方向性 
・今後は、密集市街地整備法の改正により創設された防災街区

整備事業の積極的推進を図るとともに、特定防災街区整備地

区の指定等の都市計画制度の活用により、密集市街地の最低

限の安全性を確保する。 
 
（新たな目標設定） 
・ 社会資本整備重点計画の策定にあわせ、今後は、密集市街

地の解消面積を表す指標として、「地震時等において大規

模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地

のうち最低限の安全性が確保される市街地の割合」を採用。 
・ 平成 14 年度の実績値「約 8,000ha のうち０」を、平成 19

年度までに「約３割」まで向上させることを目指す。（社

会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の変

更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

①防災街区整備事業に対する補助制度を創設する。 
【予算額：密集住宅市街地整備促進事業費 150 億円（国費）

の内数】 
②都市再生住宅の入居対象者に「密集事業の整備計画区域内で

行われる防災街区整備事業とそれに関連する公共施設整備

により住宅等を失う者」を新たに追加する等の居住の安定の

確保のための措置を講じる。 
【予算額：住宅市街地整備総合支援事業費 673 億円（国費）

の内数】 
③組合再開発促進基金による債務保証制度について防災街区

整備事業を含め、密集住宅市街地整備促進事業全体を対象と

する。 
④都市基盤整備公団が密集市街地整備促進のために取得する

土地の用地取得費に都市・居住環境整備推進出資金（密集市

街地整備促進型）を充当し、出資金充当率を 100％以内とす

る。 



 

 

（以上について政策アセスメントを実施） 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局市街地住宅整備室 
関係部局：住宅局都市基盤整備公団監理室、住環境整備室、市

街地建築課 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（３）ゆとりある住環境に必要な都市公園等を確保する 
都市公園及びカントリーパークは、住民のレクリエーションの場、スポーツの場、防災機能の

向上の場、自然環境の確保の場等として必要な基盤施設であり、緑豊かでゆとりある住環境を

形成するために積極的な整備が必要である。 
 

業績指標：一人当たり都市公園等面積 目標値：9.5 ㎡／人（H14）
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 17：一人当たり都市公園等面積 
（指標の定義） 
都市計画区域内とカントリーパーク（都市計画区域外の一定

の農山漁村に整備する公園）の存する市町村の一人当たりの

都市公園等（都市公園及びカントリーパーク）の面積。（都市

公園等面積には水面を含む） 

（目標値設定の考え方） 
都市公園等整備緊急措置法に基づく、都市公園等整備五（七）

箇年計画において設定。長期的には住民一人当たりの都市公

園等面積を約 20 ㎡／人とすることを目指すが、当面の目標と

して平成１４年度末までに 9.5 ㎡／人を設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
7.7 ㎡／人 7.9 ㎡／人 8.1 ㎡／人 8.4 ㎡／人 集計中※ 
※ 実績値は８月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①国営公園の整備 

我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や広域的レ

クリエーション需要への対応を図るため、未供用の国営アル

プスあづみの公園の整備を促進するとともに、供用中の１５

公園について着実な整備を推進する。 
予算額：国営公園整備 約 299 億円（H15） 

 
②都市公園等整備事業に対する補助 
地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補助を行い、

都市公園等の整備を支援する。 
予算額：都市公園事業費補助 約 2,405 億円(H15) 

 
他の関係主体 
地方公共団体（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 都市公園等の供用面積は平成１３年度末で 98,974ha とな

っており、目標の達成については厳しい状況となっている。

これは、水面等用地取得を行わずに開設することを見込ん

でいた公園区域における権利調整の難航等により公園の

整備・供用が遅れていることが主な要因と考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・ 直轄事業においては、平成１３年度に吉野ヶ里歴史公園、

明石海峡公園の２公園が新たに供用開始するなど、平成１

０年度～１４年度の間に全国１５箇所の国営公園で約

480ha を供用した。 
・ 補助事業においては、都市公園事業費補助により地方公共

団体による公園整備を支援した結果、平成１０年度～１３

年度の間に、約 6,150 箇所、8,180ha の都市公園等が供用

した。 
 
今後の取組の方向性 
・ 都市生活の質の向上等を図るため、今後も、引き続き都市

公園の整備を推進する必要がある。具体的には以下の施策

の実施を予定している。 
・明確な事業効果が発現するような事業への重点的投資に

よる事業効果の早期発現の促進。 
・借地方式による都市公園整備の推進 
・立体的な土地利用による都市公園の整備の推進 

 
（新たな目標設定） 
・ 今後の目標設定は、社会資本整備重点計画の策定と並行し

て調整中であるが、都市公園等の整備については、政策評

価に用いる新しい目標の検討の中で、当該「一人当たり都

市公園等面積」を継続して採用することも含めて適切な指

標を設定する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○時間管理概念の徹底 
防災公園や国家的事業に関連する公園など、国が定める政策

課題に対応した公園事業（個別補助金対象事業）について、

５年間で明確な事業効果が発現するよう事業計画を単位と

した採択に移行、事業の重点的実施を図ることにより、公園

区域の早期供用等事業効果の早期発現を促す。 
 

○国営公園整備プログラムの策定と着実な実施 



 

 

国営公園の開園計画等を内容とする平成１５年度からの次期

「国営公園整備プログラム」を、地元自治体との調整の上で策

定、公表し、これに基づく各国営公園の着実な整備を推進する。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局公園緑地課 
 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（４）下水道等の汚水処理施設を普及させる 
汚水の処理は、国民が健康で文化的な生活を過ごす上で必要最低限のものであり、これらにつ

いて普及促進を図る。特に中小市町村においては、下水道等の汚水処理施設の普及が約 5 割

と低いため、その早急な普及を図る必要がある。 
 

業績指標：下水道普及率 目標値：66%（H14） 
実績値：65%※ 

 
 
○業績指標 18：下水道普及率 
（指標の定義） 
下水道処理人口普及率＝処理区域内人口／総人口×100％ 

（目標値設定の考え方） 
第 8 次下水道整備五箇年（七箇年）計画において設定 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
58％ 60％ 62％ 64％ 65％ 

速報値※

※ 実績値は 8 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①下水道の整備 
下水道の整備を促進するため、事業を実施する地方公共団体

に対して補助を行う。 
特に、普及の遅れている中小市町村が事業を実施する場合に

おいて補助対象となる施設の範囲を広くするなど重点的に

補助する。 
予算額：下水道事業予算額 9,250 億円の内数（H15 国費） 

 
他の関係主体 
地方公共団体等（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 65％であり、ほぼ目標を達成でき

た状況。 
・人口５万人未満の中小市町村には、約３割の国民が居住して

いるが、それらの下水道処理人口普及率は全国平均で 32％
（平成 14 年度）と全国平均に比べてかなり低い状況。 

 
（施策の実施状況） 
・ 平成 8 年度から平成 14 年度の間で、約 1600 万人につい

て下水道による汚水処理を受けられるようになった。 
 

今後の取組の方向性 
・下水道等の普及は、依然として遅れている状態であり、未普

及の解消を図るためこれらの地区に対して重点的に補助す

るなど、引き続き普及促進を図る。 
 
（新たな目標設定） 
・ 新たな目標設定については、現在の下水道処理人口普及率

を引き続き採用するとともに、平成 15 年度以降は、下水

道及び他の汚水処理施設による処理がなされる区域の人

口の割合を表す「汚水処理人口普及率」を国土交通省、農

林水産省、環境省の共通の指標として定め、新たな業績指

標として採用する予定。 
・ 下水道処理人口普及率については、平成 14 年度の現況値

65％を、平成 19 年度までに 72％まで引き上げることを目

標とする。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 
・  

平成 15 年度における新規の取組 

○公共下水道の管きょの補助対象範囲の拡充等 
中小市町村や三大湾、指定湖沼及び水道水源等における普

及を促進するため、これらの地域における公共下水道の管

きょの補助対象範囲を拡充。また、都道府県代行制度につ

いて増設も制度の対象とするなど制度を拡充。（政策アセ

スメントを実施） 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 
 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（５）良好な都市形成に必要な道路空間を確保する 
都市内交通の改善とともに、良好な市街地形成などまちづくりの広い分野に資する都市計画道

路の整備が必要である。 
 

業績指標：都市内の都市計画道路の整備率 目標値：60%（H14） 
実績値：59.9%※ 

 
 
○業績指標 19：都市内の都市計画道路の整備率 
（指標の定義） 
市街地（市街化区域または用途地域設定区域）における幹線

道路の都市計画決定延長に対する完成延長の割合。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

56.2% 57.3% 57.9% 58.5% 59.9% 
速報値※

※実績値は 10 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○都市計画道路の整備 
都市活動を支えるトラフィック機能の充足等を目標に、都市

の骨格の形成に資する主要な幹線道路等の整備を行う。 
 
他の関係主体 
都道府県、市町村、公団等（事業主体） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は５９．９%であり、目標はほぼ達成

した。 
・目標の達成については順調に進んだが、整備率に関しては依

然として低い水準にある。 
・その原因としては、市街地の道路整備では、補償件数が多い

ことや、権利関係の輻輳等により、事業に時間を要すること

が考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・平成８年度より、街路事業の重点化を実施。 
・都市の骨格の形成に資する主要な幹線道路等の整備及び渋滞

対策のための緊急対策を実施。 

【街路整備済延長】 
H10 年度 L=27,679km、H11 年度 L=28,087km、 
H12 年度 L=28,589km、H13 年度 L=29,057km、 
H14 年度 L=29,805km（速報値） 

 
今後の取組の方向性 
・今後は、都市の再生に資し、投資効果の早期発現が見込まれ

る都市計画道路の機動的・重点的整備を進める。 
・都市の骨格の形成に資する主要な幹線道路等の整備を推進す

る｡ 
・平成 14 年度の実績値 59.9％を平成 19 年度までに 64％に引

き上げることを目指す。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○土地区画整理事業の面積要件と幅員用件の見直し 
道路整備特別会計の制度について、既成市街地において補

助採択要件を緩和（面積要件を２ｈａまで引き下げ、補助限

度額の算出対象となる都市計画道路の幅員条件を８ｍに引

き下げ）することにより、既成市街地における土地区画整理

事業及び、事業区域内の都市計画道路整備を推進する。 
○都市部の環状道路等の都市計画道路への貸付制度の拡充 
 道路開発資金による貸付対象として、都市再開発法に規定

する大都市に加え、密集市街地（東京、大阪各々約 6,000ha
に関連する地域）で行われる事業を対象に加える。 

 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局街路課 
関係部局：都市・地域整備局市街地整備課 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（６）都市部における良好な水辺空間を形成する 
都市部における良好な水辺空間は、居住する住民にとって身近に自然にふれあう貴重な空間で

あり、四季折々の風景の変化の中で、人々にうるおいと安らぎを与えている。しかし、流域の

開発により頻繁に発生する水害から地域住民を守るため、緊急の要請に応えた洪水処理機能の

向上を中心とした整備は、河川と人々の日常生活との関係を希薄なものとしていた。このため、

治水機能を踏まえた良好な水辺空間を形成し、安全でうるおいと安らぎのある河川を整備する

必要がある。 
 

業績指標：都市空間形成河川整備率 目標値：40%（H18） 
 
 
○業績指標 20：都市空間形成河川整備率 
（指標の定義） 
人口が５万人以上の都市の内、市街化区域内を流れる河川延

長のうち、沿川のまちと一体となり良好な河畔を確保した河

川延長の割合。 

（目標値設定の考え方） 
過去10年の緩傾斜堤防等の整備延長のトレンドから５年後の

目標値を設定 

（考えられる外部要因） 
沿川の開発動向 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

  32％  34％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①良好な河畔の整備 

良好な河畔の整備を進め、うるおいと安らぎのある都市空

間の創出を実現する。 
予算額：河川事業費 9,379 億円（H15）の内数 

 
他の関係主体 
地方公共団体（河川管理者） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 14 年度の実績値は 34％であり、概ね目標の達成に向け

て順調に指標は伸びている。 
 
（施策の実施状況） 
・ ふるさとの川整備事業、桜づつみ、水辺プラザ等水辺で憩

えるよう配慮した事業を推進している。 
・ 河川改修事業の実施にあたっては、多自然型川づくり、周

辺の街並みや景観と調和した整備を行うよう配慮してい

る。 
・ 河川及びまちづくりに携わる行政担当者を対象に河畔ま

ちづくりの普及啓発を目的に「河川を活かしたまちづく

り」ブロック会議を３地方整備局で実施した。 
・ （財）リバーフロント整備センターと連携し、「河川を活

かしたまちづくり事例集」を作成し、河畔まちづくりの普

及啓発を図った。（H14.８作成） 
 
今後の取組の方向性 
・ 引き続き、ふるさとの川整備事業、桜づつみ、水辺プラザ

等水辺で憩えるよう配慮した事業を推進するとともに、河

川改修事業の実施にあたっては、多自然型川づくり、周辺

の街並みや景観と調和した整備を行う。 
・ まちづくりの主体である市区町村と河川管理者が共通の

認識を持ち、河川とまちの両部局の連携を図ることを目的

に「河川を活かしたまちづくり」ブロック会議を開催する。 
・ 河川整備とまちづくり事業は、従来別々の体系で進められ

たため、必ずしも連携は十分ではない。様々な工夫を行い

河川を活かしたまちづくりを行った事例をとりまとめ、河

畔まちづくりの普及啓発を図る。 
 

担当部局等 

担当部局：河川局治水課都市河川室 
関係部局：河川局河川環境課 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（７）良好な宅地供給を促進する 
地価下落等を背景に、職住近接エリア内における宅地需要が相対的に高まっているが、主に職

住近接エリアにおいては、公共施設等の基盤整備が伴わず、画地規模も狭小な開発行為が多い

ため、住環境の質に対する高いニーズに十分に対応できない状況にある。このため、特に職住

近接エリア内において、住宅宅地関連公共施設の整備に対する財政支援や宅地開発事業への政

策融資等を重点的に実施することにより、公共施設が十分に確保されたゆとりある良好な宅地

の供給を促進することが必要である。 
 

業績指標：良好な環境を備えた宅地整備率 目標値：46%（H17） 
 
 
○業績指標 21：良好な環境を備えた宅地整備率 
（指標の定義） 
「良好な環境を備えた宅地整備率」とは、住宅宅地関連公共

施設等総合整備事業（住宅及び宅地の供給を促進するため、

これに関連して必要となる道路等の公共施設の整備について

補助を行う）を導入している団地により供給される宅地につ

いて、H12 年度からの総供給画地数（ストック）のうち、次

の条件を全て満たした団地の供給画地数の割合のことをい

う。 
①平均画地面積 170 ㎡以上 
②公共用地率 30％以上 
③職住近接エリア内 
④地区計画の策定 

（良好な環境を備えた宅地整備率） 
＝（H12 年度以降に供給された①～④の条件を全て満たした

団地の供給画地数）／（H12 年度以降に供給された住宅宅地

関連公共施設等総合整備事業を導入している団地の総供給画

地数） 
 
・①および②については大都市地域における優良宅地開発の

促進に関する特別措置法の認定基準等を参考として設定。

・③については、例えば首都圏では、東京都心まで鉄道で 40
分以内の区域または 30km 圏等、地方圏では、当該都市圏

の中心都市の都心までの通勤時間が概ね30分以内の区域等

をいう。 

（目標値設定の考え方） 
長期的には、年度毎のフロー値が高止まりの状態となること

を目指すが、当面の目標として、各条件のトレンドの試算等

を行い、施策の実施による追加分を加味した結果、H17 年度

の目標値として 46%を設定。 

（考えられる外部要因） 
・都心、近郊および郊外の居住コストの変化（地価動向等）

 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

－ － 35.3％※1 38.6％ 集計中※2

※1 指標値の算出方法を精査した。 
※2 H14 の実績値は 8 月末頃までに集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①都市基盤整備公団による公的宅地供給 

都市公団により、地域のまちづくりと連携しつつ、居住環境

のゆとりが確保された良質な住宅地を供給する。 
予算額〔事業費〕：3158 億円(H15) 
 

②住宅宅地関連公共施設等総合整備事業による公共施設の整

備推進 
住宅宅地関連公共施設等総合整備事業により、都市居住の再

生、職住近接の実現等に資する良好な居住環境を備えた住宅

及び宅地の供給を促進する。 
予算額〔国費〕：982 億円(H15) 
 

③住宅金融公庫による宅地造成融資 
宅地造成融資の活用により、職住近接や良質性等、良好な居

住環境を備えた住宅宅地の供給を支援する。 
予算額〔事業費〕：82 億円(H15) 

 
他の関係主体 
地方公共団体（間接補助の実施、公的開発の事業主体）、民間

事業者（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・最新の指標値は 38.6％(H13)であり、目標値の達成に向けて

推移していると考えられる。 
・内訳を見ると、三大都市圏で指標値が低い傾向にある。これ

は、三大都市圏以外と比較して、公共用地率、職住近接、地

区計画策定の各条件を満足する宅地の割合が少ないことが

原因である。 
・H12 からの変化の要因を供給主体別に見ると、都市公団が供

給した宅地では、以前に着手した職住近接エリア外の団地が

完成時期を迎えて供給が増えたことから、指標値を下げる要

因となっている。一方、それ以外の主体が供給する宅地では、



 

 

概ね指標値が向上している。 

各条件を満足する宅地の割合(H13)

38.6%

88.7%

62.2%
67.0%

60.4%

27.6%

86.5%

54.5%
51.9%

40.0%

53.7%

91.8%

73.0%

87.8% 88.5%

良好な環境を
備えた宅地

整備率（H13）

平均画地面積 公共用地率 職住近接 地区計画

全国 三大都市圏 三大都市圏以外

 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年度より、住宅宅地関連公共施設等総合整備事業の

補助対象を、都市居住の再生、職住近接の実現、または個性

と工夫に満ちた地域居住に資するものへ重点化した。 
・平成 14 年度より、住宅金融公庫の宅地造成融資の融資対象

を、職住近接、良質性(画地面積等)、及び公共性(地元のまち

づくりとの連携等)の全ての要件を満たすものに限定した。 
 
今後の取組の方向性 
・三大都市圏における指標値が低いことから、今後は当該圏域

の事業に対して補助制度や融資制度によって重点的な支援

を行うことで、職住近接やゆとりある居住環境の実現に資す

る良質な宅地ストックの形成が図られるよう努める。 
 
 
 

担当部局等 

担当部局：土地・水資源局土地政策課 
関係部局：住宅局住宅総合整備課住環境整備室 



 

 

政策目標５ 住環境、都市生活の質の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 
 
 

（８）電線類を地中化する 
都市景観や防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保等を図るため、まちなかの幹線道路に

おける電線類の地中化を引き続き重点的に進めることが必要である。 
 

業績指標：電線類地中化延長 目標値：6,400km（H15） 
 
 
○業績指標 22：電線類地中化延長 
（指標の定義） 
「電線類地中化延長」とは、まちのメインストリート等にお

いて、電線共同溝等の整備による電線類地中化を実施してい

る延長 

（目標値設定の考え方） 
新電線類地中化計画に記載。 

・「新電線類地中化計画」：関係省庁・関係事業者と共同で定

めた、中規模商業系地域や住居系地域も対象に加えて、平

成１１～１５年度の５年間に約 3,000km の電線類地中化を

推進する計画。 （昭和 61～平成 10 年度までに、第１～３

期の電線類地中化計画により、大規模商業系地域を中心に、

１３年間で約 3,400km の地中化を実施済。） 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
3,400km － 4,600km   － 集計中※

※実績値は 10 月頃集計予定 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
○電線類の地中化 

安全で快適な通行空間の確保等のため、道路の地下空間を活

用して、電力線等をまとめて収容する電線共同溝を整備する

費用に対し、国庫による負担及び補助を行う。（予算額：2,228
億円（H15）） 

 
他の関係主体 
地方公共団体、関係行政機関（総務省、経済産業省、警察庁）、 
関係事業者（電力、通信、CATV 等） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・電線類地中化については、平成 11 年度から平成 15 年度まで

の 5 年間で約 3,000km 整備することを目標に整備を推進。

計画の達成に向けて引き続き積極的に推進していく必要。 
 
（施策の実施状況） 
平成11年度から平成15年度までの５年間で新たに約3,000km

整備することを目標として整備を実施。 
 
今後の取組の方向性 
・今後は、新電線類地中化計画の達成に向けて引き続き積極的

に推進 
・また、関係行政機関等の協力の下、平成１６年度を初年度と

する「次期地中化計画」（平成１１年度から平成１５年度ま

での５年間で約 3,000km の電線類地中化を推進する計画

（「新電線類地中化計画」）の後、継続して地中化を実施する

ために必要な計画。）の策定に向けた検討を進める。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、「市街地等の幹線道路の無電柱化率」を新たな指標

として採用し、従来の整備延長ベースではなく、無電柱化さ

れた道路の延長ベースで設定。 
・平成１４年度の実績値７％を、平成１９年度までに１３％ま

で向上させることを目指す。 
 

担当部局等 

担当部局：道路局地方道・環境課 



 

 

政策目標６ 公共交通の利便性の向上 
公共交通が、より多様で、より利便性の高いものとなること 

 
 

（１）都市鉄道網を充実させる 
通勤・通学など都市生活における移動の利便性・快適性を向上させるため、このための主要な

公共交通機関である都市鉄道ネットワークを充実させ、混雑緩和を図ることが必要である。 
 

業績指標：都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長 目標値：東京圏 2,387km （H18） 
    （内複々線区間 221km） 

    大阪圏 1,565km 
    （内複々線区間 135km） 

    名古屋圏 973km 
    （内複々線区間 2km） 

業績指標：都市鉄道（東京圏）の混雑率 目標値：165%（H18） 
 
 
○業績指標 23：都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長 
（指標の定義） 
平成１８年度までに完成が予定されている地下鉄等の新線の

延長を加えた都市鉄道（三大都市圏）の路線の営業キロの延

長。また、複々線化区間については、営業キロの延長の内数

である。 
「都市鉄道」とは、大都市圏における旅客輸送を行う鉄道及

び軌道のことをいう。 
「三大都市圏」とは、東京駅、大阪駅、名古屋駅を中心とし

た、概ね半径５０ｋｍ（名古屋は４０ｋｍ）の範囲をいう。

（目標値設定の考え方） 
現況値に、平成１８年度までに完成が予定されている新線及

び複々線化各々の延長を加え設定。 

（考えられる外部要因） 
地方公共団体及び関係住民との調整 
 

過去の実績値の推移  
H10 H11 H12 H13 H14 

東京圏 2,197 km  2,215km 2,273 km 2,278 km 2,290 km

（内、複々

線区間） 
196 km 196 km 198 km 205 km 207 km 

大阪圏 1,513 km 1,513 km 1,513 km 1,521 km 1,521 km
（内、複々

線区間） 
135 km 135 km 135 km 135 km 135 km 

名古屋圏 934 km 934 km 940 km 940 km 943 km 
（内、複々

線区間） 
2 km 2 km 2 km 2 km 2 km 

 
○業績指標 24：都市鉄道（東京圏）の混雑率 
（指標の定義） 
当面の目標である主要区間の平均混雑率が 150％を超える東

京圏について、平成 18 年度までに整備が予定されている鉄道

路線の開業及び今後の輸送需要動向等に基づく値。 

（目標値設定の考え方） 
東京圏のＪＲ、民鉄及び地下鉄の主要区間の平均混雑率。東

京圏とは、東京駅を中心とした概ね 50Km の範囲をいう。 

（考えられる外部要因） 
地方公共団体及び関係住民との調整 
少子高齢化等の人口動態 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
183％ 180％ 176％ 175％ 173％ 
 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①都市鉄道の整備 

・地下高速鉄道整備事業費補助 
大都市圏の交通混雑を緩和するために、地下高速鉄道建設

費等の一部（国の補助率は対象事業費の３５％）を補助し

ている。 
（平成１５年度予算額 ４０３億円） 

 
・ニュータウン鉄道等整備事業費補助   
ニュータウン鉄道等の建設を促進するために、建設費等の

一部（国の補助率は対象事業費の１８％）を補助している。 
（平成１５年度予算額 ４８億円） 

 
他の関係主体 
鉄道事業者（事業主体）、地方公共団体（協調補助） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・整備路線延長に関しては、毎年着実に進展が見られる。 
この５年間の三大都市圏合計の整備延長は１１０ｋｍであ

る。 
・混雑率に関しては、低下する傾向にある。 
新線整備等による輸送力の増強等と、雇用環境の低迷、少

子化に伴う通学客の減少等による輸送需要の減少とが相ま



 

 

って混雑率が低減している。具体例を挙げると、東京圏で

はこの５年間で輸送力が２％増強された一方で、輸送量は

３％ほど減少している。 
ただし、依然として名古屋圏・大阪圏と比較すると東京圏

の平均混雑率は高くなっている。平成１４年度の東京圏の

平均混雑率は１７３％であるが、名古屋圏・大阪圏の平均

混雑率がそれぞれ１４７％、１３８％であること、２００％

を超える混雑率の区間が残っていることを踏まえると、東

京圏の混雑緩和の必要性は高い。 
  
（施策の実施状況） 
・地下高速鉄道整備事業費補助に関しては、準公営事業者に

対する補助率を平成１３年度より公営事業者並みに高めた。 
・平成１４年度には、新線１５ｋｍ・複々線区間２ｋｍの計

１７ｋｍが整備された。  

     　人員の推移（指数：50年度=100）

：混雑率 ＊東京圏　３１区間
：輸送力（指数：50年度＝100）   大阪圏　２０区間
：輸送人員（指数：50年度＝100）    名古屋圏 ８区間

三大都市圏の最混雑区間における平均混雑率・輸送力・輸送
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今後の取組の方向性 
混雑は相当程度緩和されてきたが、依然として東京圏を中心に

して高い混雑率を示しており、これをさらに緩和していく。東

京圏については、当面、主要区間の平均混雑率を全体として１

５０％以内とするとともに、すべての区間のそれぞれの混雑率

を１８０％以内とすることを目標とする。 
 加えて、相互直通運転やスピードアップ等により到達時間の

短縮を図るとともに、乗り継ぎ利便を向上すること等により、

鉄道ネットワーク全体の利便性向上を目指す。 
 

担当部局等 

担当部局：鉄道局都市鉄道課 
関係部局：鉄道局財務課 
 
 
 



 

 

政策目標６ 公共交通の利便性の向上 
公共交通が、より多様で、より利便性の高いものとなること 

 
 

（２）都市モノレール等を充実させる 
自動車交通からの利用者の転換による道路交通の円滑化や環境負荷の軽減を図るため、都市モ

ノレール・新交通システム等の整備を推進し、公共交通機関網の充実を図ること等により公共

交通の利便性を向上する必要がある。 
 

業績指標：都市モノレール及び新交通システムの整備延長 目標値：141km（H14） 
実績値：138km 

 
 
○業績指標 25：都市モノレール及び新交通システムの整備延

長 
（指標の定義） 
都市モノレール、新交通システムの整備延長 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  127km  138km 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○都市モノレール、新交通システムの整備 
地方公共団体（道路管理者）の整備する都市モノレール・新

交通システムのインフラ部分に対する補助など。 
予算額：踏切関連及び公共交通支援 1,709 億円の内数（H15
国費） 

 
他の関係主体 
地方公共団体（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は１３８km であり、目標は概ね達成

された。 
・その結果、都市モノレール・新交通システムの１日当たり平

均利用者数は、平成９年度から平成１４年度までの５年間で

約２９万人増加した。 
 
（施策の実施状況） 
・平成１０年度以降、５路線３８ｋｍの整備が完了し、公共交

通機関の利便性向上等が図られた。 
 
今後の取組の方向性 
・今後とも、自動車交通の円滑化や環境負荷の軽減等を図る

ため、都市モノレール、新交通システムの整備を推進する。 
 

（新たな目標設定） 
・新たな指標として導入する「道路渋滞による損失時間」に

より、本施策が目的とする成果が表される。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局街路課特定都市交通施設整備室 



 

 

政策目標６ 公共交通の利便性の向上 
公共交通が、より多様で、より利便性の高いものとなること 

 
 

（３）バスの利便性を向上させる 
公共交通機関であるバスの活性化は、自動車事故の防止や交通渋滞の緩和等に資するものであ

ることから、バス利用促進のための支援を行うことなどにより、バスのサービス向上を図る必

要がある。 
 

業績指標：バスの利便性向上に取組む事業者数及び全国の乗
合バス輸送人員対前年比に対する利便性向上取組
事業者の輸送人員対前年比の割合 

目標値：160 事業者（H17）
1.008 

 
 
○業績指標 26①：バスの利便性向上に取組む事業者数 
（指標の定義） 
バスの利便性向上の取組としては、 
 ・ワンコインバス等の運行 
 ・バス利用促進等総合対策事業のうち 
    バスロケーションシステムの導入 
    カードシステムの導入 
    コミュニティバスの運行 
を対象とし、これらに取り組む乗合バス事業者数を計測する。

（目標値設定の考え方） 
平成 11 年度における実績からの倍増を目標とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 77 事業者 82 事業者 140 事業者 178 事業者 
 
○業績指標 26②：全国の乗合バス輸送人員対前年比に対する

利便性向上取組事業者の輸送人員対前年比の割合 
（指標の定義） 
・「全国の乗合バス輸送人員対前年比に対する利便性向上取組

事業者の輸送人員対前年比の割合」とは、次の式により算

出した値である。 
       （Ａ÷Ｂ）÷（Ｃ÷Ｄ） 
※Ａ：利便性向上取組事業者の当該年度輸送人員 

  Ｂ：利便性向上取組事業者の前年度輸送人員 
 Ｃ：全国の乗合バス事業者の当該年度輸送人員 

Ｄ：全国の乗合バス事業者の前年度輸送人員 

（目標値設定の考え方） 
平成 11 年度における実績からの倍増（小数点以下の部分につ

いて）を目標とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 1.004 1.038 0.992 集計中※

※実績値は平成１６年１月頃を予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○バス利用促進等のための支援措置の実施 

バス等公共交通機関の利用促進等、都市交通の安全・円滑化

に資する事業に対し、国と地方公共団体が協調して補助を行

う。 
・バス利用促進等総合対策事業【予算額：１７億円（H15 年

度）】 
 
他の関係主体 
地方公共団体（協調補助）・バス事業者（自発的取組） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
１．事業者数について 

平成 12 年度 82 事業者、平成 13 年度 140 事業者と着実に

増加し、平成 14 年度において既に 178 事業者を達成し、平

成 17 年度目標値を上回っている。 
これは、長引く景気低迷の影響による輸送人員の減少等厳

しい経営状況にあるにもかかわらず、コミュニティバスの運

行等の新たな利便性向上サービスが年々増加し、地域住民等

の利用者に対して着実に浸透が進んでいるものと考えられ

る。 
 
２．輸送人員比について 

一方、輸送人員比で見ると、平成 12 年度は 1.038 と大き

く上昇したが、平成 13 年度は 0.992 と低下している（平成

14 年度は集計中）。       
低下した原因としては、以下の２点が挙げられる。 

①平成１３年度に利便性向上取組事業者数が大きく増加（８

２→１４０）した一方で、運賃引き下げが逆に営業効率の

低下につながり運行休止となった例など、一部の事業者・

路線においては導入効果があまり認められないケースが

出てきている。 
②輸送人員数の実績については、路線ごとの輸送人員の把握

ができないため、利便性向上に取り組んでいない路線を含

めた利便性向上取組事業者の全路線の輸送人員に基づい

て算出を行っている。このため、利便性向上に取り組んだ

路線の輸送実績が正確に指標に現れていないおそれがあ

ると考えられる。とりわけ、平成１３年度においては利便

性向上取組事業者数が大きく増加し、大手事業者の多数が

利便性向上取組事業者となったため、利便性向上取組事業

者の輸送人員が全国の乗合バス事業者の輸送人員の半数

以上を占めることとなっており、利便性向上に取り組んだ



 

 

路線の輸送人員数が全路線の輸送人員数の中に埋没し、正

確な評価がより困難になっているところである。 
 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年度のバス利用促進等総合対策事業として、144 件

に対する助成を行っている。これにより、バスの利便性向上、

活性化等が図られている。 
 
今後の取組の方向性 
・上記で分析したように、今後もバス利用促進等総合対策事業

による助成制度を有効に活用するとともに、これまでに蓄積

された全国のバス再生事例を適切に情報提供するなど、新た

な利便性向上サービスに取り組むバス事業者を支援し、バス

の活性化等を図っていく。 
 
（新たな目標設定） 
１．事業者数について 

平成 14 年度の現況値 178 を、平成 17 年度までにさらに

引き上げることを目指す。 
２．輸送人員比について 

バスの利便性向上をより正確に評価できる指標の可能性

について検討を行っていく。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○｢最適経路選択システムの構築｣ 
バスロケーションシステム等を活用してリアルタイムな運

行状況を把握しつつ､これらと有機的に連動した最適経路支

援システムを構築し､2004 年に名古屋市において開催され

る ITS 世界会議及び 2005 年の愛知万博等において導入・評

価等を行うことにより、公共交通の利用者利便の格段の向上

を図る。（政策アセスメントを実施） 
【予算額：１億円（H15 年度）】 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局総務課企画室 
 



 

 

政策目標７ 都市内渋滞の緩和 
都市における交通渋滞が緩和され、円滑な交通が確保できること 

 
 

（１）都市内の交通渋滞を緩和する 
交通渋滞は、時間やエネルギーのロスにより経済活動へ多大な損失を与えるとともに、環境問

題・交通事故の増加を引き起こす。特に、都市部においては、慢性的な交通渋滞が発生してお

り、これを緩和する必要がある。 
 

業績指標：主要渋滞ポイント解消数 目標値：約 1,000 箇所（H14）
実績値：集計中※ 

業績指標：朝夕の三大都市圏人口集中地区の自動車走行速度 目標値：22km/h（H14） 
実績値： － 

 
 
○業績指標 27：主要渋滞ポイント解消数 
（指標の定義） 
「主要渋滞ポイント」とは、以下の定義により抽出された箇

所及び関連する箇所をいう。 
一般道路(DID 内) ：渋滞長が 1,000m 以上または通過時間が

10 分以上 
一般道路(DID 外) ：渋滞長が 500m 以上または通過時間が 5

分以上 
高速自動車国道  ：ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞの出入り口においてﾎﾞﾄﾙﾈｯｸと

なっている箇所で渋滞回数30回／年以上

または平均渋滞長概ね 2km 以上。 
首都高速・阪神高速：平均渋滞長が概ね 4km 以上。 
※平成 9 年度時点で渋滞ポイント数約 3,200 箇所 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 

（考えられる外部要因） 
交通需要の変動等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  約 600 箇所  集計中※

※実績値は 10 月頃集計予定 
 
○業績指標 28：朝夕の三大都市圏人口集中地区の自動車走行

速度 
（指標の定義） 
三大都市圏の人口集中地区とは、東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県の県庁

所在都市の人口集中地区を指す 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 

（考えられる外部要因） 
交通需要の変動等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 21km/h    
※5 年に 1 度程度の調査に基づく値のため H14 の実績値はなし 

主な施策等 

主な施策の概要 
①交通容量の拡大 
・体系的な道路整備（高規格幹線道路・バイパス・環状道路

の整備、国道の４車線化等） 
・連続立体交差事業・交差点の立体化等の推進 

 
②交通需要の調整・抑制 
・時差通勤、パーク＆ライドなど交通需要マネジメント

（TDM）施策の推進 
 
③各種交通機関の連携と公共交通機関の支援 
・ マルチモーダル施策の推進、バス利用促進、都市モノレー

ル及び新交通システムの整備、駅前広場等の交通結節点の

整備等 
 
他の関係主体 
・ 公安委員会（交差点の信号制御、交通規制等） 
・ 地方公共団体（道路管理者） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・全国主要渋滞ポイントの解消については、目標を達成できる

見込みである。 
・しかしながら、朝夕の旅行速度等については、マクロ的には

指標の大幅な向上が見られない見込みである。 
・これは朝夕の混雑時つまり通勤時におけるクルマの利用が東

京圏で約１．２倍（Ｓ６３→Ｈ１０）に増加したことや高齢

者や女性ドライバーが１．５倍（Ｈ６→Ｈ１１）に増加した

こと等によるものと考えられる。 
・今後も、主要渋滞ポイントの解消・緩和を図るとともに、Ｔ

ＤＭ等交通需要の抑制・調整を図り、ピーク時の負担の軽減

等を図る必要がある。 
 
（施策の実施状況） 



 

 

・交通容量拡大策、ＴＤＭ施策、マルチモーダル施策を推進 
・平成１０年度より、周辺地域も含めた都市圏全体の渋滞解消

のため、「都市圏交通円滑化総合計画」を関係機関、自治体、

企業、市民等の参画を得て共同で策定し、これまでに 12 都

市圏を指定した。 
・渋滞状況をより正確に把握するため、「プローブカー」等に

よる調査を平成１３年度より実施。 
 
今後の取組の方向性 
・引き続き、交通容量拡大策、ＴＤＭ施策、マルチモーダル施

策を推進。 
・引き続き周辺地域も含めた都市圏全体の渋滞解消のため、「都

市圏交通円滑化総合計画」を関係機関、自治体、企業、市民

等の参画を得て共同で策定し、これを推進。 
 
（新たな目標設定） 
・道路交通における渋滞の発生による損失状況を数量的に表す

指標として、「道路渋滞による損失時間」を新たに採用。 
・平成１４年度の実績値 38.1 億人時間/年を、平成１９年度ま

でに約１割削減することを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：道路局企画課道路経済調査室 
関係部局：道路局高速国道課、有料道路課、国道・防災課、地

方道・環境課、都市・地域整備局街路課 



 

 

政策目標８ アメニティ豊かな生活環境の形成 
水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせること 

 
 

（１）海岸における親水空間等を形成する 
「癒し」や「憩い」といった保養型等の観光ニーズの多様化など、海岸利用に関する関心は近

年非常に高いものがある。また、平成１１年に海岸法が改正され、海岸整備の目的に従来の防

護に加え、環境や利用も新たに目的に加えられるなど、今後、環境や利用に配慮した海岸整備

を進めていく必要がある。海辺は、日常生活において潤いを感じることのできる空間であるこ

とから、海辺を日常的に訪れることのできる利用環境に配慮し、親水性を確保するよう海岸へ

のアクセスを改善していく必要がある。 
 

業績指標：海岸における海辺へのアクセスが確保されている
延長 

目標値：5,300km（H18） 

 
 
○業績指標 29：海岸における海辺へのアクセスが確保されて

いる延長 
（指標の定義） 
水際まで近づくことができるあるいは、安全、快適に水面を

見ることができる海岸延長 

（目標値設定の考え方） 
平成７年度末の実績値（5,100km）と平成１２年度末の実績値

（5,223km）とのトレンドから平成１８年度までに階段護岸等

の整備により、海岸へのアクセスを確保し親水性を高めるこ

とのできる延長を目標値として設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

5,175km 5,199km 5,223km 5,238km 5,251km

主な施策等 

主な施策の概要 
○親水性を向上させる海岸保全施設の整備 
親水性を有した海岸保全施設を整備する。また、必要に応じ

階段の設置等施設の構造へ配慮する。 
整備目標：階段護岸等の親水性を有する海岸保全施設を約

50km 整備する。 
予算額：1,038 億円（H15）の内数 
 
他の関係主体 
・農林水産省（農村振興局、水産庁）（事業主体） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

平成１４年度の実績値は 5,251km であり、目標の達成に向

けて順調に指標は伸びており、日常的に海岸を訪れ、海水浴や

ビーチスポーツ等の海岸の利用に資する海岸整備が促進され

た。 
例：岩手県 高田海岸（整備前（H10）782 千人→整備後（H14）

1,039 千人） 
  宮崎県 古江港海岸（整備前（H12）60 千人→整備後（H14）

130 千人） 

 
（施策の実施状況） 
・ 親水性を有した階段護岸や緩傾斜護岸等の整備 

ふるさと海岸整備事業 白鳥港海岸（香川県）ほか２８箇

所で整備中 
・ C.C.Z（コースタル・コミュニティ・ゾーン） 沢尻・長

浜海岸（東京都）ほか６箇所で整備中 
 
今後の取組の方向性 
・今後も、面的防護方式を取り入れ、かつ、親水性に配慮した

海岸整備の充実に努める。 
 
（新たな目標設定） 
（新しい指標名）人々が海辺に親しむことのできる海岸の延長 

海岸事業においては、農林水産省および国土交通省が所管

しており、重点計画の策定とあわせ、より連携して海岸整備

を行っていくことを目的とし、共通した指標を設定している

ところであり、政策評価においても海岸省庁共通の指標を用

いることにより、より一層の連携をはかるため、指標の定義

として安全、快適に水際まで近づくことができる海岸延長と

する。 
・社会資本整備重点計画策定に伴い、指標の目標値及び目標年

次を再設定し、平成 19 年度までに 6,800km（関係主体を含

む）を目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありうる。） 

平成 15 年度における新規の取組 

○観光振興に資する海岸事業の拡充（政策アセスメントを実施） 
海岸における美しい景観の保全・再生及び海岸利用の促進を

図るため、海岸環境整備事業の採択要件の改正等により、景

観や利用に配慮した構造物の新設や既設施設の改良（離岸堤

の潜堤・人工リーフ化等）を推進する。 
予算額：1,038 億円（H15）の内数 

担当部局等 

担当部局：河川局海岸室、港湾局海岸・防災課 



 

 

政策目標８ アメニティ豊かな生活環境の形成 
水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせること 

 
 

（２）都市の親水空間の確保のため、合流式下水道を改善する 
合流式下水道は、汚水と雨水を一つの管きょで排除する下水道施設であるが、雨天時には管き

ょの能力を超えた未処理の下水が公共用水域に流出する。例えば、合流式下水道から流出した

オイルボールが東京都のお台場の海岸に漂着するなどの問題が顕在化するなど、良好な都市の

親水空間の確保、あるいは公衆衛生上、水質保全上極めて問題である。このため、合流式下水

道の改善を早急に進める必要がある。 
 

業績指標：合流式下水道改善率 目標値：15%（H16） 
 
 
○業績指標 30：合流式下水道改善率 
（指標の定義） 
合流式下水道により整備されている区域のうち、雨天時にお

ける公共用水域への越流負荷が分流式下水道並まで改善され

ている区域の面積の割合 

（目標値設定の考え方） 
地方公共団体等のニーズ調査等により積算した概ね 5 箇年で

見込まれる事業量を基に算出。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

  10％ 11％ 15％ 
速報値※

※ 実績値は 8 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○合流式下水道の改善 
合流式下水道の改善を図るため、雨水吐口の改良や滞水池の

設置、遮集管の整備等を促進し、合流式下水道の改善済み面

積を増加させるため、地方公共団体が行う合流式下水道改善

事業に対して補助を行う。 
（整備目標）合流式下水道の区域の面積約 22 万 ha について

全て改善を図る。 
予算額：下水道事業予算額 9,250 億円の内数（H15 国費） 
 
他の関係主体 
地方公共団体等（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年度の実績値は 15％であり、目標年次の平成 16

年度より 2 年間ほど早く目標を達成できた状況。 
・ 平成 14 年度末において合流式下水道区域のうち約 3.4 万

ha について改善済みとなっているが、依然として約 19 万

ha（合流式下水道の区域の 85％）について改善がなされ

ていない状況。 

 
（施策の実施状況） 

平成 12 年度から平成 14 年度までの 2 ヵ年間で約 1 万 ha の

合流式下水道区域の改善を行った。 
 
今後の取組の方向性 
・合流式下水道の改善は依然として図られていない状況が残っ

ており、今後おおむね 10 年（合流式下水道の区域の面積が

大きな都市については概ね 20 年以内）で改善率 100％を達

成するため、より一層制度を充実するなど積極的に事業を推

進する必要がある。 
 
（新たな目標設定） 
・新たな目標設定については、今後も、合流式下水道改善率を

引き続き業績指標として採用し、社会資本整備重点計画と整

合を図るため定義の一部と、目標年度、目標値について変更

する 
（定義） 
合流式下水道により整備されている区域のうち、雨天時

における公共用水域への越流汚濁負荷が分流式下水道並

以下まで改善されている区域の割合 
・平成１４年度の現況値 15％を、平成 19 年度までに 40％

まで引き上げることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 



 

 

政策目標８ アメニティ豊かな生活環境の形成 
水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせること 

 
 

（３）公共空間における緑化等を推進する 
都市等における緑地は、美しい景観を形成し、市民にうるおいと安らぎを提供する機能を有す

ると共に、都市域におけるヒートアイランド現象の抑制に資する。緑地の保全・創出を行い、

アメニティ豊かな生活環境を形成するため、公園の整備、緑地の保全・創出、道路・港湾等の

公共空間の緑化を行う必要がある。 
 

業績指標：都市における公園・緑地の確保量 目標値：118,000ha（H14） 
実績値：集計中※ 

業績指標：都市内道路緑化率 目標値：51%（H14） 
実績値：51%※ 

業績指標：港湾空間の緑化率 目標値：8%（H18） 
 
 
○業績指標 31：都市における公園・緑地の確保量 
（指標の定義） 
「都市公園等（都市公園及びカントリーパーク（都市計画区

域外の一定の農山漁村に整備する公園））」と「法律に基づき

指定された緑地等」の確保量 

（目標値設定の考え方） 
都市における公園・緑地の確保量に係る近年のトレンドを分

析し、設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
103,200ha 106,400ha 109,200ha 112,300ha 集 計

中※ 
※ 実績値は８月頃集計予定 
 
○業績指標 32：都市内道路緑化率 
（指標の定義） 
全国 DID 地区内の完成４車線以上の国道、都道府県道、市町

村道の管理延長のうち、植樹帯、中央分離帯等において植樹

された延長の割合 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

45％ 46％ 48％ 50％ 51％ 

見込み※ 
※ 確定値は１０月頃集計予定 
 
○業績指標 33：港湾空間の緑化率 
（指標の定義） 
港湾空間の陸域面積に占める緑地面積の割合 

（目標値設定の考え方） 
２１世紀初頭までに港湾緑地を倍増し、港湾空間の緑化率

10％を目指すが、当面の目標として平成１８年までに約 8％
の港湾空間の緑化率を目指す。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  7％  7％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①国営公園の整備 

我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や広域的レ

クリエーション需要への対応を図るため、未供用の国営アル

プスあづみの公園の整備を促進するとともに、供用中の１５

公園について着実な整備を推進する。 
予算額：国営公園整備 約 299 億円（H15） 

 
②都市公園等整備事業に対する補助 
地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補助を行い、

都市公園等の整備を支援する。 
予算額：都市公園事業費補助 約 2,405 億円(H15) 

 
③古都及び緑地保全事業の推進 
古都及び緑地保全事業を推進することにより、良好な緑地の

保全を図る。 
予算額：古都及び緑地保全 約 148 億円(H15) 

 
④道路緑化の推進 

良好な景観を形成し、CO2の吸収など環境への負荷を軽減す

るため、良質な緑の道路空間を構築するため、植樹帯、中央

分離帯の植樹等、道路緑化を積極的に進める。 
 予算額：343 億円(H15) 
 
⑤港湾環境整備事業の推進 

港湾内の生活・労働環境の改善などを図り、港湾空間におい



 

 

て良好な環境を実現するため、港湾において計画的に緑地を

整備する。 
 予算額：約 150 億円(H15) 
 
他の関係主体 
地方公共団体（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 都市公園等の供用面積は平成１３年度末で約 99,000ha と

なっており、目標の達成については厳しい状況となってい

る。これは、水面等用地取得を行わずに開設することを見

込んでいた公園区域における権利調整の難航等により公

園の整備・供用が遅れていることが主な要因と考えられる。 
・ 一方で、都市生活の質の向上等を図るため、緑地保全地区

等の指定を推進するとともに、市民緑地制度等、都市にお

ける緑地を保全・創出する手法の充実を図った結果、これ

ら都市公園以外の手法により確保されている緑地面積は

平成１３年度末で約 13,300ha となっており、公園・緑地

面積の１割を占めるまでに至っている。 
・ 都市内の良好な景観形成に寄与し、環境負荷を軽減する道

路緑化については、整備目標を概ね達成する見込みである

（平成１４年度見込み）。 
・ 港湾内の生活・労働環境の改善などを図り、港湾空間にお

いて良好な環境を実現するための港湾における緑地の整

備は、当面の整備目標を概ね達成する見込みである。 
・ 今後は、公共空間における緑化をより積極的に推進してい

くために、都市公園事業・緑化・緑地保全施策・港湾緑地

の整備等の総合的な取り組みにより、緑とオープンスペー

スを効率的・効果的に確保していく必要がある。 
 
（施策の実施状況） 
・ 直轄事業においては、平成１３年度に吉野ヶ里歴史公園、

明石海峡公園の２公園が新たに供用開始するなど、平成１

０年度～１４年度の間に全国１５箇所の国営公園で約

480ha を供用した。 
・ 補助事業においては、都市公園事業費補助により地方公共

団体による公園整備を支援した結果、平成１０年度～１３

年度の間に、約 6,150 箇所、8,180ha の都市公園等が供用

した。 
・ 平成１４年度より古都保存統合補助事業、緑地保全等統合

補助事業を創設し、地方公共団体の裁量による機動的な緑

地確保を推進している。 
・ 平成１３年に道路構造令を改正により、原則として植樹帯

を設置すべき道路を都市内の交通量の多い幹線道路から

都市内の幹線道路に拡大。 
・ 平成１２年度より、新規供用道路又は既供用道路を選定し、

道路緑化計画を策定するとともに、その計画に基づき道路

の緑化を図る『道路緑化モデル事業』を全国約６０箇所で

実施。 
・ 平成１４年度に港湾における緑地の整備を全国約 120 港

で実施。 
 
今後の取組の方向性 
・ 地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多

様性の保全等我が国が抱える緊急的な課題に対応し、水と

緑豊かで美しい景観を有する生活環境を形成することを

目標として、公共空間の緑化を行うための以下の取り組み

を総合的に推進する。 
・明確な事業効果が発現するような事業への重点的投資に

よる事業効果の早期発現等、都市公園事業の重点化の推

進 
・借地方式・立体的な土地利用による都市公園整備の推進 
・良質な緑の道路空間を構築する道路緑化の推進 
・港湾空間における良好な環境を実現する港湾緑地の整備

の推進 
 
（新たな目標設定） 
・ 今後は新たな指標として「都市域における水と緑の公的空

間確保量」を採用する予定。今後の目標数値は調整中であ

るが、平成 14 年度 12.1 ㎡／人を平成 19 年度に 13.1 ㎡／

人まで向上させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○時間管理概念の徹底 
防災公園や国家的事業に関連する公園など、国が定める政策

課題に対応した公園事業（個別補助金対象事業）について、

５年間で明確な事業効果が発現するよう事業計画を単位と

した採択に移行、事業の重点的実施を図ることにより、公園

区域の早期供用等事業効果の早期発現を促す。 
 

○国営公園整備プログラムの策定と着実な実施 
国営公園の開園計画等を内容とする平成１５年度からの次

期「国営公園整備プログラム」を、地元自治体との調整の上

で策定、公表し、これに基づく各国営公園の着実な整備を推

進する。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局公園緑地課 
関係部局：道路局地方道・環境課、港湾局環境整備計画室 



 

 

政策目標９ 良質で安定した水の確保 
きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

 
 

（１）河川の正常な流量を確保する 

本来、河川の流水は、舟運、漁業、観光、塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、

地下水の維持、動植物の保護、流水の清潔な保持、既得用水等の安定取水等の機能を持ってお

り、これら河川が本来持っている機能の維持を積極的に図る必要がある。 
 

業績指標：河川の流量不足解消指数 目標値：61%（H18） 
 
 
○業績指標 34：河川の流量不足解消指数 
（指標の定義） 
 河川の代表地点において、良好な河川環境の維持等のため

に必要な目標流量に対して、不足している流量のうちダム等

の貯留施設の完成により補給可能になった流量の割合を示す

指数。流水の正常な機能の維持を目的としているダム等の建

設がどの程度の割合で進んでいるかを示すことにより、ダム

等による効果が適切に現れているかを分かり易く評価したも

の。 

（目標値設定の考え方） 
Ｈ18 までに完成するダム等により、下流河川への渇水時に補

給可能な流量の積み上げ、将来目標値に対する充足率で評価。

（考えられる外部要因） 
地元の調整状況等 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － － 54％ 55％ 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
○ ダム等の整備 

河川が本来持っている流水の機能を維持するために必要な

流量を確保するためのダム等の整備を進め、河川の利水安全

度の向上を図る。 

予算額：河川総合開発事業 4,097 億円（H15）の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・平成 14 年度の実績値は 55％であり、目標の達成に向けて指

標は伸びている。 

・河川の流量不足解消指数の向上にはダムの整備がなされるこ

とが必要であるが、ダムの計画から完成までには長時間を要

することが一般的であり、現在、指標が向上するのは、過去

の投資に依る部分が大きい。 

・今後とも、継続的に指標の向上を図るためには、計画的な投

資と事業展開が必要であるとともに、効率的な事業執行を図

っていく必要がある。 

 

（施策の実施状況） 

・平成 14 年度には、河川総合開発事業関係予算 4,170 億円を

もって、ダム等の整備及び管理を行った。 

・平成 14 年度は、久婦須川ダムをはじめとする８ダムを完成

させた。 

・厳しい予算の中、事業中のダムについては、水需要の必要性

等を勘案し、事業を峻別。必要な手続きを経て 14 事業を中

止する一方、本体工事中のダムに重点投資を行った。 

 
今後の取組の方向性 
・引き続き、事業中のダムについて、既存ダムの有効活用も含

め水需要の必要性等を厳正に吟味して事業を峻別する。 

・また、既存ダムの有効活用として、貯水池容量の効率的な再

配分による既存ダムの徹底活用等に取り組む。 

・事業を進めるに当たっては、コスト縮減を図りながら、重点

化・効率化に取り組みつつ、計画的な投資と事業展開を行う。 

 

担当部局等 

担当部局：河川局治水課 
 



 

 

政策目標９ 良質で安定した水の確保 
きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

 
 

（２）水道水源域の水質を改善する 
近年、トリハロメタン等の有害物質や異臭味の影響の問題などにより国民の水道水に対する信

頼が低下している。また、水道事業者の対応のみでは、その供給する水道水が水道法に掲げる

水質の要件を満たさなくなる場合が生じる恐れがある。こうした状態を踏まえ、安全で良質な

水道水の供給を確保するため、下水道事業による水質の改善が求められている。 
 

業績指標：水道水源域における下水道処理人口普及率 目標値：60%（H18） 
 
 
○業績指標 35：水道水源域における下水道処理人口普及率 
（指標の定義） 
水道水源や水道取水口の上流域に処理水を放流する下水処理

場にかかる事業を実施している市町村における下水道処理人

口普及率 

（目標値設定の考え方） 
地方公共団体のニーズ調査等により積算した概ね５箇年で見

込まれる事業量を基に算出。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

  48％ 50％ 53％ 
速報値※

※ 実績値は 8 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○水道水源域における下水道の整備 
水道水源水域における下水道の整備をすすめ、普及促進を図

ることにより水道水源水域への汚水の流入を防止するため、

これらの地域で下水道事業を実施する地方公共団体に対し

て重点的に補助する。 
予算額：下水道事業予算額 9,250 億円の内数（H15 国費） 

 
他の関係主体 
地方公共団体等（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成 13 年度から平成 14 年度の間で３％増加しており、着

実に普及は進んでいる。しかしながら、安全で良質な水道

水の供給を確保するため、下水道事業による水質の改善が

求められており、さらなる推進が必要。 
 
（施策の実施状況） 
・ 水道水源域における普及促進を図るため、これらの地域に

おいて下水道管きょの整備や処理場の整備など、下水道の

整備を推進した。 

 
今後の取組の方向性 
・安全でおいしい水の確保を図るため、引き続きこれらの地域

の普及を促進する。 
 
（新たな目標設定） 
・今後も、「水道水源域における下水道処理人口普及率」を引

き続き業績指標として採用するが、社会資本整備重点化計画

の検討に伴い、目標年次を重点化計画の目標年次である H19
年度とする等の見直しを行う予定。目標値については、現在

検討中。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・水道水源水域にかかる地域等について公共下水道の管きょの

補助対象範囲の拡充 
水道水源水域にかかる地域等について公共下水道の管き

ょの補助対象範囲を拡充し、これらの地域における下水道の

普及促進を図る。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 



 

 

政策目標 10  地域交通確保 
地域の基礎的な生活基盤となる交通手段が確保され、安心感が醸成されること 

 
 

（１）地方バス路線を維持する 
過疎現象等による輸送人員の減少により、地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難とな

っている現状にかんがみ、生活交通路線として必要なバス路線の維持・確保を図ることにより、

地域住民の福祉を確保する必要がある。 
 

業績指標：地方バス路線の維持率 目標値：100%（H14） 
実績値： 96% 

 
 
○業績指標 36：地方バス路線の維持率 
（指標の定義） 
「地方バス路線」とは、生活交通確保のため、地域協議会に

おける協議結果に基づき都道府県が策定した計画において維

持が必要とされた広域的・幹線的路線であって都道府県知事

が指定し、国土交通大臣が承認したものをいう。「維持率」と

は、地方バス路線（毎年度ごとに確定）に対する引き続き運

行されている当該路線（翌年度末）の割合。 

（目標値設定の考え方） 
国として維持を支援することとした地方バス路線が、翌年度

においても当該年度と同程度維持することを確実に目指すこ

とを目標としたもの。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － － － ９６％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○生活交通路線維持対策の実施 
国と地方の適切な役割分担のもと、地域協議会において維

持・確保が必要と認められ、国が定める基準に適合する広域

的・幹線的路線に対してその維持対策費を補助する。 
・生活交通路線維持費補助【予算額 ７３億円（H15 年度）】 
 
他の関係主体 
・総務省（地方財政措置） 
・都道府県（協調補助） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
   平成 13 年度から国と地方の役割分担のもと、国は広域

的・幹線的路線に重点化して支援してきたところであり、平

成 14 年度がはじめての測定・評価年度にあたり、その実績

値は 96％である。 
   これは、国が承認した平成 13 年 9 月末の路線数 2,008 路

線のうち、平成 15 年 3 月末までに 80 路線（類似系統再編

61 路線、運行系統の変更 11 路線、利用者の減少 7 路線、そ

の他 1 路線）が廃止となったためである。 
   なお、国及び地方公共団体の補助のほか、バス事業者の自

助努力により、地域の足の確保が図られてきているが、バス

事業者を取り巻く経営環境は依然厳しいことから、利用者数

の減少の著しい路線や類似系統を再編することにより運行

コストの低減が図られているところである。 
 
（施策の実施状況） 
 平成１４年度においても国と地方の役割分担のもと、国は広

域的・幹線的路線に重点化して支援し、生活交通路線維持対

策を引き続き行っている。 
 
今後の取組の方向性 
 乗合バス事業における経営状況は大変厳しく、地域住民の生

活に必要なバス路線の維持が困難な状況にあるが、地域の生

活交通に支障が生じないよう、国土交通省としても地域協議

会に参画していくとともに、引き続き都道府県と協調して支

援していきたい。 
 
（新たな目標設定） 
 「地方バス路線の維持率」を引き続き測定することとし、平

成 15 年度目標値 １００％とする。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局旅客課 



 

 

政策目標 10 地域交通の確保 
地域の基礎的な生活基盤となる交通手段が確保され、安心感が醸成されること 

 
 

（２）離島航路を維持する 
有人離島等において、住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保

するため、離島航路を維持する必要がある。 
 

業績指標：有人離島のうち航路が就航している離島の割合 目標値：72%（H17） 
 
 
○業績指標 37：有人離島のうち航路が就航している離島の割

合 
（指標の定義） 
有人離島のうち航路が就航している離島の割合 

（目標値設定の考え方） 
我が国における有人離島のうち海上運送法に規定する一般旅

客定期航路が就航している離島を抽出し、その割合を算出。

従って分母は有人離島数、分子はそのうち一般旅客定期航路

が就航している離島数。 
架橋等により交通手段が確保されている場合を除き、有人離

島において航路を維持する必要があるものについて、一般旅

客定期航路事業を支援する。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
７３％ ７３％ ７２％ ７２％ ７２％ 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
○離島航路維持対策の実施 
・離島航路の維持及び改善を図るため、離島航路事業者に対し、

その欠損の一部を補助する。 
予算額： ３８億円(H15) 

・離島航路に就航する船舶の近代化(大型化、高速化、フェリ

ー化)及びバリアフリー化を図るため、離島航路事業者に対

し、建造費の一部を補助する。 
予算額：  ０．７億円(H15) 

・離島航路に就航する船舶に係る固定資産税の課税標準を５年

間１／３に軽減する。 
 
他の関係主体 
・地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年の有人離島数は４２１島、一般旅客定期航路が

就航している離島数は３０３島、割合は７２％であり目標

値は維持されている。 
 
（施策の実施状況） 

・ 平成１４年度離島航路補助金３９億円を１０２航路９８

事業者に交付した。離島航路事業者の経営状況は、旅客輸

送量が年々減少しており、欠損は増大傾向にある。 
・ また、離島航路船舶近代化建造費補助金０．８億円を３隻

３事業者に対して交付した。 
・ 離島航路に就航する船舶に係る固定資産税の軽減措置が

図られた。 
 
今後の取組の方向性 
・ 離島航路補助金については、所要の予算額を確保するとと

もに、航路事業者の経営の効率化を図るべく指導を強化す

る。 
・ 離島航路船舶近代化建造費補助金については、所要の見直

しを検討する。 
 

担当部局等 

担当部局：海事局国内旅客課 



 

 

政策目標 10 地域交通確保 
地域の基礎的な生活基盤となる交通手段が確保され、安心感が醸成されること 

 
 

（３）離島航空路を維持する 
船舶に比して高速・長距離移動が可能な航空輸送は、本土から隔絶している離島地域の不利な

条件を克服する上で有効な手段であることを踏まえ、離島航空輸送を維持するための諸施策を

講じ、島民生活の安定及び当該離島地域の振興を図る必要がある。 
 

業績指標：生活交通手段として航空輸送が必要である離島の
うち航空輸送が維持されている離島の割合 

目標値：100%（H17） 

 
 
○業績指標 38：生活交通手段として航空輸送が必要である離

島のうち航空輸送が維持されている離島の割合 
（指標の定義） 
飛行場を有しかつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると概ね

２時間以上かかる有人離島（現況 28）のうち、航空輸送が確

保されている離島の割合。 

（目標値設定の考え方） 
生活交通手段として航空輸送が必要な離島について、その維

持を図ることにより、住民の生活の足を確保することを目標

とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

－ － 100％ 100％ 100％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
離島航空路線維持対策の実施 

幹線等の高需要路線に比べ競争力が弱く、コスト面で割高な

離島航空路線については、以下の総合的な支援措置を講じ、離

島航空路線の維持を図る。 
① 予算額：離島航空路線運航費補助金 約 12 億円(H15) 

機体購入費補助 約 0.5 億円(H15) 
② 離島航空路線に就航する航空機に係る航空機燃料税及

び固定資産税の軽減措置 
③ 離島航空路線に就航する航空機に係る着陸料の軽減措

置 
 
他の関係主体 
・関係都道府県（国と協調又は独自で離島航空路線維持策を実

施）、航空運送事業者（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度時点では、２８の離島のうち全ての離島で航空

輸送を維持しているところ。 
・一部の離島路線では、本土－離島間輸送の大部分の船舶への

シフト等の要因によって、搭乗率が３割を下回る水準まで

下落 
 

離島路線の搭乗率別路線数（平成 14 年度） 

 

・離島路線を運航する航空会社８社中６社は経常赤字を計上

（平成１４年度）など、苦しい経営状況 
 

離島路線を運航する航空会社の経常収支（平成 14 年度） 
（単位：億円） 

 
 

（施策の実施状況） 
平成１２年度実績 機体補助  約 16 億円 
         運航費補助   約 5 億円 
平成１３年度実績 機体補助    約 9 億円 
         運航費補助   約 4 億円 
平成１４年度実績 機体補助  約 17 億円 
         運航費補助   約 4 億円 

 
今後の取組の方向性 
・平成１５年度から、機体購入費補助により購入した補助機材

の有効活用を図るため、一定の範囲内で目的外使用を認める

こととし、離島路線の維持・活性化を促進することとしてい

る。  
・今後とも、離島路線維持対策の対象となっている路線におい

て、需要が船舶等代替交通機関へシフトする等の外部要因に

より、実績値が変動する可能性はあるものの、引き続き、離

島路線補助対策を着実に実施する。 
 

担当部局等 

担当部局：航空局監理部航空事業課 



 

 

政策目標 11 広域的モビリティの確保 
全国的な基幹的ネットワークの整備等により、人や物の広域的な移動・交流の拡大、効率化が図られること 

 
 

（１）地域の競争条件確保のための幹線道路網を構築する 
高規格幹線道路の整備状況は、地域間で大きな格差が生じており、地域ブロックの自立的な発

展や競争条件の確保、地域間の交流連携を図る上で、高規格幹線道路、地域高規格道路等の幹

線道路網の構築が必要である。 
 

業績指標：高規格幹線道路の面積カバー率 目標値：80%（H14） 
実績値：79% 

 
 
○業績指標 39：高規格幹線道路の面積カバー率 
（指標の定義） 
１時間で高規格幹線道路のインターチェンジに到達できる地

域（ただし、離島部は除く。）の面積割合をいう。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

71％ 73％ 74％  76％  79％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①高規格幹線道路の整備 

高規格幹線道路、地域高規格道路等の幹線道路網の整備を推

進。 
予算額：高規格幹線道路 19,703 億円（Ｈ１５事業費） 

     地域高規格道路  8,522 億円（Ｈ１５事業費） 
 
他の関係主体 
地方公共団体（道路管理者） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・高規格幹線道路の面積カバー率は目標値を概ね達成した。 
・今後は、他の道路よりも走行速度が高く事故率も約１／９と

安全で快適な自動車専用道路への適正な機能分化を図り、交

通渋滞の緩和、交通事故の減少、環境負荷の軽減、物流の効

率化等の観点から、自動車専用道路ネットワークの投資効果

を最大限発揮できるような重点的かつ効率的な取組みを示

す指標の設定が必要。 
 
（施策の実施状況） 
・高規格幹線道路の供用延長は目標の約８０％を達成。 
（H10～H14：供用目標 1,361km に対して、供用実績

1,079km） 
地域高規格道路の供用延長は目標を達成。 
（H10～H14：供用目標 455km に対して、供用実績 456km） 

・高規格幹線道路の供用延長が目標を下回ったことは、関係住

民等との合意形成の遅れ等により事業進捗（特に用地取得）

が当初の予定よりも進まなかったことや当初予定の事業費

が確保できなかったことなどが原因。 
・そのため、計画決定手続の透明性、客観性、公正さを確保す

るため、構想段階において、第三者等の慣用による市民等と

の双方向コミュニケーションを行う市民参画型道路計画プ

ロセスを平成１３年度から導入し、事業の効率的な進捗を図

っているところ。 
・また、構造規格の見直し等によりさらなるコスト縮減を図っ

ていく必要がある。 
 
今後の取組の方向性 
・市民参画型道路計画プロセスの実施、継続。 
・整備効果の早期発現、整備コストの縮減等を図るため、従来

の規格による整備に加え、構造基準の緩和や地域の実情に応

じた最適な構造（ローカルルール）を適用した整備を導入す

る。 
・利用者の様々なニーズに対応し、料金割引による一般道路か

ら交通の転換等を促進することにより有料道路の有効利用

を図るとともに、沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策な

どを推進。 
・ＥＴＣを活用した追加インターチェンジの導入。 
 
（新たな目標設定） 
・他の道路よりも走行速度が高く事故率も約１／９と安全で快

適な自動車専用道路への適正な機能分化を図り、交通渋滞の

緩和、交通事故の減少、環境負荷の軽減、物流の効率化等の

観点から、自動車専用道路ネットワークの投資効果を最大限

発揮できるような重点的かつ効率的な取組みを示す指標と

して「自動車専用道路の交通分担率」を新たに採用。 
・自動車専用道路の交通分担率の実績値１３％を、平成１９年

度には１５％に向上することを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありえる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・整備効果の早期発現、整備コストの縮減等を図るため、従来



 

 

の規格による整備に加え、構造基準の緩和や地域の実情に応

じた最適な構造（ローカルルール）を適用した整備を導入。 
・有料道路における「長距離割引」、「夜間割引」及び「地方か

らの提案型」の社会実験の実施 
・ＥＴＣを活用した追加インターチェンジの導入に向けた検討 
 

担当部局等 

担当部局：道路局企画課道路経済調査室 
関係部局：道路局高速国道課、有料道路課、国道・防災課、地

方道・環境課、都市・地域整備局街路課 



 

 

政策目標 11 広域的モビリティの確保 
全国的な基幹的ネットワークの整備等により、人や物の広域的な移動・交流の拡大、効率化が図られること 

 
 

（２）整備新幹線の整備、在来幹線鉄道の高速化を推進する 
鉄道幹線ネットワークは基本的にはほぼ概成している一方、高速性等といったサービスの質の

面では、時間価値の高まりや利用者ニーズの高度化といったことから、必ずしも十分な水準に

あるとは言い難い状況にある。このため、新幹線整備と在来幹線鉄道の高速化により、広域的

な幹線鉄道ネットワークの質的な向上を図っていく必要がある。 
 

業績指標：５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内で
ある鉄道路線延長 

目標値：15,000km（H16）

 
 
○業績指標 40：５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以

内である鉄道路線延長 
（指標の定義） 
５大都市（東京、大阪、名古屋、札幌、福岡）の各中心駅か

ら JR 等の幹線鉄道により３時間以内に到達できる営業キロ

延長。 

（目標値設定の考え方） 
広域的な幹線鉄道ネットワークにおける時間短縮の質的向上

により全国一日交通圏の形成に一層寄与する観点から、５大

都市から３時間以内で到達する鉄道路線延長を目標値として

設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － 14,800km

※ 
－ 15,000km

※ 
※指標値の算出方法を見直した。 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
①新幹線鉄道の整備 
整備新幹線については、従来より政府・与党間の申合せに基

づき着実に整備を推進しており、現在、既着工区間である東

北新幹線（八戸・新青森間）、北陸新幹線（長野・富山間及

び石動・金沢間）、九州新幹線（博多・西鹿児島間）につい

て整備を進めている。 
予算額：新幹線鉄道整備事業費 ２，１１５億円（Ｈ１５） 
 

②幹線鉄道の高速化の推進 
線路の線形改良等による高速化事業については、踏切対策や

駅周辺整備等のまちづくりと連携して進めてきており、平成

１４年度は日豊線（大分～佐伯間）において実施している。 
予算額：幹線鉄道等活性化事業費 ６億円（Ｈ１５） 

 
他の関係主体 
地方公共団体（建設財源の一部を負担）、鉄道事業者（事業主

体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年度の実績値は 15000km であり、目標年次の平

成１６年度の数値に達成した状況。 
・ 数値の内訳について見ると、ＪＲ東日本管内における約

5300km、ＪＲ西日本管内における約 4100km などが挙げ

られる。 
・ 数値の伸びの要因としては、東北新幹線の盛岡～八戸間開

業等（約 100km）が挙げられる。 
・ ＪＲ西日本管内において、車両の性能向上（伯備線：スー

パーやくも、北陸本線：サンダーバード等）により約 100km
の増加が見られる。 

・ 今後の指標の動向としては、九州新幹線新八代～西鹿児島

間開業（平成１６年春予定）により、福岡との間の３時間

圏は約 130Km の増加が見込まれ、全国一日交通圏の形成

に一層寄与すると考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・ 現在実施している事業による時間短縮効果としては、下記

のとおり。 
・整備新幹線関係  

東北新幹線（八戸・新青森間） 
東京～新青森間：３時間５９分→約３時間２０分 

    北陸新幹線（長野・富山間及び石動・金沢間） 
東京～富山間：３時間１２分→約２時間１０分 

    九州新幹線（新八代・西鹿児島間及び博多・新八代間） 
     博多～西鹿児島間：３時間４０分→約１時間２０分 
  ・在来線の高速化事業 
    日豊線（大分～佐伯間）：５９分→５２分 
・ 平成１３年度より、まちづくり事業と連携して行う在来幹

線鉄道の高速化事業を創設し補助率を引き上げ（２割→補

助対象経費の１／３）。 
この事業スキームにより、日豊線（平成 13年度～15年度）、

宇野線・本四備讃線（平成 15 年度～18 年度）の高速化事

業を実施中。 
 
今後の取組の方向性 
・整備新幹線については、政府・与党の申合せに基づき着実に

整備を推進。 



 

 

・在来線の高速化事業は、基本的には輸送需要と投資採算性、

事業者の経営判断も勘案した上で総合的に判断されるもの。

今後も鉄道事業者の自助努力を基本としつつ助成制度を活

用しながら、鉄道事業者、沿線自治体の取組を支援。 
・高速化事業の効果をより発揮させていくためには他の交通機

関との連携やまちづくりとの連携を図っていくことが重要。

これまで鉄道整備基礎調査において、まちづくりと連携した

幹線鉄道整備について調査を実施してきており、この調査成

果や公共交通活性化総合プログラムの活用など地方運輸局

を通じて幹線鉄道の活性化を図って行く。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・ 平成 15 年度新規事業として宇野線・本四備讃線の高速化

事業を開始。 
  （時間短縮効果：岡山～高松間 約１時間弱→約５０分） 

担当部局等 

担当部局：鉄道局幹線鉄道課、施設課 



 

 

政策目標 11 広域的モビリティの確保 
全国的な基幹的ネットワークの整備等により、人や物の広域的な移動・交流の拡大、効率化が図られること 

 
 

（３）国内航空ネットワークを充実させる 
高速交通手段の中でも航空は、国内の中・長距離輸送分野を中心として、個人の旅行ニーズを

満たすほか、企業活動を支え、国民の生活水準の向上や我が国の経済発展に大きな役割を果た

してきており、今後もその役割が増大していくことが予想されることから、国内航空ネットワ

ークを充実させることで、我が国における高速輸送サービスのメリットが幅広く享受されるこ

とが必要である。 
 

業績指標：主要空港(１種空港及び地域拠点空港)と地方空港を
結ぶ航空路線数 

目標値：228 路線（H18） 

 
 
○業績指標 41：主要空港(１種空港及び地域拠点空港)と地方空

港を結ぶ航空路線数 
（指標の定義） 
主要空港(１種空港及び地域拠点空港)と地方空港を直接結ぶ

航空路線数。 
（主要空港：新千歳、仙台、新潟、成田、羽田、名古屋、中

部、伊丹、関空、広島、福岡及び那覇） 

（目標値設定の考え方） 
国内航空ネットワークの充実を地方空港と主要空港を結ぶ航

空路線数により表し、新空港の整備による路線数の増加を想

定し、目標値を設定した。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
208 路線 218 路線 218 路線 220 路線 集計中※ 
※平成１５年９月集計予定 

主な施策等 

主な施策の概要 
①東京国際空港(羽田)の再拡張事業等 
・全国的な航空ネットワークの拠点となる羽田空港において、

再拡張事業等により、空港容量を大幅に増加させ、航空ネ

ットワークの拡充を図る。 
 
②一般空港等の整備 
・事業実施中の滑走路新設・延長事業を推進する。 
・利便性、信頼性、効率性、快適性等の向上等、ハード・ソ

フトの組み合わせや既存空港の十分な活用を中心とする

質的充実を図る。 
 予算額：４７０億円(国費)(H15) 

 
③航空保安システム整備 
・次世代航空保安システムの導入による航空交通容量の拡大等。 
 予算額：２１３億円の内数(国費)(H15) 

 
他の関係主体 
航空会社(航空会社の路線展開による路線数の増減) 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・国内航空ネットワークの拠点となる東京国際(羽田)空港は、

沖合展開事業により処理容量の拡充が図られてきたが、処理

容量は限界に至っており、路線開設等におけるボトルネック

となっている。 
 
（施策の実施状況） 
・国内航空需要に対応した滑走路新設・延長事業を推進してい

るところであり、能登空港が平成１５年７月開港した。 
 
今後の取組の方向性 
・東京国際空港(羽田)の再拡張事業を 2000 年代後半までの供

用開始を目途に推進する。 
・事業実施中の滑走路新設・延長事業について、引き続き着実

に事業を推進する。 
・一般空港の整備については、従来の量的拡大から、ハード・

ソフトの組み合わせや既存空港の十分な活用を中心とする

質的充実に重点を移していく。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、航空路線及び便数の増加がもたらす利用者便益に着

目した指標として「国内航空サービス提供レベル」を新たに

採用する予定。これは、国内航空の提供座席数に飛行距離を

掛けたもので、国内旅客需要を反映すると同時に、航空ネッ

トワークの広がりをあらわした指標である。 
・具体的には、平成 13 年度の 1,268 億座席キロを、国内需要

の増加に的確に対応していくことにより、平成 19 年度に

1,500 億座席キロにすることを目標とする。 

（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の

変更がありうる。） 

平成 15 年度における新規の取組 

・東京国際空港(羽田)の再拡張事業の着工に備えて、必要な調

査の先行実施。 
・広島、青森空港の就航率改善のためのＣＡＴⅢ化の整備に着

手する。 

担当部局等 

担当部局：航空局飛行場部計画課 
関係部局：航空局監理部航空事業課 



 

 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善により、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争力の強化が図

られること 
 
 

（１）国際海上貨物の輸送コストを低減する 
世界経済のグローバル化の進展による国際的な大競争時代の到来を背景に、我が国経済の新た

な発展のため、高コスト構造の是正、我が国産業競争力の強化が政府レベルでの課題と認識さ

れ、国際間競争が激化を続ける中、物流分野において、コストを含めて国際的に競争力ある水

準の市場を構築することが現在の政府の目標となっている。このため国際海上輸送について、

全体効率的な輸送体系を実現し、陸上から海上輸送一貫した輸送コストの低減を目指す必要が

ある。 
 

業績指標：国際コンテナ貨物・国際ばら貨物の陸上
輸送コストの削減率 

目標値：国際ｺﾝﾃﾅ貨物 20%（H18）
国際ばら貨物 10% 

 
 
○業績指標 42：国際コンテナ貨物・国際ばら貨物の陸上輸送

コストの削減率 
（指標の定義） 
国際コンテナ貨物の陸上輸送コストについてコンテナターミ

ナルの施設配置が平成 7 年のまま推移した場合に対する拠点

的整備を行った場合の削減率。（国際コンテナ貨物） 
国際ばら貨物の陸上輸送コストについて多目的国際ターミナ

ルの施設配置が平成 7 年のまま推移した場合に対する拠点的

整備を行った場合の削減率。（国際ばら貨物） 

（目標値設定の考え方） 
陸上輸送コストを最小化するコンテナターミナルの拠点的配

置により、21 世紀初頭に平成 7 年に比べ約 3 割削減するとの

政策目標に対する平成 18 年での値。（国際コンテナ貨物） 
陸上輸送コストを最小化する多目的国際ターミナルの拠点的

配置により、21 世紀初頭に平成 7 年に比べ約 2 割削減すると

の政策目標に対する平成 18 年での値。（国際ばら貨物） 

（考えられる外部要因） 
産業立地状況の変化 
 
過去の実績値の推移（国際コンテナ貨物） 

   H7 H12※ 
   0% 10% 
過去の実績値の推移（国際ばら貨物） 
   H7 H12※ 
   0% 5% 
※5 年に一度の調査のため H14 の実績値はなし（次回の実績値

の判明は H17） 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①中枢国際港湾等の整備 
 荷主と船社の港湾選択行動によるベストバランスに基づく

全体効率的な物流体系の構築の観点から中枢・中核国際港湾

において国際海上コンテナターミナルの選択的重点投資を

実施 

 
②多目的国際ターミナルの拠点的整備 
 船舶の大型化など輸送形態の変化等に対応した拠点的配置

等効率的なバルク貨物輸送システムの維持・拡充を図る 
 
③港湾の 24 時間フルオープン化の推進 
 低コストかつ 24 時間フルオープン化に対応した自働化ター

ミナル運用システムの確立を図る 
 
④コンテナターミナル経営環境の改善によるコスト・サービス

競争力の確保 
 港湾施設の長期リース制度の導入等、コンテナターミナル経

営環境の改善を図る 
 予算額 1,375 億円（H15） 
 
他の関係主体 
港湾管理者 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 業績指標である国際コンテナ貨物・国際ばら貨物の陸上輸

送コスト削減率は、平成 12 年において国際コンテナ貨物

が 10%、国際ばら貨物が 5%の削減となっている。 
・ 国際海上コンテナターミナル整備事業、多目的国際ターミ

ナル整備事業の事後評価（試行）において、陸上輸送コス

トの削減が確認されている。 
・ アジア諸国との水平分業の進展等により海上コンテナ輸

送が着実な伸びを示す一方で、アジア主要港が中継貿易を

増大させながら規模の拡大とサービス水準の向上・コスト

低減を図る等、アジア域内において港湾間競争が激しさを

増している。我が国の港湾コストはアジアの主要港に比べ

高い水準であり、アジア主要港を凌ぐコスト・サービス水

準の実現が課題となっており、港湾コスト 3 割削減を目標

とする、先導的・実験的な取組みを実施するところである

（スーパー中枢港湾の育成）。このため、コンテナターミ

ナルの適正配置の指標である国内陸上輸送コスト削減で



 

 

は、国際競争力の強化を示す指標として不十分となってお

り、港湾コスト含めた国際海上貨物輸送トータルのコスト

削減を示す指標が必要となっている。 
・ 海上輸出入貨物の約 85%が、我が国のエネルギーや基幹産

業を支えるばら貨物となっている。経済活性化を図るため

には、これらばら貨物についても安定的かつ低廉な輸送を

実現することが必要であり、コンテナ貨物と同様にトータ

ルの輸送コストの削減を目指す必要がある。 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成 14 年度は、中枢・中核国際港湾における国際海上コ

ンテナターミナルの整備については 15 港で整備を実施。

多目的国際ターミナルの整備については、69 港で整備を

実施している。その中で岸壁の整備が完了したコンテナタ

ーミナルは 6 港、多目的国際ターミナルは 8 港であり、そ

の中でそれぞれ 4 港、3 港が一部供用されている。 
 
今後の取組の方向性 
・ 今後も引き続き大水深コンテナターミナルの整備等を進

めていく。 
・ 世界の主要港との間で国際港湾としての競争が激化して

いることを踏まえ、陸上輸送だけでなくトータルの輸送コ

ストを削減する必要があることから、ハード面だけでなく

低廉でサービス水準の高いターミナル経営に資するソフ

ト施策を実施する。 
 
（新たな目標設定） 
・ 新たな指標として「国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低

減率」を設定する。 
・ 国際海上貨物の輸送コスト（海上輸送コスト＋港湾コスト

＋陸上輸送コスト）の低減の割合である。 
海上輸送コスト：船舶の大型化への対応による低減 
港湾コスト：ターミナル稼働率向上等による低減 
陸上輸送コスト：効率的な施設配置による低減 

・ 平成 14 年の輸送コストを基準値として、我が国の経済社

会のふさわしい新たな物流システムの形成を目指し、我が

国のトータル輸送コスト最小化の観点から、平成 20 年代

中頃における全体効率性が確保された状態として、現況の

輸送コストから 1 割程度の低減を目指す。 
・ 上記の長期目標設定を踏まえ、平成 19 年までに達成可能

な値として、平成 14 年比 5%の輸送コストの低減を目指

す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標

値の変更がありえる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

スーパー中枢国際港湾の育成（政策アセスメントを実施） 
・ ハードの整備に加えソフト面の規制改革を先導的・実験的

に展開し、アジア主要港を凌ぐコスト・サービス水準を実

現するスーパー中枢港湾を育成する。 
 

担当部局等 

担当部局：港湾局計画課 
関係部局：海事局港運課 



 

 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善により、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争力の強化が図

られること 
 
 

（２）国際航空需要の増大に応じた空港容量を確保する 
経済・社会活動のグローバル化、ボーダーレス化の進展に伴い、国際航空旅客・国際貨物は、

今後も引き続き増大していくことが予想されており、我が国の国際航空需要の約９割が集中し

ている三大都市圏の空港容量を確保し、国際拠点としての機能を強化していく必要がある。 
 

業績指標：三大都市圏の国際空港における国際航空旅客・貨
物容量 

目標値：5,700 万人（H17）
    410 万トン 

 
 
○業績指標 43：三大都市圏の国際空港における国際航空旅

客・貨物容量 
（指標の定義） 
三大都市圏の国際空港の年間国際旅客容量及び年間国際貨物

容量 
・三大都市圏の国際空港：新東京国際空港、関西国際空港及

び中部国際空港（現況：名古屋空港） 

（目標値設定の考え方） 
三大都市圏の国際空港の整備による空港の処理能力の向上

を、旅客容量及び貨物容量により表し、目標年度までの整備

計画に基づき目標値を設定した。 

（考えられる外部要因） 
・空港内地権者との調整（平行滑走路関連）(新東京国際空港)
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  4,300 万人 

290万トン* 
4,300 万人 
290 万トン 

4,900 万人 
310 万トン

*指標値の算出方法を精査した 

主な施策等 

主な施策の概要 
①新東京国際空港（成田）の整備 

引き続き話し合いによる本来の２，５００ｍ平行滑走路の早

期整備に向け、最大限の努力を行う。また、エプロン等基本

施設の整備、第１旅客ターミナルビルの改修工事、貨物施設

の能力増強等を実施していく。 
予算額：公団事業費 1,070 億円、直轄事業費 25 億円(H15) 
 

②関西国際空港の整備 
2007 年の供用開始を目標として進められている二期事業に

ついては、予定通り用地造成を進めることとし、供用開始に

必要な施設については、今後の需要動向や会社の経営状況等

を見つつ行う。 
予算額：会社事業費 941 億円、国直轄事業費 4 億円(H15) 
 

③中部国際空港の整備 
２００５年開港 
予算額：会社事業費 691 億円、国直轄事業費 132 億円(H15) 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度は新東京国際空港において暫定平行滑走路の供

用を開始したことにより三大都市圏の国際空港の年間国際

旅客容量及び年間国際貨物容量の平成１４年度の実績値は

旅客 4,900 万人、貨物 310 万㌧となった。 
・需要については、平成１３年度は米国における同時多発テロ

の影響により、国際航空需要が一時的に落ち込み、三大都市

圏の国際空港の年間国際旅客数及び年間国際貨物量は旅客

3,916 万人、貨物 246 万㌧であった。また、平成１４年度末

以降はイラク戦争及びＳＡＲＳ問題の影響により、需要の一

時的な落ち込みが予想される。 
 
（施策の実施状況） 
・現在のままでは目標年度までに国際拠点空港の処理容量が不

足するため、長期的な整備計画に基づき整備を実施している。 
 
今後の取組の方向性 
・目標年度までの整備計画に基づき整備を実施する。 
・国際拠点空港については、それぞれの空港が創意工夫を活か

せるような自立的な経営環境を整えるとともに、経営の一層

の効率化、経営の透明性の向上、利用者サービスの向上等を

推進することとし、各空港ごとに民営化を進めていく。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、空港整備に伴う航空便数の増加等がもたらす利用者

便益の向上に着目した指標として「国際航空サービス提供レ

ベル」を新たに採用する予定。これは、国際航空の提供座席

数（貨物の場合は最大重量）に飛行距離を掛けたもので、国

際航空需要とそれに応じたサービス提供量を表した指標で

ある。 
・具体的には、平成１３年度の 3,177 億座席キロ(旅客)・207
億トンキロ(貨物)を、国際航空需要の増加に的確に対応して

いくことにより、平成１９年度に 4,800 億座席キロ・300 億

トンキロにすることを目標とする予定。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の

変更がありうる。） 

担当部局等 

担当部局：航空局監理部総務課航空企画調査室 
関係部局：航空局飛行場部新東京国際空港課、航空局飛行場部

関西国際空港・中部国際空港監理官 



 

 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善により、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争力の強化が図

られること 
 
 

（３）国際航空需要の増大に対応するため、航空交通容量を拡大する 
今後、国際航空需要は増加することが見込まれており、これに適切に対応するためには、空港

の整備に合わせて、特に混雑している北太平洋ルートの航空交通容量を拡大していく必要があ

る。 
 

業績指標：国際路線（北太平洋ルート）の年間航空交通容量 目標値：7 分間隔（H16） 
 
 

○業績指標 44：国際路線（北太平洋ルート）の年間航空交通
容量 

（指標の定義） 
増大する国際航空需要（北太平洋ルートにおいて平成８年

5.35 万機、平成 12 年 8.98 万機）に対応するため、次世代航

空保安システムの導入に伴い管制間隔を短縮することによ

り、年間の国際航空交通容量を増加させることを目標とした

指標。 
・北太平洋ルート：日本と北米との間を結ぶ複数の航空路で

あり、我が国周辺の国際航空路線のなかで混雑が顕著であ

るルートであることから、この管制間隔は容量の拡大を示

す指標である。 
・10 分または 15 分：管制が航空機への飛行速度を指定する

場合には 10 分間隔、指定しない場合には 15 分間隔。 

（目標値設定の考え方） 
次世代航空保安システムの導入に伴い、国際航空路線におい

ても、航空機の位置情報を航空管制官がより正確に把握でき

るようになることにより、現在の約半分の管制間隔を実現す

ることを目標とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
10 分又は

15 分 
10 分 
又は15分 

10 分 
又は 15分 

10 分 
又は 15分

10 分 
又は 15分

 

主な施策等 

主な施策の概要 
次世代航空保安システムの整備 
平成１５年度に運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ）新１号機を

打上げ、平成１６年度に運用を開始する。 
予算額：約 140 億円(H15) 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・最も混雑している北太平洋ルートにおける航空交通量は今

後も増加することが予測されているため、現状の管制間隔

（１０分又は１５分）では最適経路を航行できる航空機の

割合が減少すると見込まれる。（図表） 
 

（施策の実施状況） 
・平成１５年の打上げを目指し、運輸多目的衛星（ＭＴＳＡ

Ｔ）、航空衛星地球局の整備を引き続き実施中である。 
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最適経路の航行を可能とする容量（管制間隔4分の場合）

最適経路の航行を可能とする容量（管制間隔7分の場合）

最適経路の航行を可能とする容量（管制間隔10分又は15分の場合）

MTSAT新１号機運用

MTSAT２機体制

 
   需要予測の前提
   日本発着機　（空港整備部会予測）
　　　　  　　　　２０００～２００７年：　４．２％
　　　  　　　　　２００７～２０１２年：　４．８％
   上空通過機　（ICAO予測）
　  　　　　　　　２０００～２００５年：　６．４％
　  　　　　　　　２００５～２０１０年：　５．３％
　　  　　　　　　２０１０～２０１５年：　５．１％

北太平洋ルートにおける航空交通量の予測と
最適経路の航行を可能とする航空交通容量

 
今後の取組の方向性 
・今後も次世代航空保安システムの整備を継続する。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、アウトカムを表すより適切な指標として「国際航

空路線において最適経路を航行できる航空機の割合」を新

たに採用。 
・国際航空路線の管制間隔が現行１５分（一部１０分）のた

め、最適経路を航行できる航空機の割合が６５％（平成 13
年）となっているが、平成１５年度のＭＴＳＡＴ新１号機、

平成１６年度のＭＴＳＡＴ２号機の打上げ後、管制間隔を

４分に短縮することにより、１００％（平成１９年）まで

引き上げることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 

担当部局等 

担当部局：航空局管制保安部保安企画課 



 

 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善により、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争力の強化が図

られること 
 
 

（４）ふくそう海域における円滑な船舶航行を確保する 
国際幹線航路におけるボトルネックの解消は、日本の経済活動を支える船舶航行の安全性の向

上と物流コストの削減並びに安定的な海上輸送サービスを確保するものであるため、船舶が安

心して航行できるように、ふくそう海域における必要水深及び幅員の確保を図っていく必要が

ある。 
 

業績指標：船舶航行のボトルネック解消率 目標値：90%（H18） 
 
 

○業績指標 45：船舶航行のボトルネック解消率 
（指標の定義） 
国際幹線航路の航路幅員、航路水深、航路延長の計画値の積

に対する実績値の積の割合 

（目標値設定の考え方） 
平成 22 年度末に主要幹線航路整備を概成し、ボトルネックを

95%解消するとの政策目標に対する平成 18 年での値。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  ７５％ ７６％ ７８％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○国際幹線航路の整備への重点投資 
浅瀬等の存在により船舶航行に支障のある国際幹線航路に

ついて、所定の幅員及び水深を確保するための浚渫等を行

い、ボトルネックを解消する。 
 予 算 額：港湾整備事業費 １３３億円（H15） 
 
他の関係主体 
・地方自治体（港湾管理者） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成 14 年度は、４航路において整備を実施し、ボトルネ

ック解消率は 78％となり、目標達成に向け着実に実績値

は向上している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成 14 年度に整備を行った国際幹線航路のうち、関門航

路については、一部区間の航路拡幅に伴い港則法(平成 14
年度)が改正され、通行船舶数が平成 4 年の４０，７８６

隻から平成１４年度には４８，４０５隻に増加している

が、海難事故発生件数は、年間平均約４０件が平成１４

年度には２８件と減少している。 
・ また、備讃瀬戸航路をはじめとする国際幹線航路４航路

の浚渫により発生した良質な土砂は、藻場・干潟等の造

成に有効活用されており、水環境の改善を図っている。 
・ 国際幹線航路の事業効果は、一定区間の整備が行われて

初めて事業効果を発現することから、整備途中において

は事業効果の確認が困難である。 
・ 現状においては、海難事故は減少しているものの、座礁・

乗り揚げ事故は依然として発生しており、安全性が十分

に確保されていないため、目標に向けて更なる整備推進

が必要である。 
 
今後の取組の方向性 
・今後も、引き続き国際幹線航路の整備を行う。 

担当部局等 

担当部局：港湾局計画課 



 

 

政策目標 12 国際競争力の強化 
国際交通体系の整備と国際交流拠点とのアクセス改善により、国際的な人・物・情報の流れが拡大され、国際競争力の強化が図

られること 
 
 

（５）国際空港への鉄道アクセスを向上させる 
国際競争力のある経済社会の維持・発展のため、国際的な拠点となる空港への都心部からの鉄

道アクセスを諸外国の主要空港と比肩しうる水準まで引き上げることが必要である。 
 

業績指標：都心部との間の鉄道アクセス所要時間が３０分台
以内である三大都市圏の国際空港の数 

目標値：2 空港（H18） 

 
 
○業績指標 46：都心部との間の鉄道アクセス所要時間が３０

分台以内である三大都市圏の国際空港の数 
（指標の定義） 
・新たな空港アクセス鉄道の整備等により、新東京国際空港

を含めて三大都市圏の国際空港から都心部までの所要時間

が３０分台以内となることを目標とした指標である。 
・三大都市圏の国際空港：新東京国際空港、関西国際空港及

び中部国際空港 

（目標値設定の考え方） 
・平成１８年度までに整備が予定されている鉄道路線が開業

した場合の値。 

（考えられる外部要因） 
地方公共団体及び関係住民との調整 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
１空港 １空港 １空港 １空港 １空港 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○空港アクセス鉄道の整備 
ニュータウン鉄道等整備事業費補助 
・空港アクセス利便の向上のために、建設費等の一部（国の

補助率は対象事業費の１８％。ただし成田高速鉄道アクセ

スに関しては３分の１）を補助している。 
 （平成１５年度予算額 ４８億円） 
 
他の関係主体 
鉄道事業者（事業主体）、地方公共団体（協調補助）、空港管理

者（空港内インフラ整備） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
 平成１６年度に予定される中部国際空港アクセス鉄道の開

業に向け、整備を実施している。その開業により、業績目標

は達成できる予定である。 
（空港から都心部まで３０分以内で結ばれる予定） 
 

（施策の実施状況） 
・ニュータウン鉄道等整備事業費補助による整備を実施してい

る。なお、成田高速鉄道アクセスを整備するにあたり、対象

事業費に対する補助率を嵩上げ（１８％→１／３）した。 

（平成１４年度 予算額 ３４億円） 
 
今後の取組の方向性 
上で記したように、中部国際空港アクセス鉄道を着実に整備す

ることにより業績目標は達成できるが見込みであるが、その後

も引き続き平成２２年度の開業に向けて成田高速鉄道アクセ

スの整備を実施する。この整備により、新東京国際空港と都心

部とが３０分台で結ばれる予定である。 
 

担当部局等 

担当部局：鉄道局都市鉄道課 
関係部局：鉄道局財務課 



 

 

政策目標 13 物流の効率化 
利便性が高く、効率的で魅力的な物流サービスが提供されること 

 
 

（１）空港・港湾・道路等の連携を強化する 
効率的なマルチモーダル輸送体系を構築するため、地域高規格道路をはじめとする空港・港湾

等へのアクセス道路を重点的に整備する必要がある。 
 

業績指標：主要な空港・港湾への連絡率 目標値：44%（H14） 
実績値：45% 

 
 
○業績指標 47：主要な空港・港湾への連絡率 
（指標の定義） 
・「連絡率」とは、高規格幹線道路と地域高規格道路又はこれ

らに接続する自動車専用道路等のＩＣから１０分以内の連

絡が可能な空港・港湾の割合をいう。 
・対象となる空港・港湾の数： 空港５０、港湾１１８（対

象港湾の数は、港湾の格下げ等により、当初に比べて減少

している。） 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  36％  45％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○拠点的な空港・港湾へのアクセス道路の整備 
物流の効率化と交通の円滑化を図るため、拠点的な空港、港

湾との連携を強化する。 
 
他の関係主体 
地方公共団体（補助事業等の実施主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・全体としては、目標の達成に向けて着実に進捗しているも

のといえる。 
・空港とのアクセスについては、平成１４年度末の目標値で

ある５８％を達成し（実績値５８％）、港湾とのアクセスに

ついては、平成１４年度末の目標値である３８％を上回った

（実績値４０％）。 
・進捗は順調であることから、引き続き円滑な事業執行に努め

るほか、公共事業をめぐる状況にかんがみ、今後、事業実施

に伴う一層の効率化・重点化を図る必要がある。 
 

（施策の実施状況） 
平成１０年から平成１４年の間に、アクセスを達成した空港及

び港湾は、次のとおりである。 
空港：新千歳空港、女満別空港、秋田空港、山形空港、福島空

港、富山空港、名古屋空港、山口宇部空港、出雲空港、

熊本空港、大分空港 
港湾：函館港、苫小牧港、室蘭港、八戸港、能代港、酒田港、

常陸那珂港、千葉港、大洗港、新潟港、名古屋港、東予

港、須崎港、呉港、尾道糸崎港、福山港、宇部港、三田

尻中関港、小野田港、北九州港、博多港、佐世保港、別

府港、津久見港、宮崎港、金武湾港 
 
今後の取組の方向性 
・効率的なマルチモーダル輸送体系を構築するため、地域高規

格道路をはじめとする空港・港湾等へのアクセス道路につい

ては、今後とも重点的に整備する。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、より重点的な投資を行うため、対象となる空港・

港湾を峻別した「拠点的な空港・港湾への道路アクセス率」

を新たな指標として採用。 
・平成１４年度の実績値５９％を、平成１９年度までに６８％

まで向上させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：道路局企画課道路経済調査室 
関係部局：道路局高速国道課、有料道路課、国道・防災課、地

方道・環境課、都市・地域整備局街路課 



 

 

政策目標１３ 物流の効率化 
利便性が高く、効率的で魅力的な物流サービスが提供されること 

 
 

（２）複合一貫輸送を促進する 
我が国の物流高コスト構造の是正を図る観点から、国内貨物輸送分野において、適切な輸送モ

ードの選択が可能なマルチモーダルな交通体系の構築を目指すことが重要である。特に、大量

性、低廉性といった輸送特性を有するとともに、環境への負荷も少ない内航海運の活用を進め

る必要がある。 
 

業績指標：複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルから陸上
輸送半日往復圏の人口カバー率 

目標値：80%（H18） 

 
 
○業績指標 48：複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルから

陸上輸送半日往復圏の人口カバー率 
（指標の定義） 
複合一貫輸送内貿ターミナルから陸上輸送半日往復圏内の人

口の割合。複合一貫輸送とは、海上輸送と鉄道、トラック輸

送を組み合わせてドア・ツー・ドアの輸送を完結する輸送方

式をいう。 

（目標値設定の考え方） 
２１世紀初頭に複合一貫輸送のメリットを享受できる圏域を

人口ベースで概ねカバーし、約９割とするとの政策目標に対

する平成 18 年での値。 

（考えられる外部要因） 
生産・消費地の立地状況 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 75%  79% 79% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○複合一貫輸送に対応した内貿ユニットロードターミナルの

整備 
 船舶の大型化や高速化等に対応するとともに、十分な面積の

駐車場を有し、陸上輸送と円滑かつ迅速に結ばれたシームレ

スな複合一貫輸送に対応した国内物流拠点を整備する。 
予算額 56 億円（H15） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ ターミナルの整備とともに、各港へのアクセス道路の整備

も進められ、国民が内貿貨物輸送のメリットを享受できる

人口カバー圏の平成 14 年度の実績値は 79%であり、目標

の達成に向けて順調に指標は推移している。 
・ 内貿ターミナルからの陸上輸送半日往復圏の人口カバー

率が上昇するとともに、コンテナ船や RoRo 船の輸送貨物

量は平成 10 年～12 年にかけてコンテナ・シャーシ貨物量

が約 24%（16 百万トン）増加している。 

・ これらの内貿輸送貨物については、定時性の確保が重視さ

れており、港湾利用者等の意見を汲み取りながら結節点と

なる港湾の更なる機能向上のための取組みが必要と考え

られる。 
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（施策の実施状況） 
・ 平成 14 年度は、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル

については 14 港で整備を実施している。その中で岸壁の

整備が完了した内貿ターミナルは 5 港であり、３港におい

て一部供用されている。 
・ 外洋に面した港湾においては、静穏にも関わらずうねり等

長周期波により荷役に障害を受ける場合があるとの港湾

利用者からの指摘があり、これらへの対応も求められてい

る。 
 
今後の取組の方向性 
・ 今後も複合一貫輸送に対応した内貿ユニットロードター

ミナルの整備等、機能強化等を進め、うねり等長周期波対

策による荷役効率の向上、陸上輸送とのアクセス性の更な

る向上を図ること等により、円滑な物流活動の促進を図る。 
・ 引き続き、マルチモーダルな交通体系を目指すべく、海上

輸送における定時性を図るための静穏度確保等について

検討する。 
・  

担当部局等 

担当部局：港湾局計画課 
関係部局：道路局 



 

 

政策目標 14 新たな市場の育成 
創業・起業がしやすく、また、新たな投資を呼び込むような魅力ある市場環境が整備され、時代のニーズにあった市場が発展す

ること 
 
 

（１）不動産証券化市場を健全に発展させる 
不動産の証券化は、約１,４００兆円と言われる個人金融資産を不動産市場に呼び込み、不動

産取引の活性化や優良な都市ストックの形成を可能にするものであり、有望な新市場として育

成していく必要がある。 
 

業績指標：不動産証券化市場規模 目標値：5 兆円（H14） 
実績値：9 兆円 

 
 
○業績指標 49：不動産証券化市場規模 
（指標の定義） 
主たる投資対象を不動産とするＪリート、不動産特定共同事

業、ＳＰＣ等の資産規模 

（目標値設定の考え方） 
平成１３年度は平成１２年度比１兆数千億円拡大見込み。平

成１４年度も平成１３年度比同程度の規模拡大を見込む。 

（考えられる外部要因） 
・金融機関の不良債権処理、企業の資産リストラの動向 
・金融市場の動向 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － ３兆円 ６.２兆円 ９兆円 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①証券化促進のための環境整備 

税制改正、制度改善、投資インフラ整備等により証券化市場

活性化のための環境整備を進め、Ｊリート等による不動産取

得の促進、投資家層の拡大を図る。 
 

②投資家に対する普及・啓発活動 
リスクに関する理解等、不動産証券化商品の特性についての

投資家の理解を促進することにより、継続的な証券化市場の

育成を図る。 
予算額：１４百万円（Ｈ１５） 

 
他の関係主体 
金融庁（投信法・SPC 法を所管） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・実績値については、平成１２年度において３兆円程度の市場

規模に対して、平成１３年度においてすでに６兆２千億円規

模を達成（２兆８千億円拡大）し、平成１４年度の目標値を

上回っており、平成１４年度においては９兆円の市場規模

（２兆８千億円拡大）となり、目標値を大幅に上回ることと

なった。 
・この内訳を見ると、Ｊリート市場については、非上場を含む

７つの投資法人による不動産の総取得額は約９,０００億円

となっている。 

不動産証券化の実績の推移
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・平成１４年度に５兆円の市場規模を達成するという目標につ

いては、過去の実績等から拡大規模を推計したものである。

実際には、下記関連施策の実施による証券化市場への物件供

給の拡大、投資家の証券化商品への認知度の向上、また外部

要因として、金融機関の不良債権処理や資産リストラの本格

化に伴う証券化ニーズの拡大、株式市場の低迷や低金利を背

景とした国内投資家等の不動産投資への関心の高まり等が

予想以上に進んだことが目標の大幅な達成に寄与したもの

と考えられる（グラフ） 

日経平均株価及び10年物長期国債利回の推移
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長期国債（10年物）新発債（月末値）：日本銀行ホームページ統計・データ「債権市場利回等」より抜粋

 



 

 

（施策の実施状況） 
・平成１３年度税制改正において、Ｊリート等に係る不動産流

通税の特例が措置され、平成１４年度末までに４５件、２,
７７０億円の適用申請があった。 

・平成１４年度税制改正において、上場Ｊリート等の株式との

イコールフッティングを実現し、個人投資が促進された。 
・不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法（取引一任代理等）

等、法律の適正な運用を行った。 
・社団法人 不動産証券化協会と連携し、投資家に対するきめ

細かな普及・啓発活動を行ってきた。 
 
今後の取組の方向性 
・不動産証券化市場規模自体は順調に拡大しているが、市場の

健全な発展のためには、証券化市場への物件供給の拡大、投

資家の証券化商品への認知度の向上が不可欠であり、税制の

整備、法律の適正な運用、投資家に対する普及・啓発活動の

実施等により、引き続き不動産証券化市場の活性化を図って

いく必要がある。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、引き続き不動産証券化市場規模の拡大を目標とし、

平成１６年度までに１４兆円の市場規模を目指す。 
・Ｈ１５年度は２兆数千億円拡大見込み（Ｈ１４年度並み）。

Ｈ１６年度も同程度の規模拡大を見込むことから、Ｈ１４年

度比概ね５兆円拡大し、１４兆円を政策目標とする。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○Ｊリートの配当課税及び譲渡益課税の軽減 
個人金融資産を不動産証券化市場へ振り向け、不動産取引の

活性化・資産デフレの解消を図るため、平成１５年度税制改

正において、Ｊリート等の配当課税及び譲渡益課税について、

株式とイコールフッティングをとった軽減措置等を講じる

こととした。 
・見込まれる効果：投資家層の一層の拡大 

 ・減収見込額  ：１３億円 

担当部局等 

担当部局：総合政策局不動産業課 
 



 

 

政策目標 14 新たな市場の育成 

創業・起業がしやすく、また、新たな投資を呼び込むような魅力ある市場環境が整備され、時代のニーズにあった市場が発展す

ること 
 
 

（２）中古住宅・不動産流通を促進する 

わが国の中古住宅市場は、中古住宅取引量の全住宅取引量（新築住宅着工戸数＋中古住宅取引

戸数）に占める割合でみると１２％程度であり、アメリカの約７６％、イギリスの約８８％、

フランスの約７１％などと比べ、低い水準にある。また、住宅の平均耐用年数が、英国 75 年、

米国 44 年に対しわが国は 26 年であるなど、住宅ストックを長く活用している状況にはない。

こうした短いサイクルでの建替えは、建設廃材の発生量にも大きく影響し環境面でも問題とな

っている。こうした中で、中古住宅・不動産流通の促進を進める必要がある。 
 

業績指標：指定流通機構（レインズ）における不動産仲介物
件等の登録データ量 

目標値：200 千件（H17） 

業績指標：中古住宅の流通量 目標値：20 万戸（H15） 
 
 
○業績指標 50：指定流通機構（レインズ）における不動産仲

介物件等の登録データ量 
（指標の定義） 
年度末における指定流通機構の売り物件登録件数（在庫数）

（目標値設定の考え方） 
今後の中古不動産市場が堅調な伸びを示すものとして設定 

（考えられる外部要因） 
地価の下落 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 

160 千件 166 千件 177 千件 182 千件 183 千件 

 
○業績指標 51：中古住宅の流通量 
（指標の定義） 
各年において中古住宅を持家として取得した世帯の数。 

（目標値設定の考え方） 
現在の中古住宅流通量 16 万戸に加え、中古住宅の流通に関す

る政策努力により追加的に流通量が増加し、2015 年に 30 万戸

に達するという試算をもとに、平成 15 年度における目標値を

設定。（5年に一度の調査であり次回調査が平成 15 年度である

ため） 

（考えられる外部要因） 
地価、住宅価格の下落や市場の金利動向、資金調達可能額の

減少等 
 

過去の実績値の推移 

H6 H7 H8 H9 H10.1～9 

14.7 万戸 16.1 万戸 15.9 万戸 15.7 万戸 11.6 万戸

※５年に一度の調査のためＨ14 の実績値はなし（次回調査はＨ

15）。 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
①中古住宅の住宅性能表示制度の普及促進 

インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度の

ＰＲ、地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援等

を行うことにより、中古住宅の住宅性能表示制度の普及を促

進する。 

 

②中古住宅の評価システムの確立 

宅建業者が中古住宅を評価する際に活用できるよう策定

された価格査定マニュアル（戸建住宅、中古マンション）に

ついて、リフォームや履歴情報等といった中古住宅の質や管

理状況等を適切に価格査定に反映することにより、良質な中

古住宅の流通を促進。 

 

③不動産市況情報の提供促進 

消費者が不動産取引する際の目安として活用できるよう、

指定流通機構が保有する戸建住宅や中古マンションの最新

３ヶ月の平均取引価格などの市況情報について、地域別（県

別及び県庁所在地別等）、物件種別（戸建住宅及び中古マン

ション）、築年別、広さ別にインターネット上で提供するこ

とにより、不動産流通の活性化を促進。 

 

④不動産統合サイトの構築 

  不動産流通４団体が全国統一の不動産物件情報提供サイ

トを構築することにより、消費者がインターネットを利用し

て物件探索する際の利便性向上を図り、不動産流通の活性化

を促進。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・指定流通機構における不動産仲介物件の登録データ量につい



 

 

ては、１２年連続の長引くデフレの影響により、平成１４年

度の実績値は１８３千件と近年の登録件数の伸びは鈍化し

ているものの、不動産事業者のレインズ検索件数は急増して

おり、指定流通機構は積極的に活用されてきている。また、

平成１５年４月から指定流通機構の一つである(社)西日本

不動産流通機構が、インターネット対応の物件情報登録シス

テム（ＩＰ型）を導入したことから、すべての指定流通機構

がＩＰ型となった。これに伴い、不動産事業者の利便性が向

上し、今後は登録データ量の増加が期待される。さらに不動

産業課では、業界向けにＩＰ化の推進と登録義務のない一般

媒介契約物件等についても指定流通機構に積極的に登録す

るよう指導しているところであり、今後も指定流通機構の積

極的な活用を促進していくことにより、当該業績指標の目標

値（H17：200 千件）は達成できるものと考えられる。 

指定流通機構の活用状況
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・中古住宅の流通量については、そもそも５年に１度の住宅・

土地統計調査を基に実績値を得ているが、次期住調は平成 16

年度末頃の公表予定。なお、レインズの「一戸建」及び「マ

ンション」の売り物件の成約件数は、平成 9年度約 6.3 万件

から年々増加し、平成 14 年度約 7.4 万件となっているが、

検索件数の増加などレインズ活用が活発化していることも

あり、単純に分析することは不可能。 

・なお、日本の中古住宅の流通量が少ない理由としては、そ

もそも新築中心に市場が形成されてきたことに加え、生涯住

み替え回数も少なく定住志向が強いことや生活様式も変わ

り今の生活に古い家が合わないこと等のライフスタイルに

も起因する一方で、売り手においては市場価格の低下や買い

手においては質への不安も大きな理由のひとつとなってき

た。このような観点から、品質、市場価格等に関し、消費者

に十分な情報提供が行われる仕組みづくりが重要であると

の認識のもと、下記の施策を実施してきたところである。 

 

（施策の実施状況） 

中古住宅の品質、市場価格等の透明性を確保するため、以下の

施策を実施。 

・平成１４年８月に住宅性能表示制度の対象を中古住宅にも拡

大し、住宅の現況や性能を検査・評価する仕組みを整備し、

同年１２月より制度運用を開始。 

・価格査定マニュアルについては、中古住宅の質や管理状況が

価格査定に反映されるよう、平成１４年３月に戸建住宅を、

平成１５年３月に中古マンションを改訂済。 

・不動産市況情報については、平成９年１０月より順次、情報

提供を開始し、平成１５年４月からは全国に４つ設置されて

いる全ての指定流通機構のホームページにおいて、中古不動

産（戸建住宅、中古マンション）の平均取引価格等の情報を

提供中。 

・不動産統合サイトについては、平成１４年度に不動産流通４

団体がサイトに参加するにあたって必要となる条件整備を

行い、これまでに４団体全てがサイト参加を決定したため、

平成 15 年度中に稼動予定。 

 
今後の取組の方向性 

消費者が安心して中古住宅の売買を行うことができるよう、

品質、市場価格等に関し、消費者に十分な情報提供が行われる

仕組みが重要であり、引続き以下のとおり施策を推進。 

・住宅性能表示制度についてより一層の周知を図り、普及を促

進する。 

・価格査定マニュアルについては、不動産事業者間で活用され

るよう、その普及に努めていく。 

・不動産市況情報については、さらにきめ細かい市況情報の提

供について検討するとともに、消費者に対して周知拡大を図

っていく。 

・不動産統合サイトについては、全国の不動産物件情報の提供

のみならず、不動産取引にあたっての留意事項等、消費者に

とって有意義な情報も掲載すること等により、不動産に関す

るワンストップサービスとなるよう構築を図り、平成１５年

度中の稼働を目指す。 

 

平成 15 年度における新規の取組 

・価格査定マニュアルについては、平成１５年度に土地価格査

定マニュアルを改訂予定。 

・不動産統合サイトについては、平成１５年度中の稼働を目指

す。 

・個別の不動産取引価額等の情報について、広く一般の多様な

活用を可能とする観点から、不動産取引価額等の情報開示に

ついて検討し、平成 15 年度中に結論を得る。 

・見込まれる効果：不動産流通の促進 

 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課、総合政策局不動産業課 
関係部局：住宅局住宅生産課、土地・水資源局土地情報課 



 

政策目標 14 新たな市場の育成 
創業・起業がしやすく、また、新たな投資を呼び込むような魅力ある市場環境が整備され、時代のニーズにあった市場が

発展すること 
 

（３）住宅リフォーム市場を活性化する 
住宅ストック総数が約 5,200 万戸（推計）となるなど、量的な面を中心とした充足が進む一方、

新耐震基準施行以前に建築された既存住宅ストックが全住宅ストックの約半数を占めるなど

住宅の質的な面は十分とは言えない中で、新設住宅着工戸数が平成 14 年度で 114 万戸程度と

年々減少傾向となっており、良質な住宅ストックの形成や安心・安全で快適な居住環境の整備

並びに既存住宅の流通促進の観点から、住宅リフォーム市場の活性化を図ることが求められて

いる。 
 

業績指標：リフォームの市場規模 目標値：430 万戸（H13～H17）
 
 
○業績指標 52：リフォームの市場規模 
（指標の定義） 
第八期住宅建設五箇年計画から既存ストックの活用という

点を従来より重視し、増改築件数を明示した。増改築は、増

築及び 10 ㎡以上の改築並びにバリアフリーのための改修工

事を指す。 

（目標値設定の考え方） 
第八期住宅建設五箇年計画において、平成 13 年度から 17 年

度までで 430 万件の増築及び 10 ㎡以上の改築並びにバリア

フリーのための改修工事を見込む、としている。 

（考えられる外部要因） 
新築住宅着工戸数の減少、所得の低下等 
 
過去の実績値の推移 

H8～12※ 
330 万戸 

※H13～H17 の 5 ヶ年の実績値については、H15 の調査結果

をもとに推計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①住宅リフォームに係る情報提供他 
インターネットを活用したリフォーム事業者や住宅リフ

ォーム工事標準契約書式等の情報提供や増改築相談員制

度等による人材育成等を実施。また、リフォームに関する

相談窓口の設置、地方公共団体が行うリフォーム相談会等

への支援を行う。 
 

②増改築工事における瑕疵保証保険制度の活用 
増改築工事（10 ㎡以上で費用５００万円以上のもの）に

対し、構造耐力上主要な部分等に係る瑕疵保証保険制度を

活用。 
 
③リフォームしやすいＳＩ住宅や長寿命木造住宅等の開

発・普及 
長期耐用性を有しリフォームしやすいＳＩ住宅や長寿命

木造住宅等の開発・普及により、結果としてリフォーム促

進が図られる。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
リフォームの市場規模（増築及び 10 ㎡以上の改築並びにバ

リアフリーのための改修工事）については、そもそも５年に

１度の住宅・土地統計調査を基に実績値を得ているが、次期

住調は平成 16 年度末頃公表予定。なお、建築着工統計等を

用い、この数年の増改築の工事件数及び工事金額をみると、

横這いもしくはやや減少となっているが、バリアフリーのた

めの改修工事件数は住宅・土地統計調査以外に実績把握が困

難であるため、指標全体の動向の分析は現段階では困難であ

る。 

 

■ 住宅着工戸数の推移 
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資料：建築着工 

 
■ 住宅に関する工事費総額（予定額）の推移 
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資料：建築着工 



 
（施策の実施状況） 
リフォーム市場の活性化を図るため、以下の施策を実施。 
・住宅リフォーム事業者等の情報提供（リフォネット）。 
・増改築工事に係る瑕疵保証保険制度の創設（平成 14 年６

月創設）。 
今後の取組の方向性 
リフォーム市場の活性化を図られよう、以下のとおり施策を

推進。 
・インターネットを通じて信頼できるリフォーム事業者の検

索・照会、リフォーム費用の概算などが可能なリフォーム

に関する総合的な情報サイト（リフォネット）の内容の充

実と普及を図る。また、リフォームに関する相談窓口の設

置、地方公共団体等が行うリフォーム相談会等への支援を

行う。 
・増改築工事に関する瑕疵保証が円滑に実施されるよう、瑕

疵保証保険制度の普及を図るため、中小工務店、消費者そ

れぞれに向けたインターネットやパンフレット等の各種

媒体を適切に活用しつつ、制度のＰＲを行う。 
・平成 15 年度中にＳＩ住宅（スケルトン・インフィル住宅）

の指針の策定等、普及・啓発によりリフォーム市場の活性

化を図る。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○建物部品の標準化等 
優良住宅部品認定制度を通じた住宅部品の寸法、性能等につ

いて標準化等、建物部品についての更なる標準化に向けた取

組みを進める。 
・見込まれる効果：質の高い住宅の整備促進 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅政策課 
関係部局：住宅局住宅生産課 
 



 

 

政策目標 15 公正で競争的な市場環境の整備 
公正で競争的な市場環境、民間が活動しやすい市場環境が整備され、市場の活性化が図られること 

 
 

（１）建設業における不良・不適格業者を排除する 
不良･不適格業者を放置することは、適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、コスト縮減、

適正な施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力、経営力等を向上させようとする優良

な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害するものであることから、それ

らの排除を促進していく必要がある。 
 

業績指標：「発注者支援データベース・システム」の導入状況 目標値：100%（H18） 
 
 
○業績指標 53：「発注者支援データベース・システム」の導入

状況 
（指標の定義） 
発注者支援データベース・システムとは、発注者が監理技術

者等の専任制及び経営事項審査に係る技術職員数の虚偽申請

に対するチェックを行うものである。導入が促進されること

により、効率的、効果的に不良・不適格業者の排除が促進さ

れ、公共工事の質の確保、透明性の高い入札契約の実現、公

正な競争に基づく健全な建設市場の育成が図られる。 

（目標値設定の考え方） 
導入状況の伸び率及び施策の重要性を勘案して、国土交通省

及び所管特殊法人等のうち「公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律」の対象となる法人において１００％

達成を目標とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
55% 62% 62% 75% 79% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○発注者支援データベースを活用した監理技術者の現場専任

制の確認の徹底 
全ての発注者に対し、入札前、入札後契約前、契約後の各段階

において、発注者支援データベースの活用等による監理技術者

の現場専任制の確認を徹底させる。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成 14 年度の国土交通省及び所管特殊法人等の導入実績

値は 79%であり、目標の達成に向けて指標は向上している。 
・ そのうち、国土交通省における導入状況は、平成 11 年度

に既に 100%に達しているもの、所管法人等の導入実績は

平成 14 年度で未だ 64%に留まっている。 
・ なお、参考までに、平成１４年度に行った「入札契約適正

化法及び適正化指針の措置状況調査結果」によれば、全発

注者における発注者支援データベースの活用状況は、平成

１３年度末時点で１８％（国：５６％、特殊法人等：４３％、

都道府県：９８％、指定都市：１００％、市区町村１６％）

が活用しているという結果が得られている。 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成 14 年 10 月、「公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律」に基づき、発注者支援データベースを積

極的に活用して監理技術者の現場専任制を確認するよう

要請。 
 
今後の取組の方向性 
・ 公共工事等の良好な品質の確保のためには、企業選定の段

階において、企業評価に加え技術者個人の評価が重要であ

る。そのため、技術者データの充実や検索システムの整備

等、虚偽申請防止等のための実効性や発注者に対する利便

性を向上させることにより、発注者支援データベースの導

入の促進を図り、効率的、効果的に不良・不適格業者の排

除を促進する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○技術者データの充実と検索システムの整備 
・ データベースに新たな情報を付加することにより、技術者

データを充実させるとともに、検索システムの改良を行う。 
① 継続学習履歴や民間工事に係る情報の追加 
② 工事成績データベースとのリンク 
③ 技術者個人名による検索のためのシステムの改良 

 

担当部局等 

担当部局：総合政策局建設業課 
関係部局：大臣官房技術調査課 



 

 

政策目標 15 公正で競争的な市場環境の整備 
公正で競争的な市場環境、民間が活動しやすい市場環境が整備され、市場の活性化が図られること 

 
 

（２）公共工事の入札及び契約の適正化を推進する 
公共工事は、国民の税金を原資として、良質な社会資本資本整備を効率的に行うことが求めら

れているものであり、その入札及び契約の適正化を推進することにより、公共工事に対する国

民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図る必要がある。 
 

業績指標：「公共工事入札契約適正化法」に規定された入札契
約に関する情報の公開等の状況 

目標値：100%（H14） 
実績値：100% 

 
 
○業績指標 54：「公共工事入札契約適正化法」に規定された入

札契約に関する情報の公開等の状況 
（指標の定義） 
情報の開示を進めることにより、公正で透明性の高い入札契

約の実現を図るため、平成１３年４月より施行された「公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により義

務付けられた、各年度の発注の見通し等、入札及び契約の過

程・内容に関する情報の公表の状況。 

（目標値設定の考え方） 
公共事業の太宗を占め、かつ「公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律」を所管する国土交通省において、

他の発注者の範となるべく、同法により義務付けられた公表

すべき事項の１００％達成を目標とする。 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
－ － ６７％ １００％ １００％

 

主な施策等 

主な施策の概要 
① 国土交通省直轄工事における入札契約関係情報の公表制

度の策定 
国土交通省直轄工事の発注見通し、入札及び契約の過程並び

に契約の内容等に係る情報の公表についての手続を定め、各

地方整備局において実施することにより、入札契約における

透明性の向上を実現する。 
通達の施行：平成１３年４月１日 

 
② 入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況のフォロー

アップ 
毎年度入札契約適正化法に基づく措置状況調査を行い、各発注

者に対し必要な措置を講じるよう入札契約適正化法に基づき

要請。 
 
他の関係主体 
・財務省、総務省（両省とも入札契約適正化法の共管省庁） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年度の実績値は１００％であり、目標は達成。 
・ 一方、入札契約適正化法においては、情報の公表による透

明性の確保のほか、競争性の向上、不正行為の排除の徹底

及び適正な施工の確保を入札契約の適正化の基本原則と

して定めているところであり、これらについても引き続き

措置を徹底し、国土交通省等（国及び特殊法人等）におけ

る入札契約の適正化を推進する必要がある。 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成１３年度より、国土交通省直轄工事において、「工事

に係る発注の見通しに関する事項の公表について」（平成

１３年３月３０日付け国土交通大臣官房長通達）及び「工

事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係

る情報の公表について」（平成１３年３月３０日付け国土

交通大臣官房長通達）に基づき、各地方整備局において、

入札契約適正化法により義務付けられた事項について公

表しているところ。 
・ 入札契約適正化法第１７条に基づき、国、特殊法人等、地

方公共団体の全ての発注者を対象として、平成１３年度に

おける同法及び適正化指針の措置状況を調査し、平成１４

年９月に概要を公表したところ。 
・ 当該調査結果に基づき、必要な措置を講じるよう、財務

省・総務省と連携して、平成１４年１０月に全ての発注者

に対し、入札契約適正化法第１８条に基づく要請を行った

ところ。 
 
今後の取組の方向性 
・ 入札契約適正化法の施行に伴い、国土交通省における公共

工事の入札及び契約に係る透明性は確保されたところで

あり、引き続き、透明性・競争性の向上、不正行為の排除

の徹底、適正な施工の確保に努め、入札契約の適正化を推

進。 
・ 一方、他省庁及び所管特殊法人等を含む国全体でみると、

適正化法により義務付けられている情報の公表について

は取り組みが進んでいるものの、透明性・公正性の確保の

ための「入札監視委員会等の第三者機関の設置」や、公正

な競争を促進し不正行為の未然防止に効果が期待される

「入札時における工事費内訳書の提出」等、適正化指針に



 

 

より措置に努めるよう求められている事項については、取

り組みが遅れている発注機関もあり、その促進が必要。 
 
（新たな目標設定） 
今後は、「公共工事入札契約適正化指針に基づく主な措置状況」

を新たな指標として採用。具体的には、公共工事の入札及び契

約の適正化を図るための措置に関する指針において努力する

ことが求められている事項のうち、特に重要な次の２事項に関

する措置状況を示す。 
① 入札監視委員会等の第三者機関の設置の状況 
・ 国及び国土交通省所管のうち入札契約適正化法の対象とな

る特殊法人等における第三者機関の設置の状況。 
・ 「入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査」で把

握された平成１３年度末の設置機関の割合７５％を、平成

１８年度末までに１００％まで引き上げることを目指す。 
② 入札時における工事費内訳書の提出 
・ 国及び国土交通省所管のうち入札契約適正化法の対象と

なる特殊法人等における入札時の工事費内訳書の提出義

務付けの状況。 
・ 「入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査」で把

握された平成１３年度末の義務付け機関の割合５６％を、

平成１８年度末までに８０％まで引き上げることを目指

す。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○ 重点項目に係る指導の強化 
国、特殊法人等及び都道府県・政令指定都市については、適

正化指針に定められた努力義務事項のうち、「入札監視委員

会等の第三者機関の活用」、「入札参加者による工事費内訳書

の提出」を「重点項目として、その具体化を促進する。 
 

担当部局等 

担当部局：総合政策局建設業課入札制度企画指導室 
関係部局：大臣官房地方課 公共工事契約指導室、大臣官房技

術調査課 



 

 

政策目標 15 公正で競争的な市場環境の整備 
公正で競争的な市場環境、民間が活動しやすい市場環境が整備され、市場の活性化が図られること 

 
 

（３）トラック市場における公正かつ競争的な市場環境の整備 
サービス水準が高く、効率的なトラック輸送を実現するためには、トラック市場における競争

を活性化するとともに、その競争条件を公正なものとする必要がある。 
 

業績指標：トラック輸送における営業用トラック輸送の割合 目標値：54%（H18） 
 
 
○業績指標 55：トラック輸送における営業用トラック輸送の

割合 
（指標の定義） 
営業用トラック輸送トン数の全トラック輸送トン数に占める

割合。 

（目標値設定の考え方） 
過去の実績を踏まえ、順調な増加が見込まれるものとして目

標値を設定したもの。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
47.2％ 49.0％ 50.8％ 52.0％ 集計中※ 
※実績値は１１月頃集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①トラック事業における規制緩和の推進 
平成２年の貨物自動車運送事業法施行以降漸次経済的規制

の緩和を行ってきている。平成１５年４月から施行された改

正貨物自動車運送事業法においては、営業区域規制や運賃料

金規制の廃止を行い、より弾力的な事業運営を促進している

ところである。 
 

②営業用トラックに係る自動車関係諸税の軽減 
自動車取得税や自動車税などの自動車関係諸税に係る税率

について、営業用トラックを自家用トラックより軽減してい

る。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１３年度には実績値は５２．０％となっており、毎年

指標は伸びている。 
・ 平成２年の貨物自動車運送事業法による規制緩和の結果、

トラック事業者は１５０００社増加し約５７，０００社と

なったほか、トンキロあたりの運賃水準については、平成

２年を１００とすると、平成１１年度には８６．１となる

など、低廉な運賃料金や質の高いサービスの提供に向けた

競争が促進されてきている。この結果、平成１３年度にお

いて営業用トラックの輸送効率は自家用トラックの約２

５倍となっている。このような高い輸送効率の実現により、

荷主が営業用トラックを選択する機会が増加しているも

のと考えられる。また、自動車関係諸税の軽減のメリット

を享受するとともに、自らの車両の輸送効率を向上させる

という観点から、自家用トラック使用者の営業用トラック

への転向も進捗したと考えられる。 
・ 規制緩和の推進による事業者間の競争の進展が、安全等の

必要コストを削減した輸送につながっている可能性もあ

る。 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成２年の貨物自動車運送事業法の施行以降、競争促進施

策の推進による事業者の経営効率化が進捗してきている。 
・ 自動車関係諸税の軽減により、自家用トラック保有者のト

ラック事業への参入インセンティブが高まっている。 
・ 競争の激化により、安全や環境等の必要コストを削減した

輸送が行われるなど輸送の安全の確保がおろそかになる

ケースも散見されており、更なる施策の実施が求められて

いる。 
 
今後の取組の方向性 
・ 平成１５年４月に施行された改正貨物自動車運送事業法に

おいて経済的規制の大幅な緩和と輸送の安全確保のため

の社会的規制の強化を行うとともに、同法の施行に併せ公

正な競争条件を確保するための事後チェック体制の強化

を図ったところであり、当面その実施状況を見守って行く

必要がある。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局貨物課 



 

 

政策目標 15 公正で競争的な市場環境の整備 
公正で競争的な市場環境、民間が活動しやすい市場環境が整備され、市場の活性化が図られること 

 
 

（４）基礎的な土地情報を整備する 
土地取引、民間都市開発事業、公共事業等を行うに当たって、土地の境界が不明確であること

によって、地権者との権利調整や事業の立ち上げに多大な時間やコストを要することになるな

ど、土地の流動化・有効利用や公共事業等の用地取得の円滑化に支障を来しているケースが多

い。このため、地籍調査を推進し、基礎的な土地情報を整備する必要がある。 
 

業績指標：地籍が明確化された土地の面積 目標値：141 千 k ㎡（H16）
 
 
○業績指標 56：地籍が明確化された土地の面積 
（指標の定義） 
地籍調査を実施した面積（地籍調査に準ずる指定を受けた面

積を含む） 

（目標値設定の考え方） 
平成 12 年度からの第５次国土調査事業十箇年計画(34,000 k
㎡)の中間年での目標値 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
119千k㎡ 124千k㎡ 125千k㎡ 127千k㎡ 129千k㎡
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①地籍調査の推進 

国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づき地籍調査

の実施を支援 
予算額：１３０億円（H15 国費） 

 
②広報活動の実施 
 地籍調査に対する一般国民の理解の醸成を図るため、広く国

民に対する広報・普及を目的とし、地籍フェア等を開催 
 
他の関係主体 
・地方公共団体（事業主体） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 14 年度の実績値は 129（千 k ㎡）であり、目標の達成

に向けた十分な進捗とは言えない。特に、都市部においては

2,224 k ㎡（都市部全体の 18％）しか進捗していない状況で

ある。（次表） 
・原因としては、実施主体である地方公共団体における体制が

不十分であることや地籍調査の重要性に対する認識不足が

考えられる。 
・都市部においては、土地の筆数が多く土地が細分化、土地の

権利関係が複雑、土地の異動が大量であることなどの理由に

より、境界確認の合意を得ることが難しい等、調査・測量が

他の地域に比べて困難であることから、調査の進捗の遅れが

著しくなっていることが考えられる。 

対象面積
(k㎡）

H14年度末
実績面積

（k㎡）

H14年度末
達成率
（％）

人口集中地域（DID） 12,255 2,224 18
DID 以 外 の 宅 地 17,793 8,457 48
農 用 地 72,058 48,460 67
林 地 184,094 69,920 38

合 計 286,200 129,061 45

（注）対象面積は、全国土面積（377,880k㎡）から国有林及び湖沼等の公有水面を除いた

　　面積である。

調査対象面積に対する実施状況（昭26～平14）

 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年度より、外部の専門技術者のより積極的な活用等

の観点から都市再生地籍調査事業を創設し都市部を中心と

した地籍調査を積極的に推進する等、目標達成に向けて努力

している。 
 
今後の取組の方向性 
・今後は、「第５次国土調査事業十箇年計画」に基づき、民間

の能力・成果の活用を図りつつ地籍調査事業を着実に実施し

ていくとともに、都市部等進捗率が低い地域においても地籍

調査を積極的に促進することにより、基礎的な土地情報の整

備を推進していく。 
・都市再生本部において「民活と各省連携による地籍整備の推

進」の方針が報告されたことから、これを受けて、都市再生

の円滑な推進のために、法務省等と連携しつつ、民間活力を

活用して地籍調査素図を整備しこれを正式地図化すること

により、全国の都市部における地籍整備を実施していく。 

平成 15 年度における新規の取組 

○都市部における地籍調査の積極的な推進 
都市再生地籍調査事業のほか、地籍調査着手推進事業、都市

再生推進基準点測量等を新たに実施するなど、都市部におけ

る地籍調査を積極的に推進する。 
 予算額：24.2 億円（H15 国費） 
 

担当部局等 

担当部局：土地・水資源局国土調査課 



 

 

政策目標 16 産業の生産性の向上 
経済の持続可能な成長へ向けて、産業の生産性向上が図られること 

 
 

（１）専門工事業のイノベーションを促進する 
専門工事業者は、総合工事業の機能の外注化により、建設生産プロセスの中でいわば中核的と

も言える役割を担うようになっているが、建設投資の低迷等専門工事業者をとりまく経営環境

が厳しさを増す中、今後は、経営革新や新分野進出の促進等を通じて、技術と経営に優れた専

門工事業者が伸びることができる環境の整備を図ることが必要である。 
 

業績指標：建設業者に係る経営革新計画の承認件数 目標値：13 件（H18） 
 
 
○業績指標 57：建設業者に係る経営革新計画の承認件数 
（指標の定義） 
国土交通大臣が承認した、複数の府県又は全国で事業活動

を行っている建設業者が構成する事業協同組合等による経営

革新計画の件数（累計値）。 
経営革新計画とは、中小企業経営革新支援法に基づき、商品

の新たな生産の方式の導入等経営革新を内容として中小企業

者等により策定される計画で、行政庁の承認を受けたものに

ついては、当該計画に従って行われる事業に関し、補助金の

交付、税制上の特例措置等の支援措置が講じられるもの。 

（目標値設定の考え方） 
建設業者が構成する事業協同組合等における大臣承認件数

は、法施行以後２年間で３件。今後の新規承認件数を毎年２

件と見込んで目標値を設定した。 

（考えられる外部要因） 
建設投資の増減等、専門工事業者の受注環境の動向 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  － １件 ３件 ５件 ４件 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○専門工事業者の経営革新の促進 

専門工事業者が企業戦略を構築する際の指針としてとりま

とめた「専門工事業イノベーション戦略」（平成１２年４月

策定）に基づき、ＣＭ方式等の多様な建設生産・管理システ

ムの形成や、リフォーム市場等新分野への進出を通じた経営

力・施工力の強化を図る等、専門工事業イノベーション戦略

の具体化を通じて、専門工事業者の経営革新の促進を図る。 
予算額：0.2 億円(H15) 

 
他の関係主体 
中小企業庁（中小企業経営革新支援法を所管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・ 平成１４年度の実績値（累計）は４件であり前年度から１

件減少。 
・ 減少の理由は、破産関連の承認取消の申請が１件あり、新

規の承認が０件であったため。 
・ 新規の承認件数が０件であった理由として、専門工事業者

の消極性が考えられる。特に新分野進出や企業連携等に当た

っては単独企業での取組が困難であるため、業界団体ごとに

取組意欲の醸成に向けた具体的な取組を進めるとともに、Ｃ

Ｍ方式等新たな建設生産システムに対応し得る責任施工体

制を構築することが必要。 
 
（施策の実施状況） 
・「建設業人材活用緊急促進事業」（平成１４年度補正予算）に

より、専門工事業者をはじめとする中小建設業者の新分野進

出等の支援を実施。建設企業の新分野進出等を支援するため、

新分野進出等に必要な業務や人材活用のアドバイザーを各

地域に確保・配置し、やる気のある企業の先進的な取組を支

援し、健全な市場メカニズムの中で地方の特性を踏まえた新

たな市場開拓を緊急に支援。 
 
今後の取組の方向性 
① 専門工事業者の経営組織の革新 

分離発注、異業種ＪＶ、ＣＭ方式等、多様な建設生産・管

理システムの形成に向けた環境整備を図る。 
 

② 専門工事業者の新分野進出支援 
リフォームやコンバージョン等、専門工事業者が直接発注

者から受注できるような新分野への進出に対する支援を図

る。 

平成 15 年度における新規の取組 

○ＣＭ方式における責任施工体制の構築 
ＣＭ方式における責任施工体制を構築することにより、Ｃ

Ｍ方式の普及・定着を図る。これにより、元請・下請問題の

解消、新たなビジネスチャンスの創出等、専門工事業者をは

じめとする優れた専門工事業者が伸びられる環境整備が進

むものと考えられる。 
 

担当部局等 

担当部局：総合政策局建設振興課 



 

 

政策目標 16 産業の生産性向上 
経済の持続可能な成長へ向けて、産業の生産性向上が図られること 

 
 

（２）自動車整備事業の生産性を向上させる 
自動車ユーザーの利便を向上させる観点から、自動車分解整備事業を行う工場を、国の自動車

検査場への現車提示に代わって検査を実施する高度な設備、能力等を有する指定整備工場へと

転換させることにより、自動車整備事業の生産性を向上させることが必要である。 
 

業績指標：指定整備工場数 目標値：30,000 工場（H17） 
 
 

○業績指標 58：指定整備工場数 
（指標の定義） 
指定整備工場とは、自動車分解整備事業を行う工場のうち設

備・技術及び管理組織等について一定の基準を満たしている

工場で、運輸局長が指定した工場をいい、この指定整備工場

で点検・整備をし、完成検査を行った自動車は、当該工場が

発行する保安基準適合証をもって、国の検査場への現車提示

が省略できることとなっている。 

（目標値設定の考え方） 
過去の指定整備工場数の増加率から予想される今後５年間の

指定整備工場（1,700 工場）に対し、近代化資金の造成等の

行政努力により増加工場数を約 1.8 倍の 3,000 工場増やすこ

とを目標としたもの。 

（考えられる外部要因） 
継続検査件数の増減 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
25,585工場 26,334工場 26,927工場 27,449工場 27,847工場 

主な施策等 

主な施策の概要 
○ 認証工場の指定化及び指定整備工場の生産性向上 

自動車整備事業者の出損及び国の補助により、自動車整備

近代化資金を造成し、自動車整備事業者における設備資金

の債務保証・利子補給及び運転資金の債務保証を行ってい

る。国土交通省はこの制度を活用し、認証工場の指定工場

化、また、すでに指定を受けている場合には近代化等を図

っているところである。 
・自動車整備近代化資金【予算額：２．５億円（H14 年度）】 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・指標の推移について見ると、年度ごとの伸び率は減少傾向

にあるが（図１）、これは景気の低迷により設備投資を控え

る事業者が多いことが原因の１つと考えられる（図２）。 
 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年度に近代化資金の造成を行うことにより、認証

工場の指定取得等を推進し、指定整備工場の増加を図って

いるところである。 

図１　指定工場数及び伸び率の推移
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今後の取組の方向性 
・目標値を達成するよう、近代化資金のより一層適切な運用

を図ることにより、認証工場の指定取得を推進することと

している。 

平成 15 年度における新規の取組 

近代化資金制度のより一層適切な運用を図る。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部整備課 



 

 

政策目標 16 産業の生産性向上 
経済の持続可能な成長へ向けて、生産性向上が図られること 

 
 

（３）中小造船業の生産性を向上させる 
中小造船業は、経営環境が極端に悪化している中であり、早期に経営基盤を強化し厳しい事業

環境を克服するとともに、活力ある産業として存続していく必要がある。 
 

業績指標：中小造船業における従業員一人当たりの付加
価値額 

目標値：8,036 千円／人（H16） 

 
 
○業績指標 59：中小造船業における従業員一人当たりの付加

価値額 
（指標の定義） 
「付加価値額」とは、生産高－（直接材料費＋購入部品費＋

外注工費＋間材料費）であり、生産活動において、新たに

付け加えられた価値のことを言う。一人当たり付加価値額

は生産性を意味する。 

（目標値設定の考え方） 
平成 11 年度が大幅に落ちこむなど変動が激しい中、平均年

１％向上させ、５年で約５％向上することを目標として設

定した。 

（考えられる外部要因） 
建造需要 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
8650 千円

／人 
7653 千円

／人 
8002 千円

／人 
8205 千円

／人 
集計中※

※ 算定方法を精査したため目標値を変更 
※ 実績値は平成 15 年度末集計見込み 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○中小造船事業者の経営基盤強化に対する支援 
中小造船業事業者に対して、中小企業経営革新支援法に基づ

き当該業界の組合等が作成し承認を受けた経営基盤強化計

画等に従った事業を実施する際に、税制や金融等の優遇措置

（機械等に対する割り増し償却や事業所税非課税 等）を提

供する。 
 
他の関係主体 
経済産業省中小企業庁（上記法律の所管省庁。経営基盤強化計

画の共同承認等をしている。） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・順調に推移し、平成 13 年度は前年度より１％向上という目

標を達成した。 
 

（施策の実施状況） 
中小企業経営革新支援法に基づき、平成１４年度に、 
・経営基盤強化計画を作成し承認を受けている団体に所属す

る中小造船事業者に対し、税制の特例措置等を実施。 
・３社の中小造船関係事業者が経営革新計画の承認を受けた。 

 
今後の取組の方向性 
今後も中小企業経営革新支援法に基づく支援等を通じて、中小

造船業の経営基盤強化のための取り組みを促進する。 
 

担当部局等 

担当部局：海事局造船課 



 

 

政策目標 17 消費者利益の保護 
消費者の市場における自由な選択が確保され、利益が守られること 

 
 

（１）住宅性能評価・表示を普及させる 
住宅性能表示制度は、住宅の品質確保の促進と消費者が安心して住宅を取得できる市場条件の

整備に資するものであり、同制度を普及していく必要がある。 
 

業績指標：住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合 目標値：50%（H17） 
 
 
○業績指標 60：住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合 
（指標の定義） 
年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、住宅品確法に

基づく住宅性能表示制度を活用した新築住宅の戸数の割合。

（目標値設定の考え方） 
平成 13 年度の値を 10％と想定、年間 10％ずつ増加と見込み、

５年で 50％という目標値を設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
   5.3% 8.2% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○住宅性能表示制度の充実・普及促進 
住宅性能表示制度とは、住宅の品質確保の促進等に関する法

律に基づき、住宅の性能を表示・評価する基準に従い、第三

者機関が評価し、その結果を表示する制度。平成 12 年 10
月より新築住宅を対象に運用を開始し、平成 14 年 12 月より

対象を中古住宅に拡大した。 
インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度の

ＰＲ、地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援等

を行うことにより、住宅性能表示制度の普及を促進する。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 8.1％であり、目標に向け指標は伸

びている。 
・指標の伸びに関する要因としては、事業者の自発的取組みや

消費者の認知度が大きいと考えられる。 
（施策の実施状況） 
・平成１４年８月に、制度対象を中古住宅にも拡大し、住宅の

現況や性能を検査・評価する仕組みを整備し、同年１２月よ

り制度運用を開始。 

1,173,170 1,145,553

61,671 93,578

平成13年度 平成14年度

新設住宅着工戸数 設計住宅性能評価書交付戸数

新設住宅着工戸数と設計住宅性能評価書交付戸数（戸）

 
 
今後の取組の方向性 
住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合は着実に伸びており、

更なる増加に向け、住宅性能表示制度について各種媒体による

制度のＰＲや各種団体が行う普及活動への支援を通じ、より一

層の周知を図り、普及を促進する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○住宅性能表示制度の普及 
シックハウス対策に係る建築基準法等の改正についての講

習会の開催、パンフレットの配布等に併せ、住宅性能表示制

度全般についての周知を図るとともに、インターネット等の

各種媒体による制度 PR や各種団体が行う普及活動への支援

等により住宅性能表示制度の普及を促進する。 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅生産課 



 

 

政策目標 17  消費者利益の保護 
消費者の市場における自由な選択が確保され、利益が守られること 

 
 

（２）自動車の安全性に関する情報を普及させる 
平成１４年の交通事故による死傷者数は約 118 万人と厳しい状況である。このような状況に

対して、消費者がより安全な「くるま選び」をできる環境を整えると同時に、自動車メーカー

のより安全な自動車の開発を促すため、自動車の安全性に関する情報を充実させる必要があ

る。 
 

業績指標：安全性の高い乗用車の市場普及指標 目標値：55（H15） 
 
 
○業績指標 61：安全性の高い乗用車の市場普及指標 
（指標の定義） 
自動車アセスメントでの衝突安全性能評価を実施した対象乗

用の平均☆獲得率 × 衝突安全性能評価を実施した乗用車販

売台数の全新車販売台数における割合。 

（目標値設定の考え方） 
・ 目標カバー率は８０％（平成１２年時点で５１％）、目標

点数は当初（平成１２年時点：６点満点中平均３．８）

の１０％の向上と設定し、その結果、指標の目標値は５

５と設定したもの。 
・ わが国における乗用車の車種数は概ね２００車種、平均

モデルチェンジ間隔は約４年程度であり、概ね、カバー

率を８０％以上にすると、１車種当たりの販売台数が少

ないため、試験費用に対する実施効果がそれ程高まらな

いことから８０％を目標値として設定したもの。 
 
過去の実績値の推移   
H10 H11 H12 H13 H14 
  33 50 63 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○自動車アセスメント事業の推進 

自動車の安全性を車種毎に評価し、その結果をユーザーに提

供する（なお、中心的評価項目である「☆による総合評価」

制度は平成１２年度より実施している。）。情報の普及度合い

が向上することで、市場原理によりメーカーの開発意欲が刺

激され、より安全な自動車の普及が促進されるため、自動車

ユーザーの利益保護が促進される。 
具体的に実施している試験については、以下のとおり。 

＊車種毎のブレーキ性能試験及び衝突安全性能試験（フルラッ

プ前面衝突、オフセット前面衝突、側面衝突）に係る比較情

報、エアバック等の自動車の安全装備に係る情報について、

平成７年度より公表している。 
＊１２年度より、評価試験にオフセット前面衝突を追加し、衝

突安全性能の総合評価を実施し公表している。（評価指標を

設定、評価当初年度） 
＊１３年度より、チャイルドシートの安全性能等試験を実施し

公表。 
 自動車アセスメント事業【予算額：５億円（平成１５年度）】 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 当該指標は平成１２年度が３３であったのに対し、平成

１４年度期末時点で、既に目標値を上回る６３となって

おり、安全に関する情報提供が推進されている。特に、

平均の☆点数を平成１２年度と１４年度で比較してみる

と、運転席は☆3.8 から☆5.0 に、助手席は☆4.4 から☆

5.3 と大幅に向上していることから、安全性が急速に向上

していることが伺える。また、カバー率は平成１２年度

から３ヵ年の合計で６５車種となり、国内新車販売台数

の約８割とおおむね目標どおりとなっている。（参考資

料） 
・ アセスメントのパンフレットを入手したユーザーに対し

て自動車事故対策センターが実施したアンケートによる

と、アセスメント情報を車両購入の際の情報として活用

したい とした人が６割近くに及ぶなどのデータがあり、

安全性を高めるインセンティブが、メーカーに及ぼされ

ることが期待される。 
・ 評価の結果には各メーカーとも重大な関心を寄せており、

また、この結果を元にさらに安全な自動車の開発が促進

されていることが分かる。 
 
（施策の実施状況） 
・ Ｈ14 年度は２３車種を対象に自動車アセスメントを、ま

た、１３製品を対象にチャイルドシートアセスメントを

それぞれ実施したところである。 



 

 

総合評価（☆の数）の推移

H12 H13 H14 合計
☆6 3 7 10
☆5 7 13 9 29
☆4 5 6 6 17
☆3 7 2 9
☆2
☆1

車種数 19 24 22 65

平均 4.0 4.7 5.0 4.6
(76.9%) ①

カバー率（乗用車販売台数のうち、試験実施済み６５車種の占める割合）

83% ②
（平成14年１～６月調査）

平成１４年度期末における、当該指標

①×② ＝ 63

指標の内訳の推移

 

 
今後の取組の方向性 
前述のとおり、総合評価（☆）による情報提供の推進は一定の

成果を上げており、今後、総合評価方法の拡充や、衝突試験以

外の項目に対する評価試験の実施について、検討を行うことと

している。１５年度以降は、歩行者保護性能評価試験を実施し

公表の予定としている。また、欧米のアセスメントで実施され

ている評価試験方法の調査を行うなど、評価方法の改善や、よ

り高度な情報提供について継続的に検討する。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部審査課 
関係部局：自動車交通局保障課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（１）水害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
諸外国と比較して厳しい我が国の国土条件や氾濫域に人口・資産が集中するという社会条件を

踏まえつつ、水害被害の軽減を図り、安全で安心できる社会活動を支える必要がある。 
 

業績指標：水害危険度指標 目標値：4.2（H18） 

業績指標：堤防整備率 目標値：60.3%（H18） 

業績指標：洪水調節指数 目標値：53%（H18） 

業績指標：床上浸水常襲地区内家屋数 目標値：7 万戸（H18） 

業績指標：流下能力不足橋梁数 目標値：3,500 橋（H18） 

業績指標：下水道雨水対策整備率 目標値：55%（H14） 
実績値：51% 見込み※ 

 
 
○業績指標 62：水害危険度指標 
（指標の定義） 
・ これまで水害に対する指標として、浸水頻度と浸水深（床

上、床下浸水等）で表現していたものを、国民に分かり

やすく、正確に水害リスク情報を提供するため、統一的

指標として、水害に対する危険度を示すもの。 
・ 具体的には水害による一人あたり被害額を、身近な災害

である「火災」による一人あたり被害額で除した値。 

（目標値設定の考え方） 
近年における水害被害額（全国値）のトレンドから５年後に

おける水害被害額を推計し、それに対応した目標値を設定。

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － 4.7 － 4.5 

 
○業績指標 63：堤防整備率 
（指標の定義） 
「堤防整備率」とは直轄管理区間において、河川の堤防を整

備する必要がある区間延長の内、完成堤防が整備されている

割合を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 
近年 10 年間における毎年の堤防整備率（完成堤防延長/堤防必

要延長）のトレンドから５年後における堤防整備率を設定。

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 

過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
－ 54.3 ％ 55.5 ％ 56.2 ％ 57.3 ％ 

 
○業績指標 64：洪水調節指数 
（指標の定義） 
「洪水調節指数」とは河川整備基本方針（工事実施基本計画、

全体計画）で定める基準地点におけるダム等の洪水調節施設

による計画上の洪水調節量に対する、現状の洪水調節量の割

合を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 
Ｈ18 までに完成するダムの基準地点の効果量を積み上げ、将

来目標洪水調節量に対する充足率で評価。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － － 47 ％ 48 ％ 

 
○業績指標 65：床上浸水常襲地区内家屋数 
（指標の定義） 
過去 10 年間に床上浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度

の出水で、依然として床上浸水被害を受ける可能性のある家

屋数 

（目標値設定の考え方） 
河川事業及び下水道事業に関連した床上浸水家屋に対象を絞

り込み、積み上げ。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 



 

 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － 12 万戸 11 万戸 10 万戸 

 
○業績指標 66：流下能力不足橋梁数 
（指標の定義） 
河川を横断している鉄道橋、道路橋等のうち、洪水時の疎通

能力が著しく不足している（河積不足、余裕高不足等）橋梁

数をいう。ただし、橋梁架替をせずに河床掘削等によりネッ

ク部解消が図られる橋梁は該当しないものとする。 

（目標値設定の考え方） 
近年橋梁架替をした実績から、年平均着工橋梁数と平均工期

より、今後５年間で目標橋梁数を設定。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
－ － － 4,500 橋 4,200 橋 

 
○業績指標 67：下水道雨水対策整備率 
（指標の定義） 
下水道雨水対策整備率＝雨水対策整備済区域面積／雨水対策

整備対象区域面積×100（％） 
・ 雨水対策整備対象区域とは、計画確率降雨（概ね１/５確

率の降雨）による主として市街地の雨水排水対策として、

公共下水道または都市下水路の整備の対象となる区域 
・ 雨水対策整備済区域とは、雨水対策整備対象区域のうち、

公共下水道または都市下水路の整備が既に完了している

区域 

（目標値設定の考え方） 
第八次下水道整備五箇年（七箇年）計画において設定 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 

過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
49％ 49％ 50％ 51％ 51％ 

（見込）

※ 実績値は８月頃集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①河川整備及びダム等洪水調節施設の整備 
堤防等整備やダム等洪水調節施設の整備を推進し、氾濫域に

おける治水安全度の向上を図る。 
 予算額：治水事業等（直轄）8,554 億円（Ｈ15）の内数 

          （補助）7,979 億円（Ｈ15）の内数 

                    （特治等込み） 

②下水道による雨水対策施設の整備の推進 
下水道による雨水対策施設の整備により、都市の水害安全度

の向上を図るため、事業を実施する地方公共団体に対して補

助を行う。 
 予算額：下水道事業 9,250 億円の内数（H15 国費） 
 

他の関係主体 
・地方公共団体（河川管理者、下水道管理者）等 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成 18 年度を目標年次としている指標については、目標

の達成に向けて順調に指標が伸びている。 
・ しかしながら、目標年次が平成 14 年度である下水道雨水

対策整備率の実績値は 51％（見込み）であり、目標の達

成は難しい状況。この理由として、指標の対象期間である

Ｈ８-Ｈ14 期間中には、福岡市や名古屋市など一定レベル

の水害対策を終えた都市における水害が頻発したため、こ

れらの都市の水害安全度の向上について重点的な取り組

みを実施したことが考えられる。 
・ また、その他の指標の向上のためには、河川やダムの整備

がなされることが必要であるが、これらは計画から完成ま

でには長時間を要することが一般的であり、現在、継続的

に指標が向上するのは、過去の投資に依る部分が大きい。 
・ 今後とも、継続的に指標の向上を図るためには、計画的な

投資と事業展開が必要であるとともに、効率的な事業執行

を図っていく必要がある。 
・ 近年の浸水被害の状況を見ると、都市化の進展による雨水

の流出率の増加や局所的な集中豪雨により依然として内

水被害が頻発している。また、被害内容の現況を見ると、

宅地等の浸水面積は減少しているものの、都市化の進展や

集中豪雨の多発により、被害は減少しておらず、関係者の

連携を図った取り組みが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の実施状況） 
・ 効果の早期発現を目指し、本体工事中のダム等への重点投

資を行っている。また、洪水の安全な流下を妨げるボトル

ネック橋梁の解消を図るため、平成 14 年度からは従来の

鉄道橋緊急対策事業の対象として新たに道路橋を追加し

た。また、平成 13 年度からは、洪水が頻発しているにも

かかわらず、上下流バランス等の理由から早期の治水対策

が困難となっている地域において、早期の安全度の向上を

図るため、水防災対策特定河川事業を創設するなど、効率

的な整備を行うための取組を行ってきているところ。 
・ 下水道事業について、平成８年度から平成 14 年度の間に、

新たに約８万 ha の区域で５年に 1 回程度の大雨に対する

雨水安全度が確保された状態となった。また、大都市等の

地下街やターミナル駅周辺等の浸水安全度が向上した。 
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今後の取組の方向性 
・ 財政状況が厳しくなる見込みの中、今後もコスト縮減を図

りながら、本体工事中のダムや水害が頻発している地域で

の河川改修に重点的・集中的な投資を行うとともに、箇所

数を厳密に管理し、計画的・効率的な施設整備を図る。 
・ 下水道事業と河川事業の連携による浸水対策を重点的に

推進し、床上浸水が慢性化している地区における抜本的な

浸水解消を図る。 
・ さらに、平成 16 年度には特定都市河川浸水被害対策法が

施行され（予定）、これまで以上に下水道管理者、河川管

理者及び地方自治体が一体となった浸水被害対策が行わ

れる見込み。（政策アセスメントを実施） 
・ ダム事業について既存ダムの有効活用も含め水需要の必

要性等を厳正に吟味して事業を峻別する等、実施中の事業

について峻別を徹底する。 
・ 既存ダムの有効活用として、貯水池容量の効率的な再配分

による既存ダムの徹底活用等に取り組む。 
 
（新たな目標設定） 
今後は、下記指標を採用予定。 
「下水道による都市浸水対策達成率（現在の下水道雨水対策整

備率）」 
・ 今後も、引き続き指標として採用。なお、社会資本整備重

点化計画と整合を図るため、指標名を「下水道による都市

浸水対策達成率」に変更。 
・ 平成 14 年度の現況値 51％を、平成 19 年度までに 54％ま

で引き上げることを目指す。 
「洪水による氾濫から守られる区域の割合」 
・ 現行の指標のうち「堤防整備率」及び「洪水調節指数」を

統合し、治水事業による浸水被害軽減効果を総合的に評価

する指標として、「水害危険度指標」に代わり採用予定。 
・ 平成 14 年度の実績値約 58％を、平成 19 年度迄に約 62％

まで向上させることを目指す。 
「床上浸水を緊急に解消すべき戸数」 
・ これまでの床上浸水常襲地区内家屋数は、河川事業による

整備効果のみを対象としていたが、今後は、下水道事業と

河川事業双方の整備効果を示す指標として採用予定。 
・ 平成 14 年度の実績値約９万戸を、平成 19 年度迄に約６万

戸まで向上させることを目指す。 
「地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある

地域の解消」 
・ 東海、東南海・南海地震等大規模地震の発生が懸念される

ことを踏まえ、地震時における水害被害発生に関する指標

を採用予定。 
・ 平成 14 年度の実績値約 13ha を、平成 19 年度迄に約 10ha

まで向上させることを目指す。 
（上記指標については、いずれも社会資本整備重点計画の今後

の検討により指標・目標値の変更があり得る。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○ 短期集中型事業の導入による重点投資の実施 
 河川事業について、短期集中型事業への重点化を進めており、

治水上の緊急性・必要性が高く、整備効果が大きい区間等に

ついて、重点投資を行うことで早期の効果発現を図っている。 
○ 緊急都市内浸水対策事業の拡充（政策アセスメントを実施） 
現行の緊急都市内浸水対策事業について、対象地区を拡大。 

 

担当部局等 

担当部局：河川局河川計画課、治水課 
関係部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（２）災害の危険性に関する情報を普及させる 
水害に備えるため堤防や排水機場などの治水施設の整備によるハード面の対策に加え、情報提

供によるソフト面の対策を整備することが大切である。ハザードマップの有効性については、

平成 10 年８月豪雨水害時における郡山市民の避難行動効果が明らかとなっており、このこと

を踏まえ、ソフト対策としてのハザードマップの普及を進めていく必要がある。 
 

業績指標：ハザードマップ認知率 目標値：洪水 70%（H18） 
火山 76% 

 
 
○業績指標 68①：ハザードマップ認知率（洪水） 
（指標の定義） 
「ハザードマップ認知率（洪水）」とは、直轄管理区間の河川

に係るハザードマップ作成対象市町村において、マップが作

成され、認知されている世帯数の割合。 

（目標値設定の考え方） 
直轄管理区間の河川に係る浸水想定区域図を提供する市町村

全てに対し、市町村のハザードマップ作成、周知等を支援す

ることと併せて、公表後に洪水が発生した地域におけるマッ

プ認知の調査事例を参考に目標を算出。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
    ４％   ６％ 
 
○業績指標 68②：ハザードマップ認知率（火山） 
（指標の定義） 
「ハザードマップ認知率（火山）」とは、火山ハザードマップ

の作成が必要な主要火山周辺市町村における人口のうちハザ

ードマップの配布･周知がなされ、内容を認識している人口の

割合を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 
ハザードマップを公表、または各戸配布していない火山につ

いて、各戸配布予定年度を各地方自治体に確認して、年度ご

とに積上げ。 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
30％ 30％ 30％ 49％ 61％ 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
① 浸水想定区域図の整備 

・浸水想定区域図の公表を推進する。 
平成 18年度末には、「ハザードマップ作成支援率」を 100％
まで達成させる。 

※「ハザードマップ作成支援率」とは、ハザードマップ作

成・普及のために、直轄管理区間の河川に係る各自治体

が作成するハザードマップの基礎となる浸水想定区域図

を河川管理者が公表し、対象市町村に対して周知する割

合。 
 

②火山災害予想区域図の作成 
・火山噴火警戒避難対策事業の推進を図る 
平成 18年度末には、「火山災害予想区域図提供率」を 100％
まで達成させる。 

※ 「火山災害予想区域図提供率」とは、火山ハザードマッ

プ作成・普及のため、火山ハザードマップ作成の基礎と

なる火山災害予想区域図を対象市町村へ周知した割合 
 

③ 市町村への支援・協力の推進 
・洪水ハザードマップ作成要領の作成 
・ＰＲ誌の作成 
・ホームページへの掲載 
・水防訓練 
などの支援・協力を実施してきており、今後も市町村と連携

することにより作成・公表の推進を図る。 
 
他の関係主体 
・市町村（ハザードマップ作成主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・ 洪水については、平成 14 年度の実績値は６％であり、

伸びは微増である。これは、ハザードマップを作成・公

表している市町村が、浸水想定氾濫区域内の対象市町村

の２割に満たない現状（H15.３現在）であり、指標の向

上については、市町村の更なる積極的な作成・公表に期

待するところである。 
・ 火山については、平成 14 年度の実績値が 61％となって

おり、目標の達成に向けて順調に指標は伸びている。 
・ 指標の伸びの原因としては、平成 12 年の有珠山及び三

宅島の噴火により、それまで火山ハザードマップ未公表

の地方自治体が、その重要性を認識し、作成・公表への

機運が高まったことによると考えられる。 
 



 

 

（施策の実施状況） 
（洪水） 
・ 浸水想定区域図の公表については、平成 13 年の水防法

改正から順調に公表している。（H15.3.31 現在の公表：

95 水系 161 河川（109 水系 193 河川中）） 
＜過去のハザードマップ作成支援率の推移＞ 

H13 H14 目標値(H18) 
32% 71% 100% 

・ 公表対象となる市町村への周知により支援を進めてい

るところであり、目標年次までに、直轄管理区間の河川

に係る約 1,200 市町村に対して、公表・周知・支援を行

っていく。 
＜平成15年３月31日現在、854市町村 
（平成13年度；380市町村、平成14年度；474市町村）＞ 

・ 平成 14 年９月に「洪水ハザードマップ作成要領」を作

成。 
・ 平成 15 年２月に洪水ハザードマップＰＲパンフレット

を作成。 
・ 今後は、いかに住民に周知させるかについて工夫してい

く必要がある。 
（火山） 
・ 平成４年度より、火山噴火警戒避難対策事業を推進し、

これにより火山活動による社会影響の大きい 29 火山に

ついて火山災害予想区域図の整備が進んでいる。 
・ 火山災害予想区域図の公表については、平成 8 年から順

調に公表している。（H15.3.31 現在の公表：26 火山（29
火山中）） 
＜過去の火山災害予想区域図提供率の推移＞ 

H10 H11 H12 H13 H14 目標値

40% 42% 42% 65% 81% 100% 
・ 公表対象となる市町村への周知により支援を進めてい

るところであり、目標年次までに、火山ハザードマップ

の作成が必要な主要火山周辺の 139 市町村に対して、

公表・周知・支援を行っていく。 
＜平成 15 年３月 31 日現在、113 市町村＞ 

・ さらに、先駆的な火山ハザードマップについては、新た

な火山災害要因を盛り込んだ火山ハザードマップの作

成・公表が行われている。 
 
今後の取組の方向性 
（洪水） 

・ 浸水想定区域の公表を進め、109 水系 193 河川（約 1,200
市町村）全ての公表を早期に実現する。 

（H15.３.31 現在の公表：95 水系 161 河川（923 市町村）） 
・ ハザードマップの推進に向けた方策として、地域住民の

スムーズな避難誘導のために、積極的なハザードマップ

作成の推進を図る必要があり、各地域の事情に則した効

果的な取組みを国土交通省として支援していく。 
[具体例] 
① ハザードマップ作成のベースとなる浸水想定区域

図の電子データを配布。 
② 水防訓練、避難訓練の実施。 
③ 小学生を対象にした防災教育の実施。 

（火山） 
・ 上記で分析したように、平成 12 年の有珠山及び三宅島

の噴火により、火山ハザードマップ未公表の地方自治体

で、作成・公表の機運が高まっていることから、引き続

き、残りの３火山についても作成・公表できるよう火山

噴火警戒避難対策事業を推進すると共に、先駆的な火山

ハザードマップについては、新たな火山災害要因を盛り

込む等、新たな火山ハザードマップの作成・公表を促進

する。 
・ ついては、火山活動による社会影響の大きい 29 火山全

てで火山ハザードマップの作成・公表を促進する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

市町村に対し、ハザードマップ作成・公表に向けた支援を行

っていく。 
・ ハザードマップ作成のベースとなる浸水想定区域図の

電子データを配布 
・ 水防訓練、避難訓練の実施。 

小学生を対象にした防災教育の実施。 等 
 

担当部局等 

担当部局：河川局治水課、河川局砂防部砂防計画課 



 

 

台風第○号 25日09時現在

大型　　　　　　強い

北緯．．．．．　東経．．．．．

最大風速　　　毎秒 40㍍

台風予報図表示例

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（３）台風時の被害を軽減するため、気象情報を充実する 
台風は、国民生活に対してもっとも大きな被害をもたらす自然現象の１つである。台風による

被害の軽減を図るためには、台風中心位置予報をはじめとする事前の予測情報に基づいて、よ

り効果的な防災対策を講じる必要がある。このため、台風に関する予測情報の基本である台風

中心位置予報をはじめとした気象情報の充実が必要である。 
 

業績指標：台風中心位置予報の精度 目標値：360km（H17） 
 
 
○業績指標 69：台風中心位置予報の精度 
（指標の定義） 
72 時間先の台風中心位置の予報誤差(km)（台風の進路予報円

の中心位置と対応する時刻における実際の台風中心位置との

距離の差）を当該年を含む過去３年間で平均した値。 

（目標値設定の考え方） 
平成12年までの過去３年間における予報誤差の平均は443㎞

である。新たな数値予報技術の開発等により、５年間（平成

17 年）で約 20％の改善目標（同平均 360 ㎞）が適切と判断。

 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
― 435km 443km 401km 393km 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①静止気象衛星（運輸多目的衛星）の整備 

平成 15 年度の新１号機の打上げ、平成 16 年度の新２号機の

打上げによって、精密な気象衛星観測データの高頻度での入

手等による実況監視能力の向上を踏まえ、台風予報精度の一

層の向上を図る。 
【予算額：33.2 億円(H15)】 
 

②スーパーコンピュータを中心とした気象資料総合処理シス

テムの運用 
気象資料総合処理システムを用いて予測モデルの開発を推

進し、局地予報、台風予報などの精度を向上する。 
【予算額：12.6 億円(H15)】 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 台風の発生数や発生位置・強度など、年ごとの台風の特性に

より台風予報の難易度が異なることがあるため、本指標は当

該年を含む３年間の平均誤差としているが、平成 14 年１年

間の平均誤差では 364km となっており、平成 17 年の目標達

成に向け、着実に精度が向上している。 
・ 精度向上の要因としては、平成 13 年 3 月にスーパーコンピ

ュータが更新されたことに伴い、台風予報に用いている数値

予報モデルの解像度を向上させたこと、台風に関係するモデ

ル計算手法や、気象衛星データ等を取りこむ解析手法を高度

化したことによる。 

 
（施策の実施状況） 
・ 平成13年3月にスーパーコンピュータを更新するとともに、

これを情報処理基盤として、観測データの取り込む手法の高

度化や数値予報モデルの改善等、台風予報精度向上に資する

施策を計画的に実施している。 
・ 運輸多目的衛星（新 1 号機、新 2 号機）の打上げに向け整備

を進めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の取組の方向性 
・ 目標値の達成、あるいは目標値以上の精度向上を図るために

は、観測データの取り込み手法等についてさらに改善を進め

るとともに、気象衛星データを利用した台風の三次元的な実
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況を詳細に解析するための技術の向上やシステムの解析処

理能力の向上、また、これを踏まえたモデル開発を一層推進

する必要があり、これらを的確に実施して台風予測精度の一

層の向上を図る。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

極軌道気象衛星データの取り込み手法の改善と台風のエネル

ギー源である水蒸気の凝結熱の計算手法の改善により、台風の

予報精度をさらに向上させる。 

担当部局等 

担当部局：気象庁予報部業務課 
関係部局：気象庁観測部管理課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（４）土砂災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
現状においても自然災害に占める土砂災害の犠牲者数が約半数にのぼることに鑑み、全国で頻

発する土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊による土砂災害から国民の生命・財産を守るため、

今後とも計画的な土砂災害対策を実施する必要がある。 
 

業績指標：土砂災害保全指標 目標値：42%（H18） 

業績指標：土砂災害の危険がある自力避難が困難な災害
弱者関連施設対策数 

目標値：981 箇所（H18） 

 
 
○業績指標 70：土砂災害保全指標 
（指標の定義） 
「土砂災害保全指標」とは、土砂災害の危険性がある地域の

人口のうち、土砂災害防止施設により保全される人口の割合

を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 
近年において砂防事業等の実施により、保全された人口のト

レンドから５年後の目標値を算定。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
開発行為による新規の住宅地等の増大 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
－ － 35％ － 38％ 

 
○業績指標 71：土砂災害の危険がある自力避難が困難な災害

弱者関連施設対策数 
（指標の定義） 
「土砂災害の危険がある自力避難が困難な災害弱者関連施設

対策数」とは、災害弱者関連施設のうち、自力避難が困難な

方が 24 時間入居･入院している施設である。 

（目標値設定の考え方） 
近年において砂防事業等の実施により、保全された災害弱者

関連施設数のトレンドから 5 年後の目標値を設定。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
595 箇所 646 箇所 696 箇所 756 箇所 809 箇所

 

主な施策等 

主な施策の概要 
① 砂防施設の整備 

砂防事業の進捗を図る。 
予算額：（直轄）638 億円（H15）の内数 
    （補助）997 億円（H15）の内数 

 
② 地すべり防止施設の整備 

地すべり対策事業の進捗を図る。 
 予算額：（直轄） 51 億円（H15）の内数 
     （補助）152 億円（H15）の内数 
③ 急傾斜地崩壊防止施設の整備 
急傾斜地崩壊対策事業の進捗を図る。 

 予算額：（補助）405 億円の内数（H15） 
 
他の関係主体 
都道府県（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
○土砂災害保全指標 
・平成 14 年度の実績値は約 38％であり、目標の達成に向けて

指標は順調に伸びている。ただし、現在の指標は開発行為に

よる新規の住宅地等の増大（分母の増大）という外部要因を

内包しているため、事業の進捗が正確に反映されない可能性

があり、最終的に目標を達成できるかは予断を許さない状態

である。また、今後の財政状況を鑑みると、今後ともコスト

縮減等の取組を行いながら、引き続き重点的･効率的な整備

を推進する必要がある。 
○土砂災害の危険性がある自力避難が困難な災害弱者関連施

設対策数 
・平成 14 年度の実績値は 809 箇所であり、目標の達成に向け

て指標は順調に伸びている。しかし、過去５年間（Ｈ10～14）
の土砂災害による犠牲者のうち災害弱者の割合が約 62％を

占めるなど、現状においても高齢者等の災害弱者の割合が高

いため、今後ともコスト縮減等の取組を行いながら、引き続

き重点的･効率的な整備を推進する必要がある。 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の実施状況） 
・近年大きな災害をうけた地域における適切な対応、重要交通

網等の保全、災害弱者対策等について砂防事業等を重点的に

実施しているところであり、特に自力避難が困難な災害弱者

が 24 時間入居している施設のうち、特に土砂災害の恐れの

高い箇所について、平成 14 年度からは｢短期集中事業｣とし

て、おおむね５年間で重点的に実施することとしている。 
 
今後の取組の方向性 
・今後もさらに砂防事業等を重点的かつ効率的、効果的に実施

することで、事業の効果の早期発現を図る。また、今後は土

砂災害の危険性がある自力避難が困難な災害弱者関連施設

対策について、特に土砂災害のおそれの高い箇所等を特定し、

整備期間の目標を立て重点的に投資を実施する。 
 
（新たな目標設定） 
○ 土砂災害から保全される戸数 
・今後は、既存指標に代わり「土砂災害から保全される戸数」

を新たな指標として採用予定。 
・平成 14 年度の実績値 120 万戸を平成 19 年度までに 140 万

戸まで向上させることを目指す。パーセント表示から戸数に

変更することで、政策実施の結果を直接指標に反映させる。 
・また、「災害弱者関連施設対策数」を「土砂災害から保全さ

れる戸数」の内数として採用予定。平成 14 年度の実績約

3,100 施設を平成 19 年度までに 4,100 施設まで向上させる

ことを目指す。（上記指標については、いずれも社会資本整

備重点計画の今後の検討により、指標・目標値の変更があり

うる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○短期集中型事業の実施 
（土砂災害の危険性がある自力避難が困難な災害弱者関連施

設対策数） 
平成 15年度より短期集中型事業として自力避難の困難な 24
時間入居している施設のうち特に土砂災害のおそれの高い

箇所を特定し、概ね５年で効果発現を図るように実施してい

る。 
 

担当部局等 

担当部局：河川局砂防部砂防計画課 

土砂災害による災害弱者の被災
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政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（５）津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
防護が必要な海岸のうち、所要の機能を確保した海岸保全施設の整備は十分ではないため、海

岸保全施設を計画的に整備し、生命・財産についての所要の安全性を確保することが必要であ

る。 
 

業績指標：津波・高潮等の災害から防護されていない人口や
土地面積 

目標値：230 万人（H18） 
10 万 ha 

 
 
○業績指標 72：津波・高潮等の災害から防護されていない人

口や土地面積 
（指標の定義） 
各地区の海岸で発生すると想定される津波・高潮に対し、防

護が不十分な海岸における背後地域の人口及び浸水想定面積

（目標値設定の考え方） 
最終的に防護されない人口及び面積をゼロとすることを目標

とし、平成７年度末の実績値（410 万人・14 万 ha）と平成１

２年度末の実績値（318 万人・11.7 万 ha）とのトレンドから

平成１８年度までに概ね解消できる目標値を設定 

（考えられる外部要因） 
宅地開発等による防護対象人口及び面積の増加 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

354 万人 
12.6 万 ha 

336 万人 
12.1 万 ha 

318 万人

11.7 万 ha
300 万人 

11.4 万 ha 
286 万人

11.1 万 ha
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○海岸保全施設の新設整備等 

防護が必要な海岸のうち未整備地区において海岸保全施設

を新設や、暫定施設の早期完成や老朽化した海岸保全施設の

更新により、所要の安全性を確保する。 
 
整備目標：未整備地区における海岸保全施設の新設整備等に

より、約 1 万 ha の面積を防護する。 
予算額：1,038 億円（Ｈ15）の内数 

 
他の関係主体 
農林水産省（農村振興局、水産庁）（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は防護されていない人口 286 万人、防

護されていない面積 11.1 万 ha であり、目標の達成に向けて

順調に指標は伸びている。一方、平成１４年には東海地震に

関する地震防災対策強化地域が拡大されるとともに、東南

海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

が制定されるなど、大規模地震に対して津波や地震被害の可

能性がある地域の安全確保が緊急な課題となっており、津

波・高潮対策について一層の効率的実施が求められる。また、

今後の対策としてはハード整備のみでは限界もあり、ハー

ド・ソフト一体となった総合的な防災対策を進めていく必要

がある。 
 
（施策の実施状況） 
・未整備地区における海岸保全施設の新築整備、暫定施設の早

期完成や老朽化施設の更新、水門等の機能の高度化等を行っ

ている。 
  海岸事業実施箇所数 ４１６箇所 
 
今後の取組の方向性 
・海岸保全施設の効果的な整備とともに、情報伝達施設等の整

備とあわせ、住民の自衛（避難）行動によるソフト対策を含

めた総合的な防災対策を進める。 
 
（新たな目標設定） 

（新しい指標名）津波・高潮による災害から一定の水準の安

全性が確保されていない地域の面積 

海岸事業においては、農林水産省および国土交通省が所管

しており、重点計画の策定とあわせ、より連携して海岸整備

を行っていくことを目的とし、共通した指標を設定している

ところであり、政策評価においても海岸省庁共通の指標を用

いることにより、より一層の連携をはかるため、指標の定義

として各地区の海岸で発生すると想定される津波・高潮に対

し、防護の不十分な海岸における背後地域の浸水想定面積と

する。 
  社会資本整備重点計画策定に伴い、指標の目標値及び目標

年次を再設定し、平成 19 年度までに津波・高潮等の災害か

ら防護されていない土地面積を約 10万 ha（関係主体を含む）

に解消することを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありうる。） 
 

担当部局等 

担当部局：河川局海岸室、港湾局海岸・防災課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（６）震災時の緊急支援ルートを確保する 
我が国は諸外国に比べ、厳しい自然条件、地形条件を有しており、すべての道路に対して必要

な対策を短期間で完了することは困難である。そのため、被災した場合に緊急輸送活動や周囲

への二次的被害の影響が大きい道路について橋脚耐震補強等の対策を実施し、地域の安全性を

効率的に確保することが必要である。 
 

業績指標：緊急輸送道路上の橋脚の耐震補強率 目標値：9 割（H14） 
実績値：約 9 割 

 
 
○業績指標 73：緊急輸送道路上の橋脚の耐震補強率 
（指標の定義） 
地震直後から発生する緊急輸送を確保するために必要な道路

について、地震に対する安全性が確保されている橋脚の割合

を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 

（考えられる外部要因） 
関係機関との協議状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  ８割  約９割 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○道路の橋脚耐震補強等の推進 
緊急輸送活動や周囲への二次的被害の影響が大きい道路等

について橋脚耐震補強等の対策を推進する。 
予算額：防災・震災対策 4,110 億円（H15 事業費）の内数 
 
他の関係主体 
地方公共団体等 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・緊急輸送道路内の耐震橋脚の整備については、被災した場合

に緊急輸送活動への影響が大きいものや跨線橋や跨道橋等、

周囲への二次的被災の影響が大きいものについて、実施計画

において約９割の橋脚耐震補強を確保したところであるが、

跨線橋や跨道橋等については協議事項等の調整に時間を要

しているところもあり、今後も精力的に関係機関との協議を

進めるとともに、対策の優先順位をより明確化し、効率的に

整備を進めることが必要である。 
 

（施策の実施状況） 
防災・震災対策事業費の推移 

H10 4,618 億円 
         H11 4,713 億円 
         H12 4,844 億円 
         H13 4,892 億円 
         H14 4,593 億円 
 
今後の取組の方向性 
・災害に対して安全で信頼性の高い道路網を確保するため、地

域の日常活動や災害時の緊急活動等を支える道路について、

法面対策や橋脚耐震補強などの防災・震災対策を重点的に進

める。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、震災に加え、豪雨や豪雪等の災害も含めた地域の安

全性の確保状況を示す「災害時に広域的な救援ルートが確保

されている都市の割合」を新たな指標として採用。 
・平成１４年度の実績値６９％を、平成１９年度までに８０％

まで向上させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：道路局国道・防災課道路防災対策室 
関係部局：道路局高速国道課、有料道路課、国道・防災課、地

方道・環境課、都市・地域整備局街路課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これ

らの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 

（７）多数の者が利用する建築物を耐震化する 
建築物の耐震性の基準は昭和 56 年に大きく改正されており、それ以前に建築されたものには

充分な耐震性を有していないものがあることから、特に多数の者が利用するものについて重点

的に耐震化を図る必要がある。 
 

業績指標：新耐震基準以前に建築された特定建築物及び
住宅のうち耐震上安全なことが確認された
ものの割合 

目標値：特定建築物 20%（H17）

 
 
○業績指標 74①：新耐震基準以前に建築された特定建築物の

うち耐震上安全なことが確認されたものの割合 
（指標の定義） 
・「新耐震基準」とは、「昭和 56 年 6 月 1 日施行の建築基準

法施行令改正に係る建築物の耐震基準」をいう。 
・「特定建築物」とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成 7 年法律第 123 号）第 2 条に規定されている、現

行の耐震基準を満たしていない多数の者が利用する一定の

用途（学校、集会所等）・規模（３階、1000 ㎡以上のもの

など）の建築物」をいう。 
・「耐震化率」は、新耐震基準以前に建築された特定建築物の

うち耐震性が確認されたもの（耐震診断の結果、改修が不

要と判定されたもの、耐震改修を実施したもの及び建替・

除却を行ったもの。）の割合をいう。 

（目標値設定の考え方） 
特定建築物約 18 万 5 千棟について、耐震診断の実施、耐震

改修等の促進により、耐震性が確認されていないものを改善

し、長期的には 100％を目指すが、当面の目標として平成 17
年度までに 20%を設定。 

（考えられる外部要因） 
・市場金利の動向 
・大規模地震等の発生 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 11% 13% 15% 集計中※

※実績値は９月目途で集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①特定建築物の耐震改修工事等に対する支援措置 
・耐震型優良建築物等整備事業 
特定建築物等の耐震改修に対する費用の一部補助により、

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資

するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良

な建築物等の整備を行う。 
・日本政策投資銀行等政府系金融機関による低利ローン 
一定の要件を満たす特定建築物について、耐震改修工事に

対する融資を行い、特定建築物の耐震改修などのリフォー

ムの促進を図る。 
 

②耐震改修促進法の的確な運用 
多数の者が利用する建築物（特定建築物）の所有者の耐震

改修を努力義務化等する法律の的確な運用を図り、特定建

築物の耐震改修の達成を図る。 
 

③耐震改修工法の開発・普及 
 耐震改修効果の高い工法の検討を行い、耐震改修効果の高

い工法についての技術指針等の作成を行う。（H15 予算額

（行政部費）0.5 億円の内数） 
 
他の関係主体 
・各省庁（文部科学省（文教施設）、厚生労働省（医療施設、

福祉施設）等）、地方公共団体による所管施設の耐震化 
・地方公共団体による耐震診断・改修支援制度の運用 
 （なお、国の補助制度は、全て間接補助によるものである） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は現在集計中であるが、平成 10 年

から 13 年にかけ、指標は伸びている。 
・指標の伸びの原因としては、耐震型優良建築物等整備事業

や関係省庁による補助等による支援策が活用されてきてい

ること、公共建築物等を中心に一定の予算措置等がとられ

てきていることなどが考えられる。 
・また、鳥取県西部地震や芸予地震の発生、東南海・南海地

震の危険性の指摘などにより危機意識のがある程度高まっ

てきていることが掲げられる。 
・なお、指標の内訳について見ると、公共建築物の耐震化は

約 22％となっており、民間建築物の耐震化を大きく上回っ

ている。 
・現状の課題としては、民間建築物における耐震化がまだ充

分に行われていない点が掲げられる。 
 
（施策の実施状況） 
・耐震型優良建築物等整備事業について、平成 11 年度に補

助対象地域の拡大が行われた。 
 



 

 

特定建築物のうち耐震上安全なことが確認されたものの割合
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今後の取組の方向性 
・今後は、特に民間建築物に対する耐震化を促進するため、

補助・融資制度等の支援策の活用を推進するとともに、所

有者等の意識を啓発すべく普及広報を図っていく必要があ

る。 
 
（新たな目標設定） 

・社会資本整備重点計画の策定にあわせ、目標年次を平成 19

年度とする。あわせて、指標の名称を「多数の者が利用す

る一定の建築物の耐震化率」とする。 

・平成 13 年度の実績値 15%を、平成 19 年度までに約 2 割に

向上させることを目指す。（社会資本整備重点計画の今後の検

討により指標・目標値の変更がありうる。） 

 

平成 15 年度における新規の取組 

○耐震型優良建築物整備事業制度の拡充（政策アセスメント

を実施） 
耐震型優良建築物整備事業制度の補助要件を緩和し、東南

海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法に基づく東南海・南海地震防災対策推進地域を補助対象

地域に加える。 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局建築指導課 
関係部局：住宅局市街地建築課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これ

らの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 

（８）住宅を耐震化する 
建築物の耐震性の基準は昭和 56 年に大きく改正されており、それ以前に建築されたものには

充分な耐震性を有していないものがあることから、特に生命・財産に係る被害の軽減に大きく

関係する住宅の耐震化を図る必要がある。 
 

業績指標：新耐震基準以前に建築された特定建築物及び
住宅のうち耐震上安全なことが確認された
ものの割合 

目標値：住宅 25%（H17） 

 
 
○業績指標 74②：新耐震基準以前に建築された住宅のうち耐

震上安全なことが確認されたものの割合 
（指標の定義） 
・「新耐震基準」とは、昭和 56 年 6 月 1 日施行の建築基準法

施行令改正に係る建築物の耐震基準をいう。 
・「耐震化率」は、新耐震基準以前に建築された住宅のストッ

クを母数とし、耐震性が確認されたものの割合をいう。 

（目標値設定の考え方） 
新耐震基準以前に建設された住宅について、耐震診断や耐震

改修により耐震性の確認を促進し、長期的には 100％を目指

すが、当面の目標として平成 17 年度に約 25％を設定。 

（考えられる外部要因） 
・市場金利の動向 
・大規模地震等の発生 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 6%   集計中※

※実績値は、H15 住宅・土地統計調査により母数が確定予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①補助、融資及び税制による住宅の耐震化の促進 

住宅の耐震改修に対する費用の一部補助、住宅の改修工事

に対する低利ローン、住宅取得・改修（耐震改修を含む）

に係るローン残高の一部の所得税額からの控除を通じ、耐

震改修の促進を図る。（耐震改修費補助分：H15 予算額〔密

集住宅市街地整備促進として〕（事業費）303 億円の内数、

（国費）150 円の内数） 
 
②公共住宅等供給効率化事業による住宅の耐震診断 

住宅の耐震診断費用の一部補助事業を行い、住宅の耐震改

修に対する潜在的需要の掘り起こしを図る。（耐震改修費補

助分：H15 予算額〔公営住宅等関連事業推進費補助として〕

（事業費）98 億円の内数、（国費）49 億円の内数） 
 
③耐震改修工法の開発・普及 

耐震改修効果の高い工法の検討を行い、耐震改修効果の高

い工法についての技術指針等の作成を行う。予算額（行政

部費）：0.5 億円の内数(H15） 
 
他の関係主体 
・地方公共団体による耐震診断・改修支援制度の運用 
 （なお、国の補助制度は、全て間接補助によるものである） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・５年ごとの集計（住宅・土地統計調査）による状況の把握

を行っているため、平成 15 年までの間の指標の実績につ

いては不明である。 
・耐震改修の課題としては、耐震改修工法が十分に普及して

いない点が掲げられた調査結果も見られる。 
 
（施策の実施状況） 
・公共住宅等供給効率化事業において、補助住宅数が年々多

くなってきており、平成 13 年度までに 6 万 6 千戸につい

て診断が行われているなど、住宅の耐震性の確認が進んで

きている。 
・平成 14 年度より、密集住宅市街地整備事業において、住

宅の耐震化を補助対象とすることができるよう、制度の拡

充を行った。 
 
今後の取組の方向性 
・耐震診断・改修の方法について、検討を図り、その結果の

普及促進を行う。 
 
（新たな目標設定） 
・ 社会資本整備重点計画の策定にあわせ、今後は、耐震化

された住宅の割合を表す指標として、「住宅の耐震化率」

を採用。 
・ 平成 10 年度の実績値「51％」を、平成 19 年度までに「約

65％」まで向上させることを目指す。（社会資本整備重

点計画の今後の検討により指標・目標値の変更がありう

る。） 
 



 

 

住宅の耐震診断・改修の状況
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担当部局等 

担当部局：住宅局建築指導課 
関係部局：住宅局市街地建築課、住宅生産課、住宅資金管理

官室、住宅総合整備課 



 

 

政策目標 18 災害による被害の軽減 
水害、土砂災害、地震、火山災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの

災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 
 

（９）震災時の避難地を確保する 
震災時に深刻な被害が予想される市街地において、都市における防災機能を強化し、安全でゆ

とりある生活を確保するため、市街地において災害時に広域的な避難の用に供する広域避難地

を整備する必要がある。 
 

業績指標：災害時に広域避難地となる都市公園の整備された
市街地の割合 

目標値：65%（H14） 
実績値：集計中※２ 

 
 
○業績指標 75：災害時に広域避難地となる都市公園の整備さ

れた市街地の割合 
（指標の定義） 
広域避難地となる防災公園の対象都市※１において、歩行距

離２ｋｍ以内に、避難人口当たり２㎡／人以上確保された広

域避難地となる都市公園が整備されている市街地の整備され

た割合。 

（目標値設定の考え方） 
都市公園等整備緊急措置法に基づく、都市公園等整備五（七）

箇年計画において設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
62％ 63％ 64％ 65％ 集計中※

２ 
※１ ①三大都市圏の既成市街地等及びこれに隣接する区域に含まれ

る都市 
②大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域

に含まれる都市 
③地震予知連絡会による観測強化地域又は特定観測地域に含

まれる都市 
④県庁所在都市、政令指定都市又は人口１０万人以上の都市 

※２ 実績値は８月頃集計予定 

主な施策等 

主な施策の概要 
○防災公園の整備 

広域避難地となる防災公園の整備により、都市の防災機能の

向上を図り、安全でゆとりある生活を確保する。 
 予算額：都市公園事業費補助 2,405 億円の内数(H15) 
 
他の関係主体 
地方公共団体（事業主体） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年度の実績値については現在集計中であるが、平

成１３年度において既に目標の 65%を達成しており、平成

１４年度は目標値を上回る見込み。広域避難地の量的な整

備は着実に増加しているが、災害時の避難地・復旧活動の

場としての広域避難地を整備し、災害による被害を軽減す

るという政策目標の達成状況をより正確に把握するため

には、安全な避難活動を保障する備蓄倉庫等の災害応急対

策施設の整備状況についても把握する必要がある。 
 
（施策の実施状況） 
・ 防災公園の整備を国の取り組むべき政策課題である個別

補助事業の対象として位置づけ、重点的に整備を進めてい

る。 
 
今後の取組の方向性 
・ 今後も市街地において市民の安全な生活を確保するため、

引き続き防災公園の整備を推進する必要がある。具体的に

は以下の施策を実施する。 
・重点的投資により、市街地において災害時に広域避難地

として市民の安全な避難場所を提供する防災公園の整

備を引き続き推進する。 
・防災公園の量的な整備だけでなく、避難・防災の拠点と

しての防災公園の機能向上を図り、効果的、効率的に都

市の防災機能を向上させるために、災害復旧活動・被災

者の支援活動を確保するための施設である備蓄倉庫、耐

震性貯水槽等の災害応急対策施設の整備を推進する。 
 
（新たな目標設定） 
・ 今後は避難地の防災施設内容についても考慮した、都市の

安全性を表すより適切な指標である「一定水準の防災機能

を備えるオープンスペースが一箇所以上確保された大都

市の割合」を業績指標として採用する予定。 
・ 「一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇

所以上確保された大都市の割合」とは、備蓄倉庫、耐震性

貯水槽、放送施設を備える面積 10ｈａ以上のオープンス

ペースが、一箇所以上確保された人口 20 万人以上の都市

の割合とする見込みである。 
・ 平成 14 年度約９％を平成 19 年度までに約 25％まで向上

させることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局公園緑地課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
（１）海上における死亡・行方不明者を減少させる 

海上においては、船舶による輸送活動、漁業活動、マリンレジャー活動等が活発に行われてお

り、これら活動に伴う海難や海中転落により、数多くの人命が失われている現状にある。この

ため、海上における死亡・行方不明者を減少させることが必要である。 
 

業績指標：海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方
不明者数 

目標値：200 人以下（H17） 

 
 
○業績指標 76：海難及び船舶からの海中転落による死亡・行

方不明者数 
（指標の定義） 
衝突・転覆等の海難に伴う死亡・行方不明者及び船舶からの

海中転落による死亡・行方不明者の総数 

（目標値設定の考え方） 
海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数を限

りなくゼロに近づけることが目標であることは言うまでも

ないが、昭和４６年から平成１１年までのデータを用いて回

帰分析を行うと、従来からの施策が継続された場合、平成１

７年は、死亡・行方不明者数が２６０人と試算される。さら

に、救命胴衣の着用率の向上、海難救助体制の強化によるリ

スポンスタイムの短縮により約６０人低減させることとし、

２００人を目標とした。 

（考えられる外部要因） 
小型船舶隻数の増減 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
３０５人 ３１５人 ３３１人 ３２０人 ３２１人 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
① 事故発生の認知及び遭難者等の捜索に係る時間の短縮 
 距岸２０海里未満で発生した海難について発生から２時

間以内に情報入手する割合が平成１７年までに８０％以上

となることを目指す。 
・ 自己救命策確保キャンペーン（ライフジャケットの常

時着用、連絡手段の確保、１１８番の周知、徹底等）

の推進 
・ ヘリコプターの高速性等を活用した救助体制の充実強

化 
・ 海浜事故対策の充実強化 
・ 民間救助組織等との連携強化 
・ ＧＭＤＳＳ機器の適正使用の指導及び啓蒙 
・ 精度の高い漂流予測の活用 
・ ＪＡＳＲＥＰ船の活用 
 

② ライフジャケットの着用等自己救命策確保の推進 
    モーターボートに係るライフジャケットの着用率につい

ては、平成１７年までに５０％以上となることを目指す 
・自己救命策確保（ライフジャケットの常時着用、連絡手

段の確保、１１８番の周知、徹底等）の推進 
・ライフジャケット着用推進モデル漁協・マリーナの拡充 

・ライフジャケット着用措置の法制化 
・ライフジャケットの技術基準改正 
・関係省庁・地方自治体等と連携した啓蒙・指導活動の推

進 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年の実績値は３２１人であり、前年に比べ１

人増加 
・ 平成１４年の目標値である２９０人より３１人超過 
・ 実績値３２１人のうち漁船にかかるものが１７８人

（５５％）を占め、そのうち９６人（３０％）が一人

乗り漁船 
・ 漁船及びプレジャーボート等（５８名）で、全体の７

２％を占める 
・ 距岸２０海里未満で発生した海難に係る２時間以内の

情報入手割合は、７１％であり、前年より２ポイント

増加である。 
・ 事故関知時間が２時間以内の生存率は７４％、２時間

以上の場合は、５７％である。 
・ プレジャーボート等乗船者のライフジャケット着用率

は２８％（前年より２％減少）であり、着用者の生存

率は９７％、未着用者の生存率は、８０％である。 
・ 漁船乗船者のライフジャケット着用率は、２８％（前

年より２３％増加）であり、着用者の生存率は８３％、

未着用者の生存率は４９％である。 
・  

（上記動向の分析結果） 
・ 早期の事故情報入手及びライフジャケット着用は、高

い生存率に結びついている。 
・ 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者

の減少のためには、早期の事故情報入手及びライフジ

ャケットの着用が極めて重要であるが、ライフジャケ

ットの常時着用、連絡手段の確保、１１８番の周知・

徹底等に係る指導周知が充分浸透しておらず、特にラ

イフジャケット着用率が未だ低い水準にある。 
 

 



 

 

 
（施策の実施状況） 

平成１４年度には、 
事故情報の早期入手、救助勢力の早期投入及びライフジャ

ケット着用の推進等として、 
・ 自己救命策確保キャンペーンの推進 
・ モデルマリーナ等６５箇所、モデル漁業協同組合等７

５箇所（平成１５年５月現在） 
・ 下田海上保安部に伊東ＭＰＳの設置 
・ 福岡航空基地に機動救難士の配置 
・ 第三管区海上保安本部警備救難部救難課に運用司令室

の設置 
・ ライフジャケットの技術基準改正 
・ ライフジャケット着用推進会議の開催 
等を実施。 

 
今後の取組の方向性 
 ライフジャケット着用を推進するため、 
・ 自己救命策確保キャンペーン等の推進により、海難発生

から２時間以内に情報を入手する割合及びモーターボー

ト等に係るライフジャケット着用率の向上を目指す。 
・ 漁船、特に１人乗り漁船について、漁業従事者、家族を

対象とした自己救命策確保の指導等を推進する。 
・  ６月１日から施行された船舶職員及び小型船舶操縦者

法を契機にこれらに係る指導及び啓発活動を推進する。 
・ 若年層に対して、自己救命策確保を含む海上の安全に

係る草の根的指導等を推進する。 
事案への迅速な対応を推進するため、 

・ ヘリコプターの高速性等を活用した救助体制の充実強を図

る。 

平成 15 年度における新規の取組 

・ヘリコプターの高速性等を活用し、救助体制の充実強化を

図るため函館、美保、鹿児島航空基地に救護士を配置 

・自己救命策確保等の一層の推進のため、海上保安庁警備救

難部救難課に海浜事故対策官を配置 
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の遵守事項に係る指導及び

啓発活動の推進 
・ライフジャケット着用義務対象者の範囲見直し 

担当部局等 

担当部局：海上保安庁警備救難部救難課、海事局安全基準課、

海技資格課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（２）船舶交通の安全を確保する 
ふくそう海域において、航路を閉塞するような大規模海難が発生した場合には、人命、財産、

環境の損失といった大きな社会的ダメージを引き起こすだけでなく、海上物流を遮断し、我が

国の経済を麻痺させるおそれがあることから、これら海難を未然に防止し、船舶交通の安全を

確保していく必要がある。 
 

業績指標：ふくそう海域における航路を閉塞するような大規
模海難の発生数 

目標値：0.1（H18） 

 
 
○業績指標 77：ふくそう海域における航路を閉塞するような

大規模海難の発生数 
（指標の定義） 
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上交通安全法また

は港則法適用海域に限る。）において、一般船舶（全長 50m
以上）が通常航行する航路を閉塞、または閉塞するおそれが

ある海難の単位時間（10 年）における発生数を１年当たりに

換算した数値 

（目標値設定の考え方） 
過去の実績として、平成 9 年に東京湾でダイヤモンドグレー

ス号の事故が発生して以来ふくそう海域における大規模海難

は発生しておらず、次年度以降も発生０を目標とする。 

（考えられる外部要因） 
・ マリンレジャーの進展等による海域利用の複雑化 
・ 沿岸部の埋立等大規模プロジェクトの進展による可航水

域の減少、航行形態の変化 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
0.1 件 0.1 件 0.1 件 0.1 件 0.1 件 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①東京湾における新しい通航方式の導入に向けた検討 
 予算額：０．９億円（H15） 

・ 関連委員会において、中ノ瀬周辺海域における通航ルー

ル、航路における速力規制のあり方等東京湾における新

たな通航方式について、安全性と効率性の両面から総合

的に検討を行う。 
  

②次世代型航行支援システム等航路標識の整備 
 予算額：航路標識整備事業費 ２１億円（H15 直轄） 

・ AIS を活用した次世代型航行支援システムの整備を行

う。 
・ ふくそう海域及びふくそうする港における航路標識の

高機能化・高規格化整備を行う。 
・ 航行援助システムの IT 化（沿岸域情報提供システムの

整備）を行う。 
 

③国際幹線航路の整備 
 予算額：港湾事業費 １３３億円（H15） 

浅瀬等の存在により船舶航行に支障のある国際幹線航路につ

いて、所定の幅員及び水深等を確保するための浚渫等を行う。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・ 平成 14 年度においては、海上交通センターから的確な航

行管制及び情報提供を実施したことにより、１８件の大

規模海難に至る可能性が高い事例を未然に防止したほ

か、航路標識の整備等により海上交通環境の向上を図っ

たことにより、大規模海難の発生数０を維持しており、

目標達成に向け順調に推移している。 
 
（施策の実施状況） 
・関連委員会においては、東京湾口航路整備事業が完成する平

成１９年以降の東京湾における交通体系の見直しを行い、新

しい海上交通体系を構築するため、船舶航行の実態、運用、

海事関係者等のニーズ等を踏まえ、同海域における船舶の通

航方式について検討が進められ、複数の航路体系案について、

それぞれのメリット・デメリットを整理し、絞り込むととも

に、今後検討を必要とする効率面、操船面及び航法等の検討

課題について整理等を行い、中間報告書を取りまとめた。 
・AIS を活用した次世代型航行支援システムを構築するための

通信試験や有効エリアの測定試験等の実施設計を実施した。 
・航路標識の視認性、識別性等を向上させるため、459 基の航

路標識について高機能化・高規格化整備を実施した。 
・船舶運航に必要な情報をリアルタイムに提供するための沿岸

域情報提供システムの整備を実施し、新たに 14 箇所で運用

を開始し、全国 20 箇所での運用となった。 
・東京湾口航路等４航路の国際幹線航路の整備を実施した。 
 
今後の取組の方向性 

通航船舶の実態や海難の発生状況を調査・分析し、その

結果を踏まえながら各施策を計画的に推進していくととも

に、海上交通法令の励行、海上交通センターの的確な運用等

を継続して実施し、大規模海難の発生数０を維持する。 
 

（新たな目標設定） 



 

 

「社会資本整備重点計画」において、平成１５年度から

平成１９年度のふくそう海域における航路を閉塞するよう

な大規模海難の発生数を「０」にするとの目標を掲げたこと

に伴い、指標の定義については、「東京湾、伊勢湾、瀬戸内

海、及び関門港（海上交通安全法または港則法適用海域に限

る。）において、一般船舶（全長 50m 以上）が通常航行する

航路を閉塞、または閉塞するおそれがある海難の発生件数」

とし、年度ごとの発生件数を「０」とすることを目標値とす

る。（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標

値の変更があり得る） 
 

担当部局等 

担当部局：海上保安庁交通部安全課 
関係部局：港湾局計画課、海上保安庁交通部企画課、計画運用

課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸･海･空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（３）ハイジャック・航空機テロの発生を防止する 
ハイジャック・航空機テロは、それらが発生することにより航空交通及び国民生活への安全に

与える影響が大きいため、これらを未然に防止する必要がある。 
 

業績指標：航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 目標値：0（H14 以降毎年）

実績値：0 
 
 
○業績指標 78：業績指標：航空機に対するハイジャック・テ

ロの発生件数 
（指標の定義） 
国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロの発生件

数。 

（目標値設定の考え方） 
国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロ（爆破等）

の発生件数ゼロを目標とする。 

（考えられる外部要因） 
治安情勢の変動 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
０件 １件 ０件 ０件 ０件 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①ハイジャック・テロ対策の推進 
・航空法施行規則を改正し、現行の機内持込禁止物件の範囲

を拡大してすべてのナイフ、その他人を殺傷するに足るべ

き物件について機内への持込を禁止し、対策強化を実施。 
・ハイジャック対策、国内重要施設の警戒警備等の各種テロ

対策の再点検及び強化を図る目的で、従前からの対策の更

なる徹底、かつ、航空保安体制について万全を期すことが

必要であることから、主要空港における保安対策の実況に

ついて、特別監察（査察）を実施。 
・米国同時多発テロ事件以降、空港の警戒態勢を最高レベル

のフェーズＥ（非常）にするとともに、米国等によるイラ

ク攻撃開始直後には、航空保安体制の更なる徹底並びにコ

ート類及び液体物に対する検査を強化するなど、社会情勢

を勘案した保安対策強化の実施。 
 

②ハイジャック検査体制の維持・強化 
・ハイジャック検査体制の維持・強化を図るため、航空会社

に対して、検査機器導入に対する２分の１の補助及び検査

業務費の２分の１の負担を実施。 
予算額：約 40 億円（Ｈ１５） 

 （内訳）検査機器整備費 約 0.3 億円（Ｈ１５補助） 
     検査警備事業費 約 40 億円（Ｈ１５負担）  

 

他の関係主体 
警察庁（警備業法に基づく空港保安警備１級及び２級の指定講

習を航空保安検査員に実施している(財)空港保安事業センター

（公益法人）を共管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の目標値は０件であり、目標については、達成

している。 
なお、平成１１年には、航空機内に凶器を持ち込んだ犯人の

凶刀に機長が亡くなるというハイジャック事件が発生し、

種々の対策を講じてきたが、米国同時多発テロ事件以降、航

空機に対するハイジャック・テロを未然に防止するため、空

港警戒態勢を最高レベルにするなど更なる航空保安措置を

講じてきたところ、同様のハイジャック事件等は発生してい

ないが、我が国をめぐるテロ情勢は依然と厳しく、国民に大

きな不安をもたらしている。 
 

（施策の実施状況） 
・主要空港における保安対策の実況についての特別監察（査察）、

空港警戒態勢のフェーズＥ（非常）の維持、ハイジャック検

査機器導入に対する航空会社への補助等の施策を引き続き

実施。 
 
今後の取組の方向性 
・我が国の緊急事態対処見直しの一環として、ハイジャック対

策等のテロ対策の推進が重要課題となっており、また、Ｇ８

やＩＣＡＯ等においても交通分野におけるセキュリティ対

策の強化が提唱されるなど、ハイジャック・テロ対策の一層

の推進が国内外から求められている。 
・航空保安対策に関する関係者の役割分担の明確化。 
・高性能検査機器の導入促進等ハイジャック・テロ対策の強化。 
・ＩＣＡＯの取組に対する財政的貢献等国際協力の推進。 
 
（新たな目標設定） 
・引き続き平成１５年度もハイジャック・テロの発生件数０件

を目標値として設定する。 
 



 

 

平成 15 年度における新規の取組 

○引き続きフェーズＥという最もレベルの高い保安体制を維

持しつつ、更なる保安措置を講じる場合における支援の必要

性について、検討実施する。 
 

担当部局等 

担当部局：航空局監理部総務課危機管理室 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸･海･空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（４）航空事故を減らす 
我が国における航空事故発生率は世界的に見ても低水準であるものの、本邦航空運送事業者が

運航する定期航空において年に数件程度の割合で事故が生じている。また、一度に大量の旅客

を輸送していることから、ひとたび事故が生じた場合には、その影響は非常に大きい。そこで、

国民がより安心して航空を移動手段として使えるように、一層の安全性の向上を意図し、航空

安全対策を行う必要がある。 
 

業績指標：定期航空における航空事故発生率 目標値：0.176 件／10 万飛行時間 
（H13～17） 

 
 
○業績指標 79：定期航空における航空事故発生率 
（指標の定義） 
過去５年間の定期航空における１０万飛行時間あたりの航空

事故の発生率。定期航空とは本邦航空運送事業者による国内

定期航空運送事業及び国際航空運送事業のことを指す。航空

事故とは航空機の墜落、航空機による人の死傷等、航空法７

６条に定める航空事故のことを指す。 

（目標値設定の考え方） 
航空安全向上に関する諸施策を講じることにより、定期航空

における航空事故の発生率（平成 13 年～17 年の 5 ヵ年平均

値）を現況値(平成 8 年～12 年の 5 ヵ年平均値)の 1 割減とす

ることを目標とする。 
今後も引き続き航空事故発生率を削減していくことを目指

す。 

（考えられる外部要因） 
気象条件 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

 
 

(単年：

0.144) 

 
 

(単年：

0.070) 

0.195 
 

(単年：

0.206) 

0.160 
 

(単年：

0.139) 

0.156 
 

(単年：

0206) 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①航空保安システムの整備 
運輸多目的衛星（MTASAT）、航空交通管理（ATM）センタ

ー等の次世代航空保安システムの整備を進めるほか、管制支

援システムの整備等によるニアミス事故再発防止安全対策

等を実施する。 
予算額：２１３億円の内数(国費)(Ｈ15) 

 
②航空機の安全な運航や安全性の確保 
シートベルトの常時着用の推進等、利用者や関係者に安全運

航に資する事柄についての周知徹底を図るほか、安全性確認

検査や運航検査、運航管理施設の検査等の各種審査・検査等

を通じて、航空運送事業者への指導・監督の充実を行う。 

また、ICAO における基準の動向や技術の進歩及び航空

を取り巻く状況の変化等に併せて航空機の安全基準を適

時適切に見直す等の、所要の措置を行う。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・当該指標は、各年毎に変動はあるものの、5 年間の平均で見

た場合、その傾向については、減少傾向にあるといえる。（別

紙） 
・過去５年間（H10～14 年）の事故（事故調査中のものを除く）

８件のうち、４件は乱気流が事故原因となっている。 
・なお、単年実績について、大きく変動する外部要因としては、

年間における事故の発生件数が少なく、１件の事故に対し、

数値への影響が大きいことが上げられる。 
 
（施策の実施状況） 
・次世代航空保安システム等の整備を引き続き実施中である。 
・日本航空９０７便のニアミス事故等を踏まえ、航空機衝突防

止システムの性能向上に係る装備品等の基準の改正を行っ

た。 
・現状の事故発生率は極めて低い水準であり、大幅な低減は難

しいが、更なる改善を目指して、現行の施策を着実に実施し

ている。 

事故率（５年平均）の推移
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今後の取組の方向性 
・上記施策を着実に実施していくほか、ICAO 等の国際動向や、

国内の動向を踏まえつつ、所要の措置を講じていく。 
・ヒューマンファクター対策や、航空保安システムの高度化等

について、取り組む。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、より総合的な航空事故に関する指標として、定期航

空だけでなく、小型飛行機及びヘリコプターの事故件数も取

り入れた「国内航空における事故発生件数」を新たに採用す

る予定。 
・具体的には、平成 10～14 年の平均で年間 18.4 件発生してい

る航空事故を平成 15～19 年の平均で約 1 割削減(16.6 件/年)
することを目標とする予定。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の

変更がありうる。） 
 

担当部局等 

担当部局：航空局技術部運航課 
関係部局：航空局技術部航空機安全課・乗員課、管制保安部保

安企画課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（５）幹線道路の事故多発地点における交通事故を減らす 
交通事故の発生件数が過去最悪の水準にある等道路交通安全を取り巻く環境は極めて厳しい

状況にあり、また、死傷事故の半数以上が延長で２割に満たない幹線道路における事故であっ

たこと等から、幹線道路における交通事故対策は喫緊の課題。さらに、幹線道路における事故

が特定の箇所に集中して発生していることから、それらの箇所に対して集中的な対策が必要で

ある。 
 

業績指標：幹線道路に係る事故多発地点対策箇所数 目標値：3,200 箇所（H14）
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 80：幹線道路に係る事故多発地点対策箇所数 
（指標の定義） 
幹線道路における事故多発地点において対策を実施した箇

所数。 
・「事故多発地点」とは、１０年毎に１件以上の死亡事故が再

起して発生する可能性が高い箇所をいう。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  2,700箇所  集計中※

※実績値は 10 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○事故削減対策等の実施 

警察庁と連携しながら交差点改良、道路照明の設置、交通規

制の見直し等の事故削減対策を集中的に実施 
 
他の関係主体 
・地方公共団体（事業主体）、都道府県交安委員会（事業主体） 

等 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・事故多発地点の対策については、バイパス整備等の抜本的な

対策が平成１４年度末までに完了できない箇所等を除き、概

成した。 
 
（施策の実施状況） 
・警察庁と連携しながら交差点改良、道路照明の設置、交通規

制の見直し等の事故削減対策を集中的に実施した。 
・対策の立案にあたっては、道路管理者と都道府県公安委員会、

地方公共団体等から構成する都道府県道路交通環境安全推

進連絡会議等を開催した。 
・事故多発地点緊急対策事業を実施した箇所と実施していない

箇所の事故発生件数を比較したところ、約３割の事故抑止効

果が得られた。 
・一方で、対策を実施したものの事故多発地点の抽出基準を下

回らなかった箇所も存在したことから、今後の幹線道路の事

故対策についての新たな課題も見受けられた。 
 
今後の取組の方向性 
・ 幹線道路の安全対策を効率的・効果的に進めるため、特に

事故率の高い事故危険箇所について、交差点改良等の事故

削減対策を集中的に実施することとする。また、事故危険

箇所や対策を実施したものの事故多発地点の抽出基準を

下回らなかった箇所等における事故対策の立案に資する

ため、以下の取り組みを予定している。 
・ 事故分析を充実するとともに、事故対策のノウハウを蓄積

し、今後の対策の検討に活用する仕組みを構築する。 
・ 事故対策の事前・事後評価に際し、専門家の知見を活用す

る仕組みを導入する。 
 
（新たな目標設定） 
・事故多発地点対策は、平成１４年度を目標年度とする第６次

特定交通安全施設等整備事業七箇年計画の主要施策として

実施したものであるため、新たな目標設定は実施しない。 
・なお、別途、「道路交通における死傷事故率」を道路交通安

全に関する業績指標として設定し、実績値 118 件/億台キロ

を、平成１９年度までに約１割引き下げ、約 108 件/億台キ

ロとすることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値

の変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：道路局地方道・環境課 
関係部局：道路局国道・防災課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
（６）自動車の安全性を高める 

平成 14 年の交通事故による死傷者数は約 118 万人と厳しい状況である。このため、事故発生

時の被害軽減を図ることが重要である。 
 

業績指標：車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝
突） 

目標値：3.5%（H17） 

 
 
○業績指標 84：車両対車両衝突事故における死亡事故率（正

面衝突） 
（指標の定義） 
正面衝突時における死亡事故率。 

（目標値設定の考え方） 
前面衝突時の車両の被害軽減対策により、車両対車両の衝突

事故における死亡事故件数（正面衝突）が３％程度減少する

と見込まれるものとして設定したもの。 

（考えられる外部要因） 
救助・救急体制の整備 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
３．８％ ３．６％ ３．６％ ３．４％ 集計中※

※実績値は７月頃集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○車両の安全基準の拡充・強化 
車両の安全対策をすすめ、２０１０年を目途に交通事故死

者数を１２００人低減する。 
【予算額：５億円（H15 年度）】 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１３年度の実績値は３．４％であり、目標を達成し

た。 
・ 前面衝突基準に適合している自動車が増加したことが

要因の１つであると考えられる。 
・ シートベルトの着用率が向上すれば、さらに指標の伸び

が期待できる。（表参照） 
・ 死亡事故件数は減少傾向にあり、衝突安全性能が向上し

たこと（自動車アセスメントにおいても衝突安全性能が

高い自動車が増加している）、シートベルト着用率が高

い水準で推移していること等が要因であると考えられ

るが、交通事故件数、負傷者数は依然として厳しい状況

にある。（グラフ参照） 
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・ なお、交通事故は様々な要因が複合的に作用して発生し

ているため、個別の対策による効果を精度良く抽出する

ことが難しい面がある。 
 
（施策の実施状況） 
・ 産・学・官の多方面の専門家からなる「安全基準検討会」

等において事故分析、技術開発状況等を踏まえ、オフセ

ット衝突試験の導入を決めた。 
・ また、同検討会において新たに基準を導入する項目の候

補の絞り込み等を行っており、現在、これらについて基

準化の是非を含めた検討を進めている（シートベルト非

着用警報、後席中央３点式シートベルト、固定機能付き

チャイルドシート、ブレーキアシスト、コンパチビリテ

ィ改善対応ボディ、車室内装備の衝撃緩和内装、フロン

死者 1,132
負傷者 497,997シートベルト着用 
致死率 0.23%
死者 1,554
負傷者 25,594シートベルト非着用 
致死率 5.72%
死者 136
負傷者 4,314

運
転
者 

不明 
致死率 3.06%
死者 245
負傷者 137,980シートベルト着用 
致死率 0.18%
死者 613
負傷者 63,928シートベルト非着用 
致死率 0.95%
死者 31
負傷者 4,055

同
乗
者 

不明 
致死率 0.76%

 

 

シートベルト着用・非着用による致死率の違い 

（平成13年交通事故総合分析センターデータ） 



 

 

トアンダーランプロテクタ等）。 
 
 
今後の取組の方向性 
・引き続き死亡事故の低減のために対策を推進していくとと

もに、事故件数や重傷者数の低減にも考慮した基準の強

化・拡充を講じていくため、特に後遺障害事故の低減を目

的として事故統計データと保険データとのマッチングに

よる後遺障害発生に係る事故分析を進めていく。 
・ 対策の効果が十分発揮されるよう、車両安全対策の前提

となるシートベルトの着用を推進する。 
・ より精度の高い効果分析手法の検討を行う。 
・  
（新たな目標設定） 
・ 今後は、目標値を３．２％（目標年次平成 17 年）とし、

引き続き施策を講じていくこととする。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○安全基準の拡充・強化 
・ 歩行者の事故時の頭部保護基準の導入 
・ ＲＶ車等運転視界基準の導入 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部技術企画課 
 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（７）事業用自動車の安全運行を確保する 
事業用自動車は、１台あたりの走行距離が長いことから台数あたりの事故発生件数が自家用に

比べて多く、また一旦事故が発生すると大きな社会的影響を及ぼすことから、事業用自動車の

事故防止を図ることは重要な課題である。このため、運行管理の充実、運転者の資質・安全意

識の向上等の安全チェック強化施策により、運行管理に起因する事故の未然・再発防止を図る

必要がある。 
 

業績指標：事業用自動車の運行管理に起因する事故割合 目標値：50%（H17） 
 
 

○業績指標 85：事業用自動車の運行管理に起因する事故割合 
（指標の定義） 
事業用自動車の事故について、自動車事故報告規則に基づき

報告された事故のうち、事業者及び運行管理者による運行管

理に主な原因があるものとして分類したものの割合。これに

より、事故発生件数の増減があった場合に、運行管理の充実

等による防止効果を的確に把握することが可能である。 

（目標値設定の考え方） 
運輸技術審議会答申（平成１１年６月）で事業用自動車によ

る第１当事者事故件数を２０１０年までに２０％削減させる

目標が示されていることから中間的な目標を示したもの。 

（考えられる外部要因） 
交通量、事業者数、車両台数の変化 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
５６％ ５６％ ５６％ ５４％ 集計中※

※実績値はＨ１５年１２月頃集計予定。 

主な施策等 

主な施策の概要 
○自動車運送事業に対する監査体制の強化 

旅客自動車運送事業の需給調整撤廃（平成１４年２月）や

貨物自動車運送事業の営業区域規制の廃止（平成１５年４

月）等に対応し、輸送の安全性の確保を図るため、事故デ

ータ、運行管理者データ、過去の監査・処分データ、警察

通報データ等監査の契機となるデータを統合したデータベ

ースを構築することにより、安全対策が十分でない恐れが

ある事業者を効率的に抽出し確実に事後チェック（監査・

処分）を行い、効率的な改善措置を講じさせ事業用自動車

による事故削減を図る。 
具体的な施策としては以下のとおり。 
・死亡・重傷事故等を惹起した営業所の責任ある運行管理

者に対する指導講習（特別講習）及び死亡・重傷事故等

を惹起した運転者等の特定運転者に対する適性診断を義

務付けする等、事業用自動車に対する安全規制を強化。

（貨物自動車運送事業輸送安全規則及び旅客自動車運送

事業運輸規則の改正（平成１３年９月及び平成１４年２

月施行）） 
・ＩＴを活用した運送事業に対する監査体制の強化（予算） 

【予算額：０．３億円（H15 年度）】 

他の関係主体 
・警察庁（事故・違反通報） 
・厚生労働省（労基通報） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
・平成１３年の指標（運行管理に起因する事故割合）（実績値）

は５４％であり、目標の達成に向けて改善が進捗している。 
・指標の改善の原因としては、運行管理者特別講習及び特定

運転者適性診断の義務付け等安全規制の強化並びに監査の

充実による効果が考えられる。 
・現行の事業用自動車の安全対策の中核となる施策について、

事業者、運行管理者、運転者のそれぞれに対し、管理体制・

安全意識の改善に関する大きな効果があるとともに、事

故・違反件数についても低減効果があることが明らかとな

った。（グラフ参照） 
・一方、業態ごとにみると、管理体制・安全意識のレベル等

が異なっており、施策の効果にばらつきがあった。このた

め、効果の向上を図るため、業態ごとの特性に応じたきめ

細かな施策とするとともに、より効果が発揮される領域へ

の重点化により施策の効率化を図っていく必要があること

が明らかとなった。 

・監査実施後の交通事故件数が６５％以上の事業者で減少 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・運行管理者講習受講後の交通事故件数が約５０％の事業者で減少 
 
 
 
 
 
 
 
 

○監査実施後の交通事故件数の変化
（アンケート調査結果）

12%

54%

33%

1%

大きく減少した

多少減少した

変わらない

その他

○受講前後１年間の交通事故件数の変化
（アンケート調査結果）

47%44%

4%3%
2%

大きく減少した

多少減少した

変わらない

多少増加した

その他



 

 

・運転者適性診断の受診率上昇に伴い、交通事故件数が約10%
減少 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
（施策の実施状況） 
・監査体制等の強化（地方運輸局監査専門組織の創設、監査

方針・処分基準の制定・強化等）（平成１４年７月（組織）、

平成１３年 1 月より逐次（監査方針・処分基準）） 
・自動車運送事業に対する監査体制強化のための統合データ

ベースの構築（平成１４年度～） 
 
今後の取組の方向性 
・強化した安全規制の徹底（運行管理者特別講習及び死亡・

重傷事故等惹起運転者に対する適性診断（特定診断）対象

者の把握並びに受講・受診の徹底） 
・業態ごとの安全意識等のレベル、業務の実態等に即したき

め細やかな運行管理者指導講習及び適性診断の充実等 
・監査の一層の充実・強化（平成１６年度を目途に統合デー

タベースを構築し、安全対策が十分でない恐れがある事業

者を効率的にかつ迅速に抽出できるようにし、これらの事

業者に確実に監査を行う。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○運行管理者特別講習等対象者情報の入手 
・死亡・重傷事故等を惹起した運転者について自動車安全運

転センターとの協力により、運行管理者特別講習及び運転

者特定診断の徹底を図る。 
【予算額：０．３億円（H15 年度）】 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局総務課安全対策室 
 

 
 
 
 
 

 

○受診率と交通事故件数の関係（アンケート調査）
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政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（８）鉄道の安全を確保する 
鉄道事故は、一度発生すると多大な人的・物的損害が生じる恐れがあり、これに伴う列車の運

休や遅延による経済的な被害も甚大となることから、このような鉄道事故を防止し、安全を確

保することが重要である。 
鉄道事故全体の約半数を占めているのが踏切事故であるが、特に遮断機のない踏切道において

は、踏切１箇所当たりの事故発生件数が多いことから、遮断機の無い踏切道を減らしていくと

ともに、京福電鉄の事故経験を踏まえ、中小鉄道において正面衝突事故を防ぐのに有効な誤出

発防止設備の整備を推進する必要がある。 
 

業績指標：遮断機の無い踏切道数 目標値：4,800 箇所（H17）

業績指標：地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置率 
（誤出発機能を有するもの） 

目標値：100%（H18） 

 
 
○業績指標 81：遮断機の無い踏切道数 
（指標の定義） 
遮断機の無い踏切道数は、第３種踏切道（警報機のみが設置

されている踏切道）及び第４種踏切道（遮断機も警報機も設

置されていない踏切道）の数を合計したもの。 

（目標値設定の考え方） 
平成 13 年度～平成 17 年度における遮断機の整備目標数（600
箇所）*と立体交差化等による踏切除却見込数をもとに設定 
*第 7 次踏切事故防止総合対策について（交通対策本部決定）

に明記 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
6,423 箇所 5,995 箇所 5,928 箇所 5,733 箇所 5,534 箇所

 
○業績指標 82：地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置率（誤出発

機能を有するもの） 
（指標の定義） 
「誤出発防止機能を有するＡＴＳ設置率」とは、鉄道事業者

（ＪＲ、鋼索鉄道、路面電車、無軌条電車及び貨物鉄道を除

く。）の営業キロ（ｋｍ）に対する誤出発防止機能を有するＡ

ＴＳ設置キロ（ｋｍ）の割合。（ただし、タブレット等により

誤出発防止等の安全の確保を行っている路線を除く。） 

（目標値設定の考え方） 
 列車衝突事故の防止に効果的な、「誤出発防止機能を有する

ＡＴＳ」を全鉄道路線（ただし、タブレット等により誤出発

防止策等の保安の確保を行っている路線を除く。）に設置する

ことを目的とする。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
91.4% 92.2% 92.6% 92.7% 集計中※

※８月中に集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①第3種及び第4種踏切への踏切遮断機の設置及び同踏切の除

却 
遮断機の無い第 3 種及び第 4 種踏切について、踏切の統廃

合等を進めると共に、踏切道改良促進法で遮断機を設置すべ

き要件に該当する踏切については、同法に基づく指定を行い、

また保安設備整備費補助による助成制度も活用して、踏切遮

断機の設置を推進することにより、第 3 種及び第 4 種踏切数

の低減を図る。 
整備目標：平成 17 年度末までに、1200 箇所の第 3 種及び第

4 種の踏切道について、遮断機の設置又は踏切の除去を行う。 
予算額：踏切保安設備整備費補助金 約 1.5 億円（H14 年度

実績） 
 

②地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置 
平成 13 年 6 月に発生した京福電鉄の列車正面衝突事故が、

誤出発防止機能を有する ATS が未設置の区間で起きたこと

に鑑み、全国のATS未設置区間において同ATSを設置する。

ATS 設置に対しては、近代化補助の拡充（補助率の嵩上げ）、

日本政策投資銀行融資の拡充、固定資産税の特例措置により、

鉄道事業者の経費負担の軽減を図っている。 
予算額：鉄道軌道近代化設備整備費等補助金 約 1.7 億円

（H14 年度実績） 
 
他の関係主体 
・ 鉄道事業者（事業主体） 
・ 地方公共団体（財政支援） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 遮断機の無い踏切道数については、平成１０年度までの実

績値は 6,423 箇所であったが、平成１４年度の実績値は



 

 

5,534 箇所であり、これまでのところ、順調に整備が進ん

でいる。 
・ ATS の設置率については、平成１０年度は９１．４％であ

ったが、平成１３年度末までで９２．７％となっており、順

調に整備が進んでいる。 
 
（施策の実施状況） 
・ 踏切道改良促進法に基づき、緊急に遮断機を設置すべき踏

切道として、平成 10～14 年度に 139 箇所の踏切道を指定

し、鉄道事業者の自主的な整備を含め、527 箇所の踏切道

において遮断機が設置された。 
・ ATS の設置に関しては、近代化補助の拡充、日本政策投資

銀行融資の拡充、固定資産税の特例措置により、経営状況

の厳しい地方中小鉄道事業者において促進された。 
 
今後の取組の方向性 
・ 踏切道改良促進法に基づく指定や、踏切保安設備整備費補

助による助成により、引き続き確実な目標の達成を目指す。 
・ ATS の設置に関しては、引き続き、鉄道軌道近代化設備整

備費補助制度等を活用し、誤出発防止機能を有する ATS
の設置を推進する。 

・ H14～15 年度の安全性緊急評価事業において、緊急に改善

すべきと判定された鉄道施設や車両については、H16 年度

以降に改修等を行い、安全の確保を図っていく。 
 

担当部局等 

担当部局：鉄道局施設課 



 

 

政策目標 19 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故等の未然防止と被害軽減が図られること 

 
 

（９）船舶の安全航行を確保するため、放置艇を減らす 
公共用水域の適正な管理を実現するため、港湾区域内において、係留場所の私物化、沈廃船化、

無秩序な艇の集積による船舶航行への支障等社会問題化している放置艇を削減する必要があ

る。 
 

業績指標：港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・
保管率 

目標値：55%（H18） 

 
 
○業績指標 83：港湾におけるプレジャーボートの適正な係

留・保管率 
（指標の定義） 
港湾内におけるプレジャーボートの確認艇隻数のうち、適正

に係留・保管されている隻数の割合 

（目標値設定の考え方） 
現在整備中で平成１８年度までに完了予定の施設に加え、近

年における当施策への投資量をもとに設定。また長期的には、

港湾における放置艇の解消を目指す。 

（考えられる外部要因） 
プレジャーボートの需要の変動 
 
過去の実績値の推移 
   H8 H14※1 
   45% 集計中※2
※1 ５年に１度程度を目安とした調査である。 
※2 実績値は８月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①係留・保管施設の整備 
・ ボートパーク等簡易な係留・保管施設整備 

予算額 12 億円（H15）整備箇所 16 港 
・ 公共マリーナ整備（3 セク除く） 

整備箇所 4 港 
・ 民間，３セクマリーナの整備支援（小型船拠点総合整備事

業） 
整備箇所（平成 14 年度） １港（折戸マリーナ） 
 

②放置等禁止区域の指定 
平成 12 年港湾法一部改正による放置等禁止区域の指定等規制

措置強化 
 
他の関係主体 
水産庁（漁港等との連携・調整が必要） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・ ボートパークは、平成 14 年度末時点で全国 15 箇所供用し

ており、約 3,000 隻の係留・保管施設の整備が図られてい

るところである。しかし、各港整備が進むにつれて、ボー

トパーク整備に適した静穏水域の減少や水深不足等の問

題が生じており、今後の整備進捗が懸念される。尚、平成

14 年度調査結果は現在調整中である。 
 
・ 公共マリーナ（３セク含む）については、Ｈ9～14 間に約

4,000 隻の係留・保管施設の整備が図られたところである。

しかし、近年公共マリーナの新規採択の実績がなく、また

第 3 セクターによるマリーナ整備も殆ど行われていない

状況にある。 
 
（施策の実施状況） 
①係留・保管施設の整備 
・ボートパーク整備事業 
 H14 供用開始箇所 ２港（相生港，笠岡港） 
②放置等禁止区域の指定 
・ 平成 13 年度末時点で、長崎県等５県内の港湾で放置等禁

止区域を指定。 
 
今後の取組の方向性 
・ ボートパーク整備により、係留・保管能力向上を一層促進

するため、既存静穏水域を有効活用するためのボートパー

ク事業制度の拡充等を検討していく。 
 

担当部局等 

担当部局：港湾局環境・技術課環境整備計画室 
関係部局：河川局水政課、治水課 



 

 

政策目標 20 海上における治安の確保 
海上における犯罪の危害から、生命、財産の安全の確保が図られること 

 
 

（１）海上からのテロによる被害を防止する 
我が国沿岸部には、原子力発電所等、国民の生活に不可欠な重要施設が多く所在しており、こ

れらの重要施設が海上からのテロにねらわれ、一度被害が発生すると国民生活に計り知れない

被害を及ぼすおそれがあるため、国民の生命・財産を脅かすテロ事案等への対応強化を図り、

我が国の主権及び国民の安全の確保を図る必要がある。 
 

業績指標：巡視船艇の高速化率 目標値：70%（H18） 
 
 
○業績指標 86：巡視船艇の高速化率 
（指標の定義） 
全巡視船艇のうち、速力 24 ノット以上（概ね領海線まで 30
分、接続水域まで 1 時間で進出可能な速力）の巡視船艇が占

める割合。巡視船艇の高速化を図ることにより、想定される

テロ事案への迅速的確な対応を実施し、海上からのテロによ

る被害を防止する。 

（目標値設定の考え方） 
事件・事故発生時、迅速な現場臨場による人命救助、被疑者

の逮捕、証拠の確保等が必要であり、巡視船艇の高速化が不

可欠なことから、平成 23 年において全巡視船艇の 80%を高速

化することを目標として、18 年度の目標値を設定した。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 53.2%  53.2%  55.6%  59.0%  60.7% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○巡視船艇の整備事業 

老朽巡視船艇の代替整備をはじめとした巡視船艇の整備を

行う。 
整備目標：平成 23 年度末において全巡視船艇の 80%を高速

化する 
 予算額：約１０７億円（H15） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 60.7%であり、平成１４年度の目標

値である 61%をほぼ達成しており、目標の達成に向けて、

順調に推移している。 
・ 巡視船艇の高速化率の上位の政策目標である海上における

治安の維持について、平成 13 年 9 月の米国同時多発テロは

想像を超える態様と事態が現実に起こりうることを示し、平

成 13 年 12 月に発生した九州南西海域工作船事件では、工

作船が巡視船に対し自動小銃及びロケットランチャーのよ

うなもので攻撃し海上保安官３名が負傷する等の事案が発

生したことから、海上保安庁として、いかなる事態にも対応

できるように不審船事案、テロ事案等に対する対応体制の強

化が必要となっている。 
 
（施策の実施状況） 
・ 平成１４年度に、中型巡視船２隻、大型巡視艇５隻及び小型

巡視艇１隻を整備した。 
（参考）平成１４年度高速化率 
 巡視船24.2％（30隻／124隻）、巡視艇79.7％（189隻／237隻） 
 
今後の取組の方向性 
・不審船事案・テロ事案に迅速・確実に対応するために、巡視

船艇・航空機の追跡能力等の強化、情報・通信・監視能力の

強化、職員の安全確保、不審船・テロ対応体制の強化を図っ

ていく必要がある。 
・今後は、いかなる事態にも対応できる安全な国づくりを進め

るため、政府全体で我が国の緊急事態対処の見直しを行うこ

ととなる。 
 
（新たな目標設定） 
・ 「海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数」を

「巡視船艇の高速化率」に変わる新たな指標として採用する。

これは、巡視船艇の高速化を含む諸施策を総合的に実施し、

いかなる事態にも対応できる安全な国づくりを進める上で、

より上位の指標となるものである。 
・平成１４年度の現況値は「０」であるが、今後とも「海上及

び海上からのテロ活動による被害の発生件数」「０」を維持

することを目指す。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

① 巡視船艇・航空機の追跡能力等の強化 
荒天の影響を受けにくい高速大型巡視船の整備を行うと

ともに、能登半島沖不審船事案後進めた高速特殊警備船の整

備をさらに推進する。また、航空輸送能力等の強化を行う。 
② 情報・通信・監視能力の強化 

不審船・テロ事案への対処能力の強化のため、情報通信

システムの整備、巡視船艇・航空機の昼夜間の監視能力の強

化等を行う。 
③ 職員の安全確保 

巡視船艇・航空機の防弾対策、遠距離からの正確な射撃

が可能な巡視船搭載武器の高機能化等及び職員の救護体制

の確立を図り、職員の安全を確保する。 



 

 

④ 不審船・テロ対応体制の強化 
不審船事案・テロ事案にかかる現場対応に関する指示、

関係機関との連絡調整等事案対応を迅速確実に行うための

体制の整備を行う。 
また、不審船・テロ事案の捜査及び多様化する犯罪への

的確な対応が可能となる捜査態勢を整備する。 
 
 「H14 政策アセスメントを実施」 
 施策名：不審船事案・テロ事案対処のための体制の強化 
 

担当部局等 

担当部局：海上保安庁警備救難部管理課 



 

 

政策目標 20 海上における治安の確保 
海上における犯罪の危害から、生命、財産の安全の確保が図られること 

 
 

（２）海上ルートによる薬物・銃器の流入を阻止する 
薬物・銃器の一般社会への浸透は、近年の大量押収にもかかわらず第３次覚せい剤乱用期に収

束の兆しが見られない等、我が国の社会の安全・安定を根本から揺るがす大きな問題となって

いるが、国内で流通する薬物・銃器は全て海外から密輸入されたものである。このため、海上

ルートによる我が国への流入を阻止し、密輸事犯等の国際組織犯罪の摘発を図る必要がある。

 

業績指標：薬物・銃器密輸事犯の摘発件数 目標値：22.0（H14～H18 の移動平均）

 
 
○業績指標 87：薬物・銃器密輸事犯の摘発件数 
（指標の定義） 
当該年を含む過去５年間における薬物・銃器密輸事犯の摘発

件数（海上保安庁関与分）の移動平均 

（目標値設定の考え方） 
過去５年間の最高値が 22.2 件であり、また現況値が 20.6 件で

あることを勘案し、22.0 件以上を目標とする。 
 
過去の実績値の推移 （ ）内は、単年の摘発件数 
H10 H11 H12 H13 H14 
20.2(16）
件 

22.2(30)
件 

20.6(16)
件 

18.0(15)
件 

19.0(18)
件 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
①情報収集・分析等を推進するための組織等整備 
情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進するために各管区

に国際刑事課を設置する等必要な組織等の整備を行う。 
 
②巡視船艇・航空機の整備 
速力、夜間監視性能、捕捉性能等を向上させた巡視船艇の整備

及び夜間監視機能を備えた航空機の整備を行う。 
 
③効果的な資器材の整備等の促進 
密輸事案の摘発を強化するために効果的な資機材の開発及び

整備の促進を図る。 
 
④関係取締機関との連携強化 
警察、税関等の関係取締機関との間において、情報交換、合同

訓練、合同捜査等を実施し、連携の強化を図る。 
 
他の関係主体 
財務省、警察庁等（関係取締機関） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成 14 年の薬物・銃器事犯の摘発件数は１８件で昨年実績

より３件増加した。しかし、平成１０年から平成１４年の移

動平均では、前年移動平均に比べ、１件の増加のみで、目標

の達成に向けて指標にかかる実績値は、ほぼ横ばいである。 
・ 平成１４年の摘発事案には、当庁、警察、税関の国内三機関

の連携のほか、中国公安部とも協力して漁船から覚せい剤約

１５１㎏を押収した事案（下記事例①）や、平成１４年に第

三管区海上保安本部に設置した国際組織犯罪対策基地を投

入して国内密売組織の壊滅に至らしめた南米ルートによる

コカイン密輸入事件（下記事例②）、などが挙げられ、国外

及び国内関係機関との連携強化や国際組織犯罪対策基地設

置による国際犯罪組織の撲滅等の施策の効果は、着実に顕れ

ている。 
・一方、目標の達成に向けた推移が必ずしも順調でない要因と

しては、国内外の犯罪組織が関与している薬物・銃器の密輸

事犯が、情報入手の困難性、積荷への悪質な隠蔽、巧妙な受

け渡し方法の利用、密売組織の国際化等により、一層悪質・

巧妙・広域化しており、その摘発は益々困難となっているこ

とがあげられる。 
 
（施策の実施状況） 
 平成 14 年度は、下記の施策を実施することにより、薬物・

銃器の密輸事犯の摘発に努めた。 
① 第三管区に国際刑事課及び国際組織犯罪対策基地を、第七

管区に国際刑事課を、第二、六、九管区に警備課国際犯罪

対策室を設置した。 
② 平成 14 年度は高速化した８隻の巡視船艇の整備を行った。 
③ 機動的なセキュリティ監視システムを構築し、資機材の整

備等を推進した。 
④ 代表的な摘発事例 
 
○ 事例① 
玄界灘における外国漁船を使用した大量覚せい剤密輸事件 
（第七管区海上保安本部、福岡） 

   平成 14 年 1月、第七管区海上保安本部、福岡海上保安

部、福岡県警察、門司税関の合同捜査本部は、中国公安

部と協力し、玄界灘の海上において、巡視船が発見した

船籍不明の漁船型船舶（自称中国人７名乗組み）から、

覚せい剤約 151 ㎏を発見、押収するとともに、乗組員７

名を現行犯逮捕した。 
○ 事例② 
フィリピン籍貨物船乗組員等にかかるコカイン密輸入事件 
（鹿児島、志布志） 
   平成 14 年 6 月、鹿児島県志布志港に入港中のフィリピン



 

 

籍貨物船(22,053 トン)から外国人らしき男性 2 名が下船して

きたため、税関職員が職務質問し、所持品を確認した結果、コ

カイン約 5 ㎏を発見、押収し、上記 2 名を現行犯逮捕(私人に

よる現行犯逮捕)したことから当庁、警察及び税関による合同

捜査本部を設置、コカインを上記 2名に譲り渡した船員 1名の

ほか、本件密輸入に関与した関係者を逮捕した。 

 
今後の取組の方向性 
巡視船艇・航空機の充実整備による我が国周辺海域における密

輸容疑船舶の監視・捕捉能力の向上、資機材を有効活用した立

入検査の実施等による監視取締体制の強化を図るほか、関係機

関との連携強化及び情報分析能力の向上を推進し捜査体制を

強化する等、国際的な組織犯罪に対する取締りを積極的に推進

することにより、組織的・計画的に行われ、ますます悪質化・

巧妙化・広域化する薬物・銃器の密輸事犯を水際で阻止する。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

警備情報システムの運用 
平成１５年４月運用を開始した警備情報システムの活用 

担当部局等 

担当部局：海上保安庁警備救難部管理課・国際刑事課 



 

 

政策目標 21 船員災害の防止 
船員に安全な労働環境を確保するため、労働災害の未然防止と被害軽減が図られること 

 
（１）船員災害を防止する 

船員災害は、陸上の全産業の労働災害に比べ死傷災害発生率、死亡災害発生率ともに高くなっ

ており、その未然防止と被害軽減を図る必要がある。 
 

業績指標：船員災害発生率 目標値：14.6‰（H14） 
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 88：船員災害発生率 
（指標の定義） 
毎年４月１日より翌年３月３１日までの間に発生した災害

（転倒、船舶の機器によりはさまれる等の事故、海難、海中

転落等）により死亡・行方不明又は３日以上休業した船員の

船員千人あたりの率 

（目標値設定の考え方） 
平成１０年度から平成１４年度までの５年間に死傷災害の発

生率（年間千人率）を平成９年度に比べ１７％減少させる。

（減少割合１７％の考え方） 
① 全国平均の災害発生率を上回っている地域（地方運輸局

単位）においては、全国平均まで減少させるとともに、

さらに発生率を５％減少させることを努力目標とした。

② 全国平均の災害発生率を下回っている地域においては、

発生率を１０％減少させることを努力目標とした。 
③ ①及び②の考え方に基づき平成７年度の地域別の発生件

数を基礎として、その件数よる平均千人率と対平成７年

度平均千人率との減少割合（１７％）を目標とした。 

（考えられる外部要因） 
・ 海運業、漁業の置かれている経済状況、船員の労働条件

（労働時間等） 
・ 船舶及び陸上作業機器・設備の構造に係る問題 
・ 海上及び港における救急・救護体制 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 16.5 ‰  1 7.3 ‰  15.6 ‰  15.0 ‰ 集計中 ※ 
※実績値は１２月頃集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○船員災害防止のための管理体制・基準策定等の推進 
①安全衛生管理体制の整備とその活動の推進 
・中小船舶所有者に対し船員災害防止のための協議会等の設

置を促進し、安全衛生教育、災害事例等に関する情報交換

等を推進する。 
②作業時を中心とした死傷災害防止対策の推進 
・作業時における死傷災害の防止を徹底するとともに、自主

的な安全基準の作成を推進する。 
③海中転落による死亡災害防止対策の推進 
・海中転落の防止対策を講じるとともに、保護具の使用の徹

底を図る。 

④船員災害の分析に基づく作業方法の見直しによる安全の確保 
・作業の標準化の推進による安全の確保 
 機械設備自体の安全化と作業方法の見直しを行い、物と人

の両面からの安全を確保するために、作業の標準化を促進

する。 
予算額：0.07 億円(H15) 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は現在集計中であるが、平成１３年

度までは、１７％の減少目標を達成するために毎年定めら

れた対前年度比の減少目標を重大災害の発生した平成１１

年度（注１）を除き着実に達成しており、平成１４年度に

は重大災害の発生報告もないため、目標値を達成するもの

と推測される。 
 （注１）漁船転覆・沈没事故・・乗組員３６名中１１名行

方不明 
 
     年度       減少目標    達成率 
   平成１０年度      ４％     ６．３％  
   平成１１年度      ４％    ＋４．８％  
   平成１２年度      ４％     ９．８％ 
   平成１３年度      ７％     ３．９％ 
   平成１４年度      ３％     集計中 
  なお、平成１３年度の減少目標は平成１１年度の実績を

基にしたため、高くなっている。 

災害発生率の推移
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・指標の内訳について見ると、平成１３年度災害発生率では

一般船舶９．７％、漁船では２１．２％と、前年度に比べ



 

 

ともに減少傾向にあるが、依然として漁船の災害発生率は

一般船舶の倍以上と高くなっており、これが全体の発生率

の減少に影響を及ぼしている。また、作業別態様別災害発

生状況では、漁ろう作業、整備・管理作業中の転倒、はさ

まれによる事故が多発しているほか、船員の高齢化も進ん

でおり、５０歳以上の災害発生件数は全体の半数近くをし

めている。 
    今後は若年齢船員の新規就労の増加及び定着率の向上を

図るためにも、船員が健康で安心して働ける魅力ある職場

作りを進める上で、船員災害の防止対策を促進することが

極めて重要となっている。 

　船種別年齢階層別災害発生状況（Ｈ１３年度）

0

100

200

300

400

500

～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～

その他 漁　船 一般船舶

 
 
（施策の実施状況） 
・平成１０年度から、安全作業の基本となるマニュアルの作

成を図り、訪船指導等でその活用を促進するなど災害防止

対策を推進した。 
  平成１０年度  漁業（沖合底引き網）作業マニュアル 
  平成１１～１２年度 内航船作業マニュアル 
  平成１３年度  漁業(かつお・まぐろ)作業マニュアル 
  平成１４年度  曳船作業マニュアル 
・毎年開催される安全衛生月間期間中に、安全に関する各種

講演会等を開催し船舶所有者、船員のみならずその家族に

対しても参加を求め、安全意識の高揚を図った。 
  開催回数 ３０６回  参加人数 １５，９６７人 
（H10～14 年度） 

・平成１４年度に災害疾病発生状況報告書の記載様式を改め、

災害発生時の状況についてより詳細に要因等を明らかにし、

作業方法の見直しによる安全の確保対策を実施することと

した。  
 
今後の取組の方向性 
・船員の高齢化、乗組員の少数化とこれに伴う作業の多重化、

外国人船員との混乗化等による労働環境の急速な変化等を

踏まえて、中小船舶所有者を中心とした死傷災害の防止対

策等を一層推進するものとする。 
 
（新たな目標設定） 
・今後は船員災害発生率を表す指標として第８次船員災害防

止基本計画において設定された減少目標を採用。 
・平成１５年度を初年度とし、平成１９年度を目標年度とす

る５年間に死傷災害の発生率を、船員千人当たりの発生件

数の率において、平成１４年度に比べ２０％減少させるこ

とを目標とする。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○平成１５年度船員災害防止実施計画 
第８次船員災害防止基本計画をもとに作成された平成１

５年度船員災害防止実施計画の重点対策及び主要対策を

推進し、死傷災害の発生率（年間千人率）を、対前年度

比４％減少させることを目標とする。 
 

担当部局等 

担当部局：海事局船員労働環境課安全衛生室 
 



 

 

政策目標 22 地球環境の保全 
地球環境保全への取組みがなされること 

 
 

（１）自動車の燃費を向上させる 
地球温暖化を抑止するため、自動車部門からの二酸化炭素排出量を削減していくことが求めら

れている。自動車一台当たりのエネルギー消費量を抑制することにより自動車単体の二酸化炭

素排出量を削減するため、自動車の燃費を向上させることが必要である。 
 

業績指標：ディーゼル自動車の平均燃費 目標値：13%（H17） 
 
 
○業績指標 89：ディーゼル自動車の平均燃費 
（指標の定義） 
ディーゼル自動車が１リットルの燃料で走行することができ

る距離の平均のことである。 

（目標値設定の考え方） 
地球温暖化対策推進大綱（平成１０年６月）に掲げられてい

る目標（自動車の燃費について 2010 年度までに 1995 年度比

15％乃至 20％超の向上を目指す）を踏まえ、2005 年に設定

されているディーゼル自動車の燃費目標基準の効果を考慮し

て設定。 

（考えられる外部要因） 
ディーゼル自動車の車両重量別の販売比率 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 8.5％ 12.8％ 14.2％ 集計中※

 
※実績値は９月頃集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○省エネ法に基づくトップランナー燃費基準の導入 

1998 年のエネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ

法）に基づき、ディーゼル自動車について、2005 年度を目

標とし、商品化されている自動車のうち最高の省エネルギー

（燃費向上）性能以上の水準を目指すトップランナー燃費基

準を導入する。 
 
他の関係主体 
経済産業省（省エネ法のうち、自動車については経済産業省と

国土交通省の共管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１３年度の実績値は１４．２％であり、目標の達成に向

けて順調に指標は伸びている。 
・省エネ法に基づく目標燃費基準の達成目標年度である 2005
年度に向けて、自動車製造事業者がより低燃費の自動車を開

発・市場投入し、低燃費車の普及が進んでいることが、指標

の伸びの要因として考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・国内出荷された自動車の燃費値の調査を実施し、省エネ法に

基づき設定した自動車の燃費基準の達成状況を把握すると

ともに、自動車燃費一覧を冊子や国土交通省ＨＰ上で公表す

る等行った。 
このことにより、自動車ユーザーの低燃費車への認識が高

まり、より一層の低燃費車の普及が促進されるものと考えら

れる。 
 
今後の取組の方向性 
・引き続き、ディーゼル自動車燃費基準の目標達成状況を把握

し、目標年度における達成度の結果を踏まえ、必要に応じ新

たなトップランナー基準等について検討を行う。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部環境課 



 

 

政策目標 22 地球環境の保全 
地球環境保全への取組みがなされること 

 
 

（２）モーダルシフトを推進する 
京都議定書の公約達成のため、自動車よりも二酸化炭素排出量の少ない鉄道、海運へのモーダ

ルシフトを推進することで、中長距離幹線輸送において、貨物輸送システム自体を環境負荷の

小さいものにする必要がある。 
 

業績指標：国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率 目標値：47%（H18） 
 
 
○業績指標 90：国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト

化率 
（指標の定義） 
「モーダルシフト化率」とは、輸送距離 500Km 以上であって、

内航海運で運ばれることの多い産業基礎物資以外の雑貨輸送

量のうち、鉄道又は海運（フェリーを含む。）により運ばれて

いる輸送量の割合をいう。 
※「産業基礎物資」・・・石油製品、石炭、金属鉱、砂利、窯

業品、非金属鉱物等、原材料としてバラ積みで輸送されるこ

との多い品目のこと 

（目標値設定の考え方） 
京都議定書に規定された日本の温室効果ガスの削減目標は、

2008～2012 年において二酸化炭素換算で 1990 年比▲6％で

あり、目標達成のための運輸部門の削減目標は 4600 万トンで

ある。物流分野においても、この削減目標の実現に貢献して

いくため、モーダルシフト化率を平成 22 年度までに 50％に

向上させることとしており、したがって、平成 18 年度には約

47％の水準とする必要がある。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
42.9％ 40.4％ 39.6％ 集計中※ 未集計 
※ H13 については、平成１５年９月を目途に集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
① 貨物鉄道の利便性の向上 

・山陽線輸送力増強事業 
変電設備増強、待避線延伸等によるコンテナ列車の長

編成化へ対応することにより、荷主のニーズに対応した

輸送力の増強を図るため、国が事業費の一部を負担する

「山陽線輸送力増強事業」の推進を行う。 
整備目標：平成 18 年度までに、コンテナ列車長編成化

を実現するべく、変電設備増強、待避線延伸

を行う。 
予算額：1.6 億円(H15) 
 

②内航海運の競争力の強化 
・ 参入規制（許可制）の緩和に向けた制度改正の検討 

事業規制関係の具体的な制度設計について、内航海

運制度検討会において検討中である。同検討会での結

論を踏まえ、平成１６年度以降速やかに内航海運業法

の改正等所要の措置を講じる予定である。    

・ 次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究開発 
独立行政法人海上技術安全研究所を研究開発主体と

して、ガスタービン対応型新船型及び電気推進式二重反

転ポッドプロペラをコンセプトとした次世代内航船の

研究開発を実施している。 
これにより、内航物流における大幅なコスト削減、快

適な労働環境を実現し、モーダルシフトを推進する。 
整備目標：平成 18 年度の実用化を目指す。 
予算額：3.3 億円（H15） 

・ 高度船舶安全管理システムの研究開発 
    独立行政法人海上技術安全研究所を研究開発主体と

して、IT技術を活用して船舶の推進機関等の状態を陸上

から遠隔監視・診断し適切な陸上支援を行うことによっ

て、船舶の安全管理を高度化・最適化するシステムの研

究開発を実施する。これにより、保守管理コストの合理

化、稼働率の向上等を図り、モーダルシフトを推進する。 

整備目標：平成 17 年度の実用化を目指す。 
予算額：0.8 億円（H15） 

・ 共有建造制度によるモーダルシフト船の建造の促進 
運輸施設整備事業団の共有建造方式を通じて、海上運

送事業者に対して財政投融資資金等による低利の長期

固定資金を安定的に供給することにより、モーダルシフ

ト船の建造を促進する。 
予算額：1.8 億円（H15） 

・ 複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠点的整備 
    国及び港湾管理者等が複合一貫輸送に対応した内貿

ターミナルを整備することにより定時性・安定性を高め、

国内海上輸送の利用を促進する。  
予算額：56.3 億円（H15） 
 

③荷主・物流事業者のモーダルシフト意識の向上 
・荷主・物流事業者が自主的にモーダルシフトへ向けた取組

を行うよう、荷主・物流事業者等が共同で策定した環境負荷

低減に資する実証実験実施計画の中で特に CO2 排出削減効

果が高いと考えられるものについて国が実験費用の一部を

負担する「環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実

験」を推進する。 
予算額：3.2 億円（H15） 

 



 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・ 平成 10 年度の 42.9％から、平成 12 年度においては

39.6％と下落している。 
・ これは、貨物鉄道・内航海運の貨物輸送量（モーダルシ

フト化率算定対象貨物）は増加(（鉄道）H10:1600 万ト

ン⇒H12：1650 万トン（海運）H10:4,080 万トン⇒H12：
4,900 万トン)しているものの、自動車輸送量の伸びがそ

れ以上に大きい(H10：7,560 万トン⇒H12：9,800 万ト

ン)ためである。 
・ 以下、平成 14 年度に実施した事業者ヒアリング調査及

び荷主アンケート調査の結果等に基づき、上記の主な原

因について分析する。 
 

（１）貨物鉄道・内航海運の競争力が自動車と比較して弱い。 
自動車輸送の伸びが貨物鉄道・内航海運の輸送の伸びを

大きく上回っている原因としては、①近年、受け荷主側の

到着時間に関する要求が厳しくなっているにも関わらず、

貨物鉄道・内航海運は、自動車と比較してリードタイムが

長い、出発・到着の時間帯が合わないなど時間面での機動

性が劣位にある、②ドアツードアの運賃が高い、貨物輸送

の多頻度小ロット化が進展する中で輸送ロットがまとま

らない、新たな設備投資の負担が大きいなどコスト面でも

劣位にあるケースが多い、などが考えられる。 
また、貨物鉄道では、東京―札幌、東京―福岡、東京―

大阪など主要区間のダイヤのよい列車は需要が大きいた

め積載率が高く、輸送力の余力がない状況にあるなど輸送

容量に制限があることも阻害要因になっている。（ 例えば、

輸送需要が旺盛な東京―福岡において、東京―岡山間は、

1300 トン列車を運行できるのに対し、岡山以西は最大

1200 トン列車に限定されていることがボトルネックとな

っている。） 
さらに、内航海運では、市場参入が許可制であることか

ら市場の閉鎖性が高く、新規参入、規模拡大等事業者の多

様な事業展開による市場の活性化や競争の促進の障害と

なっている。 
これらを総括すると、鉄道や内航海運は、自動車と比較

すると機動性や輸送コスト面において総体的に競争力が

劣っており、これが指標を下落させている主な原因の一つ

であると考えられる。 
 

（２）荷主等のモーダルシフトに対する意識が希薄である。 
平成 14 年度に実施した荷主企業アンケート（環境報告

書を作成している企業を対象）の結果によると、環境意識

が高い企業であっても、今後モーダルシフトを実施する予

定はないとする企業が 46.7％に上っているなど、荷主等の

モーダルシフトへの意識や理解の低さなども指標を下落

させている主な原因の一つである。 
 
（施策の実施状況） 
①貨物鉄道の利便性の向上 

平成１４年度において、山陽線輸送力増強事業の新規採択

を行い、調査設計を開始した。 
 
②内航海運の競争力の強化 

・ 参入規制（許可制）の緩和に向けた制度改正の検討 
    平成 14 年 4 月に次世代内航海運ビジョンを策定。事

業規制関係の具体的制度設計について内航海運制度検

討会での検討を開始した。   
・ 次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究開発  
   予定通り順調に進行中である。      
・ 高度船舶安全管理システムの研究開発 

予定通り順調に進行中である。 
・ 共有建造制度によるモーダルシフト船の建造の促進 

  平成 14 年度より建造対象船舶を政策目的別に変更し、

モーダルシフト船の建造を促進した。 
・ 複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠点的整備 

複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルについて、

１４港で整備を実施した。 
 
③荷主・物流事業者のモーダルシフト意識の向上 
 平成 14 年度から「幹線物流の環境負荷低減に向けた実証

実験」を開始し、12 件の認定を行った。 
 
今後の取組の方向性 
「指標の動向」で分析した通り、①鉄道・内航海運は自動車

と比較すると総体的に競争力が劣っていること、②荷主等の

モーダルシフトへの意識が低いことが、指標を下落させてい

る主な阻害要因となっている。 
そこで、これらの阻害要因を除去し、モーダルシフトの推

進に向けて関係者の一体的な取組を図るため、平成 15 年５

月に、平成 15 年度以降に取り組むべき施策をまとめた「モ

ーダルシフト促進に向けた平成 15 年度アクションプログラ

ム」を策定した。 
今後は、同アクションプログラムに基づき、貨物鉄道・内

航海運の利用促進に向けた各施策を着実に実施することに

より鉄道・内航海運の時間・コスト面での競争力向上を図る

とともに、荷主・物流事業者のモーダルシフト意識向上に向

けた各施策をあわせて実施することにより、モーダルシフト

を推進していく。 
 

担当部局等 

担当部局：政策統括官付政策調整官（物流担当）付 
関係部局：鉄道局、海事局、港湾局 



 

 

政策目標 22 地球環境の保全 
地球環境保全への取組みがなされること 

 
 

（３）住宅・建築物の省エネルギー化を推進する 
我が国の全エネルギー消費量の約 27％を占める民生部門のエネルギー消費量は一貫して増加

傾向にある。ＣＯ2 の排出量を削減し、地球温暖化を防止するため、住宅・建築物の省エネル

ギー化を図る必要がある。 
 

業績指標：住宅、建築物の省エネルギー化率 目標値：住宅 35%（H17） 
建築物 60% 

 
 
○業績指標 91①：住宅の省エネルギー化率 
（指標の定義） 
当該年度の新築着工住宅のうち、省エネルギー法に基づく省

エネ基準（次世代省エネ基準）に適合しているものの割合。

・省エネ基準：住宅におけるエネルギーの使用の合理化のた

めに建築主の努力義務として定める「住宅の建築主の判断

の基準」等。昭和５５年に制定した後、平成４年及び平成

１１年に基準の改正・強化を行っており、平成１１年のも

のを「次世代省エネ基準」と呼んでいる。 
※「省エネルギー法」：エネルギーの使用の合理化に関する法

律 
※※現況値は、住宅金融公庫融資を利用した戸建住宅を対象

として毎年度実施されている個人住宅規模規格等調査にお

ける実績。 

（目標値設定の考え方） 
地球温暖化対策推進大綱で設定された目標値（新築着工に占

める次世代省エネルギー基準の達成割合住宅について 2008
年度：現行基準を５割が達成）と整合をとりながら目標年次

を変えて設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
―※1 5% 8% 13% 集計中※2 
※1 平成１１年に定められた基準であるため、集計不可 
※2 実績値は平成１５年９月頃集計予定 
 
 
○業績指標 91②：建築物の省エネルギー化率 
（指標の定義） 
当該年度に建築確認された建築物（2000 ㎡以上）のうち、

省エネルギー法に基づく省エネ基準に適合している建築物の

床面積の割合。 
・省エネ基準：建築物におけるエネルギーの使用の合理化の

ために建築主の努力義務として定める「建築物の建築主の

判断の基準」。昭和５５年に制定した後、平成５年及び平成

１１年に基準を改正・強化した。 

（目標値設定の考え方） 
地球温暖化対策推進大綱で設定された目標値（新築建築物（非

住宅､2000 ㎡以上）目標年度 2006 年度：現行基準を８割が達

成）と整合をとりながら目標年次を変えて設定。 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
55% 34％ 集計中※ 集計中※ 集計中※

※ 実績値は平成１５年９月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①住宅関係 
1) 省エネルギー法による住宅の省エネ措置の努力義務 

省エネルギー法に基づき、「建築主の判断基準」を求め、

建築主に対し同基準に基づく省エネ措置の努力義務を課す。 
2) 省エネ措置等を講じた住宅に対する優遇措置 

住宅金融公庫の融資において、省エネ措置等を講じた住宅

に対する割増融資、基準金利を適用。 
 
②建築物関係 
1)省エネルギー法による建築物の省エネ措置の努力義務等 
・省エネルギー法に基づき、「建築主の判断基準」を定め、

建築主に対し同基準に基づく省エネルギー措置の努力義

務を課す。「建築主の判断基準」は平成１５年２月に改正

し、用途区分の追加、中小規模の建築物向けのわかりやす

い仕様基準の追加を行った。(平成１５年４月施行) 
・2,000 ㎡以上の建築物について、新築時等に省エネルギー

措置の状況について届出を義務付け。(平成１５年４月か

ら) 
2)省エネ措置を講じた建築物に対する優遇措置 
・日本政策投資銀行よる省エネルギー措置を講じた建築物等

に対する低利融資。 
・一定の省エネ設備を取得し、事業の用に供した場合の所得

税等の優遇。 
 
他の関係主体 
・経済産業省（省エネルギー法等を共管） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
①住宅の省エネルギー化率 
 省エネルギー法に基づく省エネ基準（次世代省エネ基準）に

適合している住宅の割合は順調に増加している。 
②建築物の省エネルギー化率 
・平成１１年度に基準が改正・強化されたため、実績値が下が



 

 

っている。 

新築建築物（2,000㎡以上）における
省エネ基準適合率の推移
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（施策の実施状況） 
①住宅関係 
 住宅の省エネルギー化は順調に推進されている。 
②建築物関係 
・平成１４年６月に省エネルギー法が改正され、特定建築物の

新築・増改築時の省エネルギー措置の届出が義務づけられた

（平成１５年４月施行）。このため、平成１５年度以降は実

績値の大幅な変化が予想される。 
 
今後の取組の方向性 
・民生部門のエネルギー消費量は、豊かさを求めるライフスタ

イル等を背景に一貫して大きく伸張しているため、引き続き

住宅・建築物の省エネルギー化を図っていく必要がある。 
・平成１６年度は地球温暖化対策推進大綱における第１ステッ

プの終了年であるため、現行の省エネルギー対策の進捗状況

の評価を行い、必要な見直しを行う必要がある。 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅生産課、建築指導課 
 



 

 

政策目標 22 地球環境の保全 
地球環境保全への取組みがなされること 

 
 

（４）海洋汚染を防止する 
ナホトカ号重油流出事故（平成９年１月）、ダイヤモンドグレース号原油流出事故（平成９年

７月）等、最近の大規模油流出事故に鑑み、油流出事故発生時において、我が国周辺の海域の

環境の保全を図るため、事故発生後早期に対応が可能な大型浚渫兼油回収船を全国で３隻体制

とし、出動から概ね４８時間で全国をカバーできる体制を整備する必要がある。 
 

業績指標：大型油回収船による２日到達圏カバー率 目標値：概ね 100%（H14）
実績値：概ね 100% 

 
 
○業績指標 92：大型油回収船による２日到達圏カバー率 
（指標の定義） 
大型油回収船３隻が、所属港から２日間航行した時の全国へ

の到達圏。 

（目標値設定の考え方） 
所属港から２日間で到達できる範囲の海岸線延長の全国海岸

線総延長に対する割合。  
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
69% 69% 86% 86% 概ね 

100% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○大型油回収船の整備 
整備目標：外洋での油流出事故に対して、全国で４８時間以

内に油回収作業に取り組む体制を確立し、全国の

沿岸域を油汚染による、自然環境や海岸利用への

甚大な被害から防護するため、油回収機能を有す

る大型船舶を全国で３隻体制とする。 
予算額：大型油回収船の建造 

     予算額：16 億円（H14 予算で完了済み） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は概ね１００％であり、目標が達成さ

れた。 
 
（施策の実施状況） 
・名古屋港及び関門航路配備の２隻に続き、平成１４年度に新

潟港への配備を終え３隻体制が達成された。 
 
（最近の活動の実績） 
・平成９年１月 島根県隠岐島 タンカーナホトカ号事故 清

龍丸出動  
・平成９年７月 東京湾本牧沖 タンカーダイヤモンド・グレ

ース号事故   
清龍丸出動  

・平成１４年３月 島根県隠岐島 貨物船アイガー事故 海翔

丸出動 
（出動回数） 
・清龍丸 １０回（昭和５３年６月建造以降） 
・海翔丸  １回（平成１２年１１月建造以降） 

 
（大型油回収船３隻体制によるカバー範囲） 

 
今後の取組の方向性 
・船体及び搭載機器等の整備、機能維持に努め、定期的な油回

収訓練等の実施を図る。 
 
（新たな目標設定） 
・指標の目標値とする概ね１００％が達成されたことにより、

指標を廃止する。 
 

担当部局等 

担当部局：港湾局環境・技術課 



 

 

政策目標 23 大気、騒音等に係る生活環境の改善 
大気環境や騒音等による生活環境への影響の改善が図られること 

 
 

（１）自動車から排出されるＮＯｘ・ＰＭを減少させる 
  大都市地域等における大気汚染問題を改善するため、自動車に起因するＮＯｘ・ＰＭ排出量を

削減することが必要である。 
 

業績指標：最新排出ガス規制適合車の割合 目標値：乗用車 40%（H17）
貨物車 30% 

 
 
○業績指標 93：最新排出ガス規制適合車の割合 
（指標の定義） 
ガソリン自動車を対象として、乗用車は平成１２年規制適合

車、貨物車は平成１２年、平成１３年規制適合車が販売台数

全体の占める割合 

（目標値設定の考え方） 
販売実績に、優遇税制措置等の対策効果を勘案し設定したもの

（考えられる外部要因） 
車両販売台数の変化 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 乗用車 

1.5％ 
貨物車 
0.7％ 

乗用車 
6.5％ 
貨物車 
4.1％ 

乗用車 
13.2％ 
貨物車 
8.1％ 

集計中※

 

※実績値は７月頃集計予定。 

主な施策等 

主な施策の概要 
○自動車税（グリーン化）及び自動車取得税の特例措置 
 環境負荷の小さい自動車（☆☆☆かつ低燃費車）を購入した

場合、自動車税を軽課する等の自動車税のグリーン化や自動

車取得税に係る軽減措置を講じ、低公害車等の取得を促進し、

普及を図る。 
 
○最新排出ガス規制適合車の早期取得特例（自動車取得税） 

最新排出ガス規制適合車に対する自動車取得税の特例措置

を設けることにより、当該車両の販売促進が図られ、大気環

境の改善に資する。 
 
他の関係主体 
経済産業省（税制） 
環境省（税制） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１３年度の実績値は１３．２％であり、目標の達成に向

けて順調に指標は伸びている。 

・指標の内訳を見ると、乗用車、貨物車ともに順調な伸びを見

せている。 
・特に、外部要因としては、自動車メーカーの販売戦略等が大

きな要因と考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・自動車税（グリーン化）及び自動車取得税の特例措置、最新

排出ガス規制適合車の早期取得特例を講じた。 
  このことにより、平成１４年度の実績値は平成１３年度よ

り上昇する見込みであり、目標値の約４割が達成されると考

えられる。 
 
今後の取組の方向性 
・依然として自動車に起因するＮＯｘ・ＰＭ排出量を削減する

ことが求められていることから、自動車税（グリーン化）及

び自動車取得税の特例措置、最新排出ガス規制適合車の早期

取得特例を講じることにより、環境負荷の小さい自動車の普

及を促進し、大気汚染問題の改善を図る。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・平成１５年度においては、自動車税のグリーン化及び自動車

取得税の軽減措置について、軽減対象を超－低排出ガスかつ

低燃費車のみに重点化する。また、軽減措置の対象として「Ｌ

ＰＧ自動車」を新たに追加するほか、「燃料電池自動車」及

び「低ＰＭ認定車」に係る所要の特例措置を拡充する（政策

アセスメントを実施）。 

  また、引き続き、最新排出ガス規制適合車の早期取得特例

特例措置を講じる。 

 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部環境課 



 

 

政策目標 23 大気、騒音等に係る生活環境の改善 
大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善が図られること 

 
 

（２）幹線道路の沿道住民の騒音被害を軽減する 
幹線道路の沿道では、自動車騒音の要請限度を超える区域がいまだに多く存在し、安眠を妨害

されるなど沿道住民の生活環境が著しく損なわれていることから、改善が必要である。 
 

業績指標：夜間騒音要請限度達成率 目標値：65%（H14） 
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 94：夜間騒音要請限度達成率 
（指標の定義） 
住宅地等を通過する直轄国道約 13,000km のうち沿道の夜間

騒音が要請限度まで低減された道路延長の割合をいう。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標 

（考えられる外部要因） 
交通量、自動車の低騒音化、技術革新 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

60％ 61％   集計中※

※実績値は 10 月頃集計予定 

主な施策等 

主な施策の概要 
○道路構造対策 

・騒音低減効果のある高機能舗装の敷設等道路構造対策 
○交通流対策 
・幹線道路ネットワーク整備等による交通の分散、TDM 施

策等による交通量の抑制等の交通流対策 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・夜間騒音限度達成率については、目標を達成する見込みであ

る。 
 
（施策の実施状況） 
・平成 11 年に沿道環境改善事業を創設し、低騒音舗装の敷設、

遮音壁の設置等を重点的に実施してきている。 
 
今後の取組の方向性 
（今後の取組の方向性） 
・今後も引き続き騒音対策に積極的に取組、夜間騒音要請限度

達成率のさらなる向上を目指す。 
 
（新たな目標設定） 
・今後も、夜間騒音要請限度達成率を新たな指標として採用。 
・環境基準等に基づき指定された地域において評価を行うため、

評価対象とする道路を①騒音規制法に基づく指定、②環境基

準の類型指定がなされた地域を通過する一般国道に修正。 
・平成１４年度の実績値６８％を、平成１９年度までに７４％

まで引き上げることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値の

変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：道路局地方道・環境課道路環境調査室 
関係部局：道路局高速国道課、有料道路課、国道・防災課 



 

 

政策目標 23 大気、騒音等に係る生活環境の改善 
大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善が図られること 

 
 

（３）空港周辺の騒音による生活環境への障害を軽減する 
航空機騒音については環境基本法に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい環境基準が定められており、当該基準を達成していない空港について

は、住民の生活環境に障害が生じていることから、空港周辺住民の生活環境を改善する必要が

ある。 
 

業績指標：航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 目標値：95%（H18） 
 
 
○業績指標 95：航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 
（指標の定義） 
空港周辺地域の対象家屋のうち、住宅防音工事を施工した家

屋の割合。 

（目標値設定の考え方） 
航空機騒音に係る環境基準を達成していない空港について、

周辺住民の生活環境改善のため、民家防音工事を促進するこ

とにより環境基準の屋内達成率の向上を図る。目標値につい

ては現状及び近年の推移を踏まえ、設定。将来的には１００％

を目指す。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
９３％ ９３％ ９３％ ９４％ ９４％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①民家防音工事の推進 
空港周辺住民が住宅に対して行う防音工事に対し助成する。 
平成１５年度予算額：住宅防音工事補助約 20 億円（国費） 
 

②航空機騒音対策の実施 
航空機騒音対策として、発生源対策（航空機本体の騒音低減）、

空港構造の改良（空港又は滑走路の移転等）及び空港周辺対

策（民家防音工事の他、緩衝緑地帯の整備や移転補償事業等）

を実施してきている。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・住宅の修繕等を契機とした防音工事の補助申請によって、

徐々にではあるが実績値は伸びており、平成１４年度には９

４％となっている。 
 
（施策の実施状況） 
・民家防音工事、発生源対策、空港構造の改良、緩衝緑地帯の

整備及び移転補償事業等を着実に実施している。 
 

今後の取組の方向性 
・対象となる住宅に居住する住民に対し、市町村や空港周辺整

備機構の広報誌やＨＰ等を通じて補助制度の周知等を図り、

工事の実施による環境基準の屋内達成率の向上を目指す。 
 

担当部局等 

担当部局：航空局飛行場部環境整備課 



 

 

政策目標 23 大気、騒音等に係る生活環境改善 
大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善が図られること 

 
 

（４）シックハウスによる被害を防止する 
新築やリフォームした住宅に入居した人々に様々な健康影響が生じている状態が多く報告さ

れ、「シックハウス症候群」と呼ばれている。平成 12 年度の実態調査によれば、調査対象の

３割近くの住宅でホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の設定する指針値を越えており、

化学物質の室内空気汚染による健康への影響が懸念される状況である。こうした状況を踏ま

え、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、シックハウス対策を推進す

る必要がある。 
 

業績指標：ホルムアルデヒドの室内濃度（住宅に起因するも
の）が厚生労働省の指針値を超える住宅の割合 

目標値：10%（H17） 

 
 
○業績指標 96：ホルムアルデヒドの室内濃度（住宅に起因す

るもの）が厚生労働省の指針値を超える住宅の割合 
（指標の定義） 
全国の新築住宅及び既存住宅に占めるホルムアルデヒドの室

内濃度（住宅に起因するもの）が厚生労働省の指針値を超え

る住宅の割合 

（目標値設定の考え方） 
早急に解消する必要があることから、新規住宅については解

消、中古住宅については、10 年以内に解消することを想定し、

目標値を設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  27％ 13％ 集計中※

※集計見込み時期は未定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①シックハウス対策のための技術開発・調査等の推進 
実態調査、技術開発、実証実験等 
予算額：約４億円(H15) 

 
②シックハウス対策のための規制 
・建築基準法に基づきホルムアルデヒド等に関する建材、換気

設備の規制 
 
③シックハウス対策のための消費者への情報提供 
・住宅性能表示制度においてホルムアルデヒド対策等級や化学

物質の濃度について評価 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１３年度の実態調査の結果は１３％であり、目標の達成

に向けて順調に減少している。 
 

（施策の実施状況） 
・平成１２年度より全国の住宅を対象に化学物質濃度の実態調

査、汚染発生の効率的な抑制や低減対策の技術開発を実施。 
・平成１４年７月１２日に改正建築基準法を公布 
 
今後の取組の方向性 
・ホルムアルデヒド、トルエン等の化学物質の実態調査や実証

実験等を踏まえ、シックハウス対策を推進。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・平成１５年７月１日に改正建築基準法が施行。 
・住宅性能表示制度によりホルムアルデヒド対策等級や化学物

質の濃度測定結果についての表示。平成１５年４月には測定

対象物資にアセトアルデヒドを追加。 
 

担当部局等 

担当部局：住宅局住宅生産課 
関係部局：住宅局建築指導課 



 

 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

 
 

（１）失われた砂浜を再生する 
後世に残すべき白砂青松等の優れた自然景観を保全するため、海岸整備及び侵食対策により、

新たに砂浜を創出する必要がある。 
 

業績指標：新たな砂浜の創出面積 目標値：560ha（H18） 
 
 
○業績指標 97：新たな砂浜の創出面積 
（指標の定義） 
海岸整備・侵食対策などにより復元、創出される砂浜の面積

（目標値設定の考え方） 
最終的に復元・創出可能な砂浜に対し、平成７年度末の実績

値（0ha）と平成１２年度末の実績値（290ha）とのトレンド

から平成１８年度までに復元、創出可能な砂浜面積を目標値

として設定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

177ha 235ha 292ha 346ha 390ha
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○砂浜の復元・創出 
・渚の創生事業 
海岸侵食によって失われた砂浜に対し、沿岸域等において堆

積傾向にある箇所の余剰土砂や各種の事業によって生じる

浚渫土砂を有効活用し、効率的な海岸侵食対策を進める。 
・自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青松の創出） 
海岸事業による侵食対策と治山事業による森林造成の連携

により、日本の代表的な海岸の風景である「白砂青松」を保

全する。 
 
整備目標：海岸整備・侵食対策により、砂浜を約 200ha 整備

する。 
予算額：1,038 億円（H15）の内数 

 
他の関係主体 
・農林水産省（農村振興局、水産庁）（事業主体） 
・農林水産省（林野庁）（治水事業所管） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 380ha であり、目標の達成に向けて

順調に指標は伸びている。効率的な土砂管理により、海岸侵

食対策が適切に行なわれ、海岸環境が改善、海岸利用に資す

る砂浜の創出が促進された。また、平成１５年には観光立国

懇談会が開催され、自然景観の重要性がさらに高まっており、

名勝・自然公園等の優れた景観等豊かで美しい環境を有する

海岸について、国土保全との調和を図りつつその保全・回復

に十分配慮していく必要がある。 
 
（施策の実施状況） 
・渚の創生事業 境海岸・伏木富山港海岸（富山県）ほか 5 箇

所で整備中 
・自然豊かな海と森の整備対策事業 福部・湯山海岸（鳥取県）

敦賀港海岸（福井県）ほか１２箇所で整備中 
 
今後の取組の方向性 
・効率的な土砂管理対策により引き続き砂浜の創出に努める。 
 
（新たな目標設定） 
（新しい指標名） 
失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再

生した水辺の割合  

海岸事業においては、農林水産省および国土交通省が所管

しており、重点計画の策定とあわせ、より連携して海岸整備

を行っていくことを目的とし、共通した指標を設定している

ところであり、政策評価においても海岸省庁共通の指標を用

いることにより、より一層の連携をはかるため、指標の定義

を回復可能な失われた水辺延長のうち、海岸整備・侵食対策

などにより復元、創出される砂浜等水辺の延長の割合とする。 
・社会資本整備重点計画策定に伴い、指標の目標値及び目標年

次を再設定し、河川及び海岸で回復可能な水辺のうち、平成

19 年度までに新たに復元・創出された水辺の割合を約２割

（関係主体を含む）にすることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値の

変更がありえる。） 
 

担当部局等 

担当部局：河川局海岸室、港湾局海岸・防災課 



 

 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

 
 

（２）乾燥や埋立により消失した湿地・干潟を再生する 
自然再生法が成立するなど生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るこ

とが求められており、過去の開発等により失われた良好な自然環境である湿地や干潟の再生等

の自然再生に積極的に取り組んでいく必要がある。 
 

業績指標：藻場・干潟の回復面積 目標値：19%（H18） 

業績指標：湿地の再生面積 目標値：300ha（H18） 

 
 
○業績指標 98：藻場・干潟の回復面積 
（指標の定義） 
港湾内で高度成長期以降失われた干潟・藻場のうち回復・創

造されたものの割合。 

（目標値設定の考え方） 
平成 18 年までに再生見込みの藻場・干潟面積をもとに算出。

（考えられる外部要因） 
地元の調整状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
― ― 6.5% 6.5% 集計中※

※ 実績値は８月頃集計予定。 
 
○業績指標 98：湿地の再生面積 
（指標の定義） 
河川及びその隣接地で、常に水を含み土地が軟弱で湿地性の

植物が生育している土地（水域、干潟、水田は除く。）の跡地

を再生する面積（平成 13 年度からの累計値）。 

（目標値設定の考え方） 
河川及びその隣接地における湿地跡地について概ね５年以内

に再生することが見込まれる面積を積み上げ。 

（考えられる外部要因） 
地元の調整状況等 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
   ０ha ０ha 

主な施策等 

主な施策の概要 
①港湾、海域における海浜・干潟等の保全・再生・創造 

沿岸域において、海浜・干潟等の保全・再生・創造等エコポ

ートの形成を進める。 
予算額：港湾整備事業費 5,620 億円(H15 事業費)の内数 
 

②河川における湿地干潟の再生 

河川において湿地や干潟を再生する自然再生事業を推進す

ることにより、良好な河川環境の保全・再生を図る。 
予算額：河川事業費 9,379 億円（H15 事業費）の内数 

 
他の関係主体 
・環境省（箇所ごとに連携して事業を実施） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・着実に干潟の保全・再生・創造を進めているところであるが、

事業は単年度で完了するものではなく複数年をかけて事業

を推進し、事業が完了した時点で「回復・創造」として供用

開始し、初めて完了となるものである。平成１２年、１３年

は新たに完了した事業がなかったことから指標は横ばいと

なっているが、目標年次（H18）に向けて事業の進捗が図ら

れている。 
・特に平成１４年度から自然再生事業を創設し一層重点的に取

り組んでいるところであるが、自然再生は流域における自然

環境の変遷等の詳細な調査が必要であるとともに、順応的・

段階的な事業の実施（事業実施による自然の反応をモニタリ

ングしその状況に応じ計画の内容にフィードバックすると

ともに、自然の復元力を活かし段階的に事業を実施する）を

行っているため、平成１４年度には実績として計上できない

状況となっている。 
 
（施策の実施状況） 
・藻場・干潟については、三河湾等で実施。 
・平成１４年度より、河川環境整備事業に自然再生事業を創設

し、荒川、釧路川等で実施 
 
（施策の実施状況） 
・藻場・干潟については、三河湾等で実施。 
・平成 14 年度より、河川環境整備事業に自然再生事業を創設

し、荒川、釧路川等で実施 
 
今後の取組の方向性 
・引き続き自然再生を推進。 
・今後は、失われた湿地や干潟の再生を表す指標として「失わ



 

 

れた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や干潟の中で再生し

たものの割合【H19 までに約３割再生】」を採用。（社会資本

整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の変更があり

うる。） 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課、港湾局環境整備計画室 



 

 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

 
 

（３）失われた自然の水辺を再生する 
河川水辺の空間は、災害に対する国土の安全性を緊急かつ効果的に向上させるため、コンクリ

ート護岸等の整備が行われてきたが、国民の自然志向の高まり等により自然河岸への再生が望

まれており、失われた自然の水辺を再生する必要がある。 
 

業績指標：河川における人工的な水際率 目標値：34%（H18） 
 
 
○業績指標 99：河川における人工的な水際率 
（指標の定義） 
河川の低水路の河岸部にブロック積、矢板等を使用している

部分の延長及びかご工、石積工等で植生がない部分の延長の

合計の全河岸部延長に占める割合。 

（目標値設定の考え方） 
過去１０年の整備延長を基に、５年後の整備延長を設定。（過

去の整備トレンドから設定） 

（考えられる外部要因） 
地元調整の状況等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  36% 36% 36% 

速報値※ 
※実績値は 10 月までに集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①自然再生、多自然型川づくり等 

河川において、良好な自然環境の再生のための自然再生や多

自然型川づくりを推進 
予算額：河川事業費 9,379 億円（H15 事業費）の内数 

 
他の関係主体 
地方公共団体 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 数値については、平成 14 年度に前年度より約 0.2%改善し

たものの、改善傾向は低調である。 
・ 平成 14 年度から自然再生事業を創設し一層重点的に取り

組んでいるところであるが、自然再生は流域における自然

環境の変遷等の詳細な調査が必要であるとともに、順応

的・段階的な事業の実施（事業実施による自然の反応をモ

ニタリングしその状況に応じ計画の内容にフィードバッ

クするとともに、自然の復元力を活かし段階的に事業を実

施する）を行っているため、平成 14 年度には実績として

計上できない状況となっている。 
・ 着実に自然再生や多自然型川づくり等を推進してきたと

ころであるが、災害に対する安全性を緊急かつ効果的に向

上させるため、やむを得ず人工的な河岸への施行を余儀な

くされている箇所がある。 
 
（施策の実施状況） 
・自然再生、多自然型川づくり等を荒川、木曽川等で実施 
 
今後の取組の方向性 
・ 災害に対する安全性を向上しつつ、自然河岸への再生をよ

り一層推進する 
 
（新たな目標設定） 
・ 今後は、失われた自然の水辺の再生を表す指標として海岸

を加味した「失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然

の水辺の中で再生した水辺の割合」を、これまでの「河川

における人工的な水際率」に代わり採用予定。 
・ 平成 19 年度迄に約２割再生させることを目指す。 

（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値

の変更がありうる。） 
 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課、治水課 



 

 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

 
 

（４）水質保全上重要な地域における水質を改善する 
三大湾や指定湖沼などの閉鎖性水域においては、水質の改善が十分でなく赤潮等による漁業被

害やレジャーへの影響などの問題が顕在化している。このため、これらの水域について早急な

改善が必要である。 
 

業績指標：下水道の高度処理人口普及率 目標値：12%（H14） 
実績値：12% 速報値※ 

 
 
○業績指標 100：下水道の高度処理人口普及率 
（指標の定義） 
高度処理人口普及率＝高度処理人口／総人口×100％ 
高度処理人口＝（高度処理水量／処理水量）×処理人口 
（高度処理人口とは水道水源、閉鎖性水域の水質改善等を目

的に行われる、通常よりもきれいな水質の処理水を得るため

の下水処理を行っている地域の人口） 

（目標値設定の考え方） 
第 8 次下水道整備五箇年（七箇年）計画において設定 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
6％ 8％ 8％ 10％ 12％ 

速報値※ 
※ 実績値は 8 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○高度処理の普及促進 
高度処理の施設の整備により高度処理の普及を促進するた

め、事業を実施する地方公共団体に対して補助を行う。 
予算額：下水道事業予算額 9,250 億円の内数（H15 国費） 

 
他の関係主体 
地方公共団体等（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ 平成１４年度の実績値は 12％であり、ほぼ目標を達成で

きた状況。 
・ しかし、環境白書にある水質環境基準点の改善率をみると、

河川については改善が見られるものの、三大湾や指定湖沼

等の閉鎖性水域では依然として改善がなされていない状

況。 
 
（施策の実施状況） 
・ 高度処理の普及促進を図るため、高度処理施設整備を促進

した結果、平成 8 年度から平成 14 年度で約 900 万人の高

度処理が可能となった。 
 
今後の取組の方向性 
・高度処理の普及は、依然として低い状態であり、また、三大

湾や指定湖沼等の水質改善状況が悪くこれを改善するため、

引き続き高度処理の普及促進を図る。 
 
（新たな目標設定） 
・ 新たな目標設定については、平成 15 年度以降は、社会資

本整備重点化計画と整合を図るため、指標名を「環境基準

達成のための高度処理人口普及率」とするとともに、定義

について次のとおりとする。 
（定義） 
高度処理人口普及率＝高度処理区域内人口／総人口×

100％ 
高度処理区域内人口： 

    流域別下水道整備総合計画等により、三大湾、指定湖

沼等の水質環境基準の達成と、そのために必要な高度

処理の実施が明確に関連付けられており、その放流水

質が水質汚濁防止法による規制の対象となっている

高度処理が実施されている区域内人口 
 
・目標数値については、平成１４年度の現況値 12％を、平成

19 年度までに 17％まで引き上げることを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の変

更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・高度処理を実施する市町村等について公共下水道の管きょの

補助対象範囲の拡充 
高度処理を実施する市町村等について、公共下水道の管きょ

の補助対象範囲を拡充し、高度処理人口の増加を図る。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 



 

 

政策目標 24 良好な自然環境の保全、形成 
豊かで美しい自然環境の保全と形成が図られること 

 
 

（５）河川の水質を改善する 
河川水質の改善は動植物の生息・生育環境の保全等とともに、人間生活における自然とのふれ

あいや河川水利用の安全性の確保などの面からもその改善が望まれており、豊かで美しい自然

環境の保全と形成のために河川水質の改善を進めていく必要がある。 
 

業績指標：河川水質 目標値：85%（H18） 
 
 
○業績指標 101：河川水質 
（指標の定義） 
全国の直轄管理の一級河川の環境基準の満足率 

（目標値設定の考え方） 
水質改善に関する事業を進め、改善が進んだ場合に平成１８

年のＢＯＤ環境基準を満足する地点の割合。 

（考えられる外部要因） 
・ 地元調整の状況等 
・ 気候等の影響 
・ 社会情勢の変化等による流入負荷の動向 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
８７％ ８２％ ８３％ ８３％ ８５％ 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①浄化事業等の実施 
河川及びダム等において浄化施設等の設置をすすめ、水質改

善を実現する。 
H13 年環境基準満足率は８３％ 
予算額：河川事業費 9,379 億円（H15 事業費）の内数 
予算額：ダム事業費 4,097 億円（H15 事業費）の内数  
 

②関係機関及び流域自治体と連携による水質改善施策設置等

の整備 
河川管理者と関係機関及び流域自治体が一体となって、水質

改善施設等の整備をすることにより、水質改善を図る清流ル

ネッサンスⅡを推進。 
 
他の関係主体 
・地方公共団体等 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 85%（測定地点 1,001 地点に対し、

850 地点）であり、平成 18 年の目標に達した。河川水質の

改善は着実に進んでいる。 

・指標の伸びの原因は、河川浄化施設の設置や下水道等の整備

の進捗等による。 
・しかし、綾瀬川や大和川等の都市部の河川で達成率が悪いほ

か、湖沼での満足率が悪く（２５％）、今後も引き続き対策

が必要。 

 
（施策の実施状況） 
・平成１５年度には綾瀬川、霞ヶ浦等の満足率の悪い都市部の

河川や湖沼を重点的に、浄化施設等の整備を実施。 
 
今後の取組の方向性 
・事業の実施効果は着実に発揮されているが、満足率の悪い都

市部の河川と湖沼について重点的に、今後も関係機関と一体

となって水質改善事業を実施する必要がある。 
 
（新たな目標設定） 
・目標は達成しているものの、都市部の河川や湖沼では未だに

満足率が低いため、新しい目標を検討中。 
 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課 

主要河川の水質経年変化の比較
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政策目標 25 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 
 

（１）建設工事のリサイクルを推進する 
建設廃棄物(建設工事から排出される廃棄物)は、産業廃棄物全体の排出量の約２０％、最終処

分量の約３０％に及んでいる。したがって、我が国において循環型社会経済システムを構築す

るに当たり、建設廃棄物に対するリサイクルに取り組むことが必要である。 
 

業績指標：直轄工事におけるリサイクル率 目標値：100%（H17） 
 
 
○業績指標 103：直轄工事におけるリサイクル率 
（指標の定義） 
国が発注した工事の建設工事現場から排出された建設廃棄物

（対象品目）のうち、再資源化等されたものの割合。 
・対象品目：（上から順に）アスファルト塊、コンクリート塊、

建設発生木材 

（目標値設定の考え方） 
根拠：建設リサイクル法基本方針 
考え方：国の直轄事業について、再資源化・縮減を先導する

観点から、平成 17 年度までに最終処分量をゼロにすることを

目指す 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 

 
－ 

 
－ 

As 99.7％ 
Co 97％ 
木材 75％ 

 
－ 

 
集計中

※ 
※実績値は H１５年１１月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○直轄工事に係る各種建設副産物の排出抑制、再生利用等の推

進 
平成１４年５月３０日に策定した、「建設リサイクル推進計

画 2002（事務次官通知）」に基づき、建設工事から出てくる

各種建設副産物の排出抑制、再生利用を推進する。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は現在集計中であるが、アスファル

ト・コンクリート塊、コンクリート塊については平成１２年

度において概ね１００％を達成している。また、建設発生木

材については、平成１２年度時点において７５％となってい

る。 
・アスファルト・コンクリート塊については、概ね１００％を

達成しているが、その高い再資源化率を維持するために、現

状ではリサイクルが困難な排水性舗装、改質アスファルトの

リサイクルをどのように進めていくかが課題となる。 
・また、排出されたコンクリート塊は、現状では路盤材として

主に利用されており、当面はその利用が見込まれる。 
・建設発生木材の現状については、建設発生木材を再資源化（破

砕）したチップを、パーティクルボード原料、製紙原料、堆

肥原料等のマテリアル・リサイクル又は燃料としてサーマ

ル・リサイクルしているが、これらチップの需要量及び利用

用途が限定的であることから、建設発生木材の再資源化率が

低迷していると考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・平成１４年度より、建設リサイクル法が完全施行され、それ

と同時に建設リサイクル推進計画２００２を策定し、建設工事

から排出される廃棄物に対する施策を、排出抑制、分別解体、

再資源化・縮減、適正処理、再使用・再生資材の利用、技術開

発等、理解と参画の推進の７つに整理したところ。 
 
今後の取組の方向性 
・上記で分析したように、アスファルトコンクリート塊につい

ては、現状ではリサイクルが困難な排水性舗装、改質アスフ

ァルトのリサイクル技術の開発等が必要となる。 
・コンクリート塊については、今後とも、路盤材としての利用

を推進すると共に、新たな利用用途先として、コンクリート

用骨材へのリサイクルも推進することが必要である。 
・また、建設発生木材に関しては、マテリアル・リサイクルの

利用用途・需要拡大を図るとともに、新たに発電等熱回収す

るサーマル・リサイクルの拡大についても検討する必要があ

ると考えられる。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

○建設リサイクル推進計画２００２のフォローアップ 
平成１４年５月３０日に策定された当該計画について、各局

ごとに行われている施策についてフォローアップを行い、計

画の実施を図っていく。 

担当部局等 

担当部局：総合政策局事業総括調整官室 
関係部局：河川局、道路局、都市・地域整備局、港湾局 



 

 

政策目標 25 循環型社会の形成 

資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 
 
 

（２）自動車のリサイクルを推進する 

使用済自動車は年間約５００万台排出されるが、産業廃棄物最終処分場の不足等により使用済

自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっている。また、最終処分費の

高騰や鉄スクラップ価格の低迷により、不法投棄や不適正処理の問題も生じている。このため、

使用済自動車における、再使用可能な部品をリサイクル部品として活用することにより、シュ

レッダーダストを低減させることが重要である。 
 

業績指標：リサイクル部品を使用する自動車整備工場の割合 目標値：80%（H17） 
 
 
○業績指標 104：リサイクル部品を使用する自動車整備工場の

割合 
（指標の定義） 
全自動車分解整備工場のうち、中古部品、リビルト部品を使

用している工場の割合。 

（目標値設定の考え方） 
リサイクル部品の使用についての自動車整備工場の意向を踏

まえ、安全性基準の整備等によりリサイクル部品を使用する

事業者が増加すると見込まれることから、達成されると考え

られる割合を算出したもの。 

（考えられる外部要因） 
要求される部品の流通及び確保 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 

  64.8％ 86.8％ 集計中※

※実績値は８月頃集計予定。 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
○リサイクル部品の利用促進のためのガイドラインの周知 

自動車整備事業者等がリサイクル部品の情報を的確に把握

し、良質なリサクル部品が適切に利用できる市場が形成され

るよう国土交通省が主体となって作成したガイドラインの

周知を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

・平成１３年度の実績値は８６．８％であり、目標値に達して

いる。 

・指標の伸びの要因としては、リサイクル部品の活用は廉価な

サービスを望むユーザーに応えるものとして整備業界には

定着してきていることが考えられる。 

 

（施策の実施状況） 

・平成１４年に国土交通省はリサイクル部品の利用促進のため

のガイドラインを策定し、関係者に対して良質な自動車リサ

イクル部品が適切に利用できる市場が形成できるようガイ

ドラインの周知を図っている。 

 
今後の取組の方向性 
・ 自動車整備関係業界の自動車リサイクル部品の積極的な

活用やカーエアコンからのフロン回収など環境問題への

取り組みを促進するとともに、環境対策に積極的に取り組

んでいる整備関係事業者を顕彰、公表し、リサイクル部品

の使用等を更に促進し、環境指向型事業活動を支援してい

く。 

・ また、平成１３年度において目標値に達していることから、

今後の動向を踏まえ目標値の見直し等、検討を行うことと

する。 
 

担当部局等 

担当部局：自動車交通局技術安全部整備課 



 

 

政策目標 25 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 
 

（３）海面処分場の容量を確保する 
内陸部での廃棄物最終処分場の確保がますます困難となっているため、海面処分場の容量を必

要な限り確保する必要がある。 
 

業績指標：港湾における廃棄物の取扱い比率（一般廃棄物） 目標値：21%（H18） 
 
 
○業績指標 105①：港湾における廃棄物の取扱い比率（一般廃

棄物） 
（指標の定義） 
毎年最終処分される一般廃棄物のうち海面処分場で受入れる

ものの比率を表したもの。 

（目標値設定の考え方） 
一般廃棄物の海面処分場での受入について、現状の 2600 万人

分を 21 世紀初頭に 3000 万人分とすることを目標として、平

成 18 年度の目標値を受入比率で設定。 
 
過去の実績値の推移 

H10 H11 H12 H13 H14 
18％ 18％ 21％ 集計中※ 集計中※

※実績値は H16.1 以降集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①廃棄物海面処分場の整備 

大都市圏を中心に、内陸部での廃棄物最終処分場の確保が

ますます困難となっているため、廃棄物海面処分場の整備を

推進する。また高密度な土地利用が進んでいる地域において

は、地方自治体や事業主が個々に最終処分場を確保すること

が困難であるため、大阪湾において、近畿 2 府 4 県 195 市町

村を対象とした（広域臨海環境整備センター法による）広域

廃棄物処分場の整備を推進するとともに、必要と認められる

場合は、他地域でも同法の活用を図る。 
一般廃棄物：地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継

続的に確保するよう整備する。（廃掃法基本方針） 
産業廃棄物：平成 22 年度において、最終処分量の 5 年分程

度を確保できるように整備する。（廃掃法基本方針） 
＜廃棄物埋立護岸＞予算額：386 億円(H15) 
＜広域臨海環境整備センター法に基づく広域処分場の整備＞

予算額：99 億円(H15) 
 
②廃棄物海面処分場の延命化対策の推進 

「廃棄物海面処分場で埋立処分される廃棄物等を減量化

する施設」（廃棄物海面処分場延命化施設）を民間事業者の

能力を活用して整備を促進するなどの減量化対策を推進す

る。 
 
③廃棄物海面処分場への産業廃棄物の受け入れ推進 

公共が関与し、管理・運営されている産業廃棄物の中間処

理施設により、減量化・無害化された産業廃棄物溶融スラグ

等を受け入れる廃棄物埋立護岸整備に対する補助制度の活

用等により、積極的な産業廃棄物の受け入れを推進する。 
 
他の関係主体 
・環境省（廃棄物の適正処理に関する制度を所管） 
・地方自治体（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 12 年度の実績値は 21％で、目標値が 21％であること

から、目標値に達している。しかし、地方自治体、民間事業

者等による内陸の廃棄物最終処分場の整備状況により、大き

く変化する可能性がある。 

一般廃棄物における最終処分量の推移＜全国＞
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（施策の実施状況） 
・平成 14 年度に 37 港において廃棄物海面処分場を整備するな

ど上記施策を行ってきたところであるが、廃棄物海面処分場

の残余年数を見ると、一般廃棄物について 12.2 年（首都圏

11.2 年、近畿圏 9.5 年）と残余年数が逼迫している状況は変

わらない。また、産業廃棄物の場合だと 3.9 年（首都圏 1.2
年、近畿圏 1.9 年）と残余年数がさらに逼迫している。 

 
今後の取組の方向性 
・引き続き上記施策を推進する。 
 
（新たな目標設定） 
・現在の指標は、一般廃棄物だけに特化したものであり、目標

値に達している。しかし、平成 14 年 11 月交通政策審議会の

答申にもあるとおり「海面処分場の延命化を図るとともに、

海面処分場における積極的な産業廃棄物の受け入れを推進」

していくとしており、一般廃棄物・産業廃棄物双方を考慮し

た指標が必要である。 
・また、海面での受け入れは、内陸と無関係に一方的に進める



 

 

ものではなく、内陸だけでは対応できない廃棄物を事前に可

能な限り減量化した上で、有限かつ貴重な港湾空間において

できるだけ確保する必要がある。 
・以上のことから新たな目標として「可能な限り減量化したう

えで海面処分場でも受入が必要な廃棄物の受入」を設定する。

目標値は 100％となるように施策を推進する。 
 

担当部局等 

担当部局：港湾局環境整備計画室 



 

 

政策目標 25 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 
 

（４）循環資源の輸送コストを低減する 
廃棄物処分場の残余年数が逼迫していることなどから、リユース・リサイクルを促進すること

が求められているため、効率的な静脈物流拠点とネットワークの形成により、循環資源の輸送

コストを低減することが必要である。 
 

業績指標：港湾における廃棄物の取扱比率（産業廃棄物） 目標値：14%（H18） 
 
 
○業績指標 105②：港湾における廃棄物の取扱比率（産業廃棄

物） 
（指標の定義） 
産業廃棄物等のうち海上輸送により港湾で取り扱われるもの

の比率を表したもの。 

（目標値設定の考え方） 
海上輸送を活用して港湾を核とした静脈物流システムを構築

することにより、現在約 10％（同一県内輸送を除く。）となっ

ている港湾取扱い分担率を 21 世紀初頭に 20％とすることを

目標として、平成 18 年度の目標値を内挿したもの。 
 
過去の実績値の推移 

   H7 H12※ 
   

11％ 18％ 

※5 年に 1 度の調査のため、H14 の実績値は無し（次回調査は

Ｈ１７）。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①循環資源利用に関する港湾の運用改善 

港湾での循環資源の取扱に関し、廃棄物に対する先入観や

港湾管理者間の運用の相違等により、手続等に多くの時間、

労力が必要となり円滑な物流を阻害している場合があるた

め、国は港湾における循環資源の取扱に関する全国共通のガ

イドラインを作成するとともに、港湾管理者による運用の改

善を促進する。 
 
②官民の連携促進 

広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流ネッ

トワークの拠点として港湾局長からリサイクルポートに指

定された港湾管理者やリサイクルを行う民間企業等によっ

て設置されたリサイクルポート推進協議会を支援するなど、

静脈物流ネットワークの構築に向けた官民の連携を促進す

る。 
 
③静脈物流基盤の整備等 
  広域的なリサイクル施設の集中立地と、岸壁、ストックヤ

ード等の静脈物流岸壁の一体的整備を展開する。 
予算額：港湾改修事業 1 億円（H15） 

 
④国際静脈物流システムの構築 

将来発生量が見込まれる鉄くず等の余剰循環資源につい

て、循環資源の輸出ターミナルの拠点化・大型化・情報ネッ

トワーク化等による効率的な国際静脈物流システムの構築

を推進する。 
 予算額：行政部費（調査）0.2 億円(H15) 
 
他の関係主体 
・環境省（廃棄物の適正処理に関する制度を所管） 
・地方自治体（港湾管理者） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 12 年度の実績値は 18％で、目標値が 14％であること

から、既に目標値を越えており、循環型社会形成に向けて好

ましい結果と考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年から平成 15 年にかけて、18 港をリサイクルポー

トに指定。重点的に静脈物流基盤の整備を行っているところ。

一方で、リサイクルポートに指定された港湾管理者やリサイ

クルを行う民間企業等によって設置されたリサイクルポー

ト推進協議会を支援するなど、静脈物流ネットワークの構築

に向けた官民の連携を促進している。 
・一方で、静脈物流拠点の形成に向け、積替・保管施設等必要

な基盤施設の確保が必要であるが、循環資源については運賃

負担力が低いことから、基盤施設整備に対する支援制度の構

築が不可欠となっている。 
 
今後の取組の方向性 
・引き続き上記施策を推進するほか、港湾における静脈物流拠

点形成支援制度の拡充を検討していく。 
 
（新たな目標設定） 
・既に、現在の指標の目標値は達成されているところであるが、

廃棄物海面処分場の残余年数を見ると、一般廃棄物では 12.2
年（首都圏 11.2 年、近畿圏 9.5 年）、産業廃棄物では 3.9 年

（首都圏 1.2 年、近畿圏 1.9 年）と残余年数が逼迫している。

また、今年 3 月に策定された「循環型社会形成推進基本計画」

の中でも、「循環利用率」が数値目標として規定されており、

平成 12 年度で約 10％であったものを、平成 22 年度までに

約 14％に向上することとされている。よって、今後ともリ



 

 

ユース・リサイクルを促進する必要がある。 
・また、現在の指標は、海上輸送率を表したものであるが、効

率的な静脈物流システムを構築するという観点から、輸送コ

ストの低減を指標とすることが適切である。 
・このような背景を受け、港湾においても具体的な取組を打ち

出したことから、新たな目標として「循環資源国内輸送コス

ト低減率」（港湾における静脈物流拠点とネットワークの形

成に向けた諸施策を実施して、循環資源の海上輸送量の増加

を見込んだ場合の H14 年時に対する単位重量当たりの国内

輸送コストの低減率）を設定する。目標値は、平成 14 年と

比較して平成 19 年で 1 割とする。 
 

担当部局等 

担当部局：港湾局環境整備計画室 



 

 

政策目標 25 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 
 

（５）下水汚泥のリサイクルを推進する 
下水の処理過程から発生する下水汚泥は、全産業廃棄物発生量の約１９％を占めている状況に

あり（平成１１年度末）、減量化やリサイクルのより一層の推進が求められている。 
 

業績指標：下水汚泥のリサイクル率 目標値：60%（H14） 
実績値：66% 速報値※ 

 
 
○業績指標 106：下水汚泥のリサイクル率 
（指標の定義） 
緑農地利用や建設資材利用など、下水汚泥をリサイクル（資

源化）する割合 
下水汚泥リサイクル率＝下水汚泥有効利用量／下水汚泥総発

生量×100％ 

（目標値設定の考え方） 
過去の事業実績等をふまえ、平成 14 年度までの必要事業量を

算定。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
56％ 58％ 60％ 64％ 66％ 

速報値※

※ 実績値は 9 月頃集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○下水汚泥の減量化・最有効利用の推進 
・ 環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指すため、焼却施

設やコンポスト化施設等の下水汚泥の減量化・有効利用に

係る処理施設整備を補助事業により計画的に実施する。 
・ 下水汚泥の有効利用の効率性を高めるため、下水汚泥の広

域処理を促進する。 
予算額：下水道事業 9,250 億円の内数（H15 国費） 

 
他の関係主体 

地方公共団体等（事業主体） 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値は 66％であり、目標を達成できた。 
・産業廃棄物最終処分場の残余年数は首都圏で 1.2 年、近畿圏

で 1.9 年、全国で 3.9 年となっており（平成 13 年 4 月 1 日

現在）、廃棄物の減量化・リサイクルの推進が急務であり、

更なる減量化・有効利用の推進が求められている。 
 
（施策の実施状況） 
・ 下水汚泥の有効利用について事業を推進してきた。 

・ 下水汚泥の広域処理については、第 8 次下水道整備七箇年

計画期間中において、複数市町村が共同で汚泥処理施設等

を整備する特定下水道施設共同整備事業について約 30 箇

所、農業集落排水事業や浄化槽等の汚水処理施設と共同で

整備する汚水処理施設共同整備事業について約 30 箇所で

事業を実施するなど効率的な事業の実施を図った。 
 
今後の取組の方向性 
・平成１５年３月に循環型社会形成推進基本計画が策定される

など、循環型社会の形成に向けた更なる取組が求められてお

り、引き続き下水汚泥の減量化やリサイクルの推進を図って

いく。 
 
（新たな目標設定） 
・新たな目標設定については、平成 15 年度以降も、下水汚泥

リサイクル率を定義の一部を見直した上で引き続き業績指

標として採用する予定。（下水汚泥有効利用量について、有

効利用の用途について精査し、定義を見直すこととしてい

る） 
・平成 14 年度の現況値 57％から平成 19 年度 65％まで引き上

げることを目標とする。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により指標・目標値の

変更がありうる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・バイオマス利活用事業の創設 
下水汚泥とその他のバイオマスを下水汚泥処理施設において

集約的に処理し、処理工程においてメタンガスを回収し下水処

理場内で活用する場合について、補助する事業制度を創設。 
 

担当部局等 

担当部局：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 



 

 

政策目標 26 ＩＴ革命の推進 
国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型 IT 社会」の実現

が図られること 
 
 

（１）港湾分野における行政手続の電子化を推進する 
港湾における諸手続は、複数の行政機関に様々な様式の申請・届出等を行う必要があり、非常

に煩雑であった。その課題を解消するため、国土交通省の港湾分野（港湾管理者・港長）にお

ける行政手続の電子化・ワンストップサービス化を推進する港湾ＥＤＩの普及等により、行政

手続を電子的に受け付けることが可能な体制を整備していく必要がある。 
 

業績指標：港湾ＥＤＩシステムの普及率 目標値：100%（H17） 
 
 
○業績指標 107：港湾ＥＤＩシステムの普及率 
（指標の定義） 
対象機関である重要港湾以上の港湾管理者及び特定港の港長

に対する港湾ＥＤＩの整備率。 
ＥＤＩ：Electronic Data Interchange（電子情報交換） 

（目標値設定の考え方） 
現在、対象機関に港湾ＥＤＩシステムの整備を行っており、

その普及率を平成１７年度までに概ね１００％とする。（重要

港湾以上の港湾（128 港）と港則法の特定港（86 港）の全て

の港で利用可能な港湾を目指す） 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
 8.9% 19.2% 22.0% 55.1% 

主な施策等 

主な施策の概要 
①港湾ＥＤＩシステムの設置及び管理 
港湾ＥＤＩシステムは、港湾管理者・港長に係る港湾手続き

の電子化を進めることを目的として、国土交通省港湾局と海

上保安庁が港湾管理者と協力して開発し、平成１１年１０月

より試行的に運用してきた。 
第１５６国会において港湾法の一部を改正し、入港届等の港

湾施設の利用に係る手続きについて、電子情報処理組織を国

土交通大臣が一元的に設置及び管理することとし、平成１５

年６月より港湾ＥＤＩシステムの本格運用を始めた。 
予算額：１億円（Ｈ１５港湾整備事業費） 
 

②輸出入・港湾諸手続のワンストップサービス化の推進 
輸出入・港湾関連手続きについては、複数の行政機関が関与

し、非常に煩雑であることから、その簡素化が強く求められ

ている。財務省等の関連府省が協力して、通関情報処理シス

テム（ＮＡＣＣＳ）、港湾ＥＤＩ、乗員上陸許可支援システ

ム等の各システムを相互に接続・連携することにより、一回

の入力・送信で関係府省に対する必要な輸出入・港湾関連手

続を行うことを可能とするシングルウィンドウ化を平成１

５年７月中を目途に実現する。 
予算額：１億円（Ｈ１５行政部費） 
 

他の関係主体 
・地方自治体（港湾管理者） 等 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度末の実績値は５５．１％（港湾管理者３２港と

全特定港８６港）であり、目標の達成に向けて順調に指標は

伸びている。輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス

化や電子政府の実現など、港湾の利便性向上のため、手続き

の電子化の必要性が重視されてきた。 
・平成１５年６月からの港湾ＥＤＩシステムの本格運用、平成

１５年７月中の輸出入・港湾関連手続のワンストップサービ

スの実現に伴い、新たな港湾管理者の参加が見込まれており、

平成１５年度末には８０％以上になる見込みである。 
 
（施策の実施状況） 
・平成１３年度より、輸出入・港湾関連手続のワンストップサ

ービス（シングルウィンドウ化）の実現に向け、財務省等の

関係府省と調整し、システム開発を実施。 
・平成１４年度は、港湾管理者や利用者等への港湾ＥＤＩシス

テムの概要説明、輸出入・港湾関連手続のワンストップサー

ビス（シングルウィンドウ化）の説明等、参加の呼びかけを

行った。 
  対港湾管理者：全国 10 箇所（地方整備局等単位） 
  対利用者：全国 6 箇所（港湾関連手続き関係府省（法務、

財務、厚生労働、国土交通）合同）等 
 
今後の取組の方向性 
・今後も、引き続き利用港湾拡大に向け、港湾管理者等への説

明を行っていく。 
・シングルウィンドウの利便性向上のため、IMO（国際海事機

構）の FAL 条約（国際海運の簡易化に関する条約）の批准を

視野に入れた手続きの見直し、システムの改良等に努める。 

平成 15 年度における新規の取組 

・輸出入・港湾関連手続きのシングルウィンドウ化の供用開始

（７月中） 
・政策アセスメントを実施 

担当部局等 

担当部局：港湾局環境・技術課 
関係部局：海上保安庁交通部安全課 



 

 

政策目標 26 ＩＴ革命の推進 
国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型 IT 社会」の実現

が図られること 
 
 

（２）公共入札の電子化を推進する 
企業の負担軽減及び行政事務の簡素・合理化によるコスト縮減を図るため、インターネット技

術等を活用した電子入札を推進する必要がある。 
 

業績指標：電子入札の実施割合 目標値：100%（H15） 
 
 
○業績指標 108：電子入札の実施割合 
（指標の定義） 
「電子入札」とは、工事などの入札をインターネット回線を

用いて行うものであり、国土交通省の実施する工事及び設計

業務等の全ての入札件数のうち電子入札で行った件数の割合

をいう。 

（目標値設定の考え方） 
平成 15 年度より、国土交通省の実施する全ての工事及び設計

業務等に電子入札を適用する。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
0% 0% 0% 0.2% 集計中※

※実績値は 11 月までに集計予定。 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○電子入札の推進 

インターネット技術等を活用した電子入札を推進し、入札

に係る費用の縮減、事務の効率化を図る。また、電子入札の

運用状況を踏まえ、システムの改良等により利用環境を整備

し、使いやすさの向上を図る。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 13 年度より、直轄事業の一部（約 100 件）に電子入札

を導入。 
・平成 14 年度は、平成 15 年度からの全面的な運用開始に向け

て対象事業を拡大し、約 2,000 件で電子入札を導入。 
 
（施策の実施状況） 
・平成 13 年度より電子入札を一部事業に導入し、平成 15 年度

より、新システム移行期間を経て、国土交通省地方整備局等

が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の全て

を対象に電子入札を開始。 
 
今後の取組の方向性 
・入札方式の見直し等に適宜対応し、運用方策を検討しつつ使

いやすさの向上を図るとともに、今後、地方自治体等への標

準的なシステムの導入を促進する。 
 

担当部局等 

担当部局：大臣官房技術調査課 
関係部局：大臣官房地方課、大臣官房公共事業調査室、港湾局

管理課、航空局経理補給課、北海道局企画課、官庁

営繕部営繕計画課 



 

 

政策目標 26 IT 革命の推進 
国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型 IT 社会」

の実現が図られること 
 
 

（３）国の行政手続の電子化を推進する 
現在、国の行政手続は、手続書類等の郵送・持参等の方法により行われているため、国民等が

自宅・職場にいながらインターネット等を用いて手続が行えるよう環境を整備して、国民等の

負担軽減を図る必要がある。 
 

業績指標：申請・届出等手続のオンライン化率 目標値：100%（H15） 
 
 
○業績指標 109：申請・届出等手続のオンライン化率 
（指標の定義） 
国が扱う申請・届出等手続のうち、インターネット等を用い

て行えるようになったものがどの程度あるか、すなわち、オ

ンライン化の進捗率を指す。 

（目標値設定の考え方） 
「e-Japan 重点計画」（平成 13 年 3 月 29 日 IT 戦略本部決定）

において、実質的に全ての申請・届出等手続を平成 15 年度ま

でのできる限り早期にオンライン化を実施することとされて

おり、手続の性質上オンライン化実施困難なものを除いた１

７１８件の手続のオンライン化を実現する。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
0.0% 0.0% 0.4% 12.0% 43.5% 

主な施策等 

主な施策の概要 
①申請・届出等手続のオンライン化に向けたシステム整備 

申請等手続をインターネット等を利用して行うのに必要と

なる行政機関側のシステム整備をすすめ、当該手続のオンラ

イン化を実現する。 
予算額：2,259 百万円(H15) 
 

②申請・届出等手続のオンライン化に向けた法制面での手当 
申請等手続をオンラインで行うために必要となる法制面で

の手当を行う。 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成 14 年度の実績値は 43.5%であり、目標の達成に向けて

順調に指標は伸びている。 
・ただし、計画よりオンライン化が遅れている手続がある。 
・その内訳を見ると、オンラインにより受付した後に利用する

内部業務システム（各手続の審査等の事務を行う個別システ

ム）の開発等が遅れていること、共管手続に係る法令改正等

制度面の検討が必要であること等が主な理由となっている。 
・しかしながら、内部業務システムの開発は、ほとんどのもの

が現在開発中であり、順次オンライン化できる見込みである。 
・また、法令改正等制度面の検討についても、他省庁との共管

法令について調整を進めており、オンライン化に向けた手当

を行う予定である。 
 

今後の取組の方向性 
・内部業務システム（各手続の審査等の事務を行う個別システ

ム）の開発についても、現在開発中のものがほとんどである

ことから、順次オンライン化できる見込みである。 
・法制面での課題については、引き続き他省庁との共管法令に

ついての調整を進め、オンライン化に向けた手当を行う予定

である。 
 

（新たな目標設定） 
先般の実績値測定後に、海洋汚染及び海上災害の防止に関す

る法律、鉄道運転規則を始めとする法令の改正等により、実

績値を算出する際に利用するオンライン化対象手続数等に

変更が生じたため、「実績値」、「目標値設定の考え方」を変

更する必要がある。 
 

【目標値設定の考え方】 
「e-Japan 重点計画-2002」（平成 14 年 6 月 18 日 IT 戦略本

部決定）等において、原則すべての行政手続等を平成 15 年

度までのできる限り早期にオンライン化することとされて

おり、国土交通省における申請・届出等手続については、平

成 15 年度末までに 2,270 件の手続のオンライン化を実現す

る。 
【実績値】 

H10→0.0%、H11→0.0%、H12→0.3%、H13→9.1%、H14
→32.9% 

平成 15 年度における新規の取組 

○申請・届出等以外の手続のオンライン化に向けた法制面での

手当て 
当該手続の具体的なオンライン化方法、課題等を検討を行い、

法制面での手当を推進する。 
 

○申請・届出等以外の手続のオンライン化に向けたシステム整

備 
上記の法制面での手当に従って、必要となるシステム整備を

推進する。 

担当部局等 

担当部局：総合政策局情報管理部情報企画課行政情報システム室 
関係部局：所管法令に基づく手続を扱う省内各局 



 

 

政策目標 26 ＩＴ革命の推進 
国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型 IT 社会」の実現

が図られること 
 
 

（４）道路・車両分野における電子化を推進する 
道路・車両分野におけるＩＴ革命の推進（高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進）は、高度

な道路利用、運転や歩行等道路利用における負荷の軽減を可能とし、道路交通の安全性、輸送

効率、快適性の飛躍的向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通し環境保全

に大きく寄与するものである。特に、ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）は、ＩＴ

Ｓの基本的要素の一つとして、料金所渋滞の緩和や周辺環境の改善等の様々な効果を発現させ

るため、その整備と利用促進を図ることが必要である。 
 

業績指標：ETC 利用可能料金所整備率 目標値：69%（H14） 
実績値：65% 

 
 
○業績指標 110：ETC 利用可能料金所整備率 
（指標の定義） 
ＥＴＣ利用可能料金所の整備率。 

・「整備率」は、整備料金所数を全料金所数（平成１４年度末

１,３００箇所）で除したもの。 

（目標値設定の考え方） 
新道路整備五箇年計画に位置付けられた指標。 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  5％ 52% 65% 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
○ETC 路側機器の整備 

首都高速道路、阪神高速道路のほぼ全ての料金所を含め、全

国の主要な料金所にＥＴＣを整備する。 
 

他の関係主体 
有料道路事業者 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・ＥＴＣについては、平成 11 年度の二次補正予算等により整

備目標を大幅に前倒しし、約 900 箇所を目標に路側機器の整

備を進めてきたところ、平成 14 年度末には首都高速道路、

阪神高速道路のほぼ全ての料金所を含む全国の主要な料金

所で整備を完了し、概ね目標を達成。 
・しかしながら、有料道路における ETC 利用率は約 5%（平成

15 年 3 月）にとどまっており、料金所渋滞の解消等、その

様々なメリットを発揮し得るETC利用率には達していない。 
・平成 15 年度には、基本的に全ての料金所にＥＴＣを整備す

ることから、今後はＥＴＣの効果を発現させるためにＥＴＣ

の利用の促進を図ることが重要。 

 
（施策の実施状況） 
・平成 14 年度末現在、850 箇所の料金所でＥＴＣサービスを

実施 
・平成 14 年 7 月に「ＥＴＣ前払割引」を導入 
 
今後の取組の方向性 
・路側機器について平成１５年度には高速自動車国道及び本四

道路を含め、基本的に全ての料金所に整備拡大 
・ＥＴＣ利用者に特化した多様な料金施策の実施 
 
（新たな目標設定） 
・今後は、ＥＴＣ利用率を新たな指標として採用。 
・平成１４年度の実績値５％を、平成１９年度までに５０％ま

で向上させ、料金所渋滞を概ね解消することを目指す。 
（社会資本整備重点計画の今後の検討により、指標・目標値の

変更がありえる。） 
 

平成 15 年度における新規の取組 

主に有料道路の多頻度利用者を対象とし、ＥＴＣ車載器のリー

ス等を支援する制度を創設し、ＥＴＣ利用率の早期向上を図る 

担当部局等 

担当部局：道路局有料道路課 



 

 

政策目標 26 ＩＴ革命の推進 
国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受できる「日本型 IT 社会」の実現

が図られること 
 
 

（５）民間によるネットワークインフラの形成を支援する 
e-Japan 重点計画における重点政策のひとつである「世界最高水準の高度情報通信ネットワー

クの形成」を実現するため、光ファイバー等収容空間を整備することにより公共施設管理の高

度化を図るとともに、それらを迅速に開放することにより民間によるネットワークインフラの

形成を支援していく必要がある。 
 

業績指標：公共施設管理用光ファイバー等収容空間ネットワ
ークの延長 

目標値：27,250km（H14）
実績値：集計中※ 

 
 
○業績指標 111：公共施設管理用光ファイバー等収容空間ネッ

トワークの延長 
（指標の定義） 
河川、道路、港湾における公共施設管理用光ファイバー等収

容空間の整備延長 

（目標値設定の考え方） 
＜河川＞公共施設管理上必要な区間で、民間のニーズを考慮

しつつ整備延長を設定。 

＜道路＞新道路整備五箇年計画期間内に全国の５割の市町村

の主要な幹線道路において光ファイバーの収容空間（共同

溝、電線共同溝及び情報ＢＯＸ）を整備。 
＜港湾＞ＩＴを活用した港湾管理業務の高度化・効率化の要

請の高い、中枢・中核港湾を中心とした地域において整備。

 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
  24,430km 28,140km 集計中 ※

※実績値は９月までに集計予定 
 

主な施策等 

主な施策の概要 
①河川管理用光ファイバー及びその収容空間の整備・開放 

災害時及び平常時において河川等管理施設等の常時観測及

び遠隔操作等、施設管理の高度化、効率化を図るため、施設

管理用光ファイバーおよびその収容空間の整備・開放を進め

る。(H15 予算額 約３２億円) 
 

②道路管理用光ファイバー及びその収容空間(情報ハイウェイ)
の整備・開放 
道路管理用光ファイバーの整備や電線共同溝の整備等によ

る電線類地中化等にあわせて光ファイバーおよびその収容

空間の整備・開放を進める。 
(H15 予算額 約 1,670 億円) 

 
③港湾施設管理用光ファイバー収容空間の整備 
臨港道路等の下に港湾施設管理用の光ファイバー収容空間

の整備を推進する。(H15 予算額 約３億円) 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
・平成１４年度の実績値については現在集計中であるが、平成

１３年度においてすでに 28,140km を整備し、平成１４年度

の目標値を上回っており、平成１４年度においては、目標値

を大幅に上回ることはほぼ確実である。 
・この内訳を見ると、河川施設管理用光ファイバー等収容空間

の整備延長が 6,100km、道路施設における光ファイバー収容

空間（共同溝、電線共同溝及び情報 BOX）の整備延長が

22,000km、港湾施設管理用光ファイバー等収容空間の整備

延長が 40km となっている。 
・平成１４年度に 27,250km の整備延長を達成するという目標

については、過去の実績等から推計したものである。実際に

は、2001 年 1 月に「e-Japan 戦略」を決定し、国家戦略と

して、本格的に IT 基盤の整備を推進してきたことが、目標

の大幅な達成に寄与したものと考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
・平成１２年度から、河川、道路、港湾施設における光ファイ

バー等収容空間整備を推進し、情報通信ネットワークの形成

が促進された。 
・収容空間の開放状況は、河川が約１，５００ｋｍ（平成１４

年度末）、道路が約１４，５００ｋｍ（平成１４年６月末）、

港湾施設が約１０ｋｍ（平成１４年度末）となっている。 
・以上のように、これらの施策は一定の効果を上げてきた。し

かしながら、道路における収容空間の整備は全国ネット化が

ほぼ概成したものの、その他の施設についてはまだ十分とは

言えず、更なる整備推進が必要である。 
 
今後の取組の方向性 
・今後は、河川、道路、港湾施設における光ファイバー等収容

空間の更なる整備を推進するとともに、これらの開放を順次

進める。 
・電線共同溝の整備等による電線類地中化については、2004

年度から始まる新たな「電線類地中化計画」を策定する。 
 
（新たな目標設定） 
・引き続き、「公共施設管理用光ファイバー等収容空間ネット



 

 

ワークの延長」を指標として採用。 
・平成１３年度の現況値 28,140km を、平成１５年度までに

32,000km まで引き上げることを目指す。 
 

担当部局等 

担当部局：総合政策局事業総括調整官室 
関係部局：河川局、道路局、港湾局 



 

 

政策目標 27 国際交流の推進 
国際交流の推進等により、我が国の国際相互理解の増進等が図られること 

 
 

（１）外国人旅行者の訪日を促進する 
訪日外国人旅行者の増大は、国際相互理解の増進につながり、外国人の日本に対する正しい理

解を深めるという重要な意義を有するほか、多大な経済波及効果及び雇用創出効果、地域の活

性化等を我が国にもたらすが、訪日外国人旅行者数は我が国の国勢規模等から見て極めて少な

い現状にあり、その増大に取り組む必要がある。 
 

業績指標：訪日外国人旅行者数 目標値：743 万人（H18） 
 
 
○業績指標 112：訪日外国人旅行者数 
（指標の定義） 
国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者（当該国の

旅券を所持した入国者）から日本に居住する外国人を除き、

これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者の数 

（目標値設定の考え方） 
概ね 2007 年（平成 19 年）を目途に 800 万人に倍増する「新

ウェルカムプラン 21」（平成 12 年 5 月）の達成を図る。なお、

施策の推進目標としては上記のとおりだが、現時点の実績を

ベースに、2007 年（平成 19 年）に 800 万人となるよう年平

均伸び率を一定として単純計算すると、平成 18 年時点では

743 万人となる。 

（考えられる外部要因） 
・海外の社会・経済動向及び観光政策等 
・国内の社会・経済動向 
・為替レートの動向 等 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
441 万人 444 万人 476 万人 477 万人 524 万人 
 
○業績指標 113：国際コンベンション開催件数 
（指標の定義） 
日本で開催された国際会議（日本を含めて２ヶ国以上から 20
人以上の参加のあった会議、シンポジウム、セミナー、講演

会等）の開催件数 

（目標値設定の考え方） 
世界全体では国際規模のコンベンション開催件数はほぼ横ば

いとなっているが、我が国の国際コンベンション開催件数の

増加傾向を踏まえ、平成 18 年に概ね 3500 件まで増加させる

ことを目標とする｡ 

（考えられる外部要因） 
・ 国際的な各種学会・産業界の動向 
・ 近隣諸国等の社会・経済動向 
・ 国内の社会・経済動向 
・ 為替レートの動向 
 
過去の実績値の推移 
H10 H11 H12 H13 H14 
2，415 件 2，475 件 2，689 件 2，737 件 集計中※

※9 月集計完了予定 

 

主な施策等 

主な施策の概要 
①海外における訪日観光宣伝（ビジット・ジャパン・キャンペ

ーン）の実施 
重点市場（平成 15 年度は韓国、台湾、米国、中国、香港）を

対象に、各重点市場ごとに旅行市場としての特性に応じて、

以下の施策等を組み合わせて実施し、日本の観光、日本の魅

力を徹底的にＰＲするとともに、日本への魅力的な旅行商品

の造成を促進する。 
 ・海外へのミッションの派遣などのトップセールス 
 ・海外でのテレビ、新聞、雑誌等によるＰＲ 
 ・メディアや旅行会社関係者の招請 
・旅行博等のイベントへの出展 
・訪日ツアー専門職員の養成 
予算額：20 億円(H15) 
 

②魅力ある観光交流空間づくりの推進 
国民及び外国人のニーズの多様化に応えられる、地域の多様

な資源を活用した観光交流の空間づくりの地域の取組を支

援する。 
 ・外客等に対応した案内・体験施設等観光基盤施設、旅行

環境の整備 
 ・地域の創意工夫による個性的な観光まちづくりを進める

ための人材育成、構想策定等の支援 
 ・地域が自立的に進める観光を軸とした良好な地域づくり

と観光交流拡大の取組の支援 
予算額：３．３億円(H15) 

 
③国際コンベンションの振興 
国際会議等の開催を推進するため､国際観光振興会を通じて､

寄付金を原資とする交付金の交付等の支援を実施。 
 
他の関係主体 
①関係省庁(外務省(海外広報関係の協力)等)、地方公共団体、

国際観光振興会及び民間等（協力して事業を実施） 
②地方公共団体、民間等（事業主体） 
③コンベンション法に基づいて国際会議観光都市として認定

された 49 都市(国際コンベンションの開催主体)及び国際観

光振興会(開催主体の事業を支援) 
 



 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
＜指標１について＞ 
・平成１４年の実績値は５２４万人であり、指標の値は伸びて

いるが、目標値を達成するためには更なる伸びが必要である。 
アジアからの訪日外国人が 6 割以上を占め、また、世界観

光機関(ＷＴＯ)によれば、日本、韓国、中国等を含む北東ア

ジア地域における到着旅行者数は、１９９５年から２０００

年までの間、年平均７．２％の伸びを示し、今後も２０００

年から２０１０年にかけて年平均７．８％という最大の伸び

が見込まれる地域になると推計しており、この地域に訪日観

光促進施策を行うことは有効と考えられる。 
 
＜指標２について＞ 
・平成１３年の実績値は 2，737 件、対前年比 1．8％の伸びに

止まった｡ 
国際コンベンション参加を目的とした来訪外国人は、対前年

比-2.9%、2,621 人減の 88,719 人であった。米国同時多発テ

ロの影響が懸念された 2001 年の訪日外客数は 4,771,555 人

（対前年比+0.3％）と比較すると、国際コンベンション参加

を目的とした来訪外国人の対前年比の減少が大きい。 
 

（施策の実施状況） 
＜指標１について＞ 
・平成 14 年度補正予算により、１５年度よりビジット・ジャ

パン・キャンペーンを実施するための準備として、市場ニー

ズ等の調査を内容とする事前調査等を行った。 
・地域の創意工夫による個性的な観光まちづくりを進めるため

の観光まちづくりプログラム策定推進事業を大分県豊後高

田市等において予定どおり実施した。 
・外客等に対応した案内・体験施設等観光基盤施設整備事業を

予定どおり実施した。  
 
＜指標２について＞ 
・ 平成１4 年度の寄付金を原資とする交付金について、主催

者からの申請に基づき、交付金の交付対象要件に適合する

35 の国際会議主催者に交付し、国際コンベンションの開

催を推進した。 
 
今後の取組の方向性 
・平成 15 年度より各重点市場ごとの事業計画に沿って、戦略

的かつ効果的な外国人旅行者訪日促進キャンペーンである

「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を実施していく。 
・地域が自立的に進める観光を軸とした良好な地域づくりと観

光交流拡大の取組を、ハード・ソフト施策の両面から総合的

に支援していく。 
・なお、平成 15 年 1 月の第 156 回国会における小泉総理大臣

の施政方針演説において、2010 年に訪日外国人旅行者数を

現在の 500 万人から倍増させることを打ち出したことから、

今後は 2010 年に 1000 万人を達成することを目標として、

各施策を推進していく。 
・国際コンベンションの開催については、当該会合に多数の外

国人が出席することにより、外国人旅行者の訪日促進につな

がるものであることから、「国際コンベンションの開催件数」

という指標は、「訪日外国人旅行者数」の指標に包含される

ものである。したがって、今後は「国際コンベンションの開

催件数」という指標を廃止して「訪日外国人旅行者数」に一

本化し、その増加目標の達成に向け、国際コンベンションの

振興も含めた訪日促進関連施策に集中的に取り組んでいく。 
 

平成 15 年度における新規の取組 

・平成 15 年度より、ビジット・ジャパン・キャンペーンを本

格的に実施している。予算額：２０億円(政策アセスメント

を実施) 
・地域の個性を活かした魅力ある観光交流空間づくりのための

自主的な取組を、国土交通省がハード・ソフトの両面から総

合的に支援する観光交流空間づくりモデル事業を実施する。

予算額：約１．４億円 
・外客受入に係る重点地域整備促進事業及び人材育成事業を実

施する。予算額：０．２億円(政策アセスメントを実施) 

担当部局等 

担当部局：総合政策局観光部国際観光推進課 
関係部局：総合政策局事業総括調整官室、総合政策局観光部観

光地域振興課 



 

（参考）政策目標別の政策レビュー（プログラム評価）テーマ一覧 
政策目標 関連する政策レビューテーマ 

○暮らし   
 1 居住水準の向上   － 
 2 バリアフリー社会の実現 ・バリアフリー社会の形成 （H16～H17 実施予定） 
 3 子育てしやすい社会の実現   － 
 4 余暇の充実 ・総合保養地域の整備 （H13～H14 実施済み） 
 5 住環境、都市生活の質の向上 ・都心居住の推進 （H13～H14 実施済み） 

・土地の有効利用 （H15～H16 実施中） 
・道路管理の充実 （H15～H16 実施中） 

 6 公共交通の利便性向上 ・都市鉄道整備のあり方 （H14～H15 実施中） 
 7 都市内渋滞の緩和 ・都市圏の交通渋滞対策 （H13～H14 実施済み） 
 8 アメニティ豊かな生活環境の

形成 
・流域の水環境改善 （H14～H15 実施中） 
・都市における緑地の保全・創出 （H14～H15 実施予定） 
・みなとのパブリックアクセスの向上 （H14～H15 実施中） 

 9 良質で安全な水の安定した利

用の確保 
・河川環境改善のための水利調整 （H13～H14 実施済み） 
・水資源政策 （H16～H17 予定） 

 10 地域交通確保   － 

○経済社会   
 11 広域的モビリティの確保 ・空港整備 （H13～H14 実施済み） 

・国内航空における規制緩和 （H15～H16 実施中） 
・次世代航空保安システムの構築 （H16～H17 予定） 

 12 国際競争力の強化 ・国際ハブ港湾のあり方 （H13～H14 実施済み） 
・空港・港湾アクセスの推進 （H16～H17 予定） 

 13 物流の効率化 ・貨物自動車運送のあり方 （H13～H14 実施済み） 
 14 新たな市場の育成   － 
 15 公正で競争的な市場環境の整備 ・内航海運のあり方 （H13～H14 実施済み） 
 16 産業の生産性向上   － 
 17 消費者利益の保護   － 

○安全   
 18 災害による被害の軽減 ・ダム事業 （H13～H14 実施済み） 

・流域と一体となった総合治水対策 （H14～H15 実施中） 
・火山噴火への対応策 （H14～H15 実施中） 
・台風・豪雨等に関する気象情報の充実 （H15～H16 実施中） 

 19 交通安全の確保 ・道路交通の安全施策 （H13～H14 実施済み） 
・総合的な海上交通安全施策 （H16～H17 予定） 
・プレジャーボートの利用改善 （H16～H17 予定） 

 20 海上における治安の確保   － 
 21 船員災害の防止   － 

○環境   
 22 地球環境の保全 ・低公害車の開発・普及 （H13～H14 実施済み） 

・海洋汚染に対する取り組み （H14～H15 実施中） 
 23 大気、騒音等に係る生活環境

の改善 
  － 

 24 良好な自然環境の保全、形成   － 
 25 循環型社会の形成 ・直轄工事のゼロエミッション対策 （H16～H17 予定） 

○共通の政策課題   
 26 ＩＴ革命の推進   － 
 27 国際交流の推進 ・訪日外国人観光客の受け入れの推進 （H15～H16 実施中） 

※各テーマをもっとも関係が深い政策目標に整理したものである 



政策目標 No. 施策等名

○暮らし

1 マンション建替えの円滑化に係る制度の拡充
2 住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の大幅な拡充
5 土地の流動化・有効利用のための土地税制の抜本的見直し
6 都市再生促進税制（都市再生緊急整備地域における特例措置）の創設

22 新たな住宅資金供給システムの構築
24 都市部における浸水被害対策の総合的な推進に係る法制度の創設
15 ＩＣカード乗車券の導入・普及、相互利用化促進
36 船舶共有建造業務を活用した物流効率化等の国内海運政策の実現に資する船舶の建造促進

3 子育てしやすい社会の実現 2 住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の大幅な拡充
3 ITを活用した観光ポータルサイトの整備

39 観光地における低公害バスの導入補助の実施
5 住環境、都市生活の質の向上 1 マンション建替えの円滑化に係る制度の拡充

4 業務核都市の整備による首都圏の都市再生
5 土地の流動化・有効利用のための土地税制の抜本的見直し
6 都市再生促進税制（都市再生緊急整備地域における特例措置）の創設
7 民間都市開発事業を推進する新たな統合補助制度の創設
8 既存ストックを活用した全国都市再生の推進のためのまちづくり総合支援事業の拡充
9 中小市町村における下水道整備支援の拡充

10 消流雪用水導入事業の拡充
11 既存オフィスビル等の住宅への転用
12 住宅市街地の総合的整備による都市再生の推進
13 密集住宅市街地の緊急整備による安全・安心な都市居住の再生
14 都市再生の推進に資する港湾施設整備に対する無利子貸付制度の創設
15 ＩＣカード乗車券の導入・普及、相互利用化促進
16 最適経路選択支援システムの構築
18 航空機の運航の確実性向上に関する空港整備法の一部改正
24 都市部における浸水被害対策の総合的な推進に係る法制度の創設
14 都市再生の推進に資する港湾施設整備に対する無利子貸付制度の創設
16 最適経路選択支援システムの構築
14 都市再生の推進に資する港湾施設整備に対する無利子貸付制度の創設
17 観光振興に資する海岸事業の拡充

9 良質で安定した水の確保 －
10 地域交通確保 －

○経済社会

11 広域的モビリティの確保 14 都市再生の推進に資する港湾施設整備に対する無利子貸付制度の創設
18 航空機の運航の確実性向上に関する空港整備法の一部改正
19 スーパー中枢港湾（国際海上コンテナ輸送における構造改革モデル港湾）の育成
20 公共荷捌き施設等整備事業に対するＰＦＩ税制の拡充
21 関西国際空港株式会社への補給金制度の創設及び政府保証の拡充

13 物流の効率化 －
11 既存オフィスビル等の住宅への転用
22 新たな住宅資金供給システムの構築

15 公正で競争的な市場環境の整備 5 土地の流動化・有効利用のための土地税制の抜本的見直し
16 産業の生産性向上 －
17 消費者利益の保護 －

○安全

23 都市における緊急的な下水道整備支援制度の拡充
24 都市部における浸水被害対策の総合的な推進に係る法制度の創設
25 流域貯留浸透事業の拡充
26 災害関連事業の拡充
27 火山噴火警戒避難対策事業の拡充
28 建築物の耐震化の促進のための制度の拡充
29 大規模自然災害に備えた初動・危機管理対応の強化
30 航空機内における安全阻害行為等の禁止・処罰規定の創設
31 黄砂に関する情報提供の開始

20 海上における治安の確保 32 不審船事案・テロ事案対処のための体制の強化
21 船員災害の防止 －

○環境

33 官庁施設の適正な保全の実施に関する制度の創設
34 自動車税のグリーン化及び自動車取得税の軽減措置の拡充
35 燃料電池自動車に係る保安基準等の策定による実用化・普及の促進
36 船舶共有建造業務を活用した物流効率化等の国内海運政策の実現に資する船舶の建造促進
37 物流の環境負荷低減に向けた支援制度の構築（環境負荷の小さい物流体系の構築）
16 最適経路選択支援システムの構築
31 黄砂に関する情報提供の開始
34 自動車税のグリーン化及び自動車取得税の軽減措置の拡充
35 燃料電池自動車に係る保安基準等の策定による実用化・普及の促進
38 低公害車普及促進対策費補助制度の拡充（ディーゼル微粒子除去装置の導入関係）
39 観光地における低公害バスの導入補助の実施
40 海色監視衛星データ処理システムの構築

25 循環型社会の形成 11 既存オフィスビル等の住宅への転用

○共通の政策課題

15 ＩＣカード乗車券の導入・普及、相互利用化促進
16 最適経路選択支援システムの構築
41 自動車保有関係手続のワンストップサービス制度の構築
42 港湾諸手続の電子情報処理システム（港湾ＥＤＩシステム）の設置及び管理に係る制度の創設
43 ビジット・ジャパン・キャンペーンの実施
44 外客受入に係る重点地域整備促進事業及び人材育成事業の実施
45 公共事業関係長期計画の一本化
46 道路整備費の財源の確保等に関する道路整備緊急措置法の改正
47 直轄事業による新たな高速道路整備方式の導入等に関する高速自動車国道法等の改正
48 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減をはかるために平成十五年度において緊急的に講ず

べき
49 大陸棚の限界画定に向けた海域精査及び関係省庁の連携体制の構築

※施策は再掲を含む

24 良好な自然環境の保全、形成

4 余暇の充実

14 新たな市場の育成

6 公共交通の利便性の向上

22 地球環境の保全

18 災害による被害の軽減

19 交通安全の確保

（参考）政策目標別の平成14年度新規施策（政策アセスメント対象）一覧

2 バリアフリー社会の実現

23 大気、騒音等に係る生活環境の改善

（その他）

1 居住水準の向上

7 都市内渋滞の緩和

8 アメニティ豊かな生活環境の形成

12 国際競争力の強化

27 国際交流の推進

26 ＩＴ革命の推進


